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序
章

研
究
史
と
課
題

は
じ
め
に

本
稿
は
中
世
社
会
を
構
築
す
る
一
要
素
で
あ
る
寺
社
の
勢
力
に
お
い
て
、
特
に
戦
国
期
の
禅
宗
の
勢
力
の
実
態
解
明
を
主
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
考
察
の
主
軸
は
京
都
に
拠
点
を
置
い
て
展
開
し
た
大
徳
寺
と
妙
心
寺
の
二
カ
寺
と
す
る
。
こ
の
両
寺
の
寺
院
運
営
を

考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
時
期
の
禅
宗
の
展
開
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
寺
社
の
勢
力
を
捉
え
る
一
端
と
し
た
い
と
考
え
る
。

近
年
、
改
め
て
中
世
後
期
の
宗
教
に
関
し
て
、
そ
の
研
究
史
・
課
題
が
提
示
さ
れ
た
が
（
１
）
、
特
に
戦
国
期
の
宗
教
史
研
究
の

課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
、
個
別
宗
派
史
的
な
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
全
体
史
を
え
が
く
事
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
事
で

あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
個
別
宗
派
史
的
な
研
究
も
、
宗
派
に
よ
っ
て
そ
の
研
究
の
質
量
に
は
差
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
実
状
で
あ
る

こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
戦
国
期
の
禅
宗
史
研
究
で
あ
ろ
う
。

禅
宗
史
の
研
究
状
況
の
現
状
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
き
、
禅
宗
史
全
体
の
先
行
研
究
史
は
、
近
年
で
は
、
広
瀬
良
弘
氏
が
概
観
と

し
つ
つ
研
究
分
野
ご
と
に
丁
寧
に
纏
め
ら
れ
て
お
り
（
２
）
禅
宗
史
研
究
の
現
状
把
握
が
簡
要
と
な
っ
て
い
る
。
従
来
か
ら
禅
宗
史

全
体
に
関
す
る
先
行
研
究
の
整
理
は
、
広
瀬
氏
ら
に
よ
っ
て
順
次
整
理
さ
れ
て
き
て
お
り
（
３
）
、
近
年
で
は
、
伊
藤
幸
司
氏
が
対

外
関
係
史
の
視
点
か
ら
重
点
的
に
ま
と
め
（
４
）
、
ま
た
斎
藤
夏
来
氏
が
、
先
の
広
瀬
氏
を
含
め
た
先
学
に
よ
る
先
行
研
究
整
理
を

概
観
し
、
そ
の
中
で
「
と
く
に
集
中
的
な
検
討
を
要
す
る
先
学
」
と
し
て
顕
密
体
制
論
の
黒
田
俊
雄
氏
、
日
本
禅
宗
の
成
立
に
言
及

し
た
船
岡
誠
氏
、
禅
宗
史
全
般
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
研
究
の
あ
る
玉
村
竹
二
氏
ら
三
氏
の
研
究
を
追
っ
て
い
る
（
５
）
。
こ
こ
で
は

そ
れ
ら
先
学
の
先
行
研
究
史
整
理
に
依
拠
し
つ
つ
、
改
め
て
最
近
の
禅
宗
史
研
究
に
つ
い
て
大
き
く
時
期
を
二
分
し
て
動
向
を
と
ら

え
て
み
た
い
。
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一
、
古
代
・
鎌
倉
・
南
北
朝
期

中
世
社
会
で
武
家
に
受
容
さ
れ
た
仏
教
の
一
つ
と
し
て
禅
宗
が
注
目
さ
れ
る
が
、
禅
僧
の
行
的
僧
侶
の
部
分
に
注
目
し
、
古
代
仏

教
の
中
で
禅
宗
を
捉
え
た
船
岡
誠
氏
の
研
究
（
６
）
に
よ
っ
て
、
禅
宗
を
古
代
か
ら
捉
え
る
見
方
が
提
唱
さ
れ
た
影
響
は
多
大
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
日
本
中
世
の
禅
宗
の
祖
は
栄
西
・
道
元
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
で
研
究
も
数
多
く
あ
る
。
そ
の
彼
ら
と
同
時
期

に
活
躍
し
た
禅
僧
に
能
忍
が
お
り
、
そ
の
後
の
日
本
禅
宗
で
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
彼
の
門
派
達
磨
宗
な
ど
が
、
古
代
か
ら
中

世
の
転
換
期
に
お
い
て
展
開
し
て
い
た
。
特
に
達
磨
宗
に
関
し
て
、
古
く
は
鷲
尾
順
敬
氏
（
７
）
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
が
、
近
年
、

中
尾
良
信
氏
（
８
）
や
原
田
正
俊
氏
（
９
）
ら
に
よ
っ
て
達
磨
宗
の
展
開
な
ど
明
ら
か
に
さ
れ
た
部
分
は
多
く
あ
る
な
ど
、
古
代
か

ら
中
世
の
連
続
性
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
近
年
改
め
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

先
の
能
忍
の
達
磨
宗
は
民
衆
に
受
容
さ
れ
や
す
い
禅
の
教
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
（

）
、
武
家
に

10

よ
る
禅
宗
受
容
に
よ
っ
て
、
政
治
・
経
済
・
文
化
、
ま
た
地
方
へ
と
大
き
く
展
開
す
る
こ
と
は
周
知
の
事
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
中
世
社
会
に
お
け
る
禅
宗
の
影
響
は
大
き
く
、
ま
た
幕
府
、
将
軍
家
の
外
護
を
得
た
事
に
よ
る
宗
派
の
展
開
に
も
影
響
し
た
。

葉
貫
磨
哉
氏
は
鎌
倉
幕
府
や
執
権
北
条
氏
に
よ
る
禅
僧
へ
の
帰
依
な
ど
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
（

）
。
特
に
、
近
年
で
は
鎌
倉
末
期
、

11

五
山
制
度
が
出
現
し
は
じ
め
る
時
期
の
禅
宗
寺
院
の
住
持
に
つ
い
て
、
斎
藤
夏
来
氏
は
入
寺
法
語
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と

で
、
禅
院
の
住
持
職
進
退
を
め
ぐ
っ
て
鎌
倉
幕
府
、
特
に
得
宗
が
必
ず
し
も
「
大
檀
越
」
的
な
地
位
に
は
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
（

）
。
ま
た
、
禅
林
の
寺
院
運
営
に
お
い
て
、
経
営
を
担
っ
た
東
班
と
修
行
教
育
の
西
班
の
両
班
が
あ
り
、
東
班

12

僧
は
寺
院
経
済
・
荘
園
経
営
な
ど
幅
広
い
室
町
期
の
「
東
班
衆
」
の
活
動
が
研
究
さ
れ
て
き
た
が
（

）
、
川
本
愼
自
氏
は
南
北
朝

13

期
の
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
の
時
期
で
は
東
班
・
西
班
の
両
班
で
特
化
・
区
別
が
な
く
「
一
つ
の
僧
侶
宗
団
」
で
あ
っ
た
と
指

摘
す
る
（

)

。

古
代
か
ら
南
北
朝
期
の
禅
宗
史
研
究
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
連
続
性
の
中
で
禅
宗
を
捉
え
た
研
究
、
ま
た
鎌

14

倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
の
禅
宗
寺
院
の
組
織
的
な
研
究
が
深
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
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二
、
室
町
・
戦
国
期

（
１
）
五
山
派

東
班
衆
の
活
動
も
含
め
、
室
町
期
の
禅
宗
の
研
究
は
、
従
来
か
ら
室
町
幕
府
の
政
治
、
経
済
、
対
外
政
策
、
ま
た
将
軍
を
檀
越
と

す
る
な
ど
、
室
町
期
の
社
会
の
多
岐
に
渡
っ
て
広
い
視
野
で
の
研
究
が
展
開
し
て
い
る
。
室
町
幕
府
に
お
け
る
足
利
将
軍
家
と
の
関

係
は
、
多
方
面
で
の
展
開
・
影
響
が
あ
る
。
足
利
将
軍
家
の
禅
宗
外
護
に
お
い
て
、
夢
窓
疎
石
と
将
軍
の
関
係
、
そ
の
後
の
夢
窓
派

の
興
隆
、
幕
府
の
対
外
政
策
に
お
け
る
禅
宗
・
禅
僧
の
役
割
、
五
山
文
化
の
展
開
な
ど
研
究
の
幅
は
広
い
。

近
年
、
室
町
殿
に
関
す
る
研
究
が
急
速
に
進
展
を
み
せ
る
中
、
足
利
将
軍
家
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
禅
僧
夢
窓
疎
石
に
注
目
し
た

研
究
で
は
、
足
利
将
軍
家
に
お
け
る
夢
窓
の
影
響
を
『
夢
中
問
答
集
』
を
中
心
に
西
山
美
香
氏
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
（

）
。

15

細
川
武
稔
氏
は
幕
府
の
祈
祷
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
禅
宗
に
注
目
す
る
（

）
。

16

特
に
室
町
幕
府
が
推
進
し
た
対
外
貿
易
な
ど
対
外
関
係
に
関
わ
る
禅
僧
の
役
割
が
注
目
さ
れ
る
が
、
近
年
急
速
に
進
展
し
た
研
究

分
野
の
一
つ
で
あ
り
、
特
に
東
ア
ジ
ア
的
な
視
点
で
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
明
確
化
し
、
日
明
、
日
朝
、
日
琉
等
そ
れ
ぞ
れ
に
お

い
て
研
究
が
進
ん
だ
。

対
外
交
渉
に
お
け
る
禅
僧
の
姿
を
、
蔭
凉
職
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
し
た
の
は
竹
田
和
夫
氏
（

）
で
、
伊
藤
幸
司
氏
は
日
明
交

17

流
に
つ
い
て
、
明
僧
が
日
本
僧
の
た
め
に
書
し
た
画
賛
な
ど
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
時
期
に
よ
っ
て
日
明
の
禅
僧
等
の
交
流
に
大
き

な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（

）
。

18

近
年
で
は
上
田
氏
が
禅
僧
の
属
す
る
門
派
、
ま
た
日
本
と
明
の
禅
宗
界
の
門
派
勢
力
に
注
視
す
る
こ
と
で
、
義
満
期
の
日
明
国
交

の
開
始
、
ま
た
義
持
の
日
明
か
ら
日
朝
国
交
へ
の
シ
フ
ト
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
（

）
。

19

こ
う
し
た
対
外
関
係
で
も
、
と
く
に
幕
府
と
密
接
な
夢
窓
派
や
そ
の
関
係
寺
院
た
る
相
国
寺
や
天
竜
寺
が
中
心
で
あ
っ
た
一
四
世
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紀
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
の
状
況
と
、
異
な
る
様
相
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
る
一
六
世
紀
の
外
交
に
つ
い
て
、
伊
藤
氏
は
非
五

山
系
の
門
派
に
注
目
し
、
日
琉
間
の
外
交
な
ど
に
も
言
及
す
る
な
ど
、
中
世
末
期
の
外
交
の
様
相
も
広
い
視
点
で
徐
々
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
て
い
る
（

）
。

20

特
に
、
上
田
氏
、
伊
藤
氏
の
研
究
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
禅
僧
の
門
派
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
詳
細
な

検
討
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
対
外
関
係
の
研
究
に
お
い
て
非
常
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。禅

院
の
制
度
研
究
に
関
し
て
は
、
五
山
制
度
、
五
山
派
寺
院
の
入
寺
制
度
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
。
今
枝
愛
真
氏
（

）
、
玉
村

21

竹
二
氏
ら
の
研
究
は
現
在
に
お
い
て
も
主
と
な
る
成
果
を
導
い
て
お
り
、
玉
村
氏
が
五
山
制
度
下
寺
院
入
寺
に
出
さ
れ
る
公
帖
を
分

析
し
（

）
、
上
島
有
氏
が
天
竜
寺
文
書
に
残
る
室
町
将
軍
の
公
帖
の
分
析
、
ま
た
近
世
の
公
帖
（

）
の
詳
細
な
研
究
成
果
が
あ

22

23

る
。
近
年
に
な
っ
て
、
斎
藤
夏
来
氏
が
初
期
の
足
利
政
権
に
よ
る
公
帖
の
発
給
、
織
豊
期
の
公
帖
発
給
に
言
及
さ
れ
、
さ
ら
に
足
利

氏
の
公
帖
発
給
や
諸
山
・
十
刹
寺
院
の
住
持
補
任
の
状
況
か
ら
地
方
の
禅
院
ほ
ど
座
公
文
が
多
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（

）
。
こ
の
斎
藤
氏
の
研
究
か
ら
の
示
唆
を
得
つ
つ
、
特
に
地
方
の
五
山
派
の
う
ち
、
北
陸
地
方
に
関
し
て
、
室
山
孝
氏
が
加
賀

24
・
能
登
の
五
山
派
寺
院
の
住
持
補
任
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
（

）
。
こ
の
斉
藤
、
室
山
両
氏
に
よ
る
地
方
の
五
山
派
禅
院
の
入

25

寺
状
況
か
ら
、
必
ず
し
も
諸
山
寺
院
に
出
世
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
十
刹
・
五
山
へ
出
世
す
る
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
在
地
寺
院
と
の

交
流
や
、
戦
国
大
名
化
し
た
在
地
の
檀
越
外
護
者
と
の
密
接
な
関
係
性
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
五
山
叢
林
の
基
盤
が
在
地
「
夷
中
」

で
の
活
動
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
五
山
禅
院
の
入
寺
と
密
接
に
関
わ
る
の
が
室
町
幕
府
の
経
済
状
況
で
あ
り
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
従
来
か
ら
室
町

期
の
禅
林
の
東
班
衆
の
活
躍
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
近
年
、
川
本
慎
自
氏
や
竹
田
和
夫
氏
に
よ
っ
て
東
班
衆
の
禅
僧
達
の
嗣
法
関
係

（

）
、
ま
た
五
山
領
な
ど
つ
い
て
分
析
し
、
蔭
凉
職
の
権
限
の
強
さ
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（

）
。
ま
た
今
泉
淑
夫
氏

26

27

に
よ
る
蔭
凉
職
に
就
い
た
禅
僧
や
、
そ
の
他
に
も
多
く
の
室
町
期
の
五
山
派
禅
院
を
支
え
た
禅
僧
な
ど
に
関
す
る
研
究
が
あ
り
、
東
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班
衆
、
蔭
凉
職
な
ど
五
山
禅
院
を
支
え
た
禅
僧
達
や
ま
た
蔭
凉
職
亀
泉
集
証
な
ど
、
五
山
派
禅
院
の
組
織
、
経
済
に
関
す
る
研
究

（

）
に
進
展
が
み
ら
れ
、
従
来
以
上
に
詳
細
な
分
析
が
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
室
町
期
を
通
し
て
、
五
山
派
禅
院
の
経
済
状
況
の

28
変
化
や
、
ま
た
寺
院
運
営
を
支
え
た
禅
僧
達
の
詳
細
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

五
山
文
化
に
関
し
て
は
、
室
町
期
の
禅
僧
た
ち
の
活
動
の
一
つ
に
詩
文
や
法
語
な
ど
を
多
く
作
成
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
文
学
的
交

流
を
盛
ん
に
行
っ
た
事
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
近
年
、
入
寺
の
際
の
法
語
な
ど
の
禅
僧
の
語
録
や
詩
文
集
な
ど
に
注
目
し
、
文
学
的
な

側
面
に
特
化
し
た
研
究
か
ら
、
法
語
や
讃
文
な
ど
か
ら
み
た
対
外
交
流
な
ど
（

）
様
々
な
分
野
で
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

29

い
る
。

ま
た
、
渡
唐
天
神
説
話
に
関
す
る
研
究
も
進
展
し
（

）
、
室
町
期
の
五
山
文
化
研
究
に
は
新
た
な
進
展
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

30

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
室
町
期
の
禅
宗
研
究
は
、
対
外
関
係
に
お
け
る
研
究
を
中
心
に
、
五
山
派
禅
院
の
制
度
、
経
済
、
文
化
な
ど
多

岐
に
わ
た
っ
て
近
年
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
林
下
・
山
隣
派

そ
の
一
方
で
、
室
町
幕
府
に
お
け
る
五
山
制
度
に
は
い
ら
な
か
っ
た
寺
院
、
門
派
が
あ
っ
た
。
区
分
に
お
い
て
も
、
従
来
の
臨
済

宗
・
曹
洞
宗
の
宗
派
の
別
に
よ
る
区
別
か
ら
、
玉
村
氏
に
よ
っ
て
中
央
に
展
開
し
て
活
動
し
た
「
叢
林
」
と
、
地
方
に
展
開
し
た
「
林

下
」
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
二
つ
の
区
分
が
提
唱
さ
れ
（

）
受
容
さ
れ
て
い
る
。

31

し
か
し
近
年
、
地
方
に
拠
点
を
置
い
て
展
開
し
た
道
元
の
曹
洞
宗
寺
院
と
、
京
都
に
拠
点
を
お
い
て
展
開
し
た
大
徳
寺
・
妙
心
寺

と
が
共
に
林
下
の
範
疇
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
区
分
に
厳
密
性
を
欠
く
と
し
て
疑
問
が
呈
さ
れ
た
。
上
田
氏
は
大
徳
寺
・
妙

心
寺
が
京
都
に
拠
点
を
置
き
な
が
ら
地
方
へ
も
展
開
し
て
お
り
、
叢
林
的
性
格
と
林
下
的
性
格
の
両
性
格
を
あ
わ
せ
も
っ
た
教
団
で

あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
特
徴
を
「
山
隣
」
的
性
格
と
捉
え
る
事
を
提
唱
さ
れ
た
（

）
。
こ
の
示
唆
は
注
目
で
き
、
首
肯

32

で
き
る
点
が
多
大
で
あ
る
。
本
稿
で
も
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
両
寺
を
山
隣
（
山
隣
派
）
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
五
山
（
派
）
・
林
下
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・
山
隣
（
派
）
の
三
つ
に
区
分
し
て
捉
え
た
い
。

従
来
、
林
下
に
関
し
て
、
住
持
制
度
で
は
今
枝
氏
が
触
れ
て
お
り
（

）
、
ま
た
曹
洞
宗
の
住
持
制
度
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
氏
に

33

よ
る
永
平
寺
や
地
方
の
曹
洞
宗
寺
院
に
注
視
し
た
曹
洞
宗
の
住
持
制
度
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
（

）
が
代
表
的
で
あ
り
、
近
年
で

34

は
田
中
宏
志
氏
の
出
世
に
注
目
し
た
研
究
（

）
や
遠
藤
廣
昭
氏
の
曹
洞
宗
の
輪
住
制
の
研
究
（

）
が
あ
る
等
、
主
に
曹
洞
宗
寺

35

36

院
の
出
世
・
住
持
制
度
に
関
す
る
研
究
に
蓄
積
と
進
展
が
み
ら
れ
る
。

山
隣
派
で
は
、
末
柄
豊
氏
が
妙
心
寺
の
紫
衣
勅
許
に
関
し
て
（

）
、
斎
藤
氏
が
大
徳
寺
の
紫
衣
に
注
目
し
（

）
、
中
世
後
期

37

38

・
戦
国
期
に
か
け
て
の
山
隣
派
の
入
院
に
関
す
る
研
究
が
よ
う
や
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
室
町
幕
府
と
五
山
派
寺
院
、
朝
廷
と
林
下
・
山
隣
派
の
関
係
性
な
ど
、
中
央
で
の
禅
宗
展
開
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ

る
一
方
で
、
室
町
期
は
地
方
へ
の
進
出
も
躍
進
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
の
地
方
へ
の
禅
宗
の
進
出
や
地
方
展
開
に
注
目
し
、
各
地

で
の
禅
宗
の
進
出
、
受
容
、
外
護
者
と
の
関
係
な
ど
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。

（
３
）
地
方
展
開
と
外
護
者

地
方
に
お
け
る
禅
宗
の
発
展
は
、
鈴
木
泰
山
氏
（

）
、
今
枝
氏
（

）
ら
が
、
臨
済
・
曹
洞
両
宗
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
お
け
る

39

40

発
展
を
、
多
く
の
高
僧
と
称
さ
れ
る
禅
僧
の
活
動
を
取
り
上
げ
つ
つ
広
範
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
藤
岡
大
拙
氏
が
そ
れ
ら

先
学
を
評
価
し
つ
つ
、
高
僧
伝
に
依
拠
し
、
臨
済
・
曹
洞
両
宗
の
区
別
、
法
系
の
区
別
を
意
識
し
過
ぎ
る
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
地
方

武
士
の
禅
宗
受
容
・
外
護
は
実
証
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
理
由
が
説
明
不
足
で
あ
る
と
指
摘
し
、
地
方
の
禅
宗
受
容
層
と
禅
僧
に
注
目

し
な
が
ら
地
方
伝
播
に
お
け
る
受
容
の
理
由
を
論
述
す
る
（

）
。

41

各
地
方
で
は
、
例
え
ば
越
中
、
ま
た
下
野
、
下
総
な
ど
の
地
域
で
は
広
瀬
良
弘
氏
の
研
究
（

）
、
九
州
地
方
で
は
上
田
純
一
氏

42

（

）
が
あ
り
、
日
本
の
臨
済
・
曹
洞
両
宗
の
地
方
展
開
に
つ
い
て
、
在
地
の
守
護
、
守
護
代
ら
と
の
関
係
性
な
ど
詳
細
に
検
討
し
、

43
地
方
で
受
容
さ
れ
た
実
態
や
京
都
五
山
と
の
密
接
な
関
係
性
、
地
方
で
展
開
し
た
門
派
の
特
徴
や
、
他
門
派
と
の
関
係
、
ネ
ッ
ト
ワ
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ー
ク
な
ど
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

最
近
で
は
、
関
東
の
禅
林
に
関
し
て
、
古
河
公
方
周
辺
ま
た
足
利
学
校
と
密
接
に
活
躍
し
た
僧
等
は
、
仏
国
派
（
高
峰
顕
日
派
祖
）

の
特
に
道
庵
曾
顕
の
法
孫
で
あ
る
が
、
そ
の
道
庵
曾
顕
と
下
総
の
臼
井
氏
と
の
関
係
性
を
示
唆
し
南
北
朝
期
に
仏
国
派
道
庵
下
の
展

開
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

）
。
近
年
の
県
史
な
ど
自
治
体
史
が
編
纂
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
の
地
域
の
宗
教
史
が
詳

44

述
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
大
き
な
成
果
で
あ
る
と
い
え
る
（

）
。

45

こ
う
し
た
禅
宗
の
地
方
展
開
に
お
い
て
、
戦
国
期
で
は
特
に
有
力
な
戦
国
武
将
の
禅
宗
外
護
が
み
ら
れ
、
出
雲
地
方
の
尼
子
氏
と

五
山
僧
の
惟
高
妙
安
（

）
、
武
田
信
玄
と
妙
心
寺
僧
快
川
紹
喜
（

）
な
ど
地
方
の
武
将
と
禅
僧
に
注
目
し
た
研
究
が
な
さ
れ
て

46

47

い
る
。

近
年
で
は
、
天
野
忠
幸
氏
が
一
六
世
紀
の
宗
教
秩
序
の
変
容
に
つ
い
て
、
三
好
氏
と
禅
宗
と
り
わ
け
大
徳
寺
と
の
関
係
か
ら
、
宗

教
秩
序
が
転
換
す
る
端
緒
を
見
い
だ
し
て
い
る
（

）
。
こ
の
三
好
氏
と
密
接
に
関
係
す
る
大
徳
寺
僧
ら
に
は
、
琉
球
と
の
関
わ
り

48

も
み
ら
れ
る
。
特
に
一
六
世
紀
の
対
外
関
係
に
つ
い
て
伊
藤
幸
司
氏
が
室
町
・
戦
国
期
の
日
明
、
日
琉
の
貿
易
・
交
流
に
言
及
し
て

お
り
、
日
琉
間
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
大
徳
寺
派
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
事
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（

）
。

49

こ
の
前
者
と
後
者
の
双
方
の
大
徳
寺
僧
で
共
通
す
る
の
は
大
徳
寺
僧
の
所
属
門
派
で
あ
る
。
三
好
氏
と
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
ま

た
琉
球
へ
進
出
し
た
大
徳
寺
僧
は
、
特
に
大
徳
寺
内
の
門
派
の
一
つ
大
仙
派
（
通
称
は
北
派
）
に
属
す
る
大
徳
寺
僧
で
あ
っ
た
。
戦

国
期
の
大
徳
寺
で
は
四
つ
の
門
派
（
四
派
）
が
形
成
さ
れ
る
が
、
北
派
は
そ
の
一
つ
で
、
他
に
龍
源
派
（
南
派
）
、
龍
泉
派
、
真
珠

庵
派
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
の
み
ら
れ
な
か
っ
た
一
休
宗
純
を
派
祖
と
し
た
彼
の
弟
子
達
に
よ
る
集
団
「
一
休

派
」
に
つ
い
て
、
矢
内
一
磨
氏
は
そ
の
教
団
的
活
動
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（

）
。

50

一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
の
時
期
の
研
究
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、
よ
う
や
く
大
徳
寺
や
妙
心
寺
（
山
隣
・
山
隣
派
）
に
関
し

て
他
分
野
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
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三
、
課
題

こ
う
し
た
近
年
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
従
来
以
上
に
中
世
全
般
的
に
多
分
野
で
多
く
の
史
料
に
よ
る
分
析
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
十
五
・
十
六
世
紀
の
対
外
関
係
、
地
方
展
開
、
林
下
・
山
隣
（
派
）
に
注
目
し
た
研
究
の
進
展
は
顕

著
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
整
理
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
不
足
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
順
次
研
究
が
進
め
ら
れ

た
成
果
と
し
て
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
と
は
い
え
ど
も
室
町
期
の
五
山
派
禅
院
に
関
す
る
研
究
に
比
す
れ
ば
戦
国
期
の
禅
宗

の
展
開
、
特
に
大
徳
寺
・
妙
心
寺
つ
ま
り
山
隣
派
に
注
目
し
た
研
究
は
手
が
つ
け
ら
れ
始
め
た
ば
か
り
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
従
来
、

林
下
の
区
分
に
あ
っ
て
曹
洞
宗
寺
院
研
究
の
進
展
の
蔭
に
か
く
れ
て
い
た
と
も
い
え
、
今
後
は
、
大
徳
寺
・
妙
心
寺
に
注
目
し
た
研

究
を
従
来
以
上
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
山
隣
（
山
隣
派
）
の
特
徴
も
よ
り
一
層
明
確
に
な
り
、
五
山

（
五
山
派
）
・
林
下
・
山
隣
（
山
隣
派
）
の
三
区
分
で
捉
え
る
こ
と
の
必
要
性
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
禅
宗
の
地
方
展
開
に
つ
い
て
、
中
央
と
地
方
の
関
連
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
在
地
で
の

受
容
、
展
開
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
中
央
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
ま
た
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
の
か
等
、
よ

り
一
層
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
地
方
の
五
山
派
寺
院
な
ど
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
寺
院
の
本
山
が
五
山
寺
院
、
ま
た
五
山
寺

院
に
関
連
す
る
門
派
・
門
派
僧
ら
が
室
町
幕
府
、
室
町
将
軍
、
ま
た
守
護
・
守
護
代
な
ど
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
展
開
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
中
央
の
政
治
・
経
済
ま
た
文
化
と
の
連
関
す
る
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
一
方
で
朝
廷
と
の
関
係
性
に
も

注
視
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
れ
は
、
五
山
派
の
研
究
に
進
展
が
あ
る
一
方
で
、
五
山
制
度
に
属
さ
な
か
っ
た
林
下
、
ま
た
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
両
寺
つ
ま
り

は
山
隣
派
に
注
目
し
た
研
究
が
今
後
よ
り
一
層
必
要
と
な
る
こ
と
と
関
連
す
る
。
特
に
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
両
派
は
、
京
都
に
拠
点

を
お
い
て
お
り
、
ま
さ
に
朝
廷
・
幕
府
・
五
山
禅
院
の
す
ぐ
隣
に
あ
っ
て
寺
院
運
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
特
に
、
山
隣
派
の
住
持

は
、
天
皇
の
勅
許
に
よ
る
入
寺
で
あ
り
紫
衣
着
用
が
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
時
期
の
仏
教
諸
派
の
中
で
の
山
隣
派
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の
位
置
づ
け
も
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
中
世
後
期
、
戦
国
期
に
お
け
る
王
権
の
問
題
（

）
と
も
直
接
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
看
過
で

51

き
な
い
。

日
本
中
世
の
宗
教
、
仏
教
に
つ
い
て
多
大
な
影
響
力
を
も
つ
黒
田
俊
雄
氏
の
顕
密
体
制
論
・
寺
社
勢
力
論
は
、
旧
仏
教
系
を
中
世

の
寺
社
勢
力
と
し
て
捉
え
、
中
世
前
期
が
主
た
る
研
究
対
象
で
あ
り
、
戦
国
期
に
つ
い
て
は
衰
退
の
時
期
と
い
う
見
通
し
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
（

）
。
ま
た
、
戦
国
期
に
は
浄
土
真
宗
や
法
華
宗
が
宗
派
ま
た
教
団
と
し
て
確
立
し
、
そ
の
研
究
に
お
い
て
も
本
願
寺

52

教
団
、
一
向
一
揆
、
ま
た
法
華
宗
、
法
華
一
揆
な
ど
、
そ
の
教
団
史
、
寺
内
町
研
究
は
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
（

）
。
こ
の
よ
う
な

53

戦
国
期
の
宗
教
、
仏
教
諸
派
に
関
し
て
認
識
さ
れ
る
な
か
で
、
当
該
時
期
の
禅
宗
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。

そ
の
一
つ
と
し
て
当
該
時
期
の
林
下
・
山
隣
派
の
実
態
解
明
が
必
要
で
あ
り
、
戦
国
期
の
禅
宗
の
展
開
を
位
置
づ
け
る
上
で
必
要

と
な
る
だ
ろ
う
。
中
世
後
期
の
対
外
関
係
、
特
に
対
外
交
流
に
お
け
る
禅
宗
勢
力
の
一
つ
と
し
て
山
隣
派
、
大
徳
寺
派
が
位
置
づ
け

ら
れ
た
（

）
。
こ
う
し
た
研
究
に
ひ
き
つ
づ
き
よ
り
一
層
、
山
隣
派
に
関
し
て
、
広
範
な
視
点
か
ら
分
析
し
位
置
づ
け
て
い
く
必

54

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

従
来
室
町
期
の
五
山
派
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
禅
宗
史
研
究
に
お
い
て
、
近
年
よ
う
や
く
中
世
末
期
、
戦
国
期
の
禅
宗

に
関
し
て
広
範
か
つ
詳
細
な
研
究
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
禅
宗
史
、
ま
た
戦
国
期
の
仏
教
諸
派
の
研
究
史
、

さ
ら
に
は
戦
国
期
の
宗
教
に
お
け
る
全
体
史
を
描
く
た
め
に
も
、
よ
り
多
く
の
当
該
時
期
の
禅
宗
の
個
別
的
な
研
究
の
蓄
積
が
必
要

で
あ
る
。

四
、
本
稿
の
構
成

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
戦
国
期
の
禅
宗
、
特
に
山
隣
派
つ
ま
り
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
教
団
的
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
で
課
題
に
応
え
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る
一
つ
と
し
た
い
。
ま
た
、
そ
の
際
、
地
方
展
開
、
入
寺
・
住
持
制
度
、
門
派
に
注
視
し
た
分
析
を
し
た
い
。

ま
ず
一
章
で
は
、
大
徳
寺
や
妙
心
寺
の
禅
僧
等
が
属
す
る
法
脈
（
門
派
）
で
あ
る
大
応
派
の
禅
僧
達
の
対
外
交
流
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
こ
れ
は
、
特
に
二
章
以
降
で
注
目
す
る
戦
国
期
の
大
徳
寺
が
、
九
州
や
堺
と
い
っ
た
対
外
関
係
で
重
要
な
拠
点
で
あ
る
地
域

へ
積
極
的
に
進
出
・
展
開
を
見
せ
る
事
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
日
明
交
流
の
初
期
段
階
（
一
三
七
〇
年
代
）
の
考
察
か
ら
始
め
た
い
。
特
に
足
利
義
満
が
最
初
に
遣
明
使
を
派
遣
し
た

一
三
七
四
年
（
明
・
洪
武
七
年
、
日
本
・
応
安
七
年
）
前
後
に
お
け
る
明
の
大
禅
刹
天
界
寺
や
そ
の
住
持
で
あ
っ
た
季
潭
宗
泐
と
日

本
禅
僧
の
交
流
に
注
目
す
る
。
こ
こ
で
は
季
潭
宗
泐
が
日
本
僧
の
た
め
に
書
し
た
詩
文
を
二
つ
と
り
あ
げ
て
、
従
来
か
ら
注
目
さ
れ

て
き
た
足
利
義
満
に
よ
る
最
初
の
遣
明
使
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
、
加
え
て
同
時
期
に
渡
海
し
た
禅
僧
ら
の
活
動
な
ど
を
を
考
察

し
な
が
ら
、
当
該
時
期
の
日
明
交
流
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
こ
こ
で
は
、
日
本
禅
僧
で
も
南
浦
紹
明
を
師
と
す
る
弟
子

達
（
大
応
派
僧
）
ら
の
対
外
交
流
の
動
向
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
二
章
以
降
で
考
察
す
る
同

門
派
に
属
す
る
大
徳
寺
の
、
戦
国
期
に
地
方
進
出
す
る
際
、
堺
や
中
国
・
九
州
地
方
を
範
疇
と
す
る
動
き
を
解
明
す
る
一
端
に
な
る

と
考
え
る
。

第
二
章
は
戦
国
期
の
山
隣
派
の
入
寺
・
住
持
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
大
徳
寺
・
妙
心
寺
（
山
隣
派
）
は
、
五
山
派
の
よ
う

に
室
町
幕
府
の
五
山
制
度
に
属
さ
ず
、
朝
廷
よ
り
の
勅
許
に
よ
っ
て
住
持
と
な
っ
て
い
た
。
山
隣
派
の
入
寺
・
住
持
制
度
に
つ
い
て
、

大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
両
寺
の
入
寺
勅
許
の
状
況
を
、
後
奈
良
天
皇
・
正
親
町
天
皇
の
在
位
時
期
の
二
つ
に
区
切
っ
て
考
察
し
な
が
ら
、

山
隣
派
の
入
寺
・
住
持
制
度
、
ま
た
朝
廷
と
の
関
係
性
を
考
察
す
る
。

加
え
て
、
戦
国
期
の
大
徳
寺
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
大
き
く
四
つ
の
門
派
（
大
仙
派
（
通
称
名
は
北
派
）
、
龍
源
派
（
通
称
名

は
南
派
）
、
真
珠
庵
派
、
龍
泉
派
）
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
四
派
の
う
ち
で
も
、
特
に
入
寺
僧
を
多
く
輩
出

す
る
門
派
（
特
に
本
章
で
は
南
派
）
に
つ
い
て
、
そ
の
大
徳
寺
山
内
、
地
方
展
開
に
も
触
れ
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

三
、
四
章
で
は
大
徳
寺
の
地
方
進
出
・
展
開
に
つ
い
て
、
大
徳
寺
四
派
の
う
ち
、
二
派
に
注
目
し
て
考
察
す
る
。
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ま
ず
三
章
で
は
、
大
徳
寺
内
の
門
派
の
う
ち
、
真
珠
庵
派
に
つ
い
て
、
こ
の
門
派
が
越
前
国
へ
進
出
し
、
朝
倉
氏
を
外
護
者
と
し

な
が
ら
、
越
前
と
山
城
国
（
大
徳
寺
及
び
薪
酬
恩
庵
）
の
双
方
で
の
活
動
の
実
態
、
外
護
者
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

四
章
で
は
、
大
徳
寺
内
門
派
の
一
つ
、
龍
泉
派
に
つ
い
て
、
こ
の
門
派
が
相
模
国
へ
進
出
し
、
後
北
条
氏
を
外
護
者
と
し
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
大
徳
寺
内
と
地
方
の
双
方
で
活
動
し
た
の
か
な
ど
、
従
来
検
討
が
あ
ま
り
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
龍
泉
派
に
つ
い
て
、
そ

の
活
動
の
実
態
、
外
護
者
後
北
条
氏
と
の
関
係
な
ど
を
考
察
す
る
。

【
註
】

（

）
太
田
壮
一
郎
「
室
町
幕
府
宗
教
政
策
論
」
、
安
藤
弥
「
戦
国
期
宗
教
勢
力
論
」
（
中
世
後
期
研
究
会
編
『
室
町
・
戦
国
期
研

１

究
を
読
み
な
お
す
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（
２
）
広
瀬
良
弘
編
『
禅
と
地
域
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
、
「
序
章
」
。

（
３
）
広
瀬
良
弘
『
禅
宗
地
方
展
開
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
。
竹
貫
元
勝
『
日
本
禅
宗
史
研
究
』
雄
山
閣
出
版
、

一
九
九
三
年
。
原
田
正
俊
『
日
本
中
世
の
禅
宗
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。
上
田
純
一
『
九
州
中
世
禅
宗
史
の

研
究
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
４
）
伊
藤
幸
司
『
中
世
日
本
の
外
交
と
禅
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
。

（
５
）
斎
藤
夏
来
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。

（
６
）
船
岡
誠
『
日
本
禅
宗
の
成
立
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
。

（
７
）
鷲
尾
順
敬
「
大
日
房
能
忍
の
達
磨
宗
の
首
唱
及
び
道
元
門
下
の
関
係
」
（
『
日
本
仏
教
文
化
史
研
究
』
冨
山
房
、
一
九
三
八

年
）
。
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（
８
）
中
尾
良
信
「
大
日
房
能
忍
の
禅
」
（
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
『
宗
学
研
究
』
二
六
号
、
一
九
八
四
年
）
、
『
日
本
禅
宗
の
伝
説
と

歴
史
』
（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
一
八
九
）
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
な
ど
。

（
９
）
「
達
磨
宗
と
摂
津
国
三
宝
寺
」
（
『
日
本
中
世
の
禅
宗
と
社
会
』
第
一
部
第
二
章
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
。

（

）
原
田
正
俊
「
放
下
僧
・
暮
露
に
み
る
中
世
禅
宗
と
民
衆
」
（
『
日
本
中
世
の
禅
宗
と
社
会
』
第
一
部
第
一
章
）
。

10
（

）
葉
貫
磨
哉
『
中
世
禅
林
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
。

11
（

）
斎
藤
夏
来
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
第
一
章
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。

12
（

）
藤
岡
大
拙
「
禅
院
内
に
お
け
る
東
班
衆
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
四
五
号
、
一
九
六
〇
年
）
、
今
谷
明
「
室
町
幕
府
の

13

財
政
と
荘
園
政
策
」
（
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
な
ど
。

（

）
川
本
愼
自
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
東
班
僧
の
転
位
と
住
持
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
八
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
。

14
（

）
西
山
美
香
『
武
家
政
権
と
禅
宗
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
。

15
（

）
「
禅
宗
の
祈
祷
と
室
町
幕
府
―
三
つ
の
祈
祷
シ
ス
テ
ム
―
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
三
―
一
二
、
二
〇
〇
四
年
）
。

16
（

）
竹
田
和
夫
「
対
外
交
渉
と
五
山
僧
」
（
『
五
山
と
中
世
の
社
会
』
第
二
部
第
一
章
（
同
成
社
、
二
〇
〇
七
年
）
。

17
（

）
伊
藤
幸
司
「
日
明
交
流
と
肖
像
画
賛
」
（
東
ア
ジ
ア
美
術
文
化
交
流
研
究
会
編
『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
』
中
国
書
店
、

18

二
〇
〇
九
年
九
月
）
。

（

）
上
田
純
一
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
。

19
（

）
一
五
・
一
六
世
紀
の
日
本
と
琉
球
「
―
研
究
史
整
理
の
視
点
か
ら
―
」
（
『
九
州
史
学
』
第
一
四
四
号
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）
。

20
（

）
今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
。

21
（

）
玉
村
竹
二
「
公
帖
考
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
二
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
）
。

22
（

）
上
島
有
「
近
世
の
武
家
書
札
礼
と
公
帖
―
南
禅
寺
公
帖
の
形
態
論
的
研
究
―
」
（
『
摂
大
学
術
Ｂ
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
』

23

五
、
一
九
八
七
年
）
、
「
近
世
の
領
地
判
物
・
朱
印
状
と
公
帖
―
室
町
時
代
の
御
判
御
教
書
と
の
関
連
で
―
」
（
『
摂
大
学
術
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Ｂ
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
』
八
、
一
九
九
〇
年
）
、
「
天
龍
寺
の
朱
印
状
と
公
帖
」
（
『
摂
大
学
術
Ｂ
人
文
科
学
・
社
会
科

学
編
』
九
、
一
九
九
一
年
）
。

（

）
斎
藤
夏
来
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
第
二
章
、
第
三
章
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
、
「
足
利
政
権
の
座
公
文
発
給

24

と
政
治
統
合
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
三
―
六
、
二
〇
〇
四
年
）
、
「
叢
林
と
夷
中
―
諸
山
・
十
刹
の
住
持
分
析
―
」
（
『
歴
史

学
研
究
』
七
九
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（

）
室
山
孝
「
中
世
加
賀
・
能
登
の
五
山
派
寺
院
―
住
持
補
任
を
中
心
に
―
」
（
『
加
能
史
料
研
究
』
第
二
〇
号
、
二
〇
〇
八
年

25

三
月
）
。

（

）
川
本
慎
自
「
室
町
期
に
お
け
る
東
班
衆
禅
僧
の
嗣
法
と
継
承
」
（
五
味
文
彦
・
菊
池
大
樹
編
『
中
世
の
寺
院
と
都
市
・
権
力
』

26

山
川
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（

）
竹
田
和
夫
『
五
山
と
中
世
の
社
会
』
同
成
社
、
二
〇
〇
七
年
、
「
文
明
～
明
応
年
間
に
お
け
る
五
山
領
に
つ
い
て
―
荘
主
の

27

経
営
と
蔭
凉
職
亀
泉
集
証
を
中
心
に
」
（
五
味
文
彦
・
菊
池
大
樹
編
『
中
世
の
寺
院
と
都
市
・
権
力
』
。

（

）
今
泉
淑
夫
『
禅
僧
達
の
室
町
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、
同
氏
『
亀
泉
集
証
』
（
人
物
叢
書
新
訂
版
）
吉
川
弘
文

28

館
、
二
〇
一
二
年
。

（

）
山
口
隼
正
「
入
寺
語
録
の
構
造
と
年
表
」
（
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
八
、
一
九
九
八
年
、
伊
藤
幸
司
「
日
明

29

交
流
と
肖
像
画
賛
」（
東
ア
ジ
ア
美
術
文
化
交
流
研
究
会
編
『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
』
中
国
書
店
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）
、

今
泉
淑
夫
『
日
本
中
世
禅
籍
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
。

（

）
上
田
純
一
「
渡
唐
天
神
説
話
の
発
生
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
五
巻
第
一
号
（
通
巻
第
九
号
）
、
二
〇

30

〇
一
年
五
月
、
細
川
武
稔
「
北
野
社
と
歓
喜
天
信
仰
―
千
本
歓
喜
寺
を
め
ぐ
っ
て
」
（
五
味
文
彦
・
菊
池
大
樹
編
『
中
世
の

寺
院
と
都
市
・
権
力
』
）
、
芳
澤
元
「
応
永
期
に
お
け
る
渡
唐
天
神
説
話
の
展
開
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
〇
編
第
十
号
、

二
〇
一
一
年
一
〇
月
）
。
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（

）
玉
村
竹
二
「
日
本
中
世
禅
林
に
お
け
る
臨
済
・
曹
洞
の
異
同
―
「
林
下
」
の
問
題
に
つ
い
て
―
」

31
（

）
上
田
純
一
「
大
徳
寺
・
堺
・
遣
明
船
貿
易
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
講
座
蓮
如
』
第
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）
。

32
（

）
今
枝
愛
真
「
中
世
禅
林
に
お
け
る
住
持
制
度
の
諸
問
題
」
（
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
第
二
章
第
四
節
）
。

33
（

）
広
瀬
良
弘
「
瑩
山
禅
師
に
始
ま
る
曹
洞
宗
輪
住
制
に
つ
い
て
」
（
『
宗
学
研
究
』
一
六
号
、
一
九
七
四
年
）
、
「
禅
宗
の
教
団

34

運
営
と
輪
住
制
―
加
賀
仏
陀
寺
・
越
前
竜
沢
寺
の
場
合
―
」
（
今
枝
愛
真
編
『
禅
宗
の
諸
問
題
』
雄
山
閣
、
一
九
七
九
年
）
、

永
平
寺
史
編
纂
委
員
会
『
永
平
寺
史
』
上
巻
、
大
本
山
永
平
寺
、
一
九
八
二
年
、
広
瀬
氏
執
筆
箇
所
、
「
中
世
に
お
け
る
出

世
道
場
と
し
て
の
永
平
寺
・
総
持
寺
―
天
文
の
綸
旨
の
問
題
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
宗
教
学
論
集
』
第
二
十
三
輯
、
二
〇

〇
四
年
三
月
）
な
ど
。

（

）
田
中
宏
志
「
十
六･

十
七
世
紀
の
曹
洞
宗
教
団
と
朝
廷
―
瑞
世
（
出
世
）
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
宗
学
研
究
』
第
四
十

35

八
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
、
同
氏
「
禅
宗
寺
院
文
書
の
基
礎
的
研
究
―
十
六
・
十
七
世
紀
の
「
出
世
」
関
係
史
料
を
中
心

に
―
」
（
『
禅
研
究
所
年
報
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）

（

）
遠
藤
廣
昭
「
越
前
瀧
澤
寺
輪
住
制
の
展
開
と
傑
堂
・
如
仲
門
派
の
対
応
」（
広
瀬
良
後
編
『
禅
と
地
域
社
会
』
二
〇
〇
九
年
）
。

36
（

）
末
柄
豊
「
妙
心
寺
へ
の
紫
衣
出
世
勅
許
を
め
ぐ
っ
て
―
鄧
林
宗
棟
を
中
心
に
―
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
八
号
、

37

二
〇
〇
六
年
二
月
）
。

（

）
「
五
山
制
度
と
大
徳
寺
・
南
禅
寺
―
住
持
紫
衣
着
用
の
論
理
―
」
（
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
第
四
章
）
。

38
（

）
鈴
木
泰
山
『
禅
宗
の
地
方
発
展
』
畝
傍
書
房
、
一
九
四
二
年
。

39
（

）
今
枝
愛
真
『
禅
宗
の
歴
史
』
増
補
改
訂
版
、
至
文
堂
、
一
九
八
六
年
、
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

40

七
〇
年
。

（

）
藤
岡
大
拙
『
島
根
地
方
史
論
攷
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
七
年
。

41
（

）
広
瀬
良
弘
『
禅
宗
地
方
展
開
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
。

42
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（

）
上
田
純
一
『
九
州
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。

43
（

）
川
本
慎
自
「
道
庵
曾
顕
の
法
系
と
関
東
禅
林
の
学
問
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
一
一
―
五
『
日
本
中

44

世
の
「
大
学
」
に
お
け
る
社
会
連
携
と
教
育
普
及
活
動
に
関
す
る
研
究
』
二
〇
〇
八
～
二
〇
一
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

基
礎
研
究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
。

（

）
『
新
宇
土
市
史
』
通
史
編
第
二
巻
中
世
編
第
九
章
「
中
世
の
宗
教
」
上
田
純
一
氏
執
筆
、
二
〇
〇
七
年
。
）
等
。

45
（

）
藤
岡
大
拙
「
惟
高
妙
安
と
尼
子
氏
」
（
『
島
根
地
方
史
論
攷
』
）
。

46
（

）
横
山
住
雄
『
武
田
信
玄
と
快
川
和
尚
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
一
年
。

47
（

）
天
野
忠
幸
「
戦
国
期
の
宗
教
秩
序
の
変
容
と
三
好
氏
」
（
『
織
豊
期
研
究
』
第
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）
。

48
（

）
伊
藤
幸
司
『
中
世
日
本
の
外
交
と
禅
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
「
一
五
・
一
六
世
紀
の
日
本
と
琉
球
―
研
究
史
整

49

理
の
視
点
か
ら
―
」
（
『
九
州
史
学
』
第
一
四
四
号
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）
、
「
硫
黄
使
節
考
―
日
明
貿
易
と
硫
黄
」
（
『
東
ア

ジ
ア
を
結
ぶ
モ
ノ
・
場
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
。

（

）
矢
内
一
磨
『
一
休
派
の
結
衆
と
史
的
展
開
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
。

50
（

）
脇
田
晴
子
「
戦
国
期
に
お
け
る
天
皇
権
威
の
浮
上
」
（
上
）
・
（
下
）
（
『
日
本
史
研
究
』
三
四
〇
号
、
一
九
九
〇
年
十
二
月

51
及
び
三
四
一
号
、
一
九
九
一
年
一
月
。
）
、
永
原
慶
二
「
応
仁
・
戦
国
期
の
天
皇
」
（
編
集
代
表
永
原
慶
二
『
講
座
前
近
代
の

天
皇
』
第
二
巻

天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開
そ
の
２
、
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
、
池
享
「
織
豊
政
権
と
天
皇
」
（
編
集

代
表
永
原
慶
二
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
』
第
二
巻
）
等
。

（

）
黒
田
俊
雄
「
寺
社
勢
力
論
」
（
初
出
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
六
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
第

52

三
巻
「
顕
密
仏
教
と
寺
社
勢
力
」
、
法
藏
館
、
一
九
九
五
年
に
所
収
、
『
寺
社
勢
力
―
も
う
一
つ
の
中
世
社
会
―
』
岩
波
書

店
、
一
九
八
〇
年
。
）
。

（

）
神
田
千
里
『
一
向
一
揆
と
戦
国
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
草
野
顕
之
『
真
宗
教
団
の
地
域
と
歴
史
』
清
文
堂
、

53
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二
〇
一
〇
年
、
藤
井
学
『
法
華
文
化
の
展
開
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
三
年
、
河
内
将
芳
「
中
世
末
期
堺
に
お
け
る
法
華
宗
寺
院
」

（
『
中
世
京
都
の
都
市
と
宗
教
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
等
。

（

）
伊
藤
幸
司
「
日
琉
間
交
流
と
禅
宗
」
（
『
中
世
日
本
の
外
交
と
禅
宗
』
第
三
部
第
一
章
）
。

54
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第
一
章

日
明
交
流
と
天
界
寺
―
日
本
国
僧
宗
嶽
等
に
つ
い
て
の
一
考
察
―

は
じ
め
に

室
町
期
に
お
け
る
対
外
関
係
に
つ
い
て
み
る
時
、
足
利
義
満
に
よ
る
日
明
交
渉
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
足
利
義
満
が
初
め
て
遣
明

使
を
派
遣
し
た
の
は
、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
で
、
明
で
は
洪
武
七
年
に
あ
た
り
、
義
満
が
将
軍
に
就
い
て
か
ら
、
そ
し
て
明
で

は
洪
武
帝
が
即
位
し
て
か
ら
七
年
目
と
な
る
。

こ
の
足
利
義
満
と
洪
武
帝
は
、
と
も
に
対
外
交
渉
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
洪
武
帝
は
西
域
な
ど
に
積
極
的
に
遣
使
を
派
遣
し
、

ま
た
日
本
に
も
遣
使
を
遣
わ
し
て
い
る
（
１
）
。
一
方
、
足
利
義
満
も
明
と
の
交
渉
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

ろ
う
。

こ
の
日
明
交
渉
に
お
い
て
、
足
利
義
満
の
遣
明
使
に
注
目
す
る
と
、
日
本
の
遣
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
外
交
交
渉
に
活
躍
し
た
の

が
、
五
山
の
禅
僧
達
で
あ
り
、
彼
ら
の
も
つ
優
れ
た
漢
文
作
成
能
力
や
、
交
渉
能
力
の
高
さ
な
ど
が
先
行
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
２
）
。

近
年
で
は
、
伊
藤
幸
司
氏
（
３
）
、
橋
本
雄
氏
（
４
）
、
榎
本
渉
氏
（
５
）
ら
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
視
点
か
ら
日
明
交

渉
、
日
明
貿
易
に
お
け
る
日
明
の
禅
僧
の
交
流
や
、
明
国
で
の
待
遇
、
貿
易
品
な
ど
、
禅
僧
等
の
動
向
に
注
視
し
た
日
明
双
方
の
対

外
関
係
の
詳
細
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

特
に
、
最
近
の
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
田
純
一
氏
に
よ
る
研
究
で
あ
る
（
５
）
。
日
明
交
渉
の
初
期
の
段
階
で
あ
る

足
利
義
満
に
よ
る
遣
明
使
、
義
満
の
対
外
交
渉
政
策
、
さ
ら
に
足
利
義
持
の
外
交
な
ど
に
つ
い
て
、
日
明
双
方
の
禅
宗
界
の
動
向
と

併
せ
て
見
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
点
が
多
く
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
。
上
田
氏
は
当
該
時
期
に
お
け
る
日
本
、
明
、
そ
し
て
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朝
鮮
の
禅
宗
界
の
動
き
、
ま
た
禅
僧
等
の
活
躍
を
的
確
に
捉
え
ら
れ
え
て
お
り
、
中
世
日
本
の
対
外
交
政
策
に
お
け
る
室
町
幕
府
の

動
き
、
ま
た
そ
れ
と
密
接
に
関
係
す
る
禅
僧
等
の
動
向
、
役
割
の
重
要
性
が
よ
り
一
層
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
章
で
は
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
多
く
を
学
び
つ
つ
、
日
明
の
対
外
関
係
の
初
期
段
階
、
特
に
一
三
七
〇
年
代
に
お
け
る
文
化
的

な
交
流
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
時
代
を
区
切
る
の
は
、
日
明
双
方
に
関
わ
る
胡
惟
庸
・
林
賢
の
事
件
（
洪
武
一
三
年
・

一
三
八
〇
年
頃
発
覚
）
を
契
機
と
し
て
、
国
交
の
あ
り
か
た
、
ま
た
中
国
の
禅
宗
界
に
お
い
て
変
化
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
後
に
、
日
明
の
関
係
が
断
絶
す
る
こ
と
に
な
る
が
（
７
）
、
明
の
仏
教
界
に
注
目
す
れ
ば
、
洪
武
十
五
年
に
僧
録
司

が
置
か
れ
る
な
ど
の
統
轄
制
度
の
変
革
が
あ
る
な
ど
（
８
）
、
こ
の
事
件
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
ま
た
日
本
と
の
関
係
性
を
紐
解

く
上
で
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
国
禅
宗
界
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
門
派
勢
力
に
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
（
９
）
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

日
明
双
方
の
交
流
に
も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
こ
の
事
件
以
前
つ
ま
り
一
三
七
〇
年
代
の
日
明
交
流
に
注
視
し
た
い
。
具
体
的
に
は
日
明
双
方
の
禅
僧
に

よ
る
交
流
の
実
態
や
、
多
く
の
日
本
僧
が
滞
在
し
た
南
京
の
天
界
寺
に
註
も
楠
す
る
。
ま
た
当
該
時
期
の
天
界
寺
の
住
持
で
あ
っ
た

季
潭
宗
泐
と
日
本
僧
と
の
交
流
を
考
察
す
る
が
、
特
に
、
季
潭
宗
泐
と
交
流
し
た
多
く
の
日
本
禅
僧
等
の
う
ち
、
南
浦
紹
明
の
弟
子

達
（
大
応
派
）
の
動
向
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
二
章
以
降
で
注
目
す
る
戦
国
期
の
大
徳
寺
運
営
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
大
応
派
僧
ら
の
日
明
交
流
に
対
す
る
動
向
は
、
同
門
派
に
属
す
る
大
徳
寺
僧
た
ち
の
室
町
期
以
降
、
特
に

戦
国
期
の
大
徳
寺
運
営
を
行
う
上
で
、
非
常
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
一
節

南
京
天
界
寺
住
持
季
潭
宗
泐
と
日
本
僧
へ
の
対
霊
小
参

一
、
天
界
寺

入
明
し
た
日
本
か
ら
の
遣
使
等
が
接
待
さ
れ
た
場
所
に
、
南
京
の
天
界
寺
が
あ
る
。
天
界
寺
は
、
元
代
で
は
大
龍
翔
集
慶
寺
の

寺
名
を
も
っ
た
大
刹
で
あ
っ
た
。
洪
武
元
年
に
な
っ
て
「
大
天
界
寺
」
と
寺
号
が
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
善
世
院
が
設
置
さ
れ
る
な

ど
、
禅
宗
寺
院
の
、
ひ
い
て
は
仏
教
界
を
取
り
締
ま
る
最
高
寺
院
（
寺
格
は
五
山
之
上
）
で
あ
っ
た
（

）
。

10

天
界
寺
は
、
明
の
首
都
南
京
に
寺
格
に
相
応
し
い
寺
域
を
も
っ
た
寺
と
し
て
存
在
し
（

）
、
日
明
交
渉
の
窓
口
と
し
て
（

）
、

11

12

ま
た
蕃
使
や
蕃
客
に
対
し
、
事
前
に
朝
貢
に
関
す
る
儀
礼
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
う
場
所
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

）
。

13

『
太
祖
実
録
』
の
洪
武
七
年
六
月
乙
卯
条
で
は
、
「
〔
乙
卯
〕
日
本
国
僧
宗
嶽
等
七
十
一
人
、
遊
方
至
京
、
上
諭
中
書
省
臣
曰
、

海
外
之
人
、
慕
中
華
而
来
、
令
居
天
界
寺
（
後
略
）
」
と
あ
っ
て
、
日
本
か
ら
宗
嶽
と
い
う
僧
侶
を
は
じ
め
七
十
一
人
が
南
京
に
到

着
し
、
彼
ら
が
天
界
寺
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
七
十
一
人
と
い
う
人
数
を
収
容
で
き
る
ほ
ど
天
界
寺
の
規
模
が

大
き
か
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

二
、
季
潭
宗
泐

龍
翔
寺
が
天
界
寺
に
改
名
さ
れ
た
後
、
義
満
に
よ
る
第
一
回
目
の
遣
使
が
派
遣
さ
れ
る
頃
ま
で
の
天
界
寺
の
住
持
と
な
っ
て
い

た
の
は
、
覚
原
慧
曇
、
白
庵
力
金
、
そ
し
て
季
潭
宗
泐
で
あ
る
。
特
に
日
本
か
ら
の
遣
明
使
が
派
遣
さ
れ
た
洪
武
七
年
時
に
住
持

で
あ
っ
た
の
は
季
潭
宗
泐
で
あ
る
。

こ
の
季
潭
宗
泐
は
、
龍
翔
寺
開
山
の
笑
隠
大
訢
の
法
嗣
で
、
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
に
杭
州
中
天
竺
寺
に
住
し
、
洪
武
四
年



- 26 -

に
は
住
持
に
就
い
た
白
庵
力
金
の
後
を
う
け
て
天
界
寺
の
住
持
と
な
っ
た
（

）
。
そ
の
後
、
西
域
に
遣
使
と
し
て
赴
く
（

）
な

14

15

ど
国
内
外
双
方
で
活
躍
し
た
禅
僧
で
あ
っ
た
。

季
潭
宗
泐
へ
参
禅
し
た
日
本
僧
と
し
て
は
、
絶
海
中
津
が
特
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
他
に
も
独
芳
清
曇
、
太
初
啓
原
、
無
初
徳

始
ら
な
ど
が
い
る
（

）
。
こ
の
季
潭
宗
泐
が
、
天
界
寺
の
住
持
と
し
て
日
本
僧
等
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
の
一
つ
と

16

し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
洪
武
七
年
に
日
本
か
ら
明
へ
と
渡
っ
た
僧
侶
ら
の
う
ち
、
渡
海
中
に
、
ま
た
天
界
寺
ま
で
の
道
中
で
亡

く
な
っ
た
僧
等
の
た
め
に
対
霊
小
参
を
修
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

三
、
入
明
僧
の
た
め
の
対
霊
小
参

洪
武
七
年
に
天
界
寺
住
持
の
季
潭
宗
泐
が
日
本
僧
の
た
め
に
修
し
た
の
が
「
日
本
比
丘
浄
業
請
為
亡
僧
周
寂
等
対
霊
小
参
」
で
あ

る
。

日
本
比
丘
浄
業
請
為
二

亡
僧
周
寂
等
一

対
霊
小
参

道
無
二

方
所
一

、
何
分
二

彼
此
之
殊
一

、
法
離
二

見
聞
一

、
寧
住
二

去
来
之
相
一

、
若
能
頓
二

捨
従
前
逆
順
之
縁
一

、
発
二

起
勇
猛
精
進
之

心
一

、
不
レ

顧
二

危
亡
一

、
不
レ

憚
二

寒
暑
一

、
行
脚
参
方
、
親
二

近
知
識
一

、
究
二

明
此
事
一

、
期
二

於
必
悟
一

、
須
是
慷
慨
特
之
士
、
方

能
如
レ

是
獨
脱
超
群
、
慈
明
易
服
二

軍
伍
一

往
参
二

汾
陽
一

、
先
行
不
レ

到
、
雪
峰
三
登
二

投
子
一

、
九
到
二

洞
山
一

、
末
後
太
過
、
所

以
道
、
四
海
共
二

参
尋
一

、
十
方
同
二

聚
会
一

、
路
逢
二

達
道
人
一

、
不
下

将
二

語
黙
一

対
上

、
今
日
本
国
諸
比
丘
周
寂
等
十
人
、
跋
二

渉
鯨
海
一

、
触
二

冒
酷
暑
一

、
遠
自
二

其
国
一

来
レ

此
参
禅
、
道
途
辛
苦
因
致
レ

斃
、
可
レ

謂
為
レ

法
忘
レ

躯
、
但
其
不
レ

得
下

親
二

近
知
識
一

参
中

叩
此
事
上

、
有
レ

志
弗
レ

就
、
良
可
レ

惜
也
、
然
而
於
レ

身
無
レ

所
レ

取
、
於
レ

修
無
レ

所
レ

著
、
於
レ

法
無
レ

所
レ

住
、
過
去
已
滅
、
未

来
未
レ

至
、
現
在
空
寂
、
当
二

此
之
際
一

、
以
レ

何
為
レ

身
、
以
レ

何
為
レ

心
、
以
レ

何
為
レ

佛
、
以
レ

何
為
レ

祖
、
以
レ

何
為
レ

禅
、
以
レ

何
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為
レ

道
、
拈
二

主
丈
一

、
卓
一
下
云
、
千
古
万
古
黒
漫
々
、
塡
レ

溝
塞
レ

壑
無
二

人
会
一

、
復
説
レ

偈
曰
、

善
哉
諸
比
丘
、
為
レ

法
共
忘
レ

寿
、
鯨
波
既
不
レ

驚
、
酷
暑
復
何
有
、

眞
参
無
レ

所
レ

参
、
眞
叩
無
レ

所
レ

叩
、
弥
勒
棲
閣
前
、
文
殊
是
初
友
、

心
々
自
融
通
、
法
々
速
成
就
、
無
レ

生
亦
無
レ

滅
、
非
レ

浄
亦
非
レ

垢
、

設
参
用
資
厳
、
應
時
聊
納
レ

祐
、
一
句
恰
相
当
、
三
々
不
レ

成
レ

九
、

亡
僧
十
人

周
寂
・
正
肇
・
至
道
三
人
、
到
二

天
界
一

亡
、
用
怡
・
一
桂
・
善
資
三
人
、
海
舟
中
亡
、
良
穂
・
建
萃
二
人
、
明
州
正
慶
寺
亡
、

明
輔
、
明
州
天
寧
寺
亡
、
浄
見
、
越
州
舟
中
亡
、
因
二

業
上
主
請
一

、
書
二

小
参
一

、

洪
武
七
秊
七
月
十
有
一
日

天
界
住
山

宗
泐
書
（

）
17

こ
の
対
霊
小
参
に
つ
い
て
、
玉
村
氏
は
、
「
比
丘
浄
業
」
が
中
巌
円
月
の
法
嗣
の
子
建
浄
業
と
い
う
禅
僧
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ

れ
、
ま
た
亡
僧
十
人
の
経
歴
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
う
ち
の
浄
見
に
つ
い
て
は
、
子
建
浄
業
と
同
様
に
中
巌
円
月
の
弟
子
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
（

）
。
そ
の
子
建
浄
業
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
村
井
氏
は
、
彼
の
入
明
時
期
を
検
討
し
、
応
安
六
年

18

（
一
三
七
三
）
時
に
は
日
本
に
お
り
、
入
明
は
そ
れ
以
後
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
子
建
浄
業
は
ま
さ
に
義
満
の
最
初
の
遣
明

使
で
あ
る
「
浄
業
」
そ
の
人
で
あ
る
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
（

）
。

19

先
の
対
霊
小
参
と
の
確
認
の
た
め
に
、
『
太
祖
実
録
』
洪
武
七
年
六
月
乙
未
条
を
み
る
と
、
「
〔
乙
未
〕
日
本
国
遣
僧
宣
聞
渓
・
浄

業
・
喜
春
等
来
朝
、
」
と
あ
り
、
日
本
国
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、
聞
渓
円
宣
、
子
建
浄
業
、
喜
春
ら
の
一
行
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。対

霊
小
参
を
み
て
み
る
と
、
題
に
あ
る
よ
う
に
、
子
建
浄
業
が
天
界
寺
住
持
で
あ
る
季
潭
宗
泐
に
依
頼
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
、
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渡
海
中
、
ま
た
道
中
で
亡
く
な
っ
た
十
名
の
僧
ら
の
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
依
頼

し
た
子
建
浄
業
が
遣
明
使
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
先
行
研
究
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
遣
明
使
に

同
道
し
た
僧
等
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
季
潭
宗
泐
が
文
中
に
記
し
て
い
る
「
遠
自
其
国
来
此
参
禅
」
の
文
言

は
看
過
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
太
祖
実
録
』
の
記
述
か
ら
は
彼
ら
の
居
所
が
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
の
詳

細
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
天
界
寺
の
も
つ
役
割
、
ま
た
季
潭
宗
泐
が
記
し
た
対
霊

小
参
か
ら
、
日
本
僧
ら
が
天
界
寺
に
居
た
こ
と
や
、
渡
海
僧
に
対
し
て
も
葬
礼
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
聞
渓
円
宣
、
子
建
浄
業
、
喜
春
ら
は
、
遣
明
使
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
正
式
な
外
交
交
渉
に
は

至
ら
な
か
っ
た
が
、
禅
僧
と
し
て
参
禅
の
た
め
に
入
明
し
た
と
い
う
こ
と
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
側
の
外
交
交
渉
の

窓
口
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
五
山
之
上
の
寺
格
で
あ
る
天
界
寺
に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
の
住
持
た
る
季
潭

宗
泐
と
の
面
会
、
そ
れ
に
加
え
て
、
亡
僧
へ
の
仏
事
が
行
わ
れ
、
季
潭
宗
泐
に
よ
っ
て
対
霊
小
参
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
明
の

文
化
交
流
の
点
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
節

季
潭
宗
泐
と
大
応
派

一
、
洪
武
八
年
の
季
潭
宗
泐
詩
文

季
潭
宗
泐
は
、
詩
文
の
才
に
長
け
た
禅
僧
（

）
で
あ
り
、
日
本
か
ら
の
参
禅
の
僧
も
多
く
お
り
、
彼
の
詩
文
を
贈
ら
れ
て
い
る

20

日
本
僧
も
散
見
す
る
。
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先
に
見
た
「
日
本
比
丘
浄
業
請
為
亡
僧
周
寂
等
対
霊
小
参
」
は
、
季
潭
宗
泐
に
よ
り
書
さ
れ
て
お
り
、
洪
武
七
年
（
応
安
七
年
・

一
三
七
四
年
）
七
月
の
日
付
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
か
ら
の
参
禅
の
徒
で
も
あ
り
、
な
お
か
つ
遣
明
使
で
あ
っ
た
禅
僧
た
ち

へ
の
小
参
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
か
ら
重
要
と
な
る
詩
文
と
い
え
る
。

こ
の
小
参
に
加
え
て
、
当
該
年
頃
に
季
潭
宗
泐
が
日
本
僧
へ
贈
っ
た
書
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の

一
つ
は
、
伊
藤
幸
司
氏
が
紹
介
、
指
摘
さ
れ
た
独
芳
清
曇
の
た
め
の
賛
文
で
あ
る
（

）
。

21

独
芳
清
曇
は
豊
後
の
人
で
、
大
鑑
派
に
属
す
る
。
入
元
経
験
を
も
ち
、
用
章
廷
俊
や
季
潭
宗
泐
な
ど
に
歴
参
し
た
禅
僧
で
あ
る

（

）
。
こ
の
独
芳
清
曇
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
賛
文
と
は
、
独
芳
清
曇
の
頂
相
に
付
さ
れ
た
賛
文
の
こ
と
で
あ
る
。

22そ
の
中
で
、
日
付
が
洪
武
八
年
（
永
和
元
年
・
一
三
七
五
）
四
月
朔
日
で
あ
る
こ
と
、
「
天
界
全
室
叟
宗
泐
」
が
書
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
独
芳
の
弟
子
霊
旵
の
依
頼
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
先
に
も
み
た
洪
武
七
年
に
入

明
し
た
遣
明
使
ら
一
行
と
の
関
連
性
、
そ
し
て
遣
明
使
の
南
京
滞
在
期
間
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
賛
文
の
日
付
に
あ
る
洪
武
八

年
四
月
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）
。
遣
明
使
の
一
行
の
規
模
、
同
行
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
重
要
な
手

23

が
か
り
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
、
南
浦
紹
明
語
録
の
叙
文

こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
今
ひ
と
つ
当
該
時
期
の
季
潭
宗
泐
の
日
本
僧
へ
の
書
で
注
目
し
た
い
の
が
、
南
浦
紹
明
の
語
録
の
序

文
で
あ
る
。日

本
国
建
長
寺
明
禅
師
語
録
叙

吾
仏
、
以
二

教
外
別
伝
之
旨
一

、
付
二

大
迦
葉
一

、
廿
八
伝
至
二

菩
提
達
磨
一

、
当
二

梁
武
帝
時
一

徠
二

中
国
一

、
以
二

無
上
心
印
一

、
授
二

可
大
師
一

、
而
中
国
始
有
二

禅
宗
一

、
自
レ

後
派
別
支
分
弥
布
二

華
夏
一､

唐
宋
之
間
号
為
二

極
盛
一

、
日
本
国
遠
在
二

大
海
之
東
一

、
雖
三
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自
レ

唐
以
徠
若
二

空
海
・
最
澄
・
奝
然
・
寂
照
之
流
一

、
但
徠
二

中
国
一

伝
二

教
乗
一

而
已
、
至
二

宋
南
度
一

千
光
禅
師
栄
西
者
、
徠
参
二

天
童
虚
菴
敞
公
一

、
得
二

禅
学
一

以
帰
、
日
本
之
有
二

禅
宗
一

、
則
自
二

西
公
一

始
、
而
覚
阿
徠
参
二

霊
隠
瞎
堂
遠
公
一

、
妙
悟
心
要
、

亦
言
彼
国
未
レ

有
二

禅
学
一

、
由
レ

是
而
言
、
則
西
与
阿
、
蓋
同
時
云
、
厥
学
レ

禅
自
二

中
国
一

而
帰
者
、
不
レ

可
二

勝
計
一

、
至
レ

今
彼

国
禅
宗
大
盛
、
凡
叢
林
典
礼
、
一
放
二

中
国
之
制
一

、
茲
読
二

建
長
寺
円
通
大
応
国
師
明
公
語
録
一

信
然
、
公
得
二

径
山
虚
堂
愚
公

之
道
一

、
帰
化
二

其
国
一

、
四
遷
二

名
刹
一

、
大
敷
二

玄
旨
一

、
学
徒
駢
集
、
而
王
公
貴
人
入
室
問
道
者
甚
衆
、
蓋
其
履
二

践
真
実
一

、

開
二

示
学
者
之
語
一

簡
古
厳
整
、
無
二

亳
髪
虚
偽
一

、
真
一
代
宗
師
也
、
嗟
乎
中
国
之
於
二

日
本
一

、
同
在
二

閻
浮
提
之
内
一

、
同
一
天

地
、
同
一
日
月
、
雖
レ

有
二

山
海
之
限
一

、
而
人
物
性
情
、
与
レ

夫
所
レ

得
二

道
徳
之
懿
一

、
其
有
二

不
同
者
一

乎
、
観
二

公
之
言
行
一

卓

異
如
レ

此
、
古
人
所
謂
何
地
無
二

才
良
一

有
レ

徴
矣
、
三
復
二

感
歎
一

、
乃
叙
二

其
録
之
首
一

、

洪
武
八
年
倉
龍
乙
卯
五
月
十
有
九
日
戊
寅

天
界
善
世
禅
寺
住
持
天
台
釈
宗
泐
叙

（

）
24

「
日
本
国
建
長
寺
明
禅
師
」
と
は
、
南
浦
紹
明
（
大
応
国
師
）
の
事
で
あ
る
。
南
浦
紹
明
は
駿
河
国
の
人
で
、
建
長
寺
で
蘭
渓
道

隆
に
師
事
し
た
後
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
に
入
宋
し
て
お
り
、
そ
こ
で
虚
堂
智
愚
に
師
事
し
た
。
文
永
四
年
（
一
二
六
七
）
に

帰
国
し
、
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
に
筑
前
の
興
徳
寺
に
住
持
し
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
に
筑
前
の
崇
福
寺
に
住
持
し
た
。
建

長
寺
の
住
持
と
な
っ
た
の
は
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
で
あ
る
（

）
。
在
宋
中
の
南
浦
紹
明
に
関
し
て
、
虚
堂
智
愚
に
師
事
し
た

25

こ
と
（

）
、
動
向
の
詳
細
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（

）
。

26

27

そ
の
南
浦
紹
明
語
録
序
文
の
末
に
は
「
洪
武
八
年
倉
龍
乙
卯
五
月
十
有
九
日
戊
寅
」
の
日
付
と
「
天
界
善
世
禅
寺
住
持
天
台
釈
宗

泐
叙
」
の
署
名
が
あ
り
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

日
付
は
、
独
芳
清
曇
の
頂
相
の
賛
文
の
日
付
よ
り
一
ヶ
月
ほ
ど
後
の
も
の
で
、
天
界
寺
住
持
季
潭
宗
泐
の
作
成
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
「
茲
読
建
長
寺
円
通
大
応
国
師
明
公
語
録
」
と
あ
り
、
季
潭
宗
泐
が
南
浦
紹
明
の
語
録
を
読
ん
だ
う
え
で
序
文
を
記
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し
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

南
浦
紹
明
の
語
録
に
つ
い
て
は
、
侍
者
の
祖
照
等
が
編
集
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
十
二
月
に
、
当
時
京

都
の
龍
翔
寺
住
持
の
滅
宗
宗
興
等
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
（

）
。

28

『
大
応
国
師
語
録
』
の
末
に
は
そ
の
刊
行
に
携
わ
っ
た
僧
等
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、

時
応
安
五
年
歳
次
壬
子
冬
十
二
月
十
五
日

西
京
龍
翔
禅
寺
住
持
法
孫
比
丘
宗
興
命
工
入
梓

前
妙
興
禅
寺
住
持
法
孫
比
丘
性
守
助
縁

前
真
如
禅
寺
住
持
法
孫
比
丘
宗
任
同
助

築
州
聖
福
禅
寺
住
持
法
孫
比
丘
宗
越
同
助

前
崇
福
禅
寺
住
持
法
孫
比
丘
宗
璨
同
助

（

）
29

と
あ
り
、
何
れ
も
南
浦
紹
明
の
法
孫
ら
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
宗
興
」
は
滅
宗
宗
興
で
、
応
安
五
年
時
に
は
十
一
月
に
東

福
寺
に
て
前
堂
首
座
を
三
日
の
間
つ
と
め
、
そ
の
後
、
筑
前
の
聖
福
寺
の
住
持
に
請
わ
れ
る
も
辞
し
て
、
山
城
の
龍
翔
寺
に
住
し
て

い
る
の
で
（

）
、
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
師
で
あ
る
南
浦
紹
明
の
語
録
の
刊
行
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
大
用
宗
任
（

）
、

30

31

象
外
宗
越
（

）
、
玉
林
宗
璨
（

）
と
い
っ
た
南
浦
紹
明
の
法
孫
ら
の
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

32

33

南
浦
紹
明
の
語
録
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
季
潭
宗
泐
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
ま
た
序
文
が
書
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
応
安
五
年
の
日
付
を
も
っ
た
語
録
を
彼
が
見
た
可
能
性

は
、
全
く
無
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
際
、
こ
の
語
録
を
持
参
し
て
入
明
で
き
る
の
は
、
お
そ
ら
く
南
浦
紹
明
の
法

孫
た
ち
、
つ
ま
り
大
応
派
僧
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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ま
た
、
南
浦
紹
明
ら
と
季
潭
宗
泐
の
門
派
に
注
目
す
る
と
、
季
潭
宗
泐
は
大
慧
派
で
あ
り
、
大
応
派
は
松
源
派
に
つ
な
が
る
法
系

で
あ
る
。
南
浦
紹
明
が
虚
堂
智
愚
の
法
嗣
で
あ
り
、
松
源
派
に
連
な
る
門
派
で
あ
り
な
が
ら
、
大
慧
派
に
連
な
る
季
潭
宗
泐
が
序
文

を
記
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
入
元
、
入
明
の
大
応
派
僧
と
大
慧
派
と
の
関
係

先
に
み
た
季
潭
宗
泐
に
よ
っ
て
書
さ
れ
た
南
浦
紹
明
語
録
の
叙
文
と
と
も
に
注
目
し
た
い
の
が
、
『
円
通
大
応
国
師
塔
銘
』
（

）
34

で
あ
る
。
こ
れ
を
撰
し
た
の
は
「
杭
州
路
中
天
竺
天
暦
万
寿
永
祚
禅
寺
住
持
廷
俊
」
つ
ま
り
明
僧
の
用
章
廷
俊
で
あ
る
。

用
章
廷
俊
に
よ
る
塔
銘
が
書
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
南
浦
紹
明
の
法
嗣
の
月
堂
宗
規
が
撰
し

た
南
浦
紹
明
の
「
行
状
」
を
月
堂
宗
規
法
嗣
の
無
我
省
吾
が
持
参
し
て
入
元
し
、
至
正
二
十
五
年
（
一
三
六
五
）
に
中
天
竺
寺
住
持

の
用
章
廷
俊
に
塔
銘
を
依
頼
し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

）
。

35

用
章
廷
俊
（
一
二
九
九
～
一
三
六
八
）
は
、
大
慧
派
笑
隠
大
訢
の
法
嗣
で
あ
る
の
で
、
季
潭
宗
泐
と
は
兄
弟
弟
子
で
あ
る
（

）
。

36

ま
た
、
入
元
し
た
無
我
省
吾
は
、
月
堂
宗
規
の
法
嗣
で
あ
る
。
は
じ
め
南
浦
紹
明
の
法
嗣
で
あ
る
宗
峰
妙
超
（
大
燈
国
師
）
の
も

と
に
参
じ
た
後
、
龍
翔
寺
に
住
し
て
い
た
月
堂
宗
規
に
参
じ
て
い
る
（

）
。
無
我
省
吾
は
二
度
の
入
元
経
験
を
も
ち
、
二
度
目
に

37

入
元
し
た
際
に
は
帰
国
す
る
こ
と
な
く
、
明
国
で
入
滅
し
て
い
る
。

無
我
の
一
度
目
の
入
元
（

）
は
、
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
春
で
、
『
延
宝
伝
統
録
』
な
ど
の
記
述
を
み
る
と
、
承
天
寺
の
仲

38

銘
克
新
、
浄
慈
寺
に
用
章
廷
俊
、
霊
隠
寺
の
用
貞
輔
良
、
見
心
來
復
に
参
じ
、
さ
ら
に
、
楚
石
梵
琦
、
了
庵
清
欲
、
月
江
正
印
に
参

じ
、
径
山
で
虚
堂
智
愚
の
塔
を
拝
し
て
い
る
。
帰
国
の
際
に
は
楚
石
梵
琦
と
季
潭
宗
泐
か
ら
詩
を
お
く
ら
れ
て
い
る
（

）
。

39

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
無
我
が
歴
参
し
た
禅
僧
等
の
門
派
で
あ
る
。
仲
銘
克
新
、
用
章
廷
俊
、
用
貞
輔
良
、
楚
石
梵
琦
は
大

慧
派
で
、
見
心
來
復
、
庵
清
欲
、
月
江
正
印
は
松
源
派
で
あ
る
（

）
。

40

無
我
省
吾
は
宗
峰
妙
超
に
参
じ
、
月
堂
宗
規
の
法
嗣
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
大
応
派
の
僧
で
あ
る
。
こ
の
大
応
派
は
、
派
祖
で
あ
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る
南
浦
紹
明
が
虚
堂
智
愚
の
法
嗣
で
あ
り
、
そ
の
虚
堂
智
愚
が
松
源
派
祖
の
松
源
崇
岳
の
法
嗣
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
松
源
派
に
連
な

る
門
派
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

留
学
僧
の
歴
参
に
お
い
て
は
、
門
派
の
別
に
よ
ら
ず
、
多
く
高
僧
ら
に
参
禅
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
で
、
松
源
派
大
応
派
の
無

我
省
吾
が
、
大
慧
派
の
禅
僧
に
参
禅
す
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
季
潭
宗
泐
な
ど
は
「
詩
文
の
大
家
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
な

詩
文
に
長
け
た
禅
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（

）
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
禅
僧
達
の
も
と
へ
日
本
僧
ら
が
歴
参
し
、
交

41

流
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
門
派
の
別
に
と
ら
わ
れ
な
い
禅
僧
達
に
よ
る
文
化
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
の
中

で
、
大
応
派
の
僧
等
が
、
彼
ら
が
連
な
る
松
源
派
の
僧
は
も
ち
ろ
ん
、
大
慧
派
の
僧
等
へ
も
歴
参
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
南
浦
紹
明

の
塔
銘
や
語
録
序
文
を
大
慧
派
僧
の
用
章
廷
俊
や
季
潭
宗
泐
に
依
頼
し
た
背
景
に
、
大
応
派
と
大
慧
派
の
密
接
な
関
係
性
が
見
え
て

く
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

洪
武
七
年
の
入
明
僧
た
ち

こ
れ
ま
で
、
洪
武
七
年
、
洪
武
八
年
の
時
期
に
、
南
京
天
界
寺
の
住
持
で
あ
る
季
潭
宗
泐
が
日
本
僧
に
対
し
て
作
成
し
た
詩
文
、

賛
文
に
注
目
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
南
京
の
天
界
寺
に
お
い
て
入
明
僧
ら
に
対
す
る
葬
礼
の
儀
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
住
持
た
る

季
潭
宗
泐
に
よ
っ
て
対
霊
小
参
が
記
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
僧
達
が
非
常
に
丁
寧
な
待
遇
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。

特
に
こ
の
対
霊
小
参
に
つ
い
て
は
、
洪
武
七
年
（
一
三
七
四
）
に
室
町
幕
府
将
軍
足
利
義
満
に
よ
る
最
初
の
遣
明
使
の
派
遣
と
時

期
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
遣
明
使
の
一
人
で
あ
る
子
建
浄
業
の
依
頼
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
初
の
遣
明
使
の

一
行
の
構
成
員
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
自
体
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
洪
武
七
年
頃
に
み
ら
れ
る
日
本
か
ら
の
入
明
僧
た
ち
の
多
く
を
、
全
て
遣
明
船
に
乗
船
し
て
渡
海
し
た
と
考
え
る
必



- 34 -

要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
洪
武
七
年
頃
に
お
け
る
入
明
僧
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
を
遣
明
船
に
て
入
明
し
た
と
捉
え
る

考
え
方
と
、
遣
明
船
で
の
入
明
の
ほ
か
に
、
そ
れ
と
は
別
の
方
法
で
入
明
し
た
僧
達
が
い
た
と
捉
え
る
考
え
方
に
大
き
く
二
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
筆
者
は
後
者
の
考
え
方
、
つ
ま
り
遣
明
船
と
は
別
に
入
明
し
た
一
行
が
い
た
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
。

改
め
て
『
太
祖
実
録
』
洪
武
七
年
六
月
に
お
け
る
、
日
本
か
ら
の
僧
達
が
入
明
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
箇
所
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

〔
乙
未
〕
日
本
国
遣
僧
宣
聞
渓
・
浄
業
・
喜
春
等
来
朝
、
（
中
略
）
是
時
、
其
臣
有
二

志
布
志
島
津
越
後
守
臣
氏
久
一

、
亦
遣
二

僧
道
幸
等
一

、
進
二

表
貢
馬
及
茶
布
刀
扇
等
物
一

、
上
以
氏
久
等
、
無
二

本
国
之
命
一

、
而
私
入
貢
、
仍
命
却
レ

之
、
而
賜
二

道
幸
等

文
綺
紗
羅
各
一
匹
一

、
（
中

略
）
先
是
、
上
賜
二

日
本
高
宮
山
報
恩
禅
寺
僧
霊
枢
袈
裟
一

、
至
レ

是
、
霊
枢
亦
遣
二

其
徒
霊
照
一

謝

恩
、
貢
二

馬
一
匹
一

、
詔
賜
二

霊
枢
衣
履
及
文
綺
帛
各
二
匹
、
霊
照
銭
一
万
文
綺
帛
各
一
匹
僧
衣
一
襲
一

、
遣
還
、

〔
乙
卯
〕
日
本
国
僧
宗
嶽
等
七
十
一
人
、
遊
方
至
レ

京
、
上
論
中
書
省
臣
曰
、
海
外
之
人
、
慕
二

中
華
一

而
来
、
令
レ

居
二

天
界
寺
一

、

人
賜
二

布
一
匹
一

為
二

僧
衣
一

、
（

）
42

洪
武
七
年
六
月
乙
未
朔
条
で
は
、
日
本
か
ら
の
入
明
し
た
僧
達
の
名
が
い
く
つ
か
散
見
す
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
見
ら
れ
る
の
は
、

宣
聞
渓
（
聞
渓
円
宣
）
、
浄
業
（
子
建
浄
業
）
、
喜
春
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
遣
明
使
と

し
て
の
来
朝
で
あ
り
、
対
霊
小
参
の
記
述
と
併
せ
て
遣
明
使
の
一
行
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
彼
ら
一
行
が
ど
こ
に

居
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
対
霊
小
参
か
ら
少
な
く
と
も
翌
七
月
に
は
南
京
天
界
寺
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
み
ら
れ
る
の
が
、
島
津
氏
久
か
ら
僧
道
幸
等
が
遣
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
私
入
貢
」
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
日
本
の
報
恩
禅
寺
僧
霊
枢
に
よ
っ
て
霊
照
が
遣
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
霊
枢
が
袈
裟
を
賜
っ
た
御
礼
と
し
て
の
入
明

で
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
記
述
に
記
さ
れ
て
い
る
日
本
か
ら
の
入
明
僧
は
、
大
き
く
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
記
述
か
ら
、
日
本
国
遣
使
で
あ
る
の
は
、
は
じ
め
に
名
が
出
て
く
る
聞
渓
円
宣
ら
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
二
〇
日
後
に
あ
た
る
乙
卯
条
で
は
、
日
本
国
僧
宗
嶽
等
七
十
一
名
が
南
京
に
至
り
、
天
界
寺
に
居
す
こ
と
と
な
っ

た
。
い
っ
た
い
こ
の
宗
嶽
等
は
ど
の
よ
う
な
一
行
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
太
祖
実
録
』
洪
武
七
年
六
月
の
乙
未
条
と
乙
卯
条
に
見
ら
れ
る
入
明
し
た
僧
等
で
、
特
に
乙
卯
条
に
み
ら
れ
る
宗
嶽
等
七
十
一

人
の
僧
達
に
つ
い
て
の
見
解
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
乙
卯
条
に
あ
る
「
日
本
国
僧
宗
嶽
等
七
十
一
人
」
が
乙
未
条
に
見
ら
れ
る
聞
渓
円
宣
ら
遣
明
使
ら
と
と
も
に
遣
明
船
に

同
船
し
、
天
界
寺
に
入
っ
た
一
行
と
す
る
見
解
で
あ
る
（

）
。

43

そ
れ
と
は
別
の
見
解
で
は
、
宗
嶽
ら
は
聞
渓
ら
遣
明
使
と
は
別
に
入
明
し
た
一
行
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（

）
。

44

確
か
に
、
前
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
遣
明
使
も
宗
嶽
等
も
同
時
期
に
天
界
寺
に
留
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
を
必
ず

し
も
同
じ
一
行
と
し
て
み
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
『
太
祖
実
録
』
洪
武
七
年
六
月
に
あ
る
記
述
に
お
い
て
注
目
で
き
る
点
は
、
遣
明
使
ら
と
宗
嶽
等
の
入
京
し
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
日
付
に
開
き
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
遣
使
ら
の
こ
と
は
「
乙
未
」
に
記
さ
れ
、
宗
嶽
等
は
「
乙
卯
」
に
記
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
間
二
〇
日
程
の
差
が
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

ま
た
、
記
述
に
お
い
て
も
、
聞
渓
円
宣
ら
は
「
日
本
国
遣
僧
」
と
あ
り
、
日
本
国
の
使
い
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
た
僧
侶
で
あ
る

こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
宗
嶽
ら
は
「
日
本
国
僧
」
で
「
遊
方
至
京
」
と
あ
り
、
宗
嶽
等
は
日
本
国
か
ら
の
僧
侶
で
、
参
禅
を
目
的
に
南
京

に
至
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
遣
使
と
し
て
入
京
し
た
僧
侶
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
宗
嶽
等
を
必
ず
し
も
遣
明
船
に
乗
船
し
た
一
行
と
し
て
捉
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
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考
え
る
。

ま
た
、
天
界
寺
が
首
都
南
京
に
お
け
る
対
外
交
渉
の
際
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
禅
宗
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
よ

り
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り
異
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
対
霊
小
参
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
か
ら
「
参

禅
」
の
た
め
に
入
明
し
た
僧
等
の
葬
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

対
霊
小
参
を
依
頼
し
た
子
建
浄
業
は
遣
明
使
の
一
員
で
は
あ
っ
た
が
、
天
界
寺
住
持
季
潭
宗
泐
の
門
流
と
同
じ
禅
僧
で
あ
っ
た
し
、

ま
た
、
葬
礼
を
す
る
際
に
お
い
て
も
、
季
潭
宗
泐
の
書
か
ら
は
、
遣
明
使
僧
と
し
て
で
は
な
く
、
「
参
禅
」
の
僧
達
に
対
す
る
葬
礼

で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
天
界
寺
は
、
参
禅
の
徒
に
対
し
て
の
接
待
と
い
う
、
本
来
の
禅
寺

と
し
て
の
一
面
も
有
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
宗
嶽
等
は
ま
さ
に
「
慕
中
華
而
来
」
僧
達
で
あ
り
、
や
は
り
遣
明
使
と
い
う
意
味
合
い
は
そ
れ
ほ
ど
強

く
な
い
。
た
と
え
遣
明
使
で
な
く
と
も
、
南
京
に
到
着
し
た
入
明
僧
た
ち
は
、
対
外
交
渉
の
拠
点
に
な
っ
た
天
界
寺
に
留
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
か
ら
、
彼
ら
の
中
に
は
、
天
界
寺
に
お
い
て
、
季
潭
宗
泐
や
そ
こ
に
留
ま
っ
て
参
禅
修
行
す
る
日
本
の
留
学
僧
ら
と
、

面
会
す
る
こ
と
を
目
的
に
入
明
し
た
僧
等
が
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
改
め
て
「
宗
嶽
」
を
は
じ
め
と
す
る
七
十
一
人
の
日
本
僧
た
ち
は
ど
う
い
っ
た
一
行
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
詳
細
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
あ
げ
た
い
の
は
、
先
に
み
た
南
浦
紹
明
の
語
録
序
文
と
の
関
係
性
で
あ
る
。

伊
藤
氏
は
、
独
芳
清
曇
の
頂
相
の
賛
文
に
つ
い
て
、
独
芳
法
嗣
の
霊
旵
の
依
頼
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
霊
旵
が
遣
明
使
の
一
行

と
乗
船
し
て
入
明
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（

）
。
で
は
、
こ
の
賛
文
の
一
ヶ
月
後
の
日
付
で
書
さ
れ
た
季
潭
宗
泐
に
よ
る
南
浦
紹
明

45

の
序
文
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

誰
が
南
浦
紹
明
の
語
録
を
持
参
し
、
季
潭
宗
泐
に
序
文
作
成
を
依
頼
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た
洪
武
七
年
六
月

乙
卯
に
記
さ
れ
た
、
「
宗
嶽
」
ら
一
行
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
し
た
い
。

「
宗
嶽
」
が
誰
で
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
「
宗
」
の
字
を
も
つ
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
系
字
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を
多
く
持
つ
大
応
派
の
僧
（

）
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

46

ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
応
派
僧
ら
が
入
元
、
入
明
し
た
際
に
、
大
慧
派
の
僧
に
も
歴
参
し
た
者
達
が
多
く
お
り
、
そ
の

中
に
は
、
こ
の
洪
武
七
年
、
八
年
頃
に
ま
さ
に
天
界
寺
住
持
と
な
っ
て
い
る
季
潭
宗
泐
に
参
禅
経
験
を
も
つ
者
達
が
い
た
こ
と
は
無

視
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

季
潭
宗
泐
か
ら
序
文
を
作
成
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
、
ま
た
塔
銘
を
撰
し
た
の
が
、
季
潭
宗
泐
と
は
兄
弟
弟
子
た
る
用
章
廷
俊
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

日
明
交
流
の
初
期
に
お
い
て
は
、
義
満
が
初
め
て
送
り
出
し
た
遣
明
使
等
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
多
く
の
参
禅
の
徒
が

渡
海
し
て
お
り
、
諸
寺
院
を
歴
参
し
、
ま
た
天
界
寺
や
そ
の
住
持
季
潭
宗
泐
と
の
面
会
を
目
指
し
て
、
い
ま
だ
自
由
に
交
流
を
行
う

こ
と
が
出
来
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

日
本
禅
僧
と
明
の
禅
僧
ら
に
よ
る
交
流
の
一
端
を
見
て
み
た
。
一
三
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
そ
れ
は
比
較
的
自
由
で
活
発
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

洪
武
七
年
（
一
三
七
四
）
の
足
利
義
満
の
第
一
回
目
の
遣
明
使
派
遣
は
、
国
書
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
受
け
容
れ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
遣
明
使
と
し
て
乗
船
し
た
禅
僧
等
が
、
当
時
天
界
寺
の
住
持
季
潭
宗
泐
に
対
霊
小
参
を
修
し
て
も

ら
っ
て
い
る
点
か
ら
は
、
日
本
の
禅
僧
ら
に
対
す
る
季
潭
宗
泐
の
心
配
り
が
読
み
取
れ
る
と
同
時
に
、
遣
明
使
と
し
て
入
明
し
た
日

本
僧
等
が
、
参
禅
の
徒
と
し
て
天
界
寺
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
側
面
が
伺
え
る
。
そ
こ
か
ら
は
禅
僧
と
し
て
の
彼
ら
に
よ
る
交
流
が

行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
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ま
た
、
季
潭
宗
泐
に
参
禅
し
た
日
本
の
禅
僧
等
が
、
彼
ら
の
師
な
ど
の
語
録
や
頂
相
へ
の
詩
文
作
成
を
求
め
、
季
潭
宗
泐
は
そ
れ

に
応
え
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

日
明
の
国
交
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
派
遣
さ
れ
た
禅
僧
等
に
つ
い
て
は
、
明
に
お
け
る
仏
教
界
の
頂
点
に
た
つ
天
界
寺
住
持
季
潭

宗
泐
と
同
門
派
で
あ
る
事
が
考
慮
さ
れ
た
と
す
る
指
摘
も
あ
り
、
そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
禅
僧
た
ち
は
当
該
時
期
で
は
参
禅
を
目
的
と
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

門
派
の
別
は
厭
わ
ず
、
広
く
日
本
か
ら
の
参
禅
の
僧
等
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
応
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
実
態
を
知
る
鍵
を
握
る
一
つ
が
「
宗
嶽
等
七
十
一
人
」
一
行
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
「
宗
嶽
」
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
の
一

行
に
つ
い
て
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
、
洪
武
八
年
（
一
三
七
五
）
に
大
慧
派
の
季
潭
宗
泐
が
作
成
し
た
南
浦
紹
明
語
録
の
序
文
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
そ

の
語
録
を
実
際
に
読
ん
だ
上
で
作
成
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
「
宗
嶽
」
等
が
南
浦
紹
明
の
法
孫
に
あ
た
る
大
応
派
僧
で
あ

り
、
季
潭
宗
泐
に
序
文
作
成
依
頼
を
し
に
入
明
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
こ
と
を
提
示
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
大
応
派
が
中
国
禅
宗
の
松
源
派
に
連
な
る
門
派
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
胡
惟
庸
の
事
件
と
関
係
性
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
上
田
氏
が
胡
惟
庸
の
事
件
を
禅
宗
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
処
罰
さ
れ
た
禅
僧
等
の
門
派
は
松
源
派
、
破
庵
派

の
僧
で
あ
り
、
そ
の
理
由
に
は
、
そ
の
門
派
が
日
本
に
お
い
て
は
、
博
多
の
禅
寺
と
関
係
し
、
ま
た
九
州
の
南
朝
方
の
勢
力
と
も
関

係
性
の
あ
る
門
派
で
あ
っ
た
こ
と
を
提
示
さ
れ
た
（

）
。

47

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
大
応
派
は
九
州
博
多
や
太
宰
府
の
寺
院
を
拠
点
に
展
開
し
て
い
た
門
派
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
す
る
と
、
大
応
派
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
「
宗
嶽
」
た
ち
が
、
博
多
や
太
宰
府
に
拠
点
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
直
接
に
渡
明
し
た
禅

僧
達
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
遣
明
使
達
と
は
別
の
一
行
で
あ
っ
た
と
考
え
る
事
は
難
く
な
い
（

）
。

48

こ
の
よ
う
な
、
大
応
派
僧
達
の
外
国
へ
の
関
心
、
渡
海
の
実
態
は
、
同
門
派
に
属
す
る
大
徳
寺
僧
達
が
地
方
へ
と
進
出
す
る
と
き
、

大
内
氏
の
領
国
で
あ
っ
た
周
防
・
長
門
国
や
、
九
州
地
方
へ
と
進
出
・
展
開
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
事
に
も
影
響
し
た
も
の
と
考
え
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ら
れ
る
。
二
章
以
降
で
は
、
こ
の
点
に
注
意
し
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
章
で
注
目
し
た
日
明
交
流
に
深
く
関
わ
っ
た
日
明
双
方
の
禅
僧
の
門
派
勢
力
に
つ
い
て
は
、
胡
惟
庸
の
事
件
の
以
後
で
は
、
明

で
は
大
慧
派
が
優
勢
と
な
る
こ
と
、
そ
し
て
日
本
か
ら
の
遣
明
使
、
国
書
の
起
草
な
ど
に
絶
海
中
津
ら
大
慧
派
と
接
近
す
る
夢
窓
派

僧
が
抜
擢
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（

）
。
こ
こ
で
見
た
事
件
以
前
に
見
ら
れ
る
交
流
か
ら
は
、
複
数
の
禅
宗
門
派
が
入
明
し
、
日
明

49

双
方
の
禅
僧
達
に
よ
っ
て
、
自
由
で
活
発
な
文
化
交
流
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
１
）
長
谷
部
幽
蹊
「
西
域
諸
国
へ
の
遣
使
」
（
『
明
清
佛
教
教
團
史
研
究
』
「
第
二
章
僧
徒
の
内
政
お
よ
び
外
交
補
弼
」
第
二
節
、

同
明
社
出
版
、
一
九
九
三
年
）
。

（
２
）
田
中
健
夫
『
前
近
代
の
国
際
交
流
と
外
交
文
書
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
西
尾
賢
隆
『
中
世
の
日
中
交
流
と
禅
宗
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
な
ど
。

（
３
）
伊
藤
幸
司
「
日
明
交
流
と
肖
像
画
」
（
東
ア
ジ
ア
美
術
文
化
交
流
研
究
会
編
『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
』
中
国
書
店
、
二

〇
〇
九
年
九
月
）
、
「
硫
黄
使
節
考
」
（
『
東
ア
ジ
ア
を
結
ぶ
モ
ノ
・
場
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
、
「
東
ア
ジ
ア
禅
宗
世

界
の
変
容
と
拡
大
」
（
川
岡
勉
・
古
賀
信
幸
編
『
日
本
中
世
の
西
国
社
会
③

西
国
の
文
化
と
外
交
』
清
文
堂
、
二
〇
一
一

年
）
な
ど
。

（
４
）
橋
本
雄
「
室
町
日
本
の
対
外
観
」
（
『
歴
史
評
論
』
六
九
七
号
、
二
〇
〇
八
年
五
月
号
。
）
な
ど
。

（
５
）
榎
本
渉
『
東
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
交
流
―
九
～
一
四
世
紀
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
な
ど
。

（
６
）
上
田
純
一
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年
。

（
７
）
川
添
昭
二
「
室
町
幕
府
成
立
期
の
対
外
関
係
」
（
『
対
外
関
係
の
史
的
展
開
』
第
三
章
五
、
文
献
出
版
、
一
九
九
六
年
）
。
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（
８
）
野
口
善
敬
「
元
・
明
の
仏
教
」
（
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
０
８
中
国
Ⅲ
宋
元
明
清
『
中
国
文
化
と
し
て
の
仏
教
』
第
二
章
、
佼
成

出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
、
上
田
純
一
「
僧
録
司
制
度
」
（
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
第
三
章
）
。

ま
た
、
こ
の
事
件
の
頃
に
日
本
か
ら
の
入
明
僧
達
が
雲
南
へ
行
っ
た
足
跡
が
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
伊
藤
幸
司
氏
「
日
明

交
流
と
雲
南
―
初
期
入
明
僧
の
雲
南
移
送
事
件
と
流
転
す
る
「
虎
丘
十
詠
」
―
」
（
『
佛
教
史
学
研
究
』
第
五
二
巻
第
一
号
、

二
〇
〇
九
年
十
月
）
、
上
田
純
一
氏
「
雲
南
の
日
本
禅
僧
た
ち
」
（
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
第
四
章
）
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。

（
９
）
上
田
純
一
「
日
明
国
交
回
復
へ
の
道
」
（
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
第
一
章
）
。

（

）
西
尾
賢
隆
『
中
世
の
日
中
交
流
と
禅
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
。
野
口
善
敬
『
元
代
禅
宗
史
研
究
』
禅
文
化
研
究
所
、

10

二
〇
〇
五
年
。

（

）
伊
藤
幸
司
「
南
京
天
界
寺
の
故
地
」
（
『
市
史
研
究
ふ
く
お
か
』
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
）
。

11
（

）
村
井
章
介
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
年
。

12
（

）
橋
本
雄
「
室
町
日
本
の
対
外
観
（
『
歴
史
評
論
』
六
九
七
号
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）
。

13
（

）
野
口
善
敬
「
元
・
明
の
仏
教
」
（
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
０
８
中
国
Ⅲ
宋
元
明
清

中
国
文
化
と
し
て
の
仏
教
』
、
佼
成
出
版
社
、

14

二
〇
一
〇
年
）
。

（

）
長
谷
部
幽
蹊
「
西
域
諸
国
へ
の
遣
使
」
（
『
明
清
佛
教
教
團
史
研
究
』
）
。

15
（

）
無
初
徳
始
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
秀
孝
「
入
明
僧
無
初
徳
始
の
活
動
と
そ
の
功
績
―
嵩
山
少
林
寺
に
現
存
す
る
扶
桑
沙
門
徳
始

16

書
筆
の
塔
銘
を
踏
ま
え
て
―
」
（
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
五
十
五
号
、
一
九
九
七
年
三
月
）
に
よ
っ
て
詳
細

を
し
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）
「
萬
法
語
」
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
四
十
）
。

17
（

）
玉
村
竹
二
「
建
仁
寺
妙
喜
庵
看
寮
子
建
浄
業
小
傳
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集

上
』
思
文
閣
、
一
九
七
六
年
）
。

18
（

）
村
井
章
介
「
遣
明
使
の
メ
ン
バ
ー
」
（
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』
Ⅳ
「
日
明
交
渉
史
の
序
幕
―
幕
府
最
初
の
遣
使
に

19
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い
た
る
ま
で
―
」
四
、
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
年
）
。

（

）
長
谷
部
幽
蹊
「
西
域
諸
国
へ
の
遣
使
」
（
『
明
清
仏
教
教
団
史
研
究
』
）
。

20
（

）
伊
藤
幸
司
「
日
明
交
流
と
肖
像
画
賛
」
（
東
ア
ジ
ア
美
術
文
化
交
流
研
究
会
編
『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
』
中
国
書
店
、

21

二
〇
〇
九
年
九
月
）
。

（

）
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
（
講
談
社
、
一
九
八
三
年
）
「
独
芳
清
曇
」
。

22
（

）
伊
藤
幸
司
「
日
明
交
流
と
肖
像
画
賛
」
（
『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
』
）
。

23
（

）
「
大
応
国
師
語
録
」
叙
文
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
一
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
八
九
年
）
。

24
（

）
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
「
南
浦
紹
明
」
。

25
（

）
南
浦
紹
明
と
虚
堂
智
愚
の
交
流
に
つ
い
て
、
偈
頌
に
注
目
し
て
考
察
さ
れ
た
西
尾
賢
隆
氏
「
虚
堂
智
愚
か
ら
南
浦
紹
明
へ
」

26

（
西
山
美
香
編
『
古
代
中
世
日
本
の
内
な
る
「
禅
」
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
の
研
究
が
あ
る
。

（

）
佐
藤
秀
孝
「
虚
堂
智
愚
と
南
浦
紹
明
―
日
本
僧
紹
明
の
在
宋
中
の
動
静
に
つ
い
て
―
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十

27

八
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
。

（

）
「
石
城
遺
寶
解
説
」
（
廣
渡
正
利
編
著
『
石
城
遺
寶
』
文
献
出
版
、
一
九
九
一
年
）
。

28
（

）
「
大
応
国
師
語
録
」
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
一
巻
）
。

29
（

）
『
妙
興
開
山
円
光
大
照
禅
師
行
状
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第
九
輯
下
）
、
『
延
宝
伝
燈
録
』
巻
第
二
十
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』

30

仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
七
年
）
。

（

）
『
横
嶽
山
前
住
籍
』
（
『
横
嶽
志

附

横
嶽
山
前
住
籍
』
、
崇
福
寺
、
二
〇
〇
七
年
）
第
十
五
世
大
用
宗
任
。

31
（

）
「
石
城
山
宗
系
略
伝
」
（
『
石
城
遺
寶
』
）
、
『
横
嶽
山
前
住
籍
』
第
十
八
世
象
外
宗
越
。

32
（

）
『
横
嶽
山
前
住
籍
』
第
廿
二
世
玉
林
宗
璨
。
『
延
宝
伝
燈
録
』
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
）
。

33
（

）
「
大
応
国
師
語
録
」
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
一
巻
）
、
「
圓
通
大
應
国
師
塔
銘
」
（
『
続
群
書
類
従
』
第
九
輯
上
巻
第
二

34
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二
九
）
。

（

）
西
尾
賢
隆
「
日
中
交
流
に
お
け
る
大
応
の
塔
銘
（
上
）
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
四
号
、
一
九
九
八
年
十
二
月
。
）
、

35

佐
藤
秀
孝
「
虚
堂
智
愚
と
南
浦
紹
明
―
日
本
僧
紹
明
の
在
宋
中
の
動
静
に
つ
い
て
―
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十

八
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
。
）
、
榎
本
渉
「
一
四
世
紀
後
半
、
日
本
に
渡
来
し
た
人
々
」
〈H

〉
道
元
文
信
（
『
東
ア
ジ
ア
海

域
と
日
中
交
流
―
九
～
一
四
世
紀
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（

）
『
増
集
続
伝
燈
録
』
巻
五
（
『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
第
八
十
三
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
。

36
（

）
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
「
無
我
省
吾
」
。

37
（

）
無
我
の
一
度
目
の
入
元
に
関
し
て
、
菊
池
武
光
の
護
送
が
あ
り
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
南
朝
方
菊
池
氏
と
関
係
が
あ
っ
た
こ

38

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
上
田
純
一
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
第
五
章
）
。

（

）
『
延
宝
伝
燈
録
』
巻
第
二
十
一
（
『
大
日
本
佛
教
全
書
』
）
、
「
無
我
省
吾
関
係
頌
偈
」
（
廣
渡
正
利
編
著
『
石
城
遺
寶
』
）
。

39
（

）
玉
村
竹
二
「
日
本
禅
僧
の
渡
海
参
学
関
係
を
表
示
す
る
宗
派
図
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集

下
之
二
』
思
文
閣
出
版
、
一
九

40

八
一
年
）
。

（

）
「
石
城
遺
寶
解
説
」
（
『
石
城
遺
寶
』
）
。
ま
た
、
季
潭
宗
泐
に
関
し
て
、
長
谷
部
幽
蹊
氏
「
季
潭
宗
泐
傳
の
原
資
料
」
（
『
明

41
清
佛
教
教
團
史
研
究
』
同
明
舎
出
版
、
一
九
九
三
年
）
、
佐
藤
秀
孝
氏
「
入
明
僧
無
初
徳
始
の
活
動
と
そ
の
功
績
―
嵩
山
少

林
寺
に
現
存
す
る
扶
桑
沙
門
徳
始
書
筆
の
塔
銘
を
踏
ま
え
て
―
」
（
『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
第
五
十
五
号
、
一

九
九
七
年
三
月
）
、
同
氏
「
季
潭
宗
泐
と
『
全
室
和
尚
語
録
』
―
『
全
室
和
尚
語
録
』
の
紹
介
と
そ
の
翻
刻
―
」
（
『
駒
澤
大

學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
第
五
十
六
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
の
研
究
が
あ
る
。

（

）
『
太
祖
実
録
』
巻
九
〇

洪
武
七
年
六
月
乙
未
朔
条
、
同
年
月
乙
卯
条
。

42
（

）
村
井
章
介
「
遣
明
使
の
メ
ン
バ
ー
」
（
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』
Ⅳ
「
日
明
交
渉
史
の
序
幕
―
幕
府
最
初
の
遣
使
に

43

い
た
る
ま
で
―
」
四
）
、
伊
藤
幸
司
「
日
明
交
流
と
肖
像
画
賛
」
（
『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
）
な
ど
。
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（

）
田
中
健
夫
『
対
外
関
係
と
文
化
交
流
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
二
年
、
上
田
純
一
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
）
。

44
（

）
伊
藤
幸
司
「
日
明
交
流
と
肖
像
画
賛
」
（
『
寧
波
の
美
術
と
海
域
交
流
』
）
。

45
（

）
玉
村
竹
二
「
禅
僧
稱
號
考
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集

上
』
）
。

46
（

）
上
田
純
一
「
胡
惟
庸
・
林
賢
の
謀
反
事
件
」
（
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
第
一
章
）
。

47
（

）
上
田
純
一
「
筑
前
博
多
へ
の
禅
宗
の
流
入
と
展
開
」
（
『
九
州
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
伊
藤
幸

48

司
「
臨
済
宗
大
応
派
の
動
向
と
室
町
幕
府
の
外
交
姿
勢
」
（
『
中
世
日
本
の
外
交
と
禅
宗
』
第
三
章
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
二
年
）
、
上
田
純
一
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（

）
上
田
純
一
「
絶
海
中
津
と
大
慧
派
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
」
（
『
足
利
義
満
と
禅
宗
』
第
四
章
）
。

49
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第
二
章

戦
国
期
、
禅
寺
の
入
寺
制
度
に
関
す
る
一
考
察

ー
特
に
山
隣
派
を
中
心
に
ー

は
じ
め
に

日
本
中
世
の
禅
宗
は
、
将
軍
や
守
護
ら
の
帰
依
、
保
護
を
得
て
展
開
し
た
。
前
章
で
は
足
利
義
満
の
日
明
交
流
に
お
け
る
禅
僧
ら

に
注
目
し
た
が
、
こ
の
義
満
の
時
期
に
は
、
幕
府
の
官
寺
制
度
と
し
て
の
五
山
制
度
が
、
南
禅
寺
を
五
山
之
上
と
し
て
確
立
し
、
臨

済
系
の
禅
宗
寺
院
は
五
山
・
十
刹
・
諸
山
の
寺
格
を
も
ち
、
幕
府
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
五
山
派
は
、
戦
国
期
に
な
る
と
幕
府
と
と
も
に
衰
退
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
戦
国
期
に
勢
力
を
拡
大
し
た
の

が
、
幕
府
の
統
制
下
に
な
く
、
地
方
展
開
し
て
い
た
林
下
で
あ
り
、
曹
洞
系
の
永
平
寺
・
総
持
寺
、
ま
た
臨
済
系
の
大
徳
寺
・
妙
心

寺
が
そ
の
範
疇
に
あ
る
。

戦
国
期
に
お
け
る
林
下
寺
院
は
、
戦
国
大
名
を
外
護
者
と
し
、
地
方
展
開
を
し
つ
つ
、
寺
院
運
営
の
態
勢
を
整
え
な
が
ら
発
展
し

て
い
く
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
朝
廷
へ
の
働
き
か
け
も
見
ら
れ
、
紫
衣
の
着
用
の
勅
許
を
得
る
な
ど
、
戦
国
期
は
林
下
寺
院
の
展

開
に
お
い
て
重
要
な
動
向
が
見
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
紫
衣
の
勅
許
の
ほ
か
、
戦
国
期
に
は
国
師
号
な
ど
の
称
号
や
勅
願
寺
の
勅
許
な
ど
が
、
禅
宗
だ
け
で
な
く
他
宗
派
の

寺
院
や
僧
侶
に
対
し
て
も
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
脇
田
晴
子
氏
は
戦
国
期
に
天
皇
の
権
威
が
浮
上
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
中
で
、

宗
教
統
制
に
関
し
て
、
勅
願
寺
の
勅
許
、
ま
た
称
号
の
勅
許
な
ど
が
天
皇
家
の
収
入
源
に
な
る
と
同
時
に
「
権
威
が
天
皇
家
を
頂
点

と
し
て
集
約
さ
れ
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。
ま
た
、
伊
藤
克
己
氏
は
、
脇
田
氏
の
論
を
継
承

し
つ
つ
、
と
く
に
勅
願
寺
や
紫
衣
の
勅
許
に
注
目
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
勅
許
が
身
分
・
地
位
や
寺
格
・
権
利
を
示
し
、
ま
た
外
護
者
の

正
当
性
の
主
張
に
も
機
能
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
複
雑
な
寺
格
・
身
分
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
主
導
権
を
握
っ
て
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い
た
の
が
寺
院
や
外
護
者
大
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
２
）
。
戦
国
期
の
天
皇
の
権
威
や
寺
院
教
団
に
と
っ
て
、
称

号
や
勅
願
寺
化
な
ど
の
天
皇
の
勅
許
に
よ
る
付
与
は
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
学

び
つ
つ
、
本
章
で
は
天
皇
の
勅
許
の
一
つ
で
あ
る
禅
寺
の
入
寺
勅
許
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。

禅
寺
の
入
寺
に
関
し
て
は
、
五
山
派
の
禅
院
に
入
寺
し
住
持
と
な
る
場
合
、
幕
府
将
軍
に
よ
る
補
任
状
（
公
帖
）
が
発
給
さ
れ
、

入
寺
の
際
に
必
要
な
費
用
で
あ
る
入
寺
官
銭
は
幕
府
に
納
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
、
五
山
派
の
入
寺
の
手
続
き
、
住
持
制
度
に

つ
い
て
は
、
今
枝
愛
真
氏
（
３
）
や
玉
村
竹
二
氏
（
４
）
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
谷
明
氏
は
幕
府
の

財
政
に
お
け
る
五
山
叢
林
に
注
目
し
、
五
山
禅
院
の
寺
領
や
そ
の
経
営
な
ど
に
注
目
さ
れ
る
な
か
で
、
入
寺
官
銭
に
つ
い
て
も
考
察

さ
れ
て
お
り
、
幕
府
財
政
に
お
け
る
五
山
官
寺
の
重
要
性
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。
近
年
で
は
斎
藤
夏
来
氏
に
よ
っ
て
、
幕

府
将
軍
の
補
任
状
の
発
給
に
つ
い
て
、
五
山
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
の
十
刹
、
諸
山
の
住
持
補
任
に
注
目
し
た
考
察
も
さ
れ
て
お
り

（
６
）
、
ま
た
、
室
山
孝
氏
は
中
世
の
加
賀
・
能
登
の
五
山
派
寺
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
住
持
補
任
に
注
目
し
、
寺
院
の
特
徴
を

明
示
し
検
討
さ
れ
た
（
７
）
。
こ
う
し
た
五
山
官
寺
を
中
心
と
し
た
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
そ
の
入
寺
は
幕
府
の
政
治
、
経
済
と

も
密
接
に
関
わ
る
こ
と
、
ま
た
五
山
叢
林
と
そ
の
末
寺
寺
院
と
に
お
け
る
住
持
補
任
の
実
状
や
相
違
等
が
明
か
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
林
下
の
寺
院
に
入
寺
す
る
場
合
、
天
皇
の
勅
許
が
な
さ
れ
、
綸
旨
が
発
給
さ
れ
て
住
持
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
林
下
の

う
ち
、
本
章
で
は
深
く
は
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
曹
洞
宗
の
永
平
寺
や
総
持
寺
の
住
持
制
度
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
良
弘
氏
（
８
）

の
研
究
が
代
表
的
で
あ
り
、
近
年
で
は
田
中
宏
志
氏
（
９
）
に
よ
り
研
究
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
臨
済
宗
の
大
徳
寺
と
妙
心
寺
に
注
目
す
る
と
、
入
寺
の
際
に
紫
衣
着
用
が
勅
許
さ
れ
て
い
る
が
、
両
寺
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
展
開
を
み
せ
る
上
で
紫
衣
の
勅
許
の
獲
得
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
や
、
近
世
に
確
立
す
る
住
持
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の
深
い

指
摘
が
あ
る
（

）
。
し
か
し
、
戦
国
期
の
入
寺
、
住
持
の
実
態
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
入
寺
も
勅

10

許
に
よ
っ
て
い
る
事
か
ら
、
そ
の
入
寺
、
住
持
の
制
度
は
、
戦
国
期
の
天
皇
の
権
威
の
問
題
、
ま
た
寺
院
の
教
団
展
開
を
明
ら
か
に

す
る
上
で
看
過
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
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ま
た
、
従
来
か
ら
林
下
の
範
疇
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
曹
洞
宗
永
平
寺
・
総
持
寺
と
、
臨
済
宗
大
徳
寺
・
妙
心
寺
で
あ
る
が
、
近
世

の
妙
心
寺
無
著
道
忠
（
一
六
五
三
～
一
七
四
四
）
撰
『
禅
林
象
亀
箋
』
の
「
山
隣
」
の
項
で
「
大
徳
寺
妙
心
寺
ヲ

稱
ス二

山

隣
ト一

矣

、
」

と
記
述
が
あ
っ
て
、
五
山
に
隣
接
し
て
両
寺
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
序
章
で
も
触
れ
た
通
り
、
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
も
つ

叢
林
・
林
下
の
両
性
格
を
「
山
隣
」
的
性
格
と
表
現
し
、
新
た
な
範
疇
化
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（

）
、
大
徳
寺
派
・
妙

11

心
寺
派
を
山
隣
あ
る
い
は
山
隣
派
と
し
て
捉
え
る
事
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
章
で
も
両
寺
を
山
隣
派
と
し
て
捉

え
、
五
山
（
五
山
派
）
、
山
隣
（
山
隣
派
）
と
区
分
す
る
こ
と
を
改
め
て
述
べ
て
お
く
。

こ
の
よ
う
に
林
下
の
う
ち
で
も
大
徳
寺
と
妙
心
寺
を
山
隣
派
と
し
て
区
別
し
て
考
え
た
場
合
、
両
者
に
は
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ

る
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
入
寺
制
度
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
い
の
一
端
を
提
示
で
き
る
と
考
え
る
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
章
に
お
い
て
は
、
戦
国
期
（
特
に
一
六
世
紀
）
に
み
ら
れ
る
大
徳
寺
と
妙
心
寺
の
両
方
の

入
寺
、
住
持
の
実
態
を
把
握
し
、
山
隣
派
の
入
寺
制
度
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
（

）
を
手

12

掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
と
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
の
二
期
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
の
時
に
出
さ
れ
た

山
隣
派
寺
院
の
入
寺
勅
許
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
住
持
制
度
に
つ
い
て
は
、
今
枝
愛
真
氏
が
、
妙
心
寺
が
永
正
六
年
に
紫
衣
勅
許
の
出
世
道
場
と
な
っ
た
経
緯

に
つ
い
て
簡
潔
に
示
さ
れ
、
ま
た
再
住
式
が
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
を
な
ど
示
唆
さ
れ
て
い
る
（

）
。
さ
ら
に
紫
衣
に
つ
い
て

13

は
、
妙
心
寺
の
紫
衣
勅
許
の
経
緯
、
そ
れ
に
関
わ
る
有
力
外
護
者
の
存
在
と
そ
の
影
響
力
な
ど
に
つ
い
て
指
摘
も
あ
る
（

）
。
ま

14

た
、
近
世
初
頭
の
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
紫
衣
や
居
成
の
出
世
に
つ
い
て
も
研
究
が
あ
り
、
紫
衣
事
件
に
関
わ
る
朝
廷
、
幕
府
の
関
係

等
に
つ
い
て
再
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
（

）
。
こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
よ
り
重
要
な
示
唆
が
多
々
な
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
国

15

期
の
入
寺
制
度
、
住
持
の
補
任
や
そ
れ
に
関
す
る
実
態
な
ど
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
検
討
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。
補
任
状
の
発
給
、
ま
た
入
寺
の
形
式
、
入
寺
の
際
に
必
要
な
職
銭
な
ど
に
つ
い
て
、
実
態
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で

あ
り
、
そ
れ
が
当
該
時
期
の
山
隣
派
の
発
展
を
解
明
す
る
鍵
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
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第
一
節

山
隣
派
の
入
寺

一
、
禅
院
の
新
命
住
持
の
補
任
状

（
１
）
公
帖

禅
院
の
入
寺
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
住
持
と
な
っ
て
そ
の
寺
の
「
前
住
持
」
の
称
号
を
得
る
に
は
、
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
。
そ

れ
は
「
入
院
（
じ
ゅ
え
ん
）
」
と
「
居
成
（
い
な
り
）
」
で
あ
る
。

ま
ず
「
入
院
」
と
は
、
入
寺
式
を
行
っ
て
寺
に
入
り
住
持
の
任
を
経
て
「
前
住
持
」
の
称
号
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
「
居

成
」
と
は
実
際
に
入
寺
せ
ず
に
「
前
住
持
」
の
名
義
を
得
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。

こ
の
ど
ち
ら
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
入
寺
に
際
し
て
新
命
住
持
と
な
る
禅
僧
に
対
し
て
は
補
任
状
が
出
さ
れ
る
。
そ
の
補
任
状
は
、

五
山
官
寺
の
禅
寺
に
対
し
て
は
、
主
と
し
て
室
町
幕
府
将
軍
に
よ
り
出
さ
れ
る
御
判
御
教
書
に
あ
た
る
も
の
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
「
公
帖
」
と
称
し
て
い
る
（

）
。

16

公
帖
は
、
「
公
文
」
と
も
称
さ
れ
て
お
り
、
「
入
院
」
の
際
に
出
さ
れ
る
公
帖
の
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
居
成
の
場
合

に
出
さ
れ
る
公
帖
は
「
坐
公
文
（
ざ
く
も
ん
・
い
な
り
く
も
ん
）
」
と
称
さ
れ
て
い
る
（

）
。
禅
僧
の
日
記
な
ど
で
も
、
入
院
の

17

場
合
、
居
成
の
場
合
と
で
は
、
公
帖
を
区
別
し
て
表
記
し
て
お
り
、
入
院
の
と
き
に
は
「
公
帖
」
や
「
公
文
」
と
称
さ
れ
、
一
方
の

居
成
の
と
き
に
は
、
「
坐
公
文
」
「
居
公
文
」
「
居
成
公
文
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
発
給
さ
れ
る
文
書
の
文
言
に
は
、

公
文
と
坐
公
文
と
で
は
違
い
が
無
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（

）
。

18
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（
２
）
綸
旨

林
下
、
山
隣
派
の
場
合
は
、
天
皇
の
綸
旨
が
だ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
綸
旨
を
受
け
て
住
持
と
な
る
大
徳
寺
や
妙
心
寺
で
も
、
五
山

同
様
に
居
成
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

）
。

19

入
寺
の
際
に
天
皇
か
ら
の
綸
旨
が
出
さ
れ
て
い
る
事
に
間
し
て
は
、
『
晴
右
記
』
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
五
月
廿
八
日
、
廿
九

日
条
に
大
徳
寺
の
入
寺
に
関
し
て
、

廿
八
日

天
晴
、
大
徳
寺
入
院
申
入
、
勅
許
以
長
橋
披
露
、

廿
九
日

天
晴
、
大
徳
寺
住
持

綸
旨
廿
八
日
之
分
ニ
相
調
候
て
遣
之
、
伝
奏
へ
弐
百
疋
、
奏
者
二
二
十
疋
、
書
出
へ
百
疋
、

同
奏
者
二
十
疋
、

（
後
略
）

（

）
20

と
あ
る
。
大
徳
寺
か
ら
入
院
、
つ
ま
り
は
入
寺
の
申
し
入
れ
が
あ
り
勅
許
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
日
、
綸
旨
が
調
え
ら
れ
大
徳
寺
へ

遣
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
綸
旨
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（

）
。
妙
心
寺
の
場
合
も
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た

21

と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
妙
心
寺
の
住
持
の
勅
許
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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二
、
山
隣
派
の
入
寺
勅
許

（
一
）
後
奈
良
天
皇
在
位
期
以
前
の
妙
心
寺
僧
へ
の
住
持
勅
許

妙
心
寺
は
大
徳
寺
と
同
様
に
朝
廷
の
勅
許
に
よ
っ
て
住
持
と
な
る
い
わ
ゆ
る
勅
住
の
寺
院
で
、
な
お
か
つ
紫
衣
着
用
が
許
さ
れ
た

寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
妙
心
寺
が
紫
衣
勅
許
の
住
持
勅
許
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）

で
あ
る
（

）
。
そ
れ
以
前
の
妙
心
寺
で
は
、
大
徳
寺
の
住
持
に
な
っ
て
か
ら
、
妙
心
寺
の
住
持
と
な
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
（

）
。

22

23

妙
心
寺
が
勅
住
寺
院
と
な
る
以
前
の
関
山
派
の
僧
等
は
、
大
徳
寺
の
住
持
と
し
て
朝
廷
に
勅
許
御
礼
に
参
内
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
（

）
。

24

妙
心
寺
の
住
持
に
関
す
る
規
定
な
ど
に
つ
い
て
は
、
近
世
の
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

中
で
、
近
世
に
お
け
る
再
住
の
綸
旨
や
資
紫
の
綸
旨
、
ま
た
出
世
の
種
別
に
三
種
（
再
住
成
、
前
住
成
、
歴
住
成
）
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（

）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
規
定
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
、
つ
ま
り
戦
国
期
の
状
況
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
て
い
な

25

い
。
そ
こ
で
永
正
期
以
降
の
妙
心
寺
の
住
持
勅
許
に
つ
い
て
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
述
に
注
目
し
て
み
た
い
。
後
奈
良
天
皇
在
位

時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
載
に
あ
る
妙
心
寺
の
入
寺
に
つ
い
て
は
、
表
に
ま
と
め
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

妙
心
寺
に
入
寺
の
際
、
「
入
院
」
と
「
居
成
」
い
ず
れ
の
場
合
も
の
入
寺
勅
許
の
御
礼
に
参
内
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
場
合
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
表

①
参
照
。

A

（
１
）
妙
心
寺
の
入
院

ま
ず
、
後
奈
良
天
皇
の
在
位
時
期
に
注
目
し
、
妙
心
寺
の
入
院
の
記
事
を
あ
げ
て
み
る
と
、
四
件
の
入
院
に
つ
い
て
記
載
が
あ
る
。

そ
れ
を
あ
げ
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
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享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
二
月
二
七
日
条
、

廿
七
日
。
（
前
略
）
め
う
し
ん
寺
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
。
か
ん
ろ
し
よ
り
申
さ
る
ゝ
。
ち
よ
く
し
右

少

弁
。
ち
や
う
ら
う
御
れ
い

（

妙

心

寺

）

（

入

院

）

（

甘

露

寺

）

（

勅

使

）

（
万
里
小
路
惟
房
）

（

長

老

）

（

御

礼

）

に
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
十
て
う
。
と
ん
す
代
に
て
六
百
疋
ま
い
る
。

（

御

対

面

）

（

十

帖

）

（

緞

子

）

天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
三
月
二
三
日
条
、

廿
三
日
。
（
前
略
）
。
め
う
し
ん
寺
へ
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
て
。
ち
や
う
ら
う
御
れ
い
申
さ
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
御
ほ
ん
。

（

入

院

）

（

長

老

）

か
う
は
こ
代
六
百
疋
ま
い
る
。

天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
三
月
三
十
日
条
、

卅
日
。
（
前
略
）
大
け
ん
め
う
し
ん
寺
へ
し
ゆ
ゑ
ん
す
る
／
＼
と
あ
り
て
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。

（
太
原
崇
孚
）

（

入

院

）

右
中
弁
ち
よ
く
し
に
て
申
つ
き
に
も
ま
い
る
。
こ
れ
は
昨
の
事
な
り
。

（
葉
室
頼
房
）

（

勅

使

）

弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
五
月
二
十
六
日
条
、

廿
六
日
。
め
う
し
ん
し
に
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
て
。
か
ん
ろ
し
ち
よ
く
し
な
り
。
し
ん
め
い
御
れ
い
申
さ
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。

（

入

院

）

（

甘

露

寺

）

（

勅

使

）

（

対

面

）

六
百
疋
ま
い
る
。
せ

つ

さ

い
の
て
し
な
り
。

（
雪
斎
・
太
原
崇
孚
）

（
弟
子
）

新
命
住
持
僧
の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
誰
の
入
寺
で
あ
る
か
を
明
確
に
は
し
難
い
が
、
天
文
十
九
年
に
つ
い
て
は
、
「
大
け

ん
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
妙
心
寺
三
五
世
の
太
原
崇
孚
（

）
の
入
院
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
弘
治
三
年
五
月
の
入
院
は
、

26

「
せ
つ
さ
い
の
て
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
原
崇
孚
の
弟
子
が
入
院
し
て
い
る
（

）
。

27
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こ
こ
に
あ
げ
た
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
み
る
入
院
記
事
が
、
妙
心
寺
の
入
院
を
す
べ
て
記
載
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
、
正

確
さ
を
欠
く
部
分
も
あ
る
が
、
入
院
の
状
況
を
示
す
貴
重
な
記
述
で
あ
る
。
入
院
の
場
合
は
、
長
老
が
御
礼
の
た
め
に
参
内
し
、
天

皇
と
対
面
し
、
檀
紙
十
帖
や
六
百
疋
を
進
上
し
て
い
る
。

（
２
）
妙
心
寺
の
居
成

妙
心
寺
の
居
成
は
入
院
よ
り
も
多
く
見
ら
れ
る
。
お
よ
そ
二
十
人
以
上
お
り
、
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
を
例
と
し
て
あ
げ
て
み
よ
う

と
思
う
。

大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
六
月
二
〇
日
、
二
一
日
条
、

廿
日
。
（
前
略
）
め
う
し
ん
し
よ
り
ち
う
ち
の
事
申
さ
る
ゝ
。
御
心
え
の
よ
し
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。

（

妙

心

寺

）

（

住

持

）

廿
一
日
。
雨
そ
と
ふ
る
。
め
う
し
ん
寺
よ
り
い
こ
う
ふ
ん
に
て
し
ゆ
ゑ
ん
ふ
た
り
あ
り
て
。
こ
た
か
た
ん
し
に
と
ん
す
両
人
よ

（

居

公

文

）

（

入

院

）

り
ま
い
る
。

享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
四
月
二
六
日
条
、

廿
六
日
。
（
前
略
）
め
う
し
ん
寺
の
い
こ
う
ふ
ん
の
御
れ
い
に
。
ち
や
う
ら
う
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
御
か

（

居

公

文

）

う
は
こ
の
代
六
百
疋
。
十
て
う
。
御
あ
ふ
き
ま
い
る
。
（
後
略
）

天
文
一
六
年
（
一
五
四
七
）
五
月
二
五
日
条
、

廿
五
日
。
め
う
し
ん
寺
よ
り
い
な
り
の
御
れ
い
六
百
疋
ま
い
る
。
大
き
う
ま
い
り
て
御
物
か
た
り
申
さ
る
ゝ
。
（
後
略
）

（

居

成

）

（
大
休
宗
休
）
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同
年
八
月
一
二
日
条
、

十
二
日
。
め
う
し
ん
寺
い
な
り
の
事
申
さ
る
ゝ
。
御
心
え
あ
り
て
。
六
百
疋
ま
い
る
。

（

居

成

）

弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
三
月
二
一
日
条
、

廿
一
日
。
め
う
し
ん
寺
よ
り
い
な
り
三
人
の
ふ
ん
千
八
百
疋
ま
い
る
。
ま
た
つ
ヽ
き
の
御
れ
い
に
三
百
疋
ま
い
る
。

（

居

成

）

大
永
六
年
の
居
成
で
は
、
二
人
の
僧
が
「
い
こ
う
ふ
ん
（
居
公
文
）
」
つ
ま
り
居
成
で
入
院
し
て
い
る
し
、
弘
治
三
年
で
は
三
人

の
僧
が
居
成
で
入
院
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
人
を
一
度
に
輩
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
大
徳
寺
の
場
合
、

造
営
費
用
と
し
て
居
成
を
三
人
に
限
っ
て
輩
出
す
る
こ
と
が
規
定
に
あ
っ
た
の
で
（

）
、
一
度
に
三
人
の
居
成
を
輩
出
す
る
こ
と

28

も
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
妙
心
寺
に
こ
れ
と
同
様
の
規
定
が
当
該
時
期
に
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
度
に
、
ま
た
年
に
複

数
人
の
居
成
を
多
数
輩
出
し
て
い
る
例
は
大
徳
寺
で
は
見
ら
れ
ず
、
妙
心
寺
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
（

）
。

29

こ
の
よ
う
に
、
妙
心
寺
の
場
合
で
は
居
成
の
入
寺
は
、
入
院
の
入
寺
に
比
べ
て
非
常
に
多
く
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き

る
だ
け
で
も
二
五
人
が
居
成
で
入
寺
し
て
い
る
。
後
ほ
ど
考
察
す
る
同
史
料
に
よ
り
確
認
で
き
る
大
徳
寺
の
そ
れ
と
比
較
し
て
も
、

妙
心
寺
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。

こ
こ
で
み
た
よ
う
に
、
入
寺
に
つ
い
て
入
院
と
居
成
と
を
書
き
分
け
て
お
り
、
朝
廷
で
も
入
寺
に
「
入
院
」
と
「
居
成
」
と
が
あ

る
こ
と
を
把
握
を
し
て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
入
院
の
場
合
に
は
入
寺
式
を
行
う
が
、
そ
の
際
に
勅
使
を
立
て
る
必

要
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
妙
心
寺
の
居
成
に
対
し
て
、
朝
廷
に
は
制
限
の
意
思
が
見
ら
れ
る
。

『
御
湯
殿
上
日
記
』
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
十
一
月
二
三
日
条
で
、

廿
三
日
。
か
ん
ろ
し
よ
り
め
う
し
ん
寺
の
い
な
り
事
申
よ
し
申
さ
る
ゝ
。
こ
と
し
は
や
。
ゐ
な
り
を
な
さ
れ
た
る
に
よ
り
て
。

（

居

成

）

（

居

成

）
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こ
の
た
ひ
は
し
ゆ
ゑ
ん
な
る
へ
き
を
。
寺
よ
り
へ
ち
し
て
御
わ
ひ
事
申
に
よ
り
て
御
心
え
た
る
よ
し
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。
し
な
の

（

入

院

）

の
く
に
よ
り
申
よ
し
申
。
か
ん
ろ
し
中
な
こ
ん
も
色
／
＼
し
い
て
申
う
へ
。
ま
つ
御
心
え
あ
る
よ
し
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。
そ
う
し

（

甘

露

寺

伊

長

）

て
先
皇
の
御
代
に
い
こ
う
ふ
ん
の
事
。
し
ゆ
ゑ
ん
と
か
へ
／
＼
に
な
し
て
申
ま
し
き
よ
し
お
ほ
せ
ら
さ
た
め
ら
る
ゝ
。
し
ゆ
ゑ

（

居

公

文

）

（

入

院

）

ん
の
事
は
れ
ん
め
む
の
事
也
。

と
あ
る
。
妙
心
寺
か
ら
居
成
の
事
を
申
し
て
き
た
が
、
今
回
の
入
寺
は
入
院
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
寺
か
ら
特
に
申
す
事
が
あ
っ
た
の

で
、
天
皇
の
許
可
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
先
皇
つ
ま
り
後
柏
原
天
皇
の
御
代
に
、
居
公
文
（
居
成
）
に
関
し
て
、

入
院
と
取
り
替
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

妙
心
寺
の
入
寺
に
関
し
て
、
朝
廷
は
入
院
と
居
成
で
の
入
寺
を
把
握
し
て
お
り
、
そ
し
て
居
成
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
定
め
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
妙
心
寺
側
と
し
て
は
こ
れ
を
厳
守
す
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

妙
心
寺
の
居
成
に
関
し
て
、
朝
廷
が
こ
の
よ
う
に
規
制
を
し
て
い
た
の
は
、
入
寺
の
際
に
勅
使
を
た
て
る
必
要
性
か
ら
だ
け
で
あ

っ
た
の
か
、
ど
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
規
制
に
よ
っ
て
朝
廷
が
妙
心
寺
を
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
明
確
な
事
は
言
い
難
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
、
大
徳
寺
よ
り
も
多
く
の
居
成

に
よ
る
住
持
僧
が
輩
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
朝
廷
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
状
況
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か

で
あ
る
。

（
二
）
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
の
妙
心
寺
入
院

正
親
町
天
皇
の
在
位
時
期
（
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
か
ら
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
ま
で
）
に
つ
い
て
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
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で
確
認
で
き
る
も
の
を
一
部
あ
げ
て
み
た
い
。
当
該
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
欠
年
部
分
も
い
く
つ
か
あ
る
こ
と

か
ら
、
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
の
よ
う
に
入
院
・
居
成
の
区
別
は
せ
ず
に
挙
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
表

②
参
照
。

A

永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
十
一
月
十
日
条
、

十
日
。
め
う
し
ん
寺
へ
い
な
り
の
事
。
か
ん
ろ
し
申
さ
る
ゝ
。
御
返
事
あ
り
。
御
代
は
し
め
の
御
事
に
て
ま
い
ら
れ
候
ほ
と
に
。

（

妙

心

寺

）

（

居

成

）

（

甘

露

寺

）

た
ち
な
り
に
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
へ
と
も
。
色
／
＼
き
ね
ん
申
さ
れ
候
ま
ま
。
ち
よ
き
よ
の
御
返
事
ま
い
ら
れ
候
。
（
後
略
）

（

立

成

）

（

勅

許

）

同

十
七
日
条
、

十
七
日
。
（
前
略
）
か
ん
ろ
し
め
う
し
ん
寺
い
な
り
の
事
。
な
か
は
し
し
て
申
さ
る
ゝ
。
ち
よ
き
よ
あ
り
。

（

居

成

）

（

勅

許

）

永
禄
三
年
三
月
九
日
条

九
日
。
（
前
略
）
め
う
し
ん
寺
い
な
り
の
事
。
け
ふ
御
か
へ
り
あ
り
。
色
々
申
さ
れ
て
う
け
文
ま
い
る
ま
ゝ
御
心
え
の
よ
し
あ

（

居

成

）

り
。

永
禄
三
年
六
月
十
五
日
条
、

十
五
日
。
こ
と
な
る
事
な
し
。
昨
日
せ
う
み
や
う
院
と
の
御
ま
い
り
の
つ
い
て
に
。
ふ
し
み
と
の
よ
り
め
う
し
ん
寺
い
な
り
の

（

称

名

院

殿

）

（

伏

見

殿

）

（

居

成

）

事
申
さ
る
ゝ
よ
し
申
さ
る
ゝ
。
は
や
こ
ん
と
三
人
ま
て
い
な
り
の
事
に
て
候
ほ
と
に
と
の
御
事
な
か
ら
。
せ
う
み
や
う
院
と
の
。

ふ
し
み
と
の
ゝ
は
や
御
申
候
て
。
御
れ
い
文
ま
て
ま
い
り
候
ま
ゝ
。
こ
の
た
ひ
の
事
は
御
心
え
候
よ
し
。
せ
う
み
や
う
院
へ
お

ほ
せ
ら
れ
て
。
か
ん
ろ
し
や
か
て
な
か
は
し
へ
め
し
て
。
こ
の
い
わ
れ
お
ほ
せ
ら
れ
。
又
寺
へ
も
申
さ
れ
候
へ
の
よ
し
お
ほ
せ

ら
る
ゝ
。
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同

十
八
日
条
、

十
八
日
。
（
前
略
）
か
ん
ろ
し
よ
り
。
め
う
し
ん
寺
い
な
り
の
事
。
ふ
し
み
と
の
よ
り
申
さ
れ
候
て
。
御
心
え
候
と
の
よ
し
申

（

居

成

）

（

伏

見

殿

）

さ
れ
候
。
さ
れ
は
い
な
り
つ
ゝ
き
候
と
て
。
め
う
し
ん
寺
へ
は
か
ん
ろ
し
し
て
。
色
／
＼
お
ほ
せ
ら
れ
候
へ
と
も
。
こ
れ
は
ふ

し
み
と
の
よ
り
へ
ち
に
て
申
さ
れ
候
ま
ゝ
。
御
心
え
な
さ
れ
て
。
か
ん
ろ
し
し
て
。
め
う
し
ん
寺
の
ち
や
う
ら
う
御
れ
い
申
さ

（

長

老

）

る
ゝ
。
（

）
30

永
禄
三
年
七
月
二
七
日
条

廿
七
日
。
め
う
し
ん
寺
よ
り
ふ
し
み
と
の
よ
り
申
さ
る
ゝ
。

い
な
り
の
御
れ
い
六
百
疋
ま
い
る
。
（
後
略
）

（

居

成

の

御

礼

）

永
禄
九
年
九
月
四
日
条

四
日
。
よ
る
雨
ふ
る
。
め
う
し
ん
寺
よ
り
と
し
／
＼
の
ま
つ
の
お
り
ま
い
る
。
同
め
う
し
ん
寺
よ
り
い
な
り
の
御
れ
い
六
百
疋

（
松
茸
）

（

居

成

の

御

礼

）

ま
い
る
。
め
う
し
ん
寺
。
た
け
の
う
ち
と
の
御
ま
い
り
あ
り
て
。
花
た
て
ら
る
ゝ
。
（
後
略
）

永
禄
一
三
年
二
月
十
五
日
条

十
五
日
。
（
前
略
）
妙
心
寺
よ
り
濃
州
湖
前
座
元
居
成
申
請
。
頭

弁
申
。

（
甘
露
寺
経
元
）

元
亀
三
年
四
月
六
日
条

六
日
。
右
大
弁
宰
相
め
う
し
ん
寺
の
た
ち
な
り
の
す
い
き
よ
し
や
う
な
か
は
し
ま
て
も
ち
ま
い
ら
る
る
。
御
ら
ん
せ
ら
れ
て
や

（

甘

露

寺

経

元

）

（

立

成

）

（

吹

挙

状

）

か
て
か
へ
さ
る
ゝ
。
し
ゆ
ゑ
ん
十
八
日
の
よ
し
申
さ
る
ゝ
。
ち
よ
く
し
右
少

弁
。

（

入

院

）

（

勅

使

）

（
広
橋
兼
勝
）
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同
年
三
月
廿
七
日
条

廿
七
日
。
め
う
心
寺
の
い
な
り
の
く
せ
ん
一
は
中
山
頭
中
将
。
一
は
左
少
弁
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。

（

居

成

）

（

口

宣

）

（

中

山

親

綱

）

（
日
野
輝
資
）

（
頭
書
）
「
（
前
略
）
め
う
心
寺
い
な
り
。
一
人
は
三
月
一
日
。
一
人
は
同
十
日
な
り
。
御
れ
い
や
か
て
ま
い
る
。
」

（

御

礼

）

天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
五
月
十
日
条

十
日
。
雨
ふ
る
。
め
う
し
ん
寺
よ
り
い
な
り
の
事
申
。
五
人
め
の
よ
し
申
あ
い
た
御
心
え
の
よ
し
あ
り
。
か
ん
ろ
し
。
な
か
は

（

居

成

）

し
し
て
御
ひ
ろ
う
あ
り
。

以
上
の
他
、
数
件
の
入
寺
に
関
す
る
記
事
を
合
計
す
る
と
一
一
件
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の
九
件
が
居
成
で
の
入
寺
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
こ
れ
に
、
永
禄
三
年
に
「
三
人
ま
て
い
な
り
の
事
」
、
天
正
九
年
の
二
人
分
、
天
正
一
四
年
で
は
「
五
人
め
」
で
あ
る

こ
と
な
ど
の
記
述
を
含
め
る
と
、
実
際
に
居
成
で
入
院
し
た
人
数
は
十
人
以
上
と
な
る
。
当
該
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
欠

年
が
あ
っ
て
全
て
が
確
認
し
え
な
い
が
、
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
か
ら
一
度
に
複
数
人
の
居
成
出
世
が
見
ら
れ
る
事
、
続
く
正
親
町

天
皇
在
位
時
期
で
は
一
度
に
三
人
以
上
の
出
世
が
あ
っ
た
事
な
ど
か
ら
、
当
該
時
期
で
は
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
に
比
べ
て
さ
ら
に

多
く
の
居
成
出
世
者
が
あ
っ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
そ
の
逆
の
出
世
を
さ
す
「
じ
ゆ
え
ん
（
入
院
）
」
が
み
ら
れ
ず
、

新
た
に
「
た
ち
な
り
（
立
成
）
」
と
い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
「
た
ち
な
り
」
は
二
件
確
認
で
き
る
。
「
立
成
」

に
つ
い
て
は
、
後
の
節
で
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
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三
、

大
徳
寺
僧
の
入
寺
勅
許

（
一
）
戦
国
期
以
前
の
大
徳
寺
入
寺

（
１
）
大
徳
寺
創
建
初
期

山
隣
派
の
一
方
、
大
徳
寺
の
場
合
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
大
徳
寺
の
住
持
制
度
は
、
草
創
期
か
ら
戦
国
期
ま
で
の
あ

い
だ
、
一
時
的
に
は
五
山
、
十
刹
の
寺
格
を
有
し
た
こ
と
も
あ
り
、
室
町
幕
府
の
干
渉
、
ま
た
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
妙
心
寺
僧
ら

の
入
寺
が
あ
る
な
ど
、
常
に
大
徳
寺
開
山
の
宗
峰
妙
超
の
法
系
に
よ
る
一
流
相
承
刹
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（

）
。

31

大
徳
寺
入
寺
に
お
け
る
勅
許
の
は
じ
ま
り
は
、
宗
峰
妙
超
が
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
十
二
月
八
日
に
、
「
承
詔
開
堂
」
（

）
32

と
あ
り
、
開
山
宗
峰
妙
超
か
ら
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
後
、
第
一
世
の
徹
翁
義
亨
な
ど
、
随
時
勅
許
に
よ
る
入
寺
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
宗
峰
妙
超
へ
の
勅
許
が
ど

の
よ
う
に
出
さ
れ
た
の
か
は
明
確
に
は
し
難
い
が
、
続
く
徹
翁
義
亨
の
場
合
、
光
厳
上
皇
の
院
宣
が
だ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る

（

）
。

33次
に
勅
命
に
よ
っ
て
入
寺
し
た
こ
と
が
明
確
と
な
る
の
が
、
第
七
世
の
言
外
宗
忠
で
あ
る
（

）
。
ま
た
、
言
外
宗
忠
と
同
日
に
、

34

六
世
蒋
山
仁
禎
が
出
世
し
て
い
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
（

）
。
八
世
は
、
言
外
宗
忠
の
兄
弟
子
の
卓
然
宗
立
だ
が
、
奉
勅
か

35

は
不
明
で
あ
り
（

）
、
以
後
、
第
二
五
世
ま
で
の
入
寺
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
『
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
世
譜
』
（
以
下
『
世
譜
』
と
略

36

す
）
に
記
載
が
無
い
こ
と
も
あ
り
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
に
、
養
叟
宗
頤
が
入
寺
す
る
が
、
こ
の
と
き
は
、
後
花
園
天
皇
と
足
利
義
教
の
両
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
綸

旨
、
公
帖
を
う
け
て
い
る
（

）
。
そ
の
後
、
養
叟
宗
頤
は
文
安
二
年
に
再
住
も
果
た
し
て
い
る
（

）
。
三
十
世
の
日
照
は
居
成

37

38

で
あ
っ
た
（

）
。

39
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こ
の
よ
う
に
一
五
世
紀
前
半
の
大
徳
寺
歴
代
住
持
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

非
常
に
難
し
い
と
い
え
る
。

し
か
し
、
開
山
宗
峰
妙
超
な
ら
び
に
第
一
世
徹
翁
義
亨
は
、
法
皇
の
勅
許
で
あ
っ
た
こ
と
は
初
期
の
大
徳
寺
入
寺
に
お
い
て
注
視

す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
養
叟
宗
頤
の
時
に
は
、
天
皇
の
綸
旨
と
足
利
将
軍
か
ら
公
帖
が
だ
さ
れ
て
お
り
（

）
、
こ
の
時
期

40

に
お
け
る
大
徳
寺
の
寺
格
の
問
題
、
五
山
官
寺
制
度
や
足
利
幕
府
と
の
関
係
性
な
ど
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
、
注
意
が

必
要
と
な
る
。

し
か
し
、
初
期
の
歴
代
住
持
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
明
確
な
こ
と
は
わ
か
な
ら
な
い
が
、
必
ず
し
も
、

朝
廷
の
勅
許
を
得
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
入
寺
開
堂
を
し
た
の
か
も
不
明
で
あ

り
、
居
成
の
入
寺
も
初
期
の
頃
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
可
能
性
は
全
く
無
い
と
は
言
い
難
く
、
入
寺
や
歴
代
住
持
に
列
せ
ら
れ
る
際
に

必
ず
し
も
規
則
性
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
養
叟
宗
頤
以
後
の
入
寺

一
五
世
紀
中
頃
、
大
徳
寺
二
六
世
養
叟
宗
頤
の
再
住
（
文
安
二
年
・
一
四
四
五
年
八
月
二
十
八
日
、
再
住
）
よ
り
以
降
、
大
徳
寺

の
歴
代
住
持
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
先
に
見
た
妙
心
寺
の
僧
ら
、
つ
ま
り
は
関
山
派
僧
ら
が
入
寺
す
る
よ
う

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

『
世
譜
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
に
官
命
に
よ
っ
て
日
峯
宗
舜
が
入
寺
し
た
の
が
そ
の
は
じ
め
と
な
る
（

）
。

41

妙
心
寺
派
の
介
入
と
そ
れ
に
お
け
る
大
徳
寺
へ
の
影
響
な
ど
が
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
（

）
、
こ
の
時
の
入

42

寺
は
、
大
燈
・
徹
翁
派
の
一
流
相
承
刹
と
し
て
大
徳
寺
入
寺
が
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
関
山
派
僧
の
住
持
が
出
現
し
、
大
徳
寺

と
妙
心
寺
と
の
関
係
性
や
寺
院
運
営
に
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
加
え
、
大
徳
寺
住
持
が
紫
衣
着
用
を
許
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
大
徳
寺
の
寺
格
や
入
寺
の
問
題
に
お
い
て
看
過
出
来
な
い
。
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こ
の
後
に
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
妙
心
寺
側
が
独
自
の
寺
院
運
営
を
は
じ
め
、
朝
廷
よ
り
紫
衣
着
用
を
許
さ
れ
、
独
立
し
た
寺
院

と
し
て
展
開
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
妙
心
寺
派
の
介
入
と
離
脱
は
、
大
徳
寺
の
寺
院
運
営
に
お
け
る
節
目
で
あ
り
、
住

持
に
つ
い
て
は
再
び
大
燈
・
徹
翁
派
の
一
流
相
承
刹
と
し
て
、
歴
代
住
持
を
輩
出
す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
大
徳
寺
に
と
っ
て
も
本

格
的
な
独
自
の
寺
院
運
営
へ
転
換
し
た
と
い
え
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
大
徳
寺
内
で
み
ら
れ
る
変
化
と
し
て
、
四
派
の
出
現
が
あ
る
。

四
派
と
は
、
戦
国
期
の
大
徳
寺
に
台
頭
す
る
よ
う
に
な
る
四
つ
の
門
派
の
こ
と
で
あ
り
、
真
珠
庵
派
、
龍
泉
派
、
龍
源
派
（
通
称
南

派
）
、
大
仙
派
（
通
称
北
派
）
と
、
派
祖
が
開
山
と
な
っ
た
塔
頭
名
を
冠
し
て
呼
称
さ
れ
る
四
つ
の
門
派
の
こ
と
で
あ
る
。
入
寺
に

関
し
て
、
門
派
の
別
に
み
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
と
し
て
は
、
一
休
を
派
祖
と
し
た
そ
の
弟
子
達
に
よ
る
門
派
の
真
珠
庵
派
か
ら
は
、

大
徳
寺
住
持
を
輩
出
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
他
の
門
派
に
も
特
徴
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
大
徳
寺
の
場

合
の
入
寺
で
は
、
入
寺
僧
の
門
派
に
も
注
意
し
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
二
）
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
の
大
徳
寺
入
院

そ
こ
で
先
に
み
た
妙
心
寺
同
様
に
、
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
（
一
五
二
五
～
一
五
五
七
）
の
大
徳
寺
入
寺
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

大
徳
寺
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
入
寺
記
事
の
数
は
十
六
件
あ
る
が
、
「
入
院
」
と
「
居
成
」
と
で
わ
け
て
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

大
徳
寺
の
場
合
、
歴
代
住
持
が
記
載
さ
れ
た
『
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
世
譜
』
（
『
世
譜
』
）
を
基
本
に
、
『
龍
宝
山
前
住
籍
』
（
以
下
『
前

住
籍
』
と
略
す
）
（

）
、
『
龍
宝
山
住
持
位
次
』
（
以
下
『
住
持
位
次
』
と
略
す
）
（

）
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
照
合
す
る
こ
と
で

43

44

誰
の
入
院
の
事
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
完
全
に
日
付
が
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
注
意

し
つ
つ
、
誰
の
入
院
で
あ
っ
た
か
提
示
し
な
が
ら
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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（
１
）
入
院

後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
の
大
徳
寺
の
歴
代
住
持
は
、
八
八
世
（
伝
庵
宗
器
）
か
ら
一
〇
二
世
（
江
隠
宗
顕
）
ま
で
の
一
五
名
が
該

当
す
る
。
ま
ず
、
入
院
に
つ
い
て
は
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
五
件
確
認
で
き
る
。
そ
れ
を
あ
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
表
B

①
参
照
。

①
大
永
八
年
（
一
五
二
八
）
四
月
一
二
日
条

（
伝
庵
宗
器
・
北
派
）

大
と
く
寺
に
し
ゆ
ゑ
ん
。
ち
よ
く
し
左

中

弁
な
り
。
し
ゆ
ゑ
ん
は
て
ゝ
ち
や
う
ら
う
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
ほ
ん
に
と
ん
す

（

大

徳

寺

）

（

入

院

）

（

勅

使

）

（
勧
修
寺
尹
豊
）

（

長

老

）

（

緞

子

）

ま
い
る
。
（

）
45

②
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
二
月
二
六
日
条

（
清
庵
宗
胃
・
南
派
）

大
と
く
寺
に
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
て
。
ち
や
う
ら
う
御
れ
い
に
み
ら
せ
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
ひ
き
十
て
う
ま
い
る
。
（

）

（

入

院

）

（

御

対

面

）

（

引

合

紙

十

帖

）

46

③
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
一
一
月
三
日

（
大
室
宗
碩
・
龍
泉
派
）

む
ら
さ
き
野
へ
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
。
ち
や
う
ら
う
御
れ
い
に
ま
い
ら
せ
ら
る
る
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
御
か
う
は
こ
。
十
て
う
ま

（

紫

野

・

大

徳

寺

）

（

入

院

）

（

御

香

箱

）

（

十

帖

）

い
る
。
ち
ょ
く
し
す
け
ゆ
き
。
申
し
つ
き
も
を
な
し
。
（

）

（

勅

使

）

（

町

資

将

）

47

④
天
文
一
一
年
（
一
五
四
二
）
六
月
三
日
条

（
龍
谷
宗
登
・
南
派
）

大
と
く
寺
し
ゆ
ゑ
ん
の
事
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
大
納
言
申
さ
る
ゝ
。
御
心
え
あ
る
よ
し
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。

（

入

院

）

（

勧

修

寺

尹

豊

）
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同
年

六
月
二
十
三
日
条

大
と
く
寺
に
し
ゆ
ゑ
ん
。
ち
よ
く
し
左
中
弁
な
り
。
し
ゆ
ゑ
ん
は
て
ゝ
ち
や
う
ら
う
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
ほ
ん
に
と
ん
す

（

入

院

）

（
広
橋
国
光
）

ま
い
る
。
（

）
48

⑤
天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
九
月
二
十
一
日
条

（
江
隠
宗
顕
・
北
派
）

大
と
く
寺
へ
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
て
。
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
十
て
う
。
と
ん
す
ま
い
る
。
（

）

（

入

院

）

49

以
上
が
、
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
み
え
る
大
徳
寺
の
入
院
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』

で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
天
文
七
年
に
は
天
啓
宗
イ
ン
（
垔
＋
欠
）
（
南
派
）
に
「
九
月
十
三
日
奉
勅
入
寺
」
（

）
し
て
お
り
、

50

そ
れ
に
関
し
て
『
鹿
苑
日
録
』
の
同
年
月
「
十
三
日
、
紫
野
有
入
寺
、
興
臨
院

天
啓
和
尚
贈
杉
原
襪
子
」
と
あ
っ
て
、
鹿
苑
院

（
マ
ヽ
）

主
（
鹿
苑
僧
録
）
か
ら
の
贈
り
物
の
御
礼
が
あ
り
、
後
日
鹿
苑
院
主
の
も
と
を
尋
ね
て
い
る
（

）
。
こ
れ
を
含
め
て
も
、
こ
の
時

51

期
の
大
徳
寺
へ
の
入
寺
に
お
い
て
、
入
院
は
六
件
で
あ
る
。
先
に
見
た
妙
心
寺
の
場
合
と
大
き
な
差
は
無
い
。
ま
た
、
そ
の
時
期
や

間
隔
に
は
、
妙
心
寺
の
場
合
で
は
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
見
る
限
り
に
は
な
っ
て
し
ま
う
が
、
入
院
の
間
隔
は
七
年
、
ま
た
十
年
以

上
の
間
が
あ
い
て
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
大
徳
寺
の
場
合
は
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に
は
二
人
輩

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
一
方
で
、
九
年
ほ
ど
の
間
が
あ
い
て
入
院
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
間
隔
は
一
定
し
て
お

ら
ず
、
ま
た
そ
の
期
間
も
長
い
点
で
妙
心
寺
と
ほ
ぼ
同
様
の
入
院
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
両
寺
で
大
き
く
違
う
の
は
、
先

の
妙
心
寺
の
検
討
で
も
述
べ
た
よ
う
に
「
居
成
」
の
場
合
で
あ
る
。

（
２
）
居
成

で
は
、
次
に
大
徳
寺
の
場
合
の
居
成
（
居
公
文
）
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
当
該
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
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記
事
は
七
件
あ
り
、
そ
れ
を
以
下
に
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

①
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
五
月
一
九
日
条

（
第
八
九
世
月
浦
玄
珠
カ

大
模
派
）

大
と
く
寺
い
こ
う
ふ
ん
の
御
れ
い
に
十
て
う
。
と
ん
す
の
代
三
百
疋
ま
い
る
。

（

居

公

文

）

（

御

礼

）

（

十

帖

）

（

緞

子

）

②
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
二
月
十
六
日
条

（
九
〇
世

大
林
宗
套
・
北
派
）

大
と
く
寺
い
な
り
の
事
。
新
中
納
言
申
。
御
心
え
の
よ
し
御
ほ
せ
ら
れ
て
。
御
れ
い
に
五
百
疋
ま
い
る
。

（

居

成

）

（

勧

修

寺

尹

豊

）

③
天
文
五
年
十
一
月
廿
九
日
条

（
九
一
世

徹
岫
宗
九
・
南
派
）

大
と
く
寺
よ
り
い
こ
う
ふ
ん
の
事
申
さ
れ
て
。
ち
や
う
ら
う
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
ひ
き
十
て
う
。

（

居

公

文

）

（

長

老

）

（

御

礼

）

（

御

対

面

）

（

引

合

紙

十

帖

）

と
ん
す
ま
い
る
。

（

緞

子

）

④
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
五
月
二
十
九
日
条
（
九
六
世

謹
甫
宗
テ
イ
（
王
＋
貞
）

・
大
模
派
）

大
と
く
寺
い
こ
う
ふ
ん
御
れ
い
。
こ
た
か
た
ん
し
。
と
ん
す
の
代
五
百
疋
ま
い
る
。

（

居

公

文

）

（

御

礼

）

（

小

高

檀

紙

）

⑤
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
四
月
十
二
日

（
九
八
世

春
林
宗
俶
・
南
派
）

大
と
く
寺
に
し
ゆ
え
ん
い
な
り
に
て
御
れ
い
ま
い
ら
る
ゝ
。
御
た
い
い
め
ん
あ
り
。
と
ん
す
。
こ
た
か
た
ん
し
代
に
て
百
疋
ま

（

入

院

）

（

居

成

）

（

御

礼

）

い
る
。
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⑥
天
文
二
四
年
（
一
五
五
五
）
十
月
十
七
日
（
一
〇
五
世

怡
雲
宗
悦
・
南
派
）

十
七
日
。
大
と
く
寺
へ
い
な
り
あ
り
て
。
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
ひ
ろ
は
し
よ
り
申
さ
る
ゝ
。
（
後
略
）

（

居

成

）

（

広

橋

国

光

）

⑦
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
五
月
廿
七
日

（
一
〇
六
世

大
歇
宗
用
・
南
派
）

大
と
く
寺
に
い
な
り
に
て
。
御
れ
い
に
こ
た
か
十
て
う
。
と
ん
す
し
ん
上
申
さ
る
ゝ
よ
し
。
ひ
ろ
は
し
大
納
言
ひ
ろ
う
申
さ
る

（

居

成

）

（

御

礼

）

（
広
橋
国
光
）

る
。

後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
居
成
記
事
は
以
上
の
七
件
で
あ
る
。
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
の

出
世
は
確
定
し
難
い
が
、
享
禄
元
年
出
世
の
八
八
世
伝
庵
宗
器
、
天
文
五
年
二
月
出
世
の
九
〇
世
大
林
宗
套
の
間
で
、
出
世
日
が
不

詳
の
八
九
世
月
浦
玄
珠
の
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、
天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
十
二
月
七
日
出
世
の
一
〇
〇
世
泰
嶽
宗
康
（
南
派
）

（

）
に
つ
い
て
は
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
の
記
載
が
な
い
た
め
確
認
で
き
な
い
が
、
他
の
事
例
か
ら
す
る
と
、
居
成
の
勅
許
が

52
あ
り
、
御
礼
参
内
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

大
徳
寺
の
場
合
、
輩
出
さ
れ
る
住
持
と
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
入
寺
に
関
す
る
参
内
記
事
は
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
天
文
五
年
に
二
人
の
居
成
が
確
認
で
き
る
ほ
か
は
、
お
よ
そ
一
年
に
一
人
の
居
成
輩
出
で
、
ま
た
年
数
の
間
隔
も
あ

い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
居
成
で
の
入
寺
の
場
合
も
歴
代
住
持
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
先
に
見
た
同
時
期
の

妙
心
寺
で
は
居
成
を
二
十
人
以
上
輩
出
し
て
お
り
、
同
時
期
の
両
寺
の
寺
院
運
営
の
違
い
の
一
端
が
顕
れ
て
い
る
。
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（
三
）
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
の
大
徳
寺
入
寺

（
１
）
入
院
・
居
成
・
再
住

正
親
町
天
皇
在
位
時
期
の
入
寺
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
の
時
期
の
大
徳
寺
入
寺
を
み
る
と
、
歴
代
住
持
で
は
一
〇
七
世
か
ら

一
三
〇
世
ま
で
の
二
三
名
の
出
世
が
該
当
す
る
。
こ
の
う
ち
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
出
世
に
関
す
る
記
事
と
照
合
で
き
る
の
は
一

三
名
い
る
が
、
そ
の
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

表

②
、
表

②
α
参
照
。

B

B

永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
十
一
月
一
八
日
条

（
一
〇
八
世
玉
叟
宗
璋
・
南
派
）

十
八
日
。
（
前
略
）
。
ひ
ろ
は
し
大
納
言
む
ら
さ
き
の
の
い
な
り
の
事
申
さ
る
ゝ
。
ち
よ
き
よ
あ
り
。

（

広

橋

国

光

）

（

紫

野

・

大

徳

寺

）

居

成

（

勅

許

）

同

廿
六
日
条

廿
六
日
。
む
ら
さ
き
の
き
よ
く
そ
う
。
い
な
り
の
御
れ
い
に
。

こ
た
か
た
ん
し
に
と
ん
す
ま
い
る
。
ひ
ろ
は
し
大
納
言
申
つ

（

玉

叟

宗

璋

）

（

居

成

の

御

礼

）

（

小

高

檀

紙

）

（

緞

子

）

き
な
り
。
（
後
略
）

永
禄
十
三
年
（
一
五
七
〇
）
二
月
一
三
日
条

（
一
一
二
世
玉
仲
宗
琇
・
南
派
）

十
三
日
。
雨
ふ
り
神
な
る
。
む
ら
さ
き
の
ゝ
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
。

く
わ
ん
し
ゆ
寺
左
中
弁
ち
ょ
く
し
な
り
。
し
ゆ
ゑ
ん
の

（

紫

野

・

大

徳

寺

）

（

入

院

）

（

勧

修

寺

晴

豊

）

（

勅

使

）

（

入

院

）

ち
や
う
ら
う
御
れ
い
申
さ
る
ゝ
。
御
ほ
ん
に
と
ん
す
ま
い
る
。
（
後
略
）
（

）

（

長

老

）

53

元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
三
月
一
四
日
条

（
一
一
四
世
大
岫
宗
初
・
龍
泉
派
）
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十
四
日
。
（
前
略
）
。
む
ら
さ
き
の
大
と
く
寺
よ
り
い
な
り
の
御
れ
い
に
き
や
う
そ
く
。
こ
た
か
た
ん
し
ま
い
る
。
（
中
略
）
い

（

紫

野

大

徳

寺

）

（

居

成

の

御

礼

）

な
り
の
人
と
う
こ
く
の
人
と
て
。
い
な
か
に
て
さ
ん
た
い
は
な
し
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
中
納
言
ひ
ろ
う
。

（

東

国

）

（

参

内

）

（

勧

修

寺

晴

右

）

元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
八
月
十
二
日
条

（
一
一
七
世
古
溪
宗
陳
・
北
派
）

十
二
日
。
（
前
略
）
む
ら
さ
き
の
た
ち
な
り
の
し
ゆ
ゑ
ん
に
。
右
中
弁
ち
ょ
く
し
の
ち
（
よ
脱
）
く
や
く
の
事
申
。
御
心
え
の

立

成

入

院

（
日
野
輝
資
）

よ
し
あ
り
。
四
つ
し
大
納
言
に
も
ち
や
く
さ
の
事
。
な
か
は
し
よ
り
文
に
て
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。

（

四

辻

季

遠

）

同
年

八
月
廿
七
日
条

廿
七
日
。
む
ら
さ
き
の
ゝ
大
と
く
寺
し
ゆ
ゑ
ん
の
す
い
き
よ
し
や
う

（

入

院

の

吹

挙

状

）

く
わ
ん
中
納
言
な
か
は
し
ま
て
も
ち
て
御
ま
い
り
。
御
心
え
の
よ
し
あ
り
。

（

勧

修

寺

晴

右

）

り
ん
し
中
山
頭
中
将
。
ら
い
月
五
日
の
と
り
お
き
せ
い
り
や
う
て
ん
あ
り
。
（
後
略
）
（

）

（

綸

旨

）

（

中

山

親

綱

）

（

九

月

五

日

）

54

天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
二
月
七
日
条

（
一
二
三
世
竹
澗
宗
紋
・
南
派
）

七
日
。
（
前
略
）
む
ら
さ
き
の
ゝ
大
と
く
寺
よ
り
い
な
り
の
事
。

く
わ
ん
し
ゆ
寺
中
納
言
申
さ
る
ゝ
。
ま
へ
も
れ
い
あ
ら

（

居

成

）

（

勧

修

寺

晴

豊

）

は
御
心
へ
の
よ
し
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。
（
中
略
）
む
ら
さ
き
の
ま
へ
い
な
り
し
け
き
よ
し
お
ほ
せ
ら
れ
て
。
い
ま
は
立
ち
な
り
。

（

居

成

）

（

立

成

）

い
な
り
に
。
か
く
ね
ん
に
さ
た
ま
り
た
る
よ
し
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
中
納
言
申
さ
る
ゝ
。

（

居

成

）

（

隔

年

）

同
十
一
日
条

十
一
日
。
（
前
略
）
む
ら
さ
き
の
ゝ
ち
や
う
ら
う
し
ゆ
ゑ
ん
の
お
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
小
た
か
た
ん
し
に
あ
さ
き
の
と
ん
す

（

入

院

の

御

礼

）

し
ん
上
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
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天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
閏
一
月
十
七
日
条

（
一
二
四
世
先
甫
宗
賢
・
南
派
）

十
七
日
。
は
る
ゝ
。
む
ら
さ
き
の
ゝ
ち
や
う
ら
う
し
ゆ
け
（
え
カ
）
ん
。
い
な
り
の
御
れ
い
さ
ん
た
い
申
さ
る
ゝ
。
ひ
き
十
て

（

長

老

）

（

入

院

）

（

居

成

）

（

御

礼

参

内

）

う
。
ま
き
物
ま
い
る
。

く
わ
ん
し
ゆ
寺
し
ん
大
納
言
申
つ
き
也
。
（
後
略
）

（

勧

修

寺

晴

豊

）

同
年
三
月
五
日
条

（
一
二
五
世
太
素
宗
謁
・
南
派
）

五
日
。
（
前
略
）
む
ら
さ
き
の
ゝ
た
い
と
く
ち
に
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
て
。
は

む

ろ
ち
よ
く
し
也
。
御
れ
い
に
ち
や
う
ら
う
ま
い

（

紫

野

の

大

徳

寺

）

（

入

院

）

（
葉
室
頼
宣
カ
）

（
御
礼
）

（

長

老

）

る
。
こ
た
か
た
ん
し
に
。
も
ん
さ
し
ん
上
申
。
き
や
う
所
に
て
御
た
い
め
ん
あ
り
。
申
つ
き

く
わ
ん
し
ゆ
寺
大
納
言
。

（

紋

紗

）

（

勧

修

寺

晴

豊

）

大
徳
寺
入
寺
に
関
す
る
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
事
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
て
み
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
入
院
は
四
件
で
居
成
は

七
件
確
認
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
再
住
の
勅
許
に
関
す
る
記
事
が
二
件
あ
り
、

永
禄
元
年
一
二
月
二
日

（
一
〇
五
世
怡
雲
宗
悦
・
南
派

初
住
は
天
文
二
四
年
一
〇
月
一
六
日
）

二
日
。
（
前
略
）
ひ
ろ
は
し
大
納
言
十
三
日
む
ら
さ
き
の
ゝ
さ
い
し
ゆ
の
事
。
大
す
け
し
て
申
。
御
心
え
の
よ
し
あ
り
。

（

広

橋

国

光

）

（

再

住

）

ち
よ
く
し
す
け
ふ
さ
。
お
な
し
く
り
ん
し
の
事
。
す
け
ふ
さ
に
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。

（

勅

使

）

（
万
里
小
路
輔
房
）

（

綸

旨

）

永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
六
月
五
日

（
一
〇
九
世
督
宗
紹
董
（
南
派
）
の
再
住
。
同
年
二
月
二
十
八
日
に
居
成
に
て
出
世
）
（

）
55

五
日
。
こ
と
な
る
こ
と
な
し
。
む
ら
さ
き
の
ゝ
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
て
。
ひ
き
に
と
ん
す
す
へ
て
し
ん
上
申
さ
る
ゝ
。
た
ち
な
り
に

（

入

院

）

（

立

成

）

て
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺

は
れ
と
よ
ち
よ
く
し
。

（

勧

修

寺

晴

豊

）
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こ
れ
ら
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
大
徳
寺
出
世
で
は
、
居
成
が
七
件
、
入
院
・
立
成
が
四
件
、

再
住
が
二
件
で
あ
る
。
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
は
、
妙
心
寺
の
場
合
で
も
見
た
よ
う
に
、
「
た
ち
な
り
（
立

成
）
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
入
院
よ
り
居
成
の
方
が
多
い
が
、
そ
の
数
は
妙
心
寺
に
比
べ
れ
ば
少
な
い

こ
と
は
、
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
と
状
況
は
大
き
く
変
わ
る
事
は
な
い
。

後
奈
良
・
正
親
町
両
天
皇
の
時
期
を
通
し
て
、
大
徳
寺
に
関
し
て
は
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
記
事
と
、
歴
代
住
持
の

数
や
再
住
な
ど
照
合
が
可
能
で
あ
り
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
ま
た
公
家
の
日
記
な
ど
で
確
認
で
き
な
い
出
世
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
し

て
も
、
歴
代
住
持
僧
の
数
と
大
き
な
違
い
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
点
で
い
え
ば
、
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
の
住
持
輩
出
数
は
、
そ

の
ま
ま
該
当
す
る
歴
代
住
持
者
の
数
と
大
き
く
違
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、
歴
代
住
持
に
は
、
居
成
の
出
世

で
も
世
代
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
も
明
確
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
入
院
よ
り
居
成
出
世
は
多
い
が
、
そ
の
数
は
妙
心
寺
に
比
べ
れ
ば

少
な
い
。

ま
た
、
大
徳
寺
の
場
合
に
注
目
し
た
点
は
、
住
持
出
世
僧
の
門
派
で
あ
る
。
戦
国
期
の
大
徳
寺
の
特
徴
と
し
て
、
先
に
も
触
れ
た

よ
う
に
四
派
つ
ま
り
龍
源
派
（
通
称
は
南
派
。
以
下
南
派
と
称
す
）
・
大
仙
派
（
通
称
は
北
派
。
以
下
北
派
と
称
す
）
・
真
珠
庵
派

・
龍
泉
派
が
出
現
す
る
が
、
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
に
真
珠
庵
派
を
除
く
三
派
か
ら
輩
出
す
る
よ
う
な
体
制
が
調
う
。
そ
こ
で
、
出

世
僧
の
門
派
を
み
て
み
る
と
、
両
天
皇
の
在
位
時
期
に
住
持
に
出
世
僧
を
多
く
輩
出
し
て
い
る
の
は
、
南
派
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ

く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
少
し
当
該
時
期
の
南
派
の
活
動
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

（
２
）
南
派
の
大
徳
寺
運
営

後
奈
良
・
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
の
大
徳
寺
歴
代
住
持
を
多
く
輩
出
し
た
南
派
は
、
東
渓
宗
牧
（
開
創
塔
頭
は
龍
源
院
）
を
派
祖

と
し
た
法
嗣
た
ち
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
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当
該
時
期
の
寺
内
で
は
、
天
文
年
間
中
に
小
渓
紹
怤
が
畠
山
能
登
守
義
総
を
開
基
と
し
て
興
臨
院
を
創
建
し
（

）
、
徹
岫
宗
九

56

が
大
友
義
鎮
を
開
基
に
瑞
峰
院
を
創
建
（

）
す
る
な
ど
、
大
徳
寺
内
に
塔
頭
を
創
建
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
の
大
徳
寺
内

57

で
の
事
で
看
過
で
き
な
い
事
に
、
山
城
国
安
井
の
龍
翔
寺
を
大
徳
寺
内
へ
移
建
・
再
興
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

天
文
一
〇
年
（
一
五
四
一
）
、
龍
翔
寺
（
南
浦
紹
明
開
山
）
を
大
徳
寺
山
内
に
移
建
再
興
す
る
が
、
そ
の
際
に
中
心
と
な
っ
た
の

が
、
天
啓
宗ｲ

ﾝ

及
び
彼
と
同
門
で
あ
る
南
派
僧
達
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
後
奈
良
天
皇
（

）
、
室
町
幕
府
（

）
の
両
方
か
ら
移

58

59

建
再
興
の
許
可
を
得
て
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
龍
翔
寺
の
寺
領
が
、
大
内
氏
の
領
国
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
内
義
隆
へ
再
三
願

い
出
て
、
天
文
十
一
年
に
長
門
国
阿
内
包
光
名
の
還
補
が
な
さ
れ
る
（

）
。
そ
の
際
、
大
内
氏
側
と
大
徳
寺
と
の
間
を
往
来
し
て

60

い
た
の
が
南
派
僧
で
あ
り
、
南
派
が
積
極
的
に
動
い
て
い
た
事
が
伺
え
る
。

こ
う
し
た
寺
内
で
塔
頭
を
創
建
、
ま
た
移
建
・
再
興
す
る
な
ど
大
徳
寺
内
で
の
積
極
的
な
活
動
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方

で
大
内
氏
と
の
関
係
を
結
ぶ
な
ど
、
地
方
展
開
と
も
関
連
し
た
動
き
も
見
ら
れ
る
。
能
登
の
畠
山
氏
、
豊
後
の
大
友
氏
と
の
師
檀
関

係
に
加
え
、
龍
翔
寺
移
建
・
再
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
内
氏
と
の
関
係
も
密
接
な
も
の
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
長
門
国
が
毛
利
氏
の
領
国
と
な
っ
て
以
降
は
行
き
来
が
な
く
、
拠
点
と
し
て
い
た
寺
院
及
び
大
徳
寺
僧
の
動

き
は
つ
か
め
な
い
。

他
に
南
派
僧
の
地
方
進
出
と
し
て
は
、
豊
後
国
高
田
の
円
福
寺
に
住
持
し
た
休
翁
宗
萬
が
い
る
。
こ
の
寺
は
大
内
弘
政
が
創
建
し
、

請
い
て
絶
崖
宗
卓
が
住
す
が
、
師
の
南
浦
紹
明
を
勧
請
開
山
と
し
た
寺
で
あ
る
。
そ
こ
に
享
禄
年
中
（
一
五
二
八
～
一
五
三
二
）
に

大
徳
寺
八
七
世
休
翁
宗
萬
（
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
二
月
二
十
一
日
出
世
）
が
円
福
寺
第
十
一
世
と
し
て
住
し
た
。
し
か
し
、
寛

永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
は
北
派
の
清
巌
宗
渭
が
住
持
し
、
以
来
は
大
徳
寺
塔
頭
高
桐
院
（
北
派
）
に
属
し
て
い
る
（

）
。
近
世

61

に
ま
で
続
く
南
派
の
地
方
拠
点
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
西
国
へ
の
進
出
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
南
派
の
地
方
進
出
の
特
徴
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
第
一
章
で
注
目
し
た
室
町
期
の
大
応
派
僧
等
が
、
積
極
的
に
対
外
交
流
を
行
っ
て
い
た
事
実

に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
か
ら
、
当
該
時
期
の
南
派
は
大
徳
寺
内
に
塔
頭
を
創
建
し
、
龍
翔
寺
の
移
建
・
再
興
を
中
心
的
に
行
う
事
で
、
大
徳
寺
山

内
で
門
派
の
拠
点
を
固
め
つ
つ
地
方
進
出
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
地
方
へ
進
出
す
る
も
の
の
、
そ
の

地
で
の
活
動
は
一
時
的
で
あ
り
、
そ
の
後
に
ま
で
続
く
ほ
ど
の
門
派
の
地
方
拠
点
と
な
る
よ
う
な
寺
院
を
持
ち
得
な
か
っ
た
事
実
も

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

後
に
触
れ
る
が
、
入
寺
に
は
官
銭
納
入
が
伴
い
、
居
成
で
あ
れ
ば
そ
の
額
は
大
き
い
。
そ
の
事
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
南
派
は
多
く
入

寺
者
を
輩
出
で
き
る
程
に
塔
頭
運
営
を
円
滑
に
進
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
大
徳
寺
運
営
を
中
心
と
な
っ
て
行
っ
て
い
た
こ
と

が
伺
え
る
。

残
る
大
徳
寺
住
持
を
輩
出
し
た
門
派
の
う
ち
、
深
く
は
触
れ
な
い
が
例
え
ば
北
派
に
つ
い
て
は
、
堺
で
の
展
開
が
み
ら
れ
、
拠
点

と
な
っ
た
の
が
南
宗
寺
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
と
は
南
宗
庵
と
称
す
る
北
派
（
大
仙
派
）
の
派
祖
古
岳
宗
亘
の
隠
居
所
で
あ
っ
た
の

を
、
後
に
三
好
長
慶
が
父
元
長
の
菩
提
寺
と
し
て
創
建
し
、
開
山
を
大
林
宗
套
（
古
岳
宗
亘
の
法
嗣
）
と
し
た
。
以
後
、
歴
代
の
南

宗
寺
住
持
は
、
北
派
僧
ら
が
入
寺
し
運
営
を
し
て
い
る
。
南
宗
寺
は
、
三
好
氏
の
外
護
（

）
の
他
、
茶
人
等
の
禅
問
答
の
場
で
も

62

あ
り
（

）
、
堺
商
人
、
茶
人
と
の
密
接
な
関
係
も
伺
え
、
彼
ら
を
外
護
者
と
し
て
得
た
事
で
、
大
徳
寺
山
内
の
塔
頭
運
営
を
す
る

63

上
で
重
要
な
地
方
拠
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
龍
泉
派
は
四
章
で
考
察
す
る
が
、
相
模
国
に
進
出
し
後
北
条
氏
を
檀
越
外
護

者
に
も
ち
、
そ
の
地
に
拠
点
寺
院
を
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
推
察
す
る
と
、
少
な
く
と
も
戦
国
期
の
南
派
で
は
、
他
派
同
様
に
地
方
進
出
・
展
開
が
み
ら
れ
る
が
、
確
固
た
る
地

方
拠
点
寺
院
を
有
す
る
ま
で
に
は
到
ら
ず
、
大
徳
寺
山
内
の
塔
頭
寺
院
を
複
数
創
建
・
運
営
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
徳
寺
内
に
門
派

拠
点
を
確
立
し
な
が
ら
、
住
持
を
多
く
輩
出
す
る
等
し
な
が
ら
大
徳
寺
運
営
を
中
心
と
な
っ
て
行
っ
て
い
た
の
が
、
当
該
時
期
の
南

派
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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四
、
「
立
成
」
の
出
現

こ
れ
ま
で
山
隣
派
寺
院
の
入
寺
に
つ
い
て
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
事
を
「
入
院
」
と
「
居
成
」
の
二
つ
に
注
意
し
て
見
て
き

た
が
、
正
親
町
天
皇
の
在
位
時
期
に
な
っ
て
、
入
寺
の
事
を
示
す
語
句
と
し
て
、
新
た
に
「
た
ち
な
り
（
立
成
）
」
と
い
う
語
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
事
で
あ
る
。

「
立
成
」
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
夏
来
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
「
立
成
＝
開
堂
入
院
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る

が
（

）
、
こ
こ
で
は
、
改
め
て
同
期
で
の
立
成
の
実
態
を
見
て
お
き
た
い
。

64
先
に
「
立
成
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
近
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
『
妙
心
寺
紫
衣
成
記
』
（

）
で
確
認
し
て
み
よ
う
。
該
当

65

す
る
条
項
を
あ
げ
て
み
る
と
、

一
、
紫
衣
ニ
成
ル
を
改
衣
与
申
候
、
改
衣
ニ
立
チ
成
リ
与
申
候
事
御
座
候
、
立
チ
成
リ
申
ハ
、
勅
使
を
奉
ケ
一
日
妙
心
寺
之
住

持
を
務
む
る
法
式
を
行
ひ
、
即
日
参
内
仕
を
立
成
リ
と
も
申
、
又
奉
勅
与
申
候
、
居
成
与
申
候
ハ
、
立
成
之
人
、
壱
人
有

之
ハ
、
其
次
ニ
居
成
之
人
四
人
ツ
ヽ
有
之
候
、
是
を
連
続
与
申
而
、
勅
使
を
奉
ケ
す
に
妙
心
寺
之
住
持
職
ニ
成
申
候
、
参

内
も
勝
手
次
第
ニ
候
、
若
参
内
之
望
有
之
人
ハ
、
伝
奏
ゑ
相
願
、
参
内
仕
候
、

（
後
略
）

と
あ
る
。
「
紫
衣
ニ
成
ル
を
改
衣
」
と
称
す
る
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
入
寺
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
史
料
の
別
の

条
項
で
、
妙
心
寺
は
「
後
柏
原
院
、
初
而
紫
衣
之
綸
旨
を
賜
り
て
ヨ
リ
、
代
々
之
帝
王
、
於
于
今
紫
衣
之
綸
旨
を
賜
て
、
妙
心
寺
住

持
職
を
被
仰
付
候
、
」
（

）
と
あ
り
、
紫
衣
勅
許
と
住
持
職
は
同
時
に
得
る
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
入
寺
に
は

66

立
成
と
居
成
が
あ
り
、
立
成
と
は
、
奉
勅
と
も
称
し
、
勅
使
を
奉
げ
、
一
日
妙
心
寺
の
住
持
を
勤
め
る
法
式
を
行
っ
て
、
即
日
参
内

す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
居
成
は
、
勅
使
を
奉
け
ず
妙
心
寺
之
住
持
職
に
成
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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実
際
に
「
立
成
」
の
語
が
い
つ
か
ら
使
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
正
確
な
時
期
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
正
親
町
天
皇
の
在

位
期
頃
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
。
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
十
一
月
十

日
条
に
「
た
ち
な
り
」
と
あ
る
の
が
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
お
け
る
立
成
の
初
見
で
あ
る
。
改
め
て
そ
の
記
事
を
あ
げ
る
と
、

十
日
。
め
う
し
ん
寺
へ
い
な
り
の
事
。
か
ん
ろ
し
申
さ
る
ゝ
。
御
返
事
あ
り
。
御
代
は
し
め
の
御
事
に
て
ま
い
ら
れ
候
ほ
と
に
。

（

妙

心

寺

）

（

居

成

）

た
ち
な
り
に
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
へ
と
も
。
色
／
＼
き
ね
ん
申
さ
れ
候
ま
ま
。
ち
よ
き
よ
の
御
返
事
ま
い
ら
れ
候
。
（
後
略
）

（

立

成

）

（
亀
年
禅
愉
）

と
あ
り
、
居
成
で
の
入
寺
が
申
し
入
れ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
立
成
で
の
入
寺
を
す
る
よ
う
に
天
皇
の
仰
せ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
妙

心
寺
僧
の
亀
年
禅
愉
が
色
々
と
申
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
勅
許
と
さ
れ
た
。
実
際
に
こ
の
入
寺
は
、
妙
心
寺
の
申
し
入
れ
の
通
り

居
成
で
の
入
寺
と
な
っ
て
い
る
（

）
。

67

ま
た
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
三
月
十
六
日
条
で
は
、

十
六
日
。
（
前
略
）
め
う
し
ん
寺
よ
り
た
ち
な
り
ち
よ
く
し
申
候
へ
き
よ
し
。
か
ん
ろ
し
。
は
り
ま
よ
り
御
申
。
御
心
へ
の
よ

（

立

成

）

（

勅

使

）

し
あ
り
て
。
日
の
に
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
。

と
あ
り
、
妙
心
寺
の
入
寺
が
立
成
な
の
で
、
勅
使
の
事
に
つ
い
て
天
皇
の
心
得
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
立
成
と
い
う
の
は
、
妙
心
寺
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
大
徳
寺
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
永
禄
七
年
六

月
五
日
条
で
、
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五
日
。
こ
と
な
る
こ
と
な
し
。
む
ら
さ
き
の
ゝ
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
て
。
ひ
き
に
と
ん
す
す
へ
て
し
ん
上
申
さ
る
ゝ
。
た
ち
な
り
に

（

紫

野

・

大

徳

寺

）

（

入

院

）

（

立

成

）

て
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
は
れ
と
よ
ち
よ
く
し
。

（

勧

修

寺

晴

豊

）

（

勅

使

）

と
あ
り
、
大
徳
寺
の
「
し
ゆ
ゑ
ん
（
入
院
）
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
た
ち
な
り
（
立
成
）
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先

の
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
の
大
徳
寺
入
寺
で
み
た
通
り
、
こ
の
入
院
は
、
大
徳
寺
一
〇
九
世
督
宗
紹
董
の
再
住
事
で
あ
る
。
督
宗
紹

董
の
出
世
に
つ
い
て
は
、
『
世
譜
』
で
「
永
禄
七
甲
子
二
月
二
十
八
日
出
世
、
同
年
六
月

勅
使
綸
旨
ア
リ
テ
開
堂
」
と
あ
り
、
す

で
に
二
月
に
出
世
は
し
て
お
り
、
開
堂
の
式
を
し
て
の
入
寺
を
六
月
に
行
っ
て
い
る
。
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
事
は
、
こ
の
六
月

の
入
寺
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
の
で
、
二
月
の
出
世
は
居
成
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
永
禄
七
年
五
日
条
は
再
住
に
あ
た
る
。『
龍

宝
山
住
持
位
次
』
で
は
、
出
世
を
「
永
禄
七
年
甲
子
三
月
。
」
と
し
て
は
い
る
が
、
「
再
住
」
の
記
載
が
あ
り
、
督
宗
は
再
住
を
し

た
住
持
で
あ
っ
た
。
再
住
に
関
し
て
は
、
今
枝
愛
真
氏
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
「
再
住
式
」
で
の
入
寺
の
法
式
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
公

帖
を
最
初
に
う
け
た
と
き
は
入
寺
し
な
い
で
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
再
住
の
と
き
は
じ
め
て
入
寺
す
る
」
と
い
う
法
式
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
（

）
。
こ
の
督
宗
紹
董
も
そ
れ
に
あ
た
る
と
い
え
る
。
開
堂
し
て
の
入
寺
の
場
合
は
「
た
ち
な
り
（
立
成
）
」
と
称
し

68

て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

ま
た
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
以
外
で
は
、
勧
修
寺
晴
豊
の
日
記
の
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
十
月
十
七
日
条
に
、

十
七
日
、
天
晴
、
今
日
大
徳
寺
入
院
有
之
、
立
成
也
（

）
、

69

と
あ
る
（

）
。
こ
れ
ら
両
寺
の
例
を
見
て
み
る
と
、
先
に
見
た
『
妙
心
寺
紫
衣
成
記
』
に
「
勅
使
を
奉
ケ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
立

70

成
で
の
入
寺
に
は
、
「
入
院
」
の
時
同
様
に
、
勅
使
が
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
斎
藤
氏
の
指
摘
の
通
り
立
成
は
開
堂

入
院
で
あ
る
事
は
確
実
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
『
妙
心
寺
紫
衣
成
記
』
で
「
一
日
妙
心
寺
之
住
持
を
務
む
る
法
式
を
行
」
う
事
が
記
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さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
一
日
」
と
い
う
期
限
が
つ
い
た
入
寺
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
立
成
」
は
、
永
禄
期
頃
か
ら
次
第
に
増
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
永
禄
十
三
年
（
一
五
七
〇
）
二
月
の
次
の

記
事
で
あ
る
。

十
三
日
。
雨
ふ
り
神
な
る
。
む
ら
さ
き
の
ゝ
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
左
中
弁
ち
ょ
く
し
な
り
。
し
ゆ
ゑ
ん
の
ち
や
う

（

入

院

）

（

勧

修

寺

晴

豊

）

（

勅

使

）

（

入

院

）

ら
う
御
れ
い
申
さ
る
ゝ
。
御
ほ
ん
い
と
ん
す
ま
い
る
。
（
後
略
）

大
徳
寺
で
入
院
が
あ
り
、
こ
の
時
、
勅
使
を
勧
修
寺
晴
豊
が
つ
と
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
、
こ
れ
が
「
入
院
」
で

あ
る
の
か
、
「
立
成
」
で
あ
る
の
か
判
断
で
き
な
い
。
永
禄
七
年
六
月
の
よ
う
に
、
「
立
成
」
と
同
様
の
入
寺
が
行
わ
れ
、
そ
の
日

の
う
ち
に
住
持
が
参
内
し
て
い
る
点
に
注
目
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
立
成
」
の
例
で
あ
る
と
も
判
断
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
単
に
「
入

院
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
は
住
持
期
間
に
違
い
ま
で
考
慮
し
て
「
入
院
」
「
立
成
」
の
判
断
を
下
す
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
「
入
院
」
の
語
は
、
「
居
成
」
の
対
義
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
入
院
」
の
一
つ
の
形
式
と
し

て
、
「
立
成
」
の
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
「
立
成
」
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
明

確
に
は
で
き
な
い
が
、
後
奈
良
天
皇
・
正
親
町
天
皇
の
両
時
期
と
も
に
、
特
に
妙
心
寺
の
入
寺
に
は
居
成
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
、
ま

た
入
院
時
期
の
期
間
に
一
定
の
間
隔
等
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
、
入
寺
期
間
の
不
規
則
的
な
事
も
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
語
を
使
用
す
る
の
は
、
妙
心
寺
と
大
徳
寺
の
場
合
、
つ
ま
り
山
隣
派
の
入
寺
の
場
合
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
『
鹿
苑
日
録
』
で
当
該
時
期
の
記
述
を
見
た
限
り
、
「
立
成
」
と
い
う
語
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
五
山
官
寺
の
場

合
、
主
に
「
坐
公
文
」
と
い
う
公
帖
の
名
称
に
よ
っ
て
、
居
成
か
ど
う
か
を
区
別
し
て
い
た
こ
と
も
、
「
立
成
」
が
五
山
官
寺
で
は
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み
ら
れ
な
い
こ
と
の
要
因
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
以
上
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
段
階
で
は
指
摘
の
み
に
と
ど
め
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

第
二
節

入
寺
勅
許
の
御
礼
進
上

一
、
五
山
官
寺
の
入
寺
官
銭
と
御
礼

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
山
隣
派
の
住
持
と
な
る
場
合
、
天
皇
の
勅
許
を
う
け
、
綸
旨
が
発
給
さ
れ
て
「
入
院
」
、
「
立
成
」

か
「
居
成
」
の
何
れ
か
で
入
寺
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
次
は
、
そ
の
入
寺
の
際
に
必
要
と
な
る
入
寺
の
「
官
銭
」

と
、
勅
許
の
「
御
礼
」
の
進
上
の
方
法
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。

こ
こ
で
、
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
山
隣
派
の
入
寺
の
際
、
朝
廷
に
納
入
さ
れ
る
も
の
が
「
御
礼
」
で
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
す
で
に
、
先
学
で
朝
廷
経
済
の
一
つ
の
財
源
に
各
種
称
号
等
の
授
与
に
対
す
る
礼
銭
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
が
（

）
、
改
め
て
山
隣
派
の
入
寺
官
銭
が
ど
こ
に
納
入
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
朝
廷
と
山
隣
派
寺
院
と
の
経
済
的
な
関

71

係
に
つ
い
て
知
る
一
端
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
禅
宗
寺
院
へ
の
入
寺
の
際
、
納
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
「
官
銭
」
に
つ
い
て
、
納
入
額
、
納
入
先
か
ら
確

認
を
し
て
み
た
い
と
思
う
が
、
山
隣
派
の
場
合
を
見
る
前
に
、
五
山
官
寺
の
官
銭
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
。

（
１
）
五
山
官
寺
の
官
銭

五
山
派
禅
院
に
入
寺
す
る
場
合
、
そ
の
補
任
は
将
軍
の
公
帖
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
も
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
入
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寺
の
「
官
銭
」
に
つ
い
て
も
、
五
山
派
は
基
本
的
に
は
幕
府
に
納
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
行
研
究
で
も
指
摘
が
さ
れ
て
お
り
、
幕

府
の
重
要
な
財
源
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（

）
。

72

そ
の
官
銭
額
に
つ
い
て
は
先
学
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
五
山
派
禅
院
に
お
け
る
官
銭
額
は
、
戦
国
期
で
は
五
山
が
五
十
貫
文
程

度
、
十
刹
が
十
貫
文
程
度
、
諸
山
（
甲
刹
）
は
五
貫
文
程
度
、
と
い
う
よ
う
に
額
が
定
め
ら
れ
て
い
た
（

）
。
時
期
に
よ
っ
て
、

73

実
際
に
納
入
さ
れ
る
官
銭
額
に
は
変
動
が
あ
り
一
定
し
な
か
っ
た
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
お
よ
そ
五
山
で
も
十
貫

文
程
度
か
ら
五
十
貫
文
の
間
で
推
移
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
五
山
官
寺
の
坐
公
文
の
官
銭
に
つ
い
て
、
近
年
で
は
斎
藤
氏
が
、
特
に
『
蔭
涼
軒
日
録
』
に
注
目
し
、
お
よ
そ
永
享
七
年

か
ら
明
応
二
年
ま
で
の
記
載
が
三
つ
の
記
録
期
間
（

）
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
期
間
ご
と
に
、
坐
公
文
の

74

発
給
や
そ
の
官
銭
の
拠
出
元
や
官
銭
の
納
入
先
等
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
さ
れ
て
い
る
（

）
。

75

こ
う
し
た
研
究
に
よ
り
多
く
の
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
こ
で
一
つ
疑
問
と
な
る
の
が
、
公
帖
の
発
給
に
と
も

な
う
官
銭
納
入
の
際
、
「
公
文
」
と
「
坐
公
文
」
の
別
に
よ
る
官
銭
額
の
違
い
は
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
五
山
官
寺
の
場
合
の
官
銭
額
は
、
寺
格
に
よ
る
違
い
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
官
銭
に
「
公
文
」

か
「
坐
公
文
」
な
の
か
に
よ
っ
て
官
銭
額
に
差
が
あ
る
の
か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
、
注
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
明
確
な
説
明
も
な
さ

れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
公
文
の
場
合
に
も
官
銭
支
払
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
は
い
る
が
、
一
方
で
は
、
官
銭
が
払
わ
れ
る
の
は
坐
公
文

の
場
合
で
あ
る
、
と
い
っ
た
理
解
の
さ
れ
方
も
み
ら
れ
る
（

）
。

76

こ
の
五
山
官
寺
の
官
銭
額
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
発
給
さ
れ
る
公
帖
の
違
い
に
よ
る
官
銭
額
の
差
の
有
無
は
明
確
に
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
山
隣
派
、
特
に
大
徳
寺
で
は
「
入
院
」
と
「
居
成
」
と
で
は
官
銭
額
に
大
き

く
差
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
五
山
派
・
山
隣
派
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
先
に

戦
国
期
に
み
ら
れ
る
五
山
官
寺
の
官
銭
か
ら
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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（
２
）
戦
国
期
の
五
山
官
寺
の
官
銭
と
御
礼

戦
国
期
の
五
山
官
寺
に
お
い
て
、
坐
公
文
の
官
銭
額
が
決
め
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
一
つ
の
理

由
と
し
て
は
、
官
銭
額
を
示
す
記
述
に
、
「
坐
公
文
」
の
場
合
の
官
銭
額
の
記
述
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

戦
国
期
の
五
山
官
寺
の
公
帖
の
発
給
に
つ
い
て
は
、
今
後
よ
り
一
層
の
検
討
を
要
す
る
が
、
『
鹿
苑
日
録
』
で
「
公
文
」
と
し
て

表
記
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
坐
公
文
で
は
な
く
、
公
文
の
発
給
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
方
が
多
く
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
（

）
。

77
こ
の
よ
う
に
、
出
さ
れ
た
公
帖
が
「
坐
公
文
」
で
あ
る
か
「
公
文
」
（
「
公
帖
」
）
で
あ
る
か
に
よ
り
居
成
か
ど
う
か
の
違
い
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
「
坐
公
文
」
申
請
者
が
あ
っ
た
後
、
そ
の
官
銭
が
払
わ
れ
た
記
載
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
払
わ
れ
た
官
銭
が
「
坐

公
文
」
の
「
官
銭
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
記
載
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
支
払
わ
れ
た
額
が
坐
公
文
の
官
銭
額
も
し
く

は
そ
れ
相
当
の
額
な
の
か
、
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

公
帖
を
受
け
る
人
物
の
在
所
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
坐
公
文
と
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
が
（

）
、
実
際
に
は
明

78

確
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
公
文
官
銭
に
つ
い
て
、
実
際
に
戦
国
期
に
見
ら
れ
る
官
銭
額
や
納
入
先
に
つ
い
て
、
例
え
ば
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
六
月

に
出
さ
れ
た
建
仁
寺
の
公
文
で
は
、

十
四
日
。
驢
庵
（
雪
）
鷹
灞
西
堂
建
仁
之
公
文
禮
百
疋
来
。
侍
衣
報
之
。
官
資
十
五
緡
。
交
府
江

納
之
。
向
後
者
五
山
者
貳
十

緡
。
十
刹
十
緡
。
甲
刹
五
緡
相
定
云
々
。
（
後
略
）
（

）
79

と
あ
り
、
驢
庵
（
雪
）
鷹
灞
西
堂
に
建
仁
寺
の
公
文
（

）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鷹
灞
西
堂
は
、
六
月
六
日
条
で
「
鷹
灞
西

80
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堂
建
仁
可
入
院
志
在
之
。
自
越
上
之
。
自
舟
中
癰
発
背
。
以
故
先
為
拝
領
居
公
文
云
々
。
於
本
復
者
。
春
上
洛
。
可
遂
入
院
望
也
。
」

と
あ
り
、
先
ず
居
公
文
で
拝
領
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
公
文
礼
と
し
て
鹿
苑
院
に
百
疋
の
納
入
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
官
資
つ

ま
り
官
銭
（

）
と
し
て
十
五
緡
が
公
府
つ
ま
り
室
町
幕
府
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

81

こ
こ
で
、
五
山
の
官
銭
が
二
十
緡
、
十
刹
は
十
緡
、
甲
刹
（
諸
山
）
は
五
緡
と
定
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（

）
。
そ
し
て
、
こ

82

の
官
銭
額
は
、
公
文
の
官
銭
額
で
あ
り
、
特
に
「
坐
公
文
（
居
成
）
」
の
官
銭
額
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
に

定
め
ら
れ
て
以
後
の
十
二
月
に
み
ら
れ
る
甲
刹
公
帖
の
官
銭
納
入
で
確
認
で
き
る
。

天
文
五
年
の
十
一
月
二
十
二
日
に
、
繼
天
壽
戩
首
座
の
「
甲
刹
御
点
」
が
出
さ
れ
（

）
、
五
日
後
の
二
十
七
日
に
「
寿
戩
首
座

83

公
帖
御
判
（

）
」
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
官
銭
は
十
二
月
に
、

84

三
日
。
雲
峰
興
首
座
来
。
拝
領
継
天
戩
首
座
甲
刹
公
帖
。
官
銭
五
緡
御
倉
江

納
之
。
自
蔭
涼
有
状
。
公
文
禮
銭
未
納
也
。
（

）
85

と
あ
り
、
七
月
の
時
点
で
定
め
ら
れ
た
甲
刹
の
官
銭
額
で
あ
る
五
緡
が
、
御
倉
へ
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
天
戩
首

座
の
甲
刹
公
帖
が
「
公
文
」
な
の
か
、
「
坐
公
文
」
で
あ
る
の
か
、
そ
の
区
別
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
記
載

に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
単
に
「
公
帖
」
と
あ
る
の
で
、
す
な
わ
ち
入
寺
式
を
し
て
の
入
寺
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
先
に
み
た
官
銭
額
が
公
文
の
官
銭
額
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
（

）
。

86

で
は
、
坐
公
文
（
居
公
文
）
の
場
合
、
官
銭
額
に
公
文
と
の
違
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
事
は
わ
か

ら
な
い
が
、
坐
公
文
官
銭
と
し
て
納
入
し
た
事
が
み
ら
れ
ず
、
ま
た
「
坐
公
文
」
の
官
銭
と
し
て
の
規
定
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

か
ら
、
五
山
官
寺
の
場
合
、
坐
公
文
と
公
文
と
で
は
官
銭
額
に
違
い
は
無
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
も
し
く
は
差
額

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
公
文
の
官
銭
額
と
大
き
く
違
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
五
山
官
寺
の
官
銭
額
は
、
寺
格
に
よ
っ
て
官
銭
額
が
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
公
文
・
坐
公
文
の
別
に
官
銭
額
の

違
い
は
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

但
し
、
公
文
に
し
ろ
坐
公
文
に
し
ろ
、
公
帖
が
出
さ
れ
た
際
に
必
ず
官
銭
が
納
入
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
の
確
認
は
難
し
い
。
先
に

見
た
よ
う
に
明
ら
か
に
官
銭
の
納
入
が
あ
っ
た
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
「
官
銭
納
入
」
そ
の
も
の
、
ま
た
そ
れ
に

関
す
る
記
載
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
文
官
銭
の
額
が
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
官
銭
は
基
本

的
に
は
納
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（

）
。

87

ま
た
、
御
礼
に
関
し
て
は
、
公
帖
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
「
公
文
礼
」
と
し
て
、
鹿
苑
院
に
礼
銭
が
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
先
に
あ
げ
た
天
文
五
年
六
月
一
四
日
の
驢
庵
（
雪
）
鷹
灞
西
堂
の
場
合
の
「
建
仁
之
公
文
禮
百
疋
来
。
」

や
、
同
年
十
一
月
二
十
二
日
の
天
戩
首
座
の
場
合
の
、
「
甲
刹
公
帖
官
銭
五
緡
御
倉
江

納
之
。
自
蔭
涼
有
状
。
公
文
禮
銭
未
納
也
。
」

と
あ
っ
て
、
官
銭
と
は
別
に
「
公
文
礼
」
が
鹿
苑
院
に
納
入
さ
れ
て
い
た
（

）
。

88

二
、
山
隣
派
の
入
寺
官
銭
と
御
礼

（
１
）
山
隣
派
の
入
寺
官
銭

で
は
、
山
隣
派
の
場
合
の
官
銭
は
ど
の
よ
う
に
納
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

戦
国
期
に
お
け
る
妙
心
寺
の
官
銭
額
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
史
料
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
官
銭
額
に
規
定
が

設
け
ら
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
な
ど
、
官
銭
に
関
わ
る
情
報
は
残
念
な
が
ら
知
り
得
な
い
。
近
世
で
は
、
「
改
衣
諸
費
之
諸
費
、
立

成
六
百
金
程
、
居
成
三
百
金
程
入
申
候
」
（

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
成
と
居
成
と
で
差
額
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
戦
国
期
の

89

場
合
の
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
知
り
得
な
い
。

そ
こ
で
参
考
と
な
る
の
は
大
徳
寺
の
官
銭
額
で
あ
ろ
う
。
大
徳
寺
の
官
銭
額
に
つ
い
て
は
、
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
に
、
入
院
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が
五
十
貫
文
、
居
成
が
百
五
十
貫
文
を
納
入
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
七
月
二
八
日
付
の
大
徳
寺
塔
主
等

の
連
署
に
よ
る
壁
書
に
、

定

一
、
入
院
事
、
省
略
晩
間
翌
日
之
経
営
、
以
五
千
疋
可
被
補
之
、
為
入
院
費
用
上
者
、
於
当
座
可
被
納
之
、
又
五
千
疋
者
、
為

一
回
住
院
諸
色
之
煩
費
之
間
、
一
回
之
内
仁
可
被
納
之
、

一
、
居
成
事
、
如
前
々
停
止
之
畢
、
万
一
於
為
寺
家
用
者
、
以
衆
評
可
請
申
、
但
官
銭
佰
五
拾
貫
文
於
当
座
可
被
納
之
者
也
、

（
後
略
）
（

）
90

と
あ
り
、
入
院
は
五
千
疋
つ
ま
り
五
〇
貫
文
を
入
院
費
用
と
し
て
納
め
る
こ
と
、
居
成
に
つ
い
て
は
、
停
止
さ
れ
て
は
い
る
が
、
寺

家
用
と
し
て
必
要
な
場
合
は
衆
評
に
よ
り
請
申
し
、
官
銭
た
る
百
五
〇
貫
文
を
納
め
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
大
永
二
年
一
一
月
十
一
日
の
大
徳
寺
塔
主
等
の
連
署
に
よ
る
規
式
で
、

定

一
、
入
院
之
事
、
於
当
座
五
十
貫
文
可
被
納
、
又
五
十
貫
文
一
貫
之
内
仁
可
被
納
之
、

一
、
居
成
職
銭
之
事
、
於
当
座
百
五
十
貫
文
可
被
納
之
、

（
後
略
）
（

）
91

と
、
入
院
は
五
〇
貫
文
、
居
成
職
銭
は
百
五
〇
貫
文
を
納
め
る
べ
き
こ
と
が
改
め
て
規
定
さ
て
い
る
。

ま
ず
、
大
永
三
年
の
壁
書
き
で
見
ら
れ
る
も
の
は
、
居
成
の
「
官
銭
」
と
し
て
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
永
正
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三
年
で
は
、
「
官
銭
」
と
い
う
語
は
な
く
と
も
「
居
成
職
銭
」
と
し
て
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

大
徳
寺
の
場
合
、
入
院
、
居
成
と
で
官
銭
額
の
違
い
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
居
成
は
入
院
の
三
倍
の
額
を
必
要
と
し
た
。

居
成
で
の
入
寺
に
は
、
高
額
な
官
銭
納
入
が
で
き
る
経
済
力
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

お
そ
ら
く
妙
心
寺
で
も
入
院
と
居
成
と
で
は
差
額
に
違
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
額
自
体
に
つ

い
て
は
史
料
を
欠
く
た
め
、
大
徳
寺
の
官
銭
額
と
同
様
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
「
居
成
職
銭
納

下
帳
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
（

）
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
入
院
と
居
成
と
で
官
銭
は
別
に
考
え
ら

92

れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
幾
ら
か
の
差
額
が
設
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
っ
た
と
推
測
し
た
い
。

ま
た
、
山
隣
派
の
官
銭
の
納
入
先
は
、
入
寺
す
る
寺
、
つ
ま
り
妙
心
寺
で
あ
り
、
大
徳
寺
で
あ
れ
ば
大
徳
寺
に
納
め
ら
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
妙
心
寺
の
「
居
成
職
銭
納
下
帳
」
の
存
在
、
ま
た
こ
こ
で
あ
げ
た
大
徳
寺
の
官
銭
の
規
定
に
明
確
な
納
入

先
を
示
す
文
言
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
文
脈
か
ら
す
る
と
寺
納
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
妙
心
寺
や

大
徳
寺
で
「
官
銭
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
入
寺
費
用
は
寺
納
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
入
寺
の
際
、
綸
旨
を
発
給
す
る
朝
廷
に
対
し
、
妙
心
寺
が
持
参
し
て
い
た
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

（
２
）
妙
心
寺
の
入
寺
勅
許
の
御
礼

前
章
で
妙
心
寺
は
勅
許
に
よ
っ
て
住
持
補
任
が
な
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
「
入
院
」
、
「
立
成
」
お
よ
び
「
居
成
」
で
入
寺
し
て
い

る
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
と
同
時
に
見
ら
れ
る
の
が
、
勅
許
の
「
御
礼
」
で
あ
る
。
朝
廷
経
済
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

称
号
等
の
授
与
に
付
随
す
る
御
礼
が
財
源
の
一
部
で
あ
っ
た
事
は
自
明
で
は
あ
る
が
（

）
、
山
隣
派
寺
院
で
は
入
寺
方
法
に
よ
っ

93

て
官
銭
額
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
朝
廷
側
も
山
隣
派
寺
院
の
入
寺
方
法
の
違
い
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
御
礼

へ
の
反
映
が
あ
る
の
か
ど
う
か
考
察
し
て
み
た
い
。
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例
え
ば
五
山
官
寺
の
場
合
、
補
任
状
た
る
公
帖
を
発
給
す
る
室
町
幕
府
に
対
し
て
「
官
銭
」
が
納
入
さ
れ
て
い
た
が
、
山
隣
派
の

場
合
、
補
任
状
た
る
綸
旨
の
発
給
元
に
は
「
御
礼
」
が
進
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
隣
派
の
参
内
の
様
子
を
見
て
み
る
と
、
「
入
院
」
で
も
「
居
成
」
で
も
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
「
御
礼
」
と
し
て
朝
廷
に
御
礼
物

が
進
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
入
院
」
の
場
合
に
は
長
老
、
新
命
住
持
が
御
礼
の
た
め
に
参
内
し
、
天
皇
と
御
対
面
を
し

て
い
る
。
「
居
成
」
の
場
合
で
は
、
長
老
の
参
内
、
御
対
面
は
な
い
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
い
く
つ
か
史
料
を
あ
げ
て

御
礼
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
妙
心
寺
の
場
合
の
御
礼
参
内
で
は
、

大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
十
一
月
廿
七
日
、

廿
七
日
。
め
う
し
ん
寺
よ
り
い
こ
う
ふ
ん
の
御
れ
い
御
か
う
は
こ
の
代
五
百
疋
。
ひ
き
の
代
百
疋
ま
い
る
。

（

居

公

文

）

（

御

礼

）

（

香

箱

）

（
引
合
）

天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
九
月
廿
三
日
、

廿
三
日
。
（
前
略
）
め
う
心
寺
よ
り
い
な
り
の
事
申
。
か
ん
ろ
し
申
さ
る
ゝ
。
ち
ょ
つ
き
よ
あ
り
。
御
れ
い
に
五
百
疋
ま
い
る
。

（

居

成

）

天
文
二
年
（
一
五
三
三
）
八
月
廿
九
日
、

廿
九
日
。
め
う
心
寺
よ
り
い
な
り
の
事
こ
の
度
か
ん
ろ
し
よ
り
申
さ
れ
て
。
そ
の
御
れ
い
に
六
百
疋
ま
い
る
。
御
し
は
い
と
も

（

居

成

）

（

支

配

）

あ
り
。
（
後
略
）

天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
四
月
五
日
、

五
日
。
（
前
略
）
め
う
し
ん
寺
よ
り
い
な
り
の
事
申
て
六
百
疋
ま
い
る
。
か
ん
ろ
し
申
さ
る
ゝ
。
し
き
し
は
の
ふ
は
る
に
お
ほ

（

居

成

）

せ
ら
る
ゝ
。
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天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
六
月
二
日
、

二
日
。
か
ん
ろ
し
よ
り
め
う
し
ん
寺
い
な
り
の
事
申
さ
れ
て
。
ふ
た
り
の
分
千
二
百
疋
ま
い
る
。

（

居

成

）

大
永
七
年
は
香
箱
代
、
引
合
代
と
し
て
合
計
六
百
疋
、
ま
た
天
文
元
年
は
五
百
疋
の
御
礼
が
進
上
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
緞
子
や
香

箱
、
紙
な
ど
も
持
参
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
（

）
。

94

し
か
し
、
妙
心
寺
の
場
合
、
こ
こ
で
あ
げ
た
「
居
成
」
の
御
礼
記
事
、
そ
し
て
前
章
で
も
あ
げ
た
「
入
院
」
の
記
事
な
ど
を
見
て

も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
人
に
つ
き
六
百
疋
が
御
礼
と
し
て
進
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
六
百
疋
が
通
例
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
故
に
、
二
人
、
ま
た
三
人
分
と
ま
と
め
て
居
成
が
あ
っ
た
場
合
の
御
礼
は
、
御
礼
も
人
数
分
ま
と
め
て
、
千

二
百
疋
、
千
八
百
疋
と
い
っ
た
額
を
進
上
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
妙
心
寺
の

特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
３
）
大
徳
寺
の
入
寺
勅
許
の
御
礼

こ
れ
に
対
し
、
大
徳
寺
の
場
合
を
み
て
み
る
と
、
入
院
で
は
、

大
永
八
年
（
一
五
二
八
）
四
月
一
二
日
条

大
と
く
寺
の
し
ゆ
ゑ
ん
。
ち
ょ
く
し
や
な
き
は
ら
。
御
れ
い
に
ま
り
ら
る
る
。
申
つ
き
や
な
き
は
ら
。

御
た
い
め
ん
あ
り
。

（

入

院

）

（

御

礼

）

こ
た
か
た
ん
し
に
と
ん
す
ま
い
る
。

（

小

高

檀

紙

）

（

緞

子

）

天
文
二
〇
年
九
月
二
十
一
日

大
と
く
寺
へ
し
ゆ
ゑ
ん
あ
り
て
。
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
十

て

う
。
と
ん
す
ま
い
る
。

（

入

院

）

（

御

礼

）

（
引
合
紙
十
帖
）
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天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
二
月
十
一
日

む
ら
さ
き
の
ゝ
ち
や
う
ら
う
し
ゆ
ゑ
ん
の
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
小
た
か
た
ん
し
に
あ
さ
き
の

と
ん
す
し
ん
上
。

（

入

院

）

（

小

高

檀

紙

）

（

緞

子

）

ま
た
、
居
成
の
場
合
で
は
、

享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
五
月
十
九
日

大
と
く
寺
い
こ
う
ふ
ん
の
御
れ
い
に
十
て
う
。
と
ん
す
の
代
三
百
疋
ま
い
る
。

（

居

公

文

）

（

御

礼

）

（

十

帖

）

（

緞

子

）

天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
十
一
月
廿
九
日
条

大
と
く
寺
よ
り
い
こ
う
ふ
ん
の
事
申
さ
れ
て
。
ち
や
う
ら
う
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
ひ
き
十
て
う
。
と

（

居

公

文

）

（

御

礼

）

（

引

合

紙

十

帖

）

ん
す
ま
い
る
。

と
あ
っ
て
、
大
徳
寺
の
入
寺
に
関
し
長
老
の
参
内
し
て
お
り
、
そ
の
際
の
御
礼
物
は
、
入
院
の
場
合
、
小
高
檀
紙
と
緞
子
を
献
上

し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
居
成
の
御
礼
の
場
合
も
、
引
合
十
帖
（
檀
紙
）
と
緞
子
、
も
し
く
は
緞
子
の
代
わ
り
に
三
百
疋
を
進
上
し

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
大
徳
寺
の
場
合
で
は
基
本
的
に
物
に
よ
る
御
礼
進
上
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

大
徳
寺
の
場
合
で
も
、
入
院
と
居
成
と
の
場
合
の
御
礼
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
大
徳
寺
の
入
寺
官
銭
が
、
寺
内
塔
主
等
の
連
署
規

式
に
よ
っ
て
、
入
院
の
場
合
と
居
成
の
場
合
と
で
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
朝
廷
側
に
お
い
て
も
、
入
院
か
居
成
か
を

把
握
し
て
い
る
が
、
そ
の
差
異
は
御
礼
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

先
に
も
み
た
よ
う
に
、
五
山
官
寺
の
場
合
、
基
本
的
に
は
公
帖
を
発
給
す
る
室
町
幕
府
に
対
し
て
は
、
寺
格
ご
と
に
規
定
さ
れ
た
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官
銭
額
が
納
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
た
よ
う
に
、
山
隣
派
の
入
寺
の
場
合
、
勅
許
を
出
す
天
皇
の
も
と
へ
納
入
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
「
御
礼
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
「
官
銭
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「
官
銭
」
と
は
表
記
し

て
い
な
い
だ
け
で
、
「
御
礼
」
を
則
ち
「
官
銭
」
と
捉
え
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
史
料
に
即
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
当

該
時
期
の
段
階
で
は
、
山
隣
派
が
入
寺
の
勅
許
に
際
し
て
進
上
し
て
い
た
の
は
「
御
礼
」
で
あ
り
、
妙
心
寺
入
寺
の
「
官
銭
」
は
、

妙
心
寺
に
、
大
徳
寺
で
あ
れ
ば
大
徳
寺
自
体
に
納
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
官
銭
額
に
は
入
院
と
居
成
で
は
納
入
額
に
差
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
朝
廷
に
も
入
院
か
居
成
の
ど
ち
ら
で
の
入
寺
な
の
か
が

知
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
朝
廷
に
進
上
さ
れ
る
御
礼
銭
に
は
入
寺
の
違
い
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
朝
廷
に
と
っ
て
山
隣
派
の
入
寺
「
御
礼
」
は
、
朝
廷
経
済
を
担
う
も
の
と
し
て
期
待
す
る
ほ
ど
の
額
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
妙
心
寺
の
場
合
は
、
居
成
を
多
く
輩
出
し
て
い
た
実
態
が
あ
る
の
で
、
妙
心
寺
か
ら
輩
出
さ

れ
る
居
成
出
世
者
数
の
人
数
に
伴
う
御
礼
銭
収
入
は
、
大
徳
寺
よ
り
も
多
く
、
全
く
期
待
で
き
な
い
と
い
う
事
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
山
隣
派
寺
院
側
と
し
て
も
、
朝
廷
に
御
礼
を
す
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た
朝
廷
か
ら
寺
院
運
営
に
必
要
な
経
費
を
得
る
よ
う

な
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
両
者
に
と
っ
て
入
寺
に
関
す
る
経
費
の
類
に
関
し
て
は
、
経
済
的
な
相
互
扶
助
の
関
係
を
期
待
す
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

室
町
幕
府
に
と
っ
て
は
、
公
帖
の
発
給
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
そ
の
経
済
に
少
な
か
ら
ず
影
響
す
る
が
、
一
方
で
価
値
は
下

が
る
こ
と
に
も
な
り
、
い
く
ら
五
山
寺
院
の
前
住
持
を
得
た
と
は
い
え
ど
も
、
戦
国
期
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
効
力
を
も
つ

も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
今
一
度
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
天
皇
の
勅
許
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
大
徳
寺
、
ま

た
妙
心
寺
の
「
前
住
持
」
の
称
号
を
得
る
こ
と
が
も
つ
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
朝
廷
に
御
礼
と
し
て
納
入
さ
れ
た
額
で
あ
る
が
、
妙
心
寺
の
場
合
を
一
般
的
な
額
と
考
え
て
良
い
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
を

確
認
す
る
上
で
も
参
考
に
な
る
香
衣
の
勅
許
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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第
三
節

山
隣
派
以
外
の
禅
院
・
他
宗
派
寺
院
の
参
内

こ
れ
ま
で
、
妙
心
寺
の
入
寺
勅
許
に
注
目
し
、
大
徳
寺
の
参
内
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
他
派
、
他

宗
派
に
よ
る
朝
廷
の
勅
許
の
御
礼
に
も
注
目
し
て
み
た
い
と
思
う
。

寺
院
に
対
し
て
出
さ
れ
る
勅
許
に
は
、
入
寺
の
勅
許
（
住
持
職
）
の
他
、
勅
願
寺
や
称
号
や
僧
侶
の
纏
う
色
衣
の
勅
許
が
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
香
衣
の
勅
許
は
後
奈
良
天
皇
の
在
位
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
多
く
見
ら
れ
る
。

香
衣
は
、
袈
裟
の
色
の
一
つ
で
、
黄
に
黒
み
を
帯
び
た
色
で
、
勅
許
を
必
要
と
す
る
色
衣
で
あ
っ
た
。
そ
の
色
は
、
宗
派
に
よ
っ

て
色
を
異
に
す
る
が
、
紫
以
外
の
色
を
も
っ
て
香
衣
と
し
て
い
た
。
香
衣
の
勅
許
は
、
主
に
浄
土
宗
寺
院
が
も
と
め
て
い
た
こ
と
が

『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
香
衣
の
勅
許
御
礼
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

一
、
浄
土
宗
寺
院
の
香
衣
の
勅
許
と
御
礼

『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
香
衣
の
勅
許
を
求
め
る
寺
院
の
多
く
は
、
知
恩
院
お
よ
び
百
万
遍
知
恩
寺
な
ど
の
浄
土
宗
の
寺
院
で
あ
る
。

禅
宗
寺
院
か
ら
の
求
め
も
全
く
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
（

）
、
香
衣
勅
許
の
御
礼
参
内
に
見
ら
れ
る
殆
ど
が
浄
土
宗
寺
院
か
ら
の

95

も
の
で
あ
る
。

特
に
、
知
恩
院
や
知
恩
寺
の
参
内
は
多
く
見
ら
れ
、
両
寺
の
香
衣
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
末
寺
寺
院
の
香
衣
の
勅
許
に
も
参
内
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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両
寺
の
こ
の
よ
う
な
香
衣
の
勅
許
の
動
き
に
関
し
て
、
中
井
真
孝
氏
が
知
恩
院
と
知
恩
寺
の
本
末
関
係
を
論
究
さ
れ
る
な
か
で
、

香
衣
等
の
出
世
綸
旨
の
執
奏
の
権
限
を
有
し
、
そ
れ
が
公
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
本
末
関
係
の
強
化
に
な
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
（

）
。
浄
土
宗
寺
院
、
特
に
知
恩
院
や
知
恩
寺
に
と
っ
て
、
香
衣
の
勅
許
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ

96

る
（

）
。

97
実
際
に
、
戦
国
期
の
両
寺
の
香
衣
勅
許
の
御
礼
参
内
を
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
追
っ
て
い
く
と
、
香
衣
勅
許
の
参
内
の
数
は
、
他

寺
の
香
衣
勅
許
よ
り
も
、
ま
た
山
隣
派
の
住
持
勅
許
御
礼
参
内
よ
り
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
御
礼
に
は
ど
の
よ
う
な
物
が
進
上
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
奈
良
天
皇
、
正
親
町
天
皇
の
在
位
期
の
『
御
湯

殿
上
日
記
』
に
み
る
香
衣
の
勅
許
に
関
す
る
記
事
を
み
て
み
よ
う
。

天
文
四
年
三
月
廿
九
日
条

廿
九
日
。
（
前
略
）
ち
お
ん
ゐ
ん
よ
り
。
み
か
は
の
く
に
こ
し
ん
寺
。
か
う
た
ん
寺
。
か
う
ゑ
の
事
申
さ
る
ゝ
。
御
た
い
め
ん

（

知

恩

院

）

（

香

衣

）

あ
り
。
い
つ
れ
も
十
て
う
。
御
か
う
は
こ
の
代
三
百
疋
ま
い
る
。

（

十

帖

）

（

香

箱

）

天
文
十
二
年
九
月
十
六
日
条

十
六
日
。
（
前
略
）
ち
お
ん
院
の
と
の
し
や
う
つ
う
寺
か
う
ゑ
の
事
申
て
。
ち
よ
つ
き
よ
あ
り
。
り
ん
し
右
中
弁
に
お
ほ
せ
ら

（

香

衣

）

る
ゝ
。
御
れ
い
に
ち
お
ん
ゐ
ん
。
か
う
ゑ
の
人
ま
い
る
。
御
か
う
は
こ
。
た
ん
し
ま
い
る
。

（

香

箱

）

（

檀

紙

）

天
文
十
四
年
七
月
十
八
日
条

十
八
日
。
（
前
略
）
百
ま
ん
へ
ん
よ
り
か
う
ゑ
こ
そ
申
て
。
御
れ
い
四
百
疋
ま
い
る
。

（
百
万
遍
・
知
恩
寺
）

（

香

衣

）
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進
上
し
て
い
る
御
礼
は
、
檀
紙
、
引
合
十
帖
、
香
箱
、
御
盆
と
い
っ
た
物
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
二
つ
ほ
ど
を
組
み
合
わ
せ

て
い
た
り
、
ま
た
は
こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
物
と
香
箱
代
、
ま
た
は
扇
代
と
し
て
数
百
疋
を
組
み
合
わ
せ
て
納
め
て
い
る
（

）
。

98

香
衣
の
勅
許
の
数
は
、
年
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
れ
ど
も
、
ほ
ぼ
毎
年
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
一
年
で
数
件
の
勅
許
が
出
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
多
い
と
き
で
は
、
一
年
に
四
、
五
件
の
香
衣
勅
許
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
、
知

恩
院
及
び
そ
の
末
寺
、
も
し
く
は
知
恩
寺
及
び
そ
の
末
寺
の
も
の
で
あ
る
（

）
。

99

二
、
禅
院
の
紫
衣
の
勅
許

紫
衣
の
着
用
を
許
さ
れ
て
い
た
の
は
、
南
禅
寺
・
大
徳
寺
・
妙
心
寺
と
さ
れ
、
ま
た
天
龍
寺
に
つ
い
て
は
浅
紫
衣
着
用
を
許
さ
れ

た
寺
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
天
皇
の
勅
願
寺
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
（

）
。
し
か

100

し
、
山
隣
派
の
場
合
、
勅
願
寺
と
な
っ
た
事
で
す
ぐ
に
紫
衣
の
着
用
が
慣
例
化
し
た
と
言
い
難
い
こ
と
は
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
紫

衣
勅
許
の
起
源
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
証
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
（

）
。

101

で
は
、
実
際
に
紫
衣
着
用
が
許
可
さ
れ
た
寺
院
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
妙
心
寺
や
大
徳
寺
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
、
山
隣
派
に
よ
る
「
紫
衣
」
の
勅
許
、
も
し
く
は
そ
の
御
礼
で
の
参
内
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
山
隣
派
の
紫
衣
勅
許
は
、
住
持
職
に
付
随
し
た
も
の
で
あ
っ
た
っ
こ
と
に
あ
る
。
先
に
「
立
成
」
で
も
み
た
が
、
「
紫
衣

ニ
成
ル
を
改
衣
」
（

）
と
い
い
、
「
立
成
」
「
居
成
」
と
分
け
て
い
る
よ
う
に
、
紫
衣
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
、
住
持
に
な
る
こ
と

102

で
あ
り
、
住
持
と
紫
衣
と
が
一
対
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

故
に
、
特
別
に
紫
衣
勅
許
は
出
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
の
御
礼
も
み
ら
れ
な
い
。
大
徳
寺
・
妙
心
寺
と
も
に
、
住
持
の
勅
許
に
よ
り
、
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住
持
職
を
得
る
と
共
に
紫
衣
も
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
の
御
礼
も
、
紫
衣
勅
許
の
御
礼
銭
と
し
て
の
進
上
は
必
要
と

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
先
に
見
た
妙
心
寺
の
入
寺
御
礼
で
明
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、
香
衣
の
御
礼
と
も
ほ
ぼ
同
等
の
も
の
が
進
上
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
紫
衣
」
の
勅
許
の
「
御
礼
」
も
し
く
は
「
官
銭
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
お
そ
ら
く
無
か
っ
た
も
の
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

香
衣
の
場
合
、
住
持
職
は
ま
た
別
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
朝
廷
と
し
て
は
香
衣
の
勅
許
を
以
て
、
そ
の
寺
院
の
住
持
補
任
ま
で
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

朝
廷
は
妙
心
寺
や
大
徳
寺
に
対
し
て
、
住
持
補
任
と
紫
衣
の
許
可
の
両
方
を
与
え
る
事
で
、
紫
衣
僧
の
把
握
の
み
な
ら
ず
、
紫
衣

勅
許
の
寺
格
を
有
す
る
寺
院
の
住
持
任
命
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
、
山
隣
派
以
外
の
禅
宗
寺
院
の
参
内

山
隣
派
以
外
の
禅
宗
寺
院
や
禅
僧
の
参
内
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

後
奈
良
天
皇
の
在
位
時
期
を
み
て
み
る
と
、
禅
僧
で
は
月
舟
寿
桂
の
参
内
が
多
く
見
ら
れ
る
。
月
舟
寿
桂
は
臨
済
宗
幻
住
派
で
、

建
仁
寺
に
住
し
て
い
る
が
、
曹
洞
宗
の
宗
旨
を
学
び
、
越
前
に
も
出
向
い
て
も
い
る
僧
で
あ
っ
た
。
示
寂
は
天
文
二
年
（
一
五
三
三
）

十
二
月
八
日
で
あ
っ
た
（

）
。

103

月
舟
寿
桂
の
参
内
は
、
年
始
に
御
礼
に
参
内
し
た
り
（

）
、
談
義
を
し
た
り
（

）
、
芍
薬
（

）
や
柿
（

）
な
ど
を
進
上

104

105

106

107

し
た
り
し
て
い
る
な
ど
、
参
内
の
記
載
が
月
舟
の
示
寂
の
天
文
二
年
（
一
五
三
二
）
ま
で
よ
く
見
ら
れ
る
。

そ
の
他
で
は
、
建
仁
寺
の
参
内
（

）
、
東
福
寺
（

）
、
南
禅
寺
の
参
内
（

）
、
相
国
寺
（

）
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、

108

109

110

111

南
禅
寺
や
相
国
寺
の
参
内
は
正
親
町
天
皇
の
在
位
時
期
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
（

）
。

112
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こ
れ
ら
、
主
に
五
山
の
寺
院
の
参
内
が
み
ら
れ
る
が
、
妙
心
寺
や
大
徳
寺
の
よ
う
な
住
持
の
勅
許
、
ま
た
浄
土
宗
寺
院
の
香
衣
の

よ
う
な
色
衣
の
勅
許
で
の
参
内
と
い
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。

そ
の
他
、
曹
洞
宗
寺
院
の
参
内
も
見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
山
隣
派
の
参
内
記
事
に
比
し
て
少
な
い
。
参
内
の
内
実
に
は
、
永
平
寺

住
持
に
よ
る
御
礼
参
内
（

）
、
総
持
寺
住
持
に
よ
る
御
礼
参
内
（

）
、
永
平
寺
末
寺
の
寺
に
関
す
る
事
（

）
が
見
ら
れ
る
。

113

114

115

ま
た
、
参
内
は
無
い
も
の
の
、
天
文
八
年
十
月
七
日
で
は
永
平
寺
の
勅
願
寺
の
綸
旨
の
事
の
天
皇
の
心
得
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
参
内
の
他
に
見
ら
れ
る
の
が
、
「
住
持
職
」
の
御
礼
参
内
で
あ
る
。
曹
洞
宗
永
平
寺
や
総
持
寺
も
勅
許
を
得
て
の
入
寺

を
す
る
寺
院
で
あ
っ
た
が
（

）
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
も
の
は
、
大
徳
寺
や
妙
心
寺
に
比
べ
て
極
め
て
少
な
い
。

116

曹
洞
宗
の
出
世
（

）
と
の
み
の
記
載
の
他
、
尾
張
国
ゑ
ん
め
い
寺
曹
洞
宗
住
持
職
の
事
で
の
御
礼
参
内
（

）
が
あ
る
他
、
永

117

118

平
寺
の
住
持
職
に
関
し
て
は
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
四
月
十
一
日
条
に
、

十
一
日
。
（
前
略
）
日
野
の
中
納
言
申
。
ゑ
い
へ
い
寺
ち
う
ち
し
き
の
事
。
御
れ
い
と
し
て
十
て
う
。
御
あ
ふ
き
し
ん
上
申
。

（

永

平

寺

）

（

住

持

職

）

（

御

礼

）

（
後
略
）

と
あ
り
、
ま
た
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
五
月
二
十
七
日
条
に
、

廿
七
日
。
こ
と
な
る
こ
と
な
し
。
ゑ
ち
せ
ん
ゑ
い
へ
い
寺
も
ん
と
と
て
。

ち
う
ち
し
き
申
さ
る
ゝ
。
御
れ
い
五
百
疋
。
又
さ

（

越

前

永

平

寺

門

徒

）

（

住

持

職

）

（

御

礼

）

ん
た
い
の
御
れ
い
と
て
ひ
き
十
て
う
。
と
ん
す
の
代
百
疋
ま
い
る
。
き
ち
や
う
し
ょ
に
て
御
た
い
め
ん
あ
り
。

と
あ
る
（

）
。
こ
の
ほ
か
、
永
平
寺
の
末
寺
の
住
持
御
礼
（

）
や
尾
張
国
永
平
寺
門
徒
の
住
持
の
事
で
の
参
内
（

）
が
確
認

119

120

121
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で
き
る
。

ま
た
、
総
持
寺
の
住
持
の
綸
旨
と
思
わ
れ
る
の
は
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
三
月
六
日
条
に
、

六
日
。
の
と
の
そ
う
ち
寺
ち
や
う
ら
う
り
ん
し
の
事
申
入
て
。
御
ほ
ん
。
か
う
は
こ
代
に
て
ま
い
る
。
つ
ゐ
て
に
さ
ん
た
い
い

（

能

登

総

持

寺

）

（

長

老

）

た
し
た
き
よ
し
申
て
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
ひ
き
。
あ
ふ
き
し
ん
上
あ
り
。

と
あ
る
の
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
記
載
で
気
が
つ
く
の
は
、
曹
洞
宗
寺
院
の
場
合
「
住
持
職
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
事
、
ま
た
、

御
礼
は
、
檀
紙
十
帖
や
扇
な
ど
の
物
や
そ
の
代
銭
で
あ
り
、
大
徳
寺
に
み
ら
れ
る
御
礼
な
ど
と
類
似
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
み
る
総
持
寺
や
永
平
寺
に
関
す
る
記
事
は
こ
の
他
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
が
参
内
の
す
べ
て
で
は
無

い
と
は
思
わ
れ
る
が
、
総
持
寺
は
能
登
国
を
拠
点
と
し
、
永
平
寺
が
越
前
国
を
拠
点
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
頻
繁
な
参
内
を
難
し
く

し
、
ま
た
入
寺
に
勅
許
を
必
要
と
す
る
寺
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
朝
廷
か
ら
す
る
と
大
徳
寺
・
妙
心
寺
と
は
違
う
位
置
づ
け
が
な
さ

れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
み
て
も
、
や
は
り
大
徳
寺
や
妙
心
寺
は
、
少
な
く
と
も
寺
格
・
僧
位
と
も

に
諸
寺
院
よ
り
も
上
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
朝
廷
と
し
て
は
、
両
寺
を
そ
の
よ
う
な
存
在
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考

え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

『
御
湯
殿
上
日
記
』
を
中
心
に
妙
心
寺
・
大
徳
寺
つ
ま
り
山
隣
派
の
入
寺
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
但
し
、
他
の
史
料
で
確
認

で
き
る
両
寺
の
入
寺
の
記
事
が
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
事
も
あ
り
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
載
に
よ
っ
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て
両
寺
の
す
べ
て
の
入
院
、
立
成
、
居
成
を
網
羅
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
戦
国
期
に
お
け
る
山
隣
派
の
入
寺
の
実
態

を
少
な
か
ら
ず
明
ら
か
に
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

入
寺
に
お
い
て
、
「
立
成
」
と
い
う
語
が
近
世
の
史
料
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
立
成
」
の
使
用
が
永
禄
元
年
に

確
認
で
き
た
。
『
湯
殿
上
日
記
』
で
「
入
院
」
と
「
立
成
」
が
同
時
に
使
用
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
は
、
「
入
院
」

と
は
「
入
寺
」
す
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
が
勅
使
が
派
遣
さ
れ
、
入
寺
式
を
行
っ
て
入
寺
す
る
こ
と
か
ら
、
「
居
成
」
と
は
違
う
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
一
日
住
持
」
の
事
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
規
定
の
任
期
を
務
め
る
「
入

院
」
と
も
違
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
隣
派
の
入
寺
に
は
、
「
入
院
」
、
「
立
成
」
、
「
居
成
」
の
三
つ
の
方
法
が
あ
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
見
た
入
寺
に
必
要
な
費
用
で
あ
る
「
官
銭
」
は
、
戦
国
期
の
五
山
官
寺
の
場
合
、
官
銭
（
公
文
銭
・
官
資
）
と
は
、

五
山
・
十
刹
・
諸
山
（
甲
刹
）
と
い
う
寺
格
別
に
官
銭
額
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
大
徳
寺
の
官
銭
額
は
、
「
入
院
」
か
「
居

成
」
か
と
い
う
入
寺
形
式
に
よ
る
違
い
に
よ
っ
て
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
規
定
が
妙
心
寺
で
も
な
さ
れ
て
い

た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
官
銭
納
入
に
関
し
て
は
、
山
隣
派
の
場
合
、
住
持
補
任
状
の
発
給
元
で
あ
る
朝
廷
へ
の
進
上
し
て
い
た
も
の
は
「
御
礼
」
で

あ
っ
た
。
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
「
官
銭
」
や
そ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
表
記
は
み
ら
れ
ず
、
少
な
く
と
も
朝
廷
側
は
「
御
礼
」
と

し
て
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
御
礼
の
額
も
、
妙
心
寺
や
大
徳
寺
の
住
持
勅
許
御
礼
と
、
知
恩
院
や
知
恩
寺
な
ど
の
香
衣
の
勅
許
御
礼
の
進
上
物
が
似
通
っ

て
お
り
、
金
額
と
し
て
は
お
よ
そ
二
百
疋
か
ら
五
、
六
百
疋
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
入
院
（
立
成
）
」
と
「
居
成
」
と
で
の
官

銭
額
の
差
が
御
礼
額
に
は
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
紫
衣
と
香
衣
と
い
っ
た
色
衣
の
違
い
も
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
戦
国
期
に
お
い
て
は
入
寺
の
勅
許
の
際
に
進
上
し
て
い
た
も
の
は
「
御
礼
」
で
あ
る

と
い
え
、
寺
側
も
朝
廷
へ
は
「
御
礼
」
を
進
上
し
、
「
官
銭
」
は
寺
納
す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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本
章
で
は
特
に
山
隣
派
の
入
寺
に
関
す
る
事
に
焦
点
を
絞
っ
て
見
た
が
、
こ
の
他
の
勅
許
と
し
て
称
号
（
国
師
号
・
禅
師
号
な
ど
）

が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
朝
廷
へ
の
参
内
や
献
品
、
ま
た
そ
れ
ら
と
は
別
に
禅
僧
個
人
が
参
内
し
て
天
皇
と
対
面
し
て
い
る
事
も
少

な
く
な
い
。
そ
れ
ら
を
含
め
て
山
隣
派
寺
院
・
山
隣
派
の
僧
と
朝
廷
・
天
皇
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
入
寺
に
関
し
て
は
、
妙
心
寺
と
朝
廷
の
間
で
は
経
済
的
な
相
互
扶
助
の
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
入
寺
の
制
度
に
お
い
て
、
五
山
派
と
山
隣
派
と
で
は
、
官
寺
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
違
い
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
発
給
元

に
違
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
う
「
官
銭
」
の
設
定
、
納
入
先
の
違
い
は
明
確
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
五
山
派
と
室
町
幕
府
と
に
み

ら
れ
る
関
係
性
と
、
山
隣
派
と
朝
廷
に
お
け
る
関
係
性
と
で
は
、
経
済
的
な
相
互
扶
助
や
、
ま
た
宗
教
教
団
の
統
制
と
い
っ
た
点
で

大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
違
い
は
、
寺
院
運
営
に
お
い
て
重
要
な
経
済
基
盤
の
問
題
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
財
源
の
獲
得
・
保
持
は
、
つ
ま
り

は
外
護
者
の
獲
得
と
そ
の
関
係
性
の
維
持
に
も
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
後
奈
良
天
皇
・
正
親
町
天
皇
そ
れ
ぞ
れ
の
在
位
時
期
に
区
別
し
て
考
察
し
た
が
、
先
学
で
戦
国
期
の
朝
廷
を
一
括
り
に

捉
え
る
こ
と
は
し
難
く
、
後
奈
良
天
皇
ま
で
の
時
期
と
、
正
親
町
天
皇
か
ら
の
時
期
と
を
区
別
す
べ
き
指
摘
が
あ
り
、
近
年
で
は
特

に
正
親
町
天
皇
の
在
位
時
期
の
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
（

）
。
本
章
で
よ
り
丁
寧
に
考
察
し
た
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
は
、

122

各
宗
派
、
諸
寺
院
に
と
っ
て
も
、
寺
格
や
僧
位
が
明
確
化
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
越
中
の
国
泰
寺
（
法
燈
派
の
う

ち
五
山
派
に
属
さ
な
か
っ
た
自
寺
、
及
び
そ
の
門
派
）
は
、
歴
代
住
持
が
綸
旨
を
う
け
、
紫
衣
着
用
の
許
可
を
受
け
て
の
入
院
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
（

）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
妙
心
寺
や
大
徳
寺
は
、
諸
寺
院
に
先
ん
じ
て
朝
廷
の
勅
願
寺

123

と
な
っ
て
い
た
寺
院
で
あ
り
、
天
皇
に
よ
る
住
持
任
命
と
紫
衣
着
用
の
勅
許
が
な
さ
れ
る
寺
と
し
て
の
実
績
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ

を
保
持
し
て
い
た
。
朝
廷
に
と
っ
て
山
隣
派
は
、
寺
格
・
僧
位
と
も
に
最
高
位
に
あ
る
寺
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
に
申
し
分
な
い
存

在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
室
町
幕
府
の
五
山
官
寺
制
度
と
は
異
な
る
別
の
寺
院
秩
序
を
、
大
徳
寺
・
妙
心
寺
を

中
心
に
し
て
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
両
寺
の
特
徴
と
し
て
、
戦
国
期
か
ら
近
世
初
頭
に
活
躍
し
た
戦
国
大
名
ら
と
師
檀
関
係
を
も
ち
、
ま
た
彼
ら
を
開
基
と
し
た

塔
頭
が
創
建
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
住
持
輩
出
に
お
け
る
外
護
者
と
の
関
係
や
そ
の
影
響
な
ど

も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

従
来
か
ら
日
本
の
中
世
の
社
会
に
お
け
る
朝
廷
・
幕
府
の
権
威
や
そ
れ
ら
と
仏
教
の
関
係
等
に
つ
い
て
の
問
題
は
重
要
な
研
究
課

題
で
あ
る
が
（

）
、
そ
の
中
で
戦
国
期
の
天
皇
の
権
威
に
つ
い
て
、
戦
国
期
の
天
皇
の
役
割
の
主
要
な
も
の
は
、
位
官
の
叙
任
、

124

寺
院
の
勅
願
寺
化
な
ど
寺
社
の
格
式
、
僧
侶
・
神
官
に
対
す
る
称
号
等
の
授
与
に
あ
り
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
の
天
皇
の
権
威
の
認
識

が
さ
れ
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
官
途
の
叙
任
を
望
ん
だ
戦
国
大
名
が
多
く
い
る
が
、
戦
国
大
名
の
す
べ
て
が
天
皇
の
権
威
に
関
心
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
事
な
ど
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

）
。
そ
の
指
摘
も
含
め
、
山
隣
派
寺
院
の
住
持
輩
出
と
外
護
者
に
つ
い

125

て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）
脇
田
晴
子
「
戦
国
期
に
お
け
る
天
皇
権
威
の
浮
上
」
（
上
）
・
（
下
）
（
『
日
本
史
研
究
』
三
四
〇
号
、
一
九
九
〇
年
十
二
月

及
び
三
四
一
号
、
一
九
九
一
年
一
月
）
。

（
２
）
伊
藤
克
己
「
戦
国
期
の
寺
院
・
教
団
と
天
皇
勅
許
の
資
格
・
称
号
―
紫
衣
・
勅
願
寺
の
効
果
に
つ
い
て
―
」
（
『
歴
史
評
論
』

五
一
二
号
、
一
九
九
二
年
十
二
月
）
。

（
３
）
今
枝
愛
真
『
日
本
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
。

（
４
）
玉
村
竹
二
「
公
帖
考
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
二
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
）
。

（
５
）
今
谷
明
『
戦
国
期
の
室
町
幕
府
』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
。

（
６
）
斎
藤
夏
来
「
足
利
政
権
の
坐
公
文
発
給
と
政
治
統
合
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
三
編
第
六
号
、
二
〇
〇
四
年
六
月
）
、
「
叢
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林
と
夷
中
―
諸
山
・
十
刹
の
住
持
分
析
―
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
九
一
号
、
二
〇
〇
四
年
八
月
）
。

（
７
）
室
山
孝
「
中
世
加
賀
・
能
登
の
五
山
派
寺
院
―
住
持
補
任
を
中
心
に
―
」
（
『
加
能
史
料
研
究
』
第
二
十
号
、
二
〇
〇
八
年

三
月
）
。

（
８
）
永
平
寺
史
編
纂
委
員
会
『
永
平
寺
史
』
上
巻
、
大
本
山
永
平
寺
、
一
九
八
二
年
、
広
瀬
氏
執
筆
箇
所
。
広
瀬
良
弘
「
中
世
に

お
け
る
出
世
道
場
と
し
て
の
永
平
寺
・
総
持
寺
―
天
文
の
綸
旨
の
問
題
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
宗
教
学
論
集
』
第
二
十
三

輯
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
な
ど
。

（
９
）
「
十
六･

十
七
世
紀
の
曹
洞
宗
教
団
と
朝
廷
―
瑞
世
（
出
世
）
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
宗
学
研
究
』
第
四
十
八
号
、
二

〇
〇
六
年
三
月
。
）
、
同
氏
「
禅
宗
寺
院
文
書
の
基
礎
的
研
究
―
十
六
・
十
七
世
紀
の
「
出
世
」
関
係
史
料
を
中
心
に
―
」（
『
禅

研
究
所
年
報
』
第
十
八
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
。

（

）
荻
須
純
道
編
著
『
妙
心
寺
』
（
寺
社
シ
リ
ー
ズ
（
２
）
）
東
洋
文
化
社
、
一
九
七
七
年
、
木
村
静
夫
『
妙
心
寺
―
六
百
五
十

10

年
の
歩
み
―
』
小
学
館
、
一
九
八
四
年
。
玉
村
竹
二
「
大
徳
寺
の
歴
史
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
二
、
思
文
閣
出
版
、

一
九
八
一
年
）
等
。

（

）
玉
村
竹
二
「
日
本
中
世
禅
林
に
お
け
る
臨
済
・
曹
洞
の
異
同
―
「
林
下
」
の
問
題
に
つ
い
て
―
」
。
『
禅
林
象
亀
箋
』
誠
信

11

書
房
、
一
九
六
三
年
。
上
田
純
一
「
大
徳
寺
・
堺
・
遣
明
船
貿
易
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
。

（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
（
『
続
群
書
類
従
』
補
遺
三

「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三
二
発
行
、
一

12

九
五
七
年
訂
正
三
版
。
）
。
本
稿
で
は
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
表
記
で
統
一
す
る
。

（

）
今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
「
第
二
章
第
四
節
中
世
禅
林
に
お
け
る
住
持
制
度
の
諸
問
題
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一

13

九
七
〇
年
。

（

）
末
柄
豊
「
妙
心
寺
へ
の
紫
衣
出
世
勅
許
を
め
ぐ
っ
て
―
鄧
林
宗
棟
を
中
心
に
―
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
八
号
、

14

二
〇
〇
六
年
二
月
）
。
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（

）
斎
藤
夏
来
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
「
第
五
章

徳
川
政
権
の
成
立
と
紫
衣
事
件
」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。

15
（

）
玉
村
竹
二
「
公
帖
考
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
二
之
下
）
、
上
島
有
「
近
世
の
武
家
書
札
礼
と
公
帖
」
（
『
攝
大
学
術

B

：

16
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
』
第
五
号
、
一
九
八
七
年
二
月
）
。

（

）
今
枝
氏
は
禅
宗
と
幕
府
の
財
政
機
構
を
検
討
す
る
中
で
（
「
公
文
と
官
銭
」
〈
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
第
二
章
第
五
節
〉
）
、

17

公
帖
に
関
し
て
、
「
実
際
に
は
入
寺
し
な
い
で
、
公
帖
だ
け
を
う
け
て
、
そ
の
寺
の
前
住
と
い
う
資
格
を
う
け
る
も
の
を
、

坐
公
文
、
ま
た
は
居
成
公
文
・
居
公
文
と
い
っ
た
。
居
な
が
ら
に
し
て
う
け
る
公
帖
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

実
際
に
入
寺
す
る
も
の
を
入
院
公
文
と
よ
ん
だ
」
と
説
明
す
る
。
加
え
て
、
幕
府
関
係
の
仏
事
や
、
禅
院
の
造
営
な
ど
の
費

用
の
た
め
、
「
必
要
に
応
じ
て
、
官
銭
納
入
を
あ
て
に
し
て
出
さ
れ
た
公
帖
の
こ
と
を
、
売
公
文
」
と
い
う
こ
と
も
指
摘
す

る
。こ

れ
ら
公
帖
発
給
に
と
も
な
う
官
銭
に
つ
い
て
は
、
「
官
銭
は
一
旦
幕
府
の
公
倉
に
納
め
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
公
倉
に
は
収
納
さ
れ
な
い
で
、
別
の
目
的
の
た
め
に
、
直
接
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
功
徳
成

と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
幕
府
関
係
者
の
年
忌
仏
事
な
ど
の
臨
時
の
費
用
を
捻
出
す
る
た
め
に
、
幕
府
が
二
、
三
十
の
売
公
文

を
一
時
に
出
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
」
と
、
売
公
文
の
場
合
の
官
銭
は
「
功
徳
成
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
功
徳
成
が
多
く
出
さ
れ
て
い
た
事
実
を
『
蔭
凉
軒
件
日
録
』
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
十
月
二

十
四
日
条
の
「
近
年
功
徳
成
多
之
、
依
之
入
寺
并
官
銭
成
一
向
無
之
、
（
後
略
）
」
（
今
枝
氏
の
解
釈
で
は
「
近
年
功
徳
成
が

多
く
、
実
際
に
す
る
も
の
や
、
坐
公
文
に
よ
る
官
銭
成
が
一
向
に
な
い
」
と
す
る
）
を
取
り
上
げ
て
注
目
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
今
枝
氏
の
説
明
を
ま
と
め
る
と
、
公
帖
と
そ
れ
に
伴
う
官
銭
は
、
「
売
公
文
」
―
「
功
徳
成
」
の
組
み
合
わ
せ
と
、

「
坐
公
文
」
―
「
官
銭
成
」
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
お
り
、
区
別
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
近
年
で
は
、
斎
藤
夏
来
氏

が
五
山
派
の
官
銭
の
再
検
討
を
試
み
ら
れ
て
い
る
（
斎
藤
夏
来
「
足
利
政
権
の
坐
公
文
発
給
と
政
治
統
合
」
（
『
史
学
雑
誌
』

第
一
一
三
編
第
六
号
、
二
〇
〇
四
年
六
月
）
。
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（

）
玉
村
竹
二
「
公
帖
考
」
。

18
（

）
今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
。

19
（

）
『
晴
右
記
』
（
『
増
補
続
史
料
大
成

九
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
。
ま
た
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
同
日
条
に
は
大
徳

20
寺
入
院
に
関
す
る
記
載
は
無
い
。

（

）
ま
た
、
こ
こ
で
は
「
入
院
」
と
あ
る
の
み
で
、
新
住
持
の
名
前
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、
正
確
な
こ
と
は
未
詳
で
は
あ
る
が
、

21

大
徳
寺
百
十
世
南
岑
宗
菊
が
永
禄
八
年
六
月
朔
日
に
出
世
し
て
い
る
の
で
（
『
大
徳
寺
世
譜
』
百
十
世
南
岑
の
項
）
、
南
岑

の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
南
岑
は
居
成
で
の
出
世
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
（
『
龍
宝
山
住
持
位
次
』

〈
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
〉
）
、
居
成
の
場
合
で
も
、
綸
旨
が
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（

）
『
正
法
山
誌
』
（
『
妙
心
寺
誌
』
）
な
ど
。

22
（

）
荻
須
純
道
編
著
『
妙
心
寺
』
（
寺
社
シ
リ
ー
ズ
（
２
）
）
東
洋
文
化
社
、
一
九
七
七
年
、
木
村
静
夫
『
妙
心
寺
―
六
百
五
十

23

年
の
歩
み
―
』
小
学
館
、
一
九
八
四
年
。
今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
、
三
九
二

頁
等
。

（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
関
山
派
の
大
徳
寺
入
院
御
礼
参
内
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）

24

四
月
廿
八
日
出
世
の
仁
済
宗
恕
（
東
海
派
）
が
あ
る
。
『
御
湯
殿
上
日
記
』
同
日
条
に
「
大
と
く
寺
へ
み
の
ヽ
す
い
り
ん
寺

入
ゑ
ん
。
ち
よ
く
し
ひ
さ
あ
き
。
御
れ
い
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
は
な
か
た
の
こ
ほ
ん
に
御
か
う
は
こ
す
へ
て
。
こ
た
か
た
ん
し

そ
ひ
て
ま
い
る
。
申
し
つ
き
も
ひ
さ
あ
き
。
」
と
記
述
が
あ
る
。
美
濃
国
の
瑞
林
寺
は
、
岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
蜂
屋
に
所
在

の
寺
で
、
土
岐
成
頼
の
外
護
を
得
て
、
文
明
年
間
に
仁
済
宗
恕
が
創
建
し
、
悟
渓
宗
頓
を
勧
請
開
山
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に

住
し
て
い
た
仁
済
が
大
徳
寺
に
入
院
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
明
応
七
年
八
月
二
日
出
世
の
悦
堂
宗
懌
（
龍
泉
派
）
は
、

「
大
と
く
寺
ゑ
つ
た
う
入
院
と
て
御
れ
ゐ
に
ま
い
ら
る
ゝ
。
申
つ
き
の
弁
ひ
さ
あ
き
。
ち
よ
く
し
お
な
し
。
御
か
う
は
こ
た

か
た
ん
し
に
す
は
る
。
」
と
御
礼
参
内
が
み
ら
れ
る
。
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（

）
『
正
法
山
誌
』
、
川
上
孤
山
著
『
増
補
妙
心
寺
史
』
。

25
（

）
太
原
崇
孚
（
一
四
九
六
～
一
五
五
五
）
は
雪
斎
と
も
称
し
、
駿
河
国
の
今
川
義
元
の
外
護
を
受
け
た
妙
心
寺
僧
で
あ
る
。
ま

26

た
今
川
義
元
は
他
の
妙
心
寺
僧
も
招
請
し
て
い
る
な
ど
、
妙
心
寺
と
の
関
わ
り
が
深
い
（
川
上
孤
山
著
『
増
補
妙
心
寺
史
』
、

有
光
有
學
『
今
川
義
元
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
等
）
。

（

）
太
原
崇
孚
の
弟
子
で
妙
心
寺
歴
代
住
持
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
四
十
二
世
東
谷
宗
杲
が
い
る
（
荻
須
純
道
編
著
『
妙

27

心
寺
』
東
洋
文
化
社
、
一
九
七
七
年
、
「
参
考
資
料
」
参
照
）
。

（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
七
』
（
『
大
日
本
古
文
書

家
わ
け
第
十
七
』
）
二
四
六
六
号
「
大
徳
寺
役
者
塔
主
等
連
署
規
式
」
。

28
（

）
近
世
で
は
「
居
成
与
申
候
ハ
、
立
成
之
人
、
壱
人
有
之
ハ
、
其
次
ニ
居
成
之
人
四
人
ツ
ヽ
有
之
候
、
是
を
連
続
与
申
而
、
勅

29

使
を
奉
ケ
す
に
妙
心
寺
之
住
持
職
ニ
成
申
候
、
参
内
も
勝
手
次
第
ニ
候
、
若
参
内
之
望
有
之
人
ハ
、
伝
奏
ゑ
相
願
、
参
内
仕

候
、
」
と
『
妙
心
寺
紫
衣
成
記
』
に
あ
り
、
ま
た
、
『
正
法
山
誌

第
五
巻
』
に
「
初
住
居
成
五
人
連
続
而
第
六
人
別
人
再

住
」
と
あ
り
、
居
成
の
人
が
連
続
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
六
月
十
五
日
条
、
一
八
日
条
、
二
十
七
日
条
で
は
、
妙
心
寺
の
居
成
に
関
し

30

て
「
伏
見
殿
」
か
ら
の
口
添
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
該
時
期
の
伏
見
殿
と
妙
心
寺
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
は
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
の
時
期
以
前
の
妙
心
寺
と
伏
見
殿
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
玉
村
氏
が
妙
心
寺
教
団
に
つ
い
て
、

廃
絶
時
代
頃
を
述
べ
る
中
で
、
崇
光
天
皇
皇
子
の
明
江
叡
西
堂
の
妙
心
寺
住
持
就
任
一
件
に
触
れ
、
貞
成
親
王
の
『
看
聞
日

記
』
、
ま
た
貞
成
親
王
の
御
消
息
写
な
ど
を
分
析
さ
れ
て
い
る
。
妙
心
寺
歴
代
住
持
が
日
峯
宗
舜
の
一
派
（
則
ち
妙
心
寺
教

団
側
）
に
あ
っ
て
、
法
系
上
で
は
開
山
関
山
慧
玄
の
法
系
で
あ
る
が
、
貞
成
親
王
は
法
系
だ
け
で
は
な
く
血
縁
に
つ
い
て
も

「
崇
光
院
一
流
の
後
続
出
身
者
（
そ
れ
は
い
ひ
か
へ
れ
ば
、
花
園
法
皇
の
血
縁
者
で
あ
り
、
殊
に
萩
原
宮
の
遺
跡
管
理
者
た

る
貞
成
親
王
の
血
縁
者
）
の
手
に
戻
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
こ
と
を
示
し
」
て
い
る
こ
と
な
ど
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
玉

村
竹
二
「
初
期
妙
心
寺
史
の
二
三
の
疑
點
」
、
「
初
期
妙
心
寺
史
研
究
補
遺
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
二
）
。
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（

）
玉
村
竹
二
「
大
徳
寺
の
歴
史
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
二
之
下
）
、
古
田
紹
欽
本
文

坂
本
万
七
・
加
西
宗
誠
写
真
『
大
徳

31

寺
』
淡
交
社
、
一
九
六
四
年
、
竹
貫
元
勝
『
紫
野
大
徳
寺
の
歴
史
と
文
化
』
二
〇
一
〇
年
、
淡
交
社
）
な
ど
。

（

）
『
大
燈
国
師
語
録
』
第
一
巻
、
『
大
燈
国
師
年
譜
』
。

32
（

）
『
大
徳
寺
文
書
』
一
七
二
号
「
光
厳
上
皇
院
宣
」
。
建
武
四
年
十
二
月
廿
七
日
付
け
。
こ
れ
を
受
け
て
、
翌
建
武
五
年
三
月

33

廿
六
日
に
入
寺
。
「
天
応
大
現
国
師
行
状
」
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
一
巻
）
で
は
「
建
武
丁
丑
冬
、
大
燈
将
入
滅
、
命

師
主
寺
事
、
手
自
書
云
、
亨
首
座
相
従
久
矣
、
悟
徹
既
人
皆
知
之
、
宜
為
当
山
第
一
世
住
持
、
慈
育
一
衆
、
仍
付
老
僧
常
用

法
衣
、
深
思
善
念
、
明
年
戊
寅
春
、
奉

勅
住
大
徳
、
勅
使
入
寺
、
以
作
証
明
、
」
と
あ
る
。

（

）
『
増
補
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
世
譜
』
付
索
引
、
言
外
宗
忠
の
項
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）
。
以
下
『
世
譜
』
と
略
す
。

34
（

）
『
世
譜
』
蒋
山
仁
禎
の
項
。

35
（

）
『
世
譜
』
卓
然
宗
立
の
項
。
『
言
外
宗
忠
語
録
』
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
一
巻
、
法
藏
館
、
一
九
九
九
年
。
）
。

36
（

）
『
大
徳
寺
文
書
』
一
六
四
九
号
「
後
花
園
天
皇
綸
旨
」
、
『
大
徳
寺
文
書
』
一
六
五
〇
号
「
足
利
義
教
公
帖
」
。

37
（

）
『
世
譜
』
養
叟
宗
頤
、
『
宗
恵
大
照
禅
師
語
録
』
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
一
巻
）
。

38
（

）
『
世
譜
』
日
照
の
項
「
諱
ハ
宗
光
、
言
外
忠
〈
七
世
〉
ニ
嗣
ク
、
永
享
八
丙
辰
十
二
月
廿
二
日
開
山
百
年
忌
、
当
住
執
行
ス
、

39

綸
命
ヲ
受
ク
ト
イ
ヘ
ド
モ
住
山
開
堂
セ
ズ
〈
俗
ニ
云
、
居
成
ノ
長
老
〉
、
（
後
略
）
」
と
あ
り
。
永
享
八
年
の
開
山
百
年
忌
に

関
し
て
は
、
『
蔭
涼
軒
日
録
』
永
享
八
年
十
一
月
二
十
二
日
条
に
、
足
利
義
教
の
御
成
が
あ
り
、
ま
た
、
一
休
が
拝
塔
し
て

い
る
（
『
東
海
一
休
和
尚
年
譜
』
）
。

（

）
永
享
元
年
八
月
一
六
日
、
「
後
花
園
天
皇
綸
旨
」
（
『
大
徳
寺
文
書
』
一
六
四
九
号
）
と
「
足
利
義
教
公
帖
」
（
『
大
徳
寺
文

40
書
』
一
六
五
〇
号
）
。

（

）
『
世
譜
』
日
峯
宗
舜
の
項
、
『
東
海
一
休
和
尚
年
譜
』
。

41
（

）
末
柄
豊
「
妙
心
寺
へ
の
紫
衣
出
世
勅
許
を
め
ぐ
っ
て
―
鄧
林
宗
棟
を
中
心
に
―
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
八
号
、

42
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二
〇
〇
六
年
二
月
）
。

（

）
『
龍
宝
山
前
住
籍
』
（
『
大
仙
院
文
書
』
一
八
五
号
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

43
（

）
『
龍
宝
山
住
持
位
次
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
、
続
群
書
類
従
完
成
会
。
）

44
（

）
大
永
八
年
四
月
十
二
日
に
入
院
し
た
の
は
、
伝
庵
宗
器
（
北
派
）
で
あ
る
。
世
譜
で
は
、
「
享
禄
元
年
戊
子
四
月
十
二
日
奉

45

勅
入
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
実
隆
公
記
』
に
は
、
「
（
四
月
）
十
二
日
、
癸
丑
、
晴
、
（
中
略
）
大
徳
寺
入
院
、

伝
庵
和
尚
、
〈
紀
首
座
、
東
福
寺
僧
云
々
〉
、
資
定
朝
臣
参
向
云
々
、
」
と
あ
り
、
伝
庵
宗
器
が
入
院
し
、
勅
使
は
左
中
弁
の

勧
修
寺
尹
豊
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
入
寺
式
に
は
、
柳
原
資
定
朝
臣
参
向
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（

）
こ
の
入
院
は
、
二
月
二
一
日
に
出
世
の
清
庵
宗
胃
（
南
派
）
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
世
譜
』
清
庵
宗
胃
の
項
で
は
「
天
文

46

六
丁
酉
二
月
二
十
一
日
奉
勅
入
寺
」
と
あ
り
、
ま
た
『
鹿
苑
日
録
』
で
は
「
廿
一
日
、
紫
野
大
徳
寺
入
院
、
森
、
能
二
行
者

自
昨
日
倩
之
云
々
、
聴
叫
勤
致
安
排
、
而
後
赴
大
徳
也
、
」
と
あ
っ
て
、
入
寺
式
は
二
十
一
日
に
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
二
十

六
日
に
な
っ
て
御
礼
に
参
内
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（

）
大
室
宗
碩
（
龍
泉
派
）
の
入
院
で
あ
る
。
世
譜
で
「
天
文
七
戊
戌
十
一
月
三
日
奉
勅
入
寺
」
と
あ
り
、
『
鹿
苑
日
録
』
で
は
、

47

「
三
日
、
紫
野
入
院
矣
、
祝
一
来
、
」
と
あ
り
、
入
院
の
事
実
は
明
確
で
あ
る
。

（

）
こ
の
入
院
及
び
御
礼
は
、
龍
谷
宗
登
（
南
派
）
の
入
院
で
あ
る
。
『
世
譜
』
龍
谷
宗
登
の
項
で
は
「
天
文
十
一
壬
寅
六
月
二

48

十
三
日
奉
勅
シ
テ
入
寺
」
と
あ
る
。
『
鹿
苑
日
録
』
で
は
確
認
が
で
き
な
い
が
、
長
門
国
の
保
寿
寺
の
梵
永
書
状
（
『
大
徳

寺
文
書
之
六
』
二
二
八
三
号
「
保
寿
寺
梵
永
書
状
案
」
）
に
よ
っ
て
経
緯
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
実
際
に
六
月

二
十
三
日
に
入
寺
式
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
天
啓
宗
イ
ン
（
亜
＋
欠
）
の
書
状
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
（
『
大
徳
寺
文

書
之
六
』
二
二
八
六
号
（
一
）
、
（
二
）
「
天
啓
宗
イ
ン
書
状
案
」
）
。
こ
の
入
寺
で
は
、
大
内
義
隆
等
、
長
門
国
、
周
防
国
の

寺
院
と
の
関
係
性
も
見
い
だ
せ
る
。
一
方
で
は
、
龍
源
院
門
派
と
し
て
の
意
図
も
伺
う
こ
と
が
で
き
、
興
味
深
い
。

（

）
江
隠
宗
顕
（
北
派
）
の
入
院
で
、
世
譜
で
は
「
天
文
二
十
辛
亥
九
月
二
十
一
日
奉
勅
入
寺
、
」
と
あ
る
。

49
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（

）
『
世
譜
』
天
啓
宗
イ
ン
（
垔
＋
欠
）
の
項
。

50
（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
七
年
九
月
十
七
日
条
に
「
十
七
日
。
紫
野
新
命
天
啓
和
尚
持
扇
杉
原
来
。
」
と
あ
る
。

51
（

）
泰
嶽
宗
康
は
『
世
譜
』
、
『
龍
宝
山
前
住
籍
』
、
『
龍
宝
山
住
持
位
次
』
い
ず
れ
も
居
成
。

52
（

）
『
晴
右
記
』
永
禄
十
三
年
二
月
一
三
日
条
（
『
増
補
続
史
料
大
成
』
九
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
。
以
下
同
）
。

53
（

）
古
溪
宗
陳
の
出
世
に
つ
い
て
『
世
譜
』
で
は
「
天
正
元
年
癸
酉
正
月
十
七
日
奉
勅
入
寺
〈
時
ニ
年
四
十
二
〉
」
と
あ
る
が
、

54

『
古
溪
宗
陳
行
状
』
（
『
蒲
庵
稿
』
付
載
）
に
「
天
正
元
年
九
月
、
勅
使
引
師
視
篆
紫
野
、
一
香
嗣
嶺
、
時
歳
四
十
二
」
、
『
紫

巌
譜
略
』
百
十
七
古
溪
に
「
天
正
元
癸
酉
九
月
十
五
日
出
世
、
四
十
二
歳
、
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
世
譜
』
の
記
載
は
誤

記
で
あ
り
、
天
正
元
年
九
月
十
五
日
に
「
立
成
」
で
出
世
し
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

（

）
『
世
譜
』
督
宗
紹
董
の
項
。
「
督
宗
和
尚
語
録
」
巻
上
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
四
巻
）
に
、
「
再
住
龍
宝
山
大
徳
禅
寺

55

視
篆
法
語
」
が
あ
り
、
そ
の
末
に
「
永
禄
七
甲
子
六
月
五
日

勅
使
勧
修
寺
右
中
弁
、
同
年
二
月
廿
八
日
居
成
也
」
と
あ
る
。

（

）
『
世
譜
』
小
渓
紹
怤
、
『
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
志
』
（
『
史
料
大
徳
寺
の
歴
史
』
所
収
、
以
下
同
。
）
二
十
四
塔
頭
の
項
。
開
基

56
は
畠
山
能
登
守
義
総
（
一
四
九
一
～
一
五
四
五
）
、
天
文
十
四
年
七
月
十
二
日
没
、
法
名
興
臨
院
殿
伝
翁
徳
胤
。
（
参
考
『
古

代
中
世
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（

）
『
世
譜
』
徹
岫
宗
九
、
『
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
志
』
二
十
四
塔
頭
の
項
。
瑞
峯
院
扁
は
後
奈
良
天
皇
御
筆
。

57
（

）
『
大
徳
寺
文
書
』
二
〇
号
「
後
奈
良
天
皇
綸
旨
」
。

58
（

）
『
大
徳
寺
文
書
』
二
一
九
四
号
「
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
」
。

59
（

）
『
大
徳
寺
文
書
』
六
〇
〇
号
「
龍
福
寺
玉
堂
宗
條
書
状
案
」
。

60
（

）
『
大
徳
寺
諸
末
寺
志
』
（
『
史
料
大
徳
寺
の
歴
史
』
参
考
史
料
）
。

61
（

）
天
野
忠
幸
「
戦
国
期
の
宗
教
秩
序
の
変
容
と
三
好
氏
」
（
『
織
豊
期
研
究
』
第
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
等
。

62
（

）
石
田
雅
彦
「
天
正
三
年
正
月
南
宗
寺
禅
問
答
と
堺
の
茶
人
た
ち
―
『
仙
嶽
宗
洞
答
問
二
十
一
條
―
」
（
『
法
政
史
学
』
第
四

63
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七
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
。

（

）
斎
藤
夏
来
「
徳
川
政
権
の
成
立
と
紫
衣
事
件
」
二

紫
衣
剥
奪
と
天
皇
権
威
（
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
第
五
章
）
。

64
（

）
『
妙
心
寺
紫
衣
成
記
』
（
『
大
日
本
史
料

第
十
二
編
之
十
一
』
。
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
の
年
号
あ
り
。
）
。

65
（

）
『
妙
心
寺
紫
衣
成
記
』
。

66
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
永
禄
元
年
十
一
月
十
七
日
条
。

67
（

）
今
枝
愛
真
「
第
二
章
第
四
節
中
世
禅
林
に
お
け
る
住
持
制
度
の
諸
問
題
」
（
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
）
。

68
（

）
『
晴
豊
記
』
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
十
月
十
七
日
条
（
『
増
補
続
史
料
大
成
』
九
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
。
以
下
同
）
。

69
（

）
こ
の
日
の
入
院
は
、
一
三
八
世
董
甫
紹
仲
の
出
世
の
日
と
合
致
す
る
。
『
大
徳
寺
世
譜
』
の
一
三
八
世
董
甫
の
項
に
「
文
禄

70

三
甲
午
十
月
十
七
日
奉
勅
入
寺
」
と
あ
り
、
薫
甫
は
立
成
つ
ま
り
奉
勅
で
の
入
寺
で
あ
っ
た
。

（

）
奥
野
高
広
『
皇
室
御
経
済
の
研
究
』
正
続
、
畝
傍
書
房
一
九
四
二
・
一
九
四
四
、
永
原
慶
二
「
応
仁
・
戦
国
期
の
天
皇
」（
『
講

71

座

前
近
代
の
天
皇
２
』
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
。

（

）
今
枝
愛
真
「
公
文
と
官
銭
」
（
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
第
二
章
第
五
節
）
、
今
谷
明
『
戦
国
期
の
室
町
幕
府
』
な
ど
。

72
（

）
『
鹿
苑
日
録
』
「
東
雲
首
座
始
遷
蔭
涼
軒
所
記
」
（
永
正
四
年
の
も
の
と
い
う
説
明
は
、
今
枝
愛
真
氏
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』

73

に
あ
り
。
）
。

（

）
①
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
～
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
。

74

②
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
～
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
。

③
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
～
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
の
三
期
間
。

（

）
斎
藤
夏
来
「
足
利
政
権
の
坐
公
文
発
給
と
政
治
統
合
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
三
編
第
六
号
、
二
〇
〇
四
年
六
月
）
。

75
（

）
公
文
で
の
入
寺
に
は
官
銭
の
支
払
い
は
無
い
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
て
、
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
希
な
例
で
あ
る
と
い
う
理
解
も

76

み
ら
れ
る
（
斎
藤
夏
来
「
足
利
政
権
の
坐
公
文
発
給
と
政
治
統
合
」
〈
『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
三
編
第
六
号
、
二
〇
〇
四
年
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六
月
〉
）
。
近
年
そ
の
指
摘
に
対
し
、
入
寺
の
官
銭
支
払
い
が
あ
っ
た
可
能
性
を
、
阿
部
絵
理
子
氏
（
『
室
町
幕
府
の
財
政
基

盤
に
つ
い
て
―
一
五
世
紀
の
官
銭
を
中
心
に
―
』
京
都
府
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
論
文
、
二
〇
〇
八
年
、
未
刊
行
）
、

丸
山
貴
久
氏
「
一
五
世
紀
公
帖
・
官
銭
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
十
六
巻
第
二
号
（
通
巻
第

三
二
号
）
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
）
が
指
摘
し
て
い
る
。
阿
部
氏
、
丸
山
氏
は
入
寺
の
際
に
も
官
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
た
例

と
し
て
、
『
蔭
凉
軒
日
録
』
一(

『
増
補
続
史
料
大
成
』

、
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）
の
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
二

21

月
七
日
条
「
真
如
寺
入
院
。
官
銭
各
々
五
十
貫
文
充
。
有
二

御
免
許
一

。
以
二

五
六
人
一

可
レ

挙
レ

之
。
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
丸
山
氏
は
注
記
で
「
「
有
御
免
許
。
以
五
六
人
可
挙
之
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
入
院
。
官

銭
」
と
い
う
記
述
が
坐
公
文
の
誤
記
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
」
と
述
べ
つ
つ
、
こ
の
史
料
か
ら
「
坐
公
文
の
場

合
の
み
に
納
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
入
寺
の
際
に
も
官
銭
が
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
こ
の
史
料
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
解
釈
を
述
べ
る
と

す
れ
ば
、
寺
格
が
十
刹
で
あ
る
「
真
如
寺
」
の
「
入
院
」
に
つ
い
て
、
そ
の
「
官
銭
」
額
を
、
本
来
、
十
刹
寺
院
の
官
銭
額

は
十
貫
文
程
度
で
あ
る
が
「
各
々
五
十
貫
文
充
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
将
軍
義
政
に
よ
る
「
御
免
許
」
が
有
り
、
一
人

に
つ
き
「
五
十
貫
文
」
の
官
銭
で
真
如
寺
に
入
寺
す
る
者
を
「
五
、
六
人
」
輩
出
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
真
如
寺
の
入
院
に
関
す
る
官
銭
の
件
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
の
記
事
だ
け
で
は
、
実
際
に
こ
の
時

に
真
如
寺
の
入
寺
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
入
寺
方
法
が
入
寺
式
を
伴
う
入
院
な
の
か
、
坐
公
文
に
よ
る
も
の
な

の
か
読
み
取
る
事
は
難
し
い
。
し
か
し
、
丸
山
氏
が
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
以
五
六
人
可
挙
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、

複
数
人
の
入
院
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
座
公
文
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
実
際
に
入
院
の
官
銭
が
支
払
わ
れ
て
い
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
は
し
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
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思
わ
れ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
官
銭
額
の
変
更
及
び
そ
の
額
で
の
入
寺
が
許
さ
れ
る
人
数
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る

と
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
。

（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
頃
の
記
録
を
見
る
と
、
「
公
文
」
が
出
さ
れ
て
い
る
記
載
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
居
成
は
ほ
と
ん
ど
み

77

ら
れ
な
い
。

（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
十
八
年
五
月
十
一
日
条
。

78
（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
五
年
六
月
十
四
日
条
。

79
（

）
『
五
山
扶
桑
記
四
』
「
建
仁
寺
住
持
位
次
」
で
、
建
仁
寺
「
二
百
七
十
九
世
、
驢
雪
鷹
灞
」
と
あ
る
。
）

80
（

）
『
鹿
苑
日
録
』
で
は
「
官
銭
」
の
意
味
で
「
官
資
」
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
元
年
七
月
三
日
条
で
、

81
「
寿
超
首
座
〈
公
文
銭
者
御
台
へ
納
之
〉
甲
刹
安
藝
永
福
寺
十
刹
真
如
寺
禮
資
貳
緡
納
也
」
と
あ
り
、
「
禮
資
」
が
鹿
苑
院
に

納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
禮
資
」
は
公
文
が
出
さ
れ
た
と
き
に
鹿
苑
院
な
ど
に
納
め
ら
れ
る
「
礼
銭
」
と
同
じ
で

あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

（

）
五
山
官
寺
の
官
銭
納
入
は
主
に
緡
で
行
わ
れ
て
い
る
。
緡
そ
の
も
の
は
銭
を
穴
に
通
し
て
束
ね
る
縄
の
こ
と
で
あ
る
が
、
銭

82

を
一
貫
文
な
り
百
文
ず
つ
を
緡
で
束
ね
て
使
用
し
た
。
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
八
月
十
九
日
条
で
「
自
集

雲
嚫
金
来
。
院
主
五
百
銭
。
同
修
懺
二
百
銭
。
亘
百
。
知
客
。
百
。
壽
。
百
。
光
・
玉
・
信
各
々
百
。
都
合
壹
緡
二
ケ
。
」

と
あ
る
。

（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
五
年
十
一
月
廿
二
日
条
。

83
（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
五
年
十
一
月
廿
七
日
条
。

84
（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
五
年
十
二
月
三
日
条
。
こ
の
公
帖
に
関
し
て
は
、
『
鹿
苑
日
録
』
同
年
十
一
月
二
十
二
日
に
、
「
継
天
寿

85

戩
首
座
甲
刹
御
点
出
。
」
と
あ
り
、
五
日
後
の
二
十
七
日
に
」
と
あ
る
。

（

）
ま
た
、
『
鹿
苑
日
録
』
の
「
日
用
三
昧

天
文
十
三
年
甲
辰
」
の
表
紙
裏
に
公
帖
の
官
銭
の
請
取
状
の
雛
型
に
「
南
禅
・
天

86
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龍
・
相
国
ハ
三
千
疋
。
建
長
以
下
貳
千
疋
。
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
額
は
官
銭
額
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
五
山
で
も
、

京
都
と
鎌
倉
の
五
山
と
で
の
差
額
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
十
三
年
十
二
月
十
一
日
条
な
ど
。

87
（

）
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
十
二
年
九
月
廿
五
日
条
で
は
、
「
繼
天
為
建
仁
入
寺
公
文
禮
来
。
二
貫
。
」
と
だ
け
あ
る
。
こ
の
「
公
文

88

礼
」
は
鹿
苑
院
に
納
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
官
銭
の
場
合
、
「
官
銭
」
・
「
官
資
」
と
書
か
れ
る
な
ど
、

礼
銭
と
書
き
わ
け
ら
れ
て
い
る
記
事
が
散
見
す
る
の
で
、
「
公
文
礼
」
は
官
銭
納
入
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

『
鹿
苑
日
録
』
に
お
け
る
官
銭
納
入
、
公
文
礼
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
た
い
。

（

）
『
妙
心
寺
紫
衣
成
記
』
。

89
（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
七
』
二
四
六
八
号
「
大
徳
寺
塔
主
等
連
署
壁
書
」
。

90
（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
七
』
二
四
七
二
号
「
大
徳
寺
役
者
塔
主
等
連
署
規
式
」
。

91
（

）
『
正
法
山
誌

第
五
』
の
「
藍
田
・
高
山
・
南
化
初
住
年
時
」
に
、

92

元
禄
九
年
丙
子
七
月
。
副
寺
寮
之
庫
ノ
閣
上
。
大
櫃
ノ
中
ニ
故
紙
盈
満
紛
乱
點
検
之
。
得
知
藍
田
・
高
山
南
化
初
住
ノ
年
。

藍
田
和
尚

高
山
和
尚

居
成
職
銭
納
下
帳

南
化
和
尚

永
禄
十
三
庚
午
歳
四
月
十
二
日

と
あ
る
。

（

）
奥
野
高
廣
『
戦
国
時
代
の
宮
廷
生
活
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
四
年
、
永
原
慶
二
「
応
仁
・
戦
国
期
の
天
皇
」
（
『
講

93
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座
・
前
近
代
の
天
皇
２

天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開

そ
の
２
』
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
）
、
奥
野
高
広
『
皇
室
雄
経
済

史
の
研
究
』
正
続
、
畝
傍
書
房
、
一
九
四
二
、
四
四
年
）
な
ど
。

（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
大
永
六
年
六
月
二
一
日
条
。

94
（

）
『
宣
胤
卿
記
』
永
正
三
年
十
一
月
廿
一
日
条
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
廿
三
年
四
月
廿
一
日
条
。

95
（

）
中
井
真
孝
『
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
。

96
（

）
知
恩
院
、
知
恩
寺
の
相
論
を
検
討
素
材
と
し
た
近
年
の
研
究
に
、
伊
藤
真
昭
「
中
世
浄
土
宗
教
団
の
特
質
―
「
祈
祷
」
を
手

97

が
か
り
に
し
て
―
」
（
『
佛
教
文
化
研
究
』
第
五
十
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
が
あ
り
、
伊
藤
氏
は
中
世
の
浄
土
宗
寺
院
が

朝
廷
・
幕
府
の
祈
祷
寺
院
と
し
て
位
置
づ
け
、
特
に
朝
廷
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
知
恩
寺
・
知
恩
院
は
相
論
を
経
て
、「
本

末
関
係
構
築
の
梃
子
と
し
た
香
衣
の
綸
旨
執
奏
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（

）
こ
う
し
た
御
礼
の
進
上
は
、
妙
心
寺
の
入
院
・
居
成
の
勅
許
御
礼
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
御
礼
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と

98

か
ら
、
お
よ
そ
こ
の
時
期
に
お
け
る
住
持
職
や
香
衣
勅
許
の
御
礼
の
相
場
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（

）
例
え
ば
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
十
一
年
で
は
、
香
衣
に
関
す
る
記
事
は
四
月
十
七
日
、
五
月
二
十
日
、
五
月
二
十
六
日
、

99

六
月
九
日
、
六
月
十
二
日
の
五
件
確
認
で
き
、
そ
の
う
ち
五
月
二
十
日
の
光
明
寺
か
ら
の
香
衣
勅
許
以
外
は
、
知
恩
院
に
よ

る
末
寺
の
香
衣
勅
許
で
あ
る
。

（

）
今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
、
桜
井
景
雄
『
禅
宗
文
化
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
な
ど
。
）

100
（

）
末
柄
豊
「
妙
心
寺
へ
の
紫
衣
出
世
勅
許
を
め
ぐ
っ
て
―
鄧
林
宗
棟
を
中
心
に
―
」
、
斎
藤
夏
来
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
。

101
（

）
『
妙
心
寺
紫
衣
成
記
』
。

102
（

）
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
講
談
社
、
一
九
八
三
年
。

103
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
大
永
七
年
一
月
八
日
条
、
大
永
八
年
一
月
八
日
条
等
。

104
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
享
禄
元
年
十
月
廿
三
日
条
、
十
月
廿
八
日
条
、
十
一
月
十
二
日
条
、
享
禄
三
年
九
月
廿
五
日
条
、
十
月

105



- 107 -

六
日
条
、
十
四
日
条
。

（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
大
永
六
年
十
一
月
十
日
条
。

106
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
元
年
十
月
九
日
条
。

107
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
享
禄
元
年
十
一
月
九
日
条
、
天
文
七
年
二
月
八
日
条
、
同
年
四
月
二
十
三
日
条
、
天
文
十
年
九
月
四
日

108

条
。

（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
十
二
年
八
月
五
日
条
。

109
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
享
禄
元
年
十
一
月
廿
七
日
条
、
天
文
十
七
年
九
月
九
日
条
。

110
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
十
一
年
五
月
十
九
日
条
。

111
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
元
亀
年
間
な
ど
で
は
、
相
国
寺
、
ま
た
相
国
寺
の
僧
と
思
わ
れ
る
「
も
西
堂
」
の
参
内
が
見
ら
れ
る
。

112
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
元
年
四
月
二
日
条
、
永
禄
二
年
三
月
二
十
三
日
条
。

113
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
十
五
年
八
月
十
一
日
条
。

114
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
四
年
四
月
十
二
日
条
。

115
（

）
永
平
寺
史
編
纂
委
員
会
『
永
平
寺
史
』
大
本
山
永
平
寺
、
一
九
八
二
年
（
広
瀬
良
弘
氏
執
筆
分
「
第
四
章
英
冷
え
寺
の
衰
運

116

と
復
興
運
動
」
）
、
今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
等
。

（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
廿
三
年
十
月
六
日
条
。

117
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
弘
治
三
年
六
月
十
日
条
。

118
（

）
ま
た
、
天
文
三
年
四
月
二
十
一
日
条
で
は
、
「
越
前
国
永
平
寺
桂
金
東
堂
の
綸
旨
の
事
」
と
い
う
記
事
も
見
ら
れ
る
が
、
「
住

119

持
職
」
等
の
記
載
は
無
い
の
で
、
断
定
は
し
難
い
が
、
「
御
礼
」
と
し
て
香
箱
・
十
帖
の
進
上
を
し
て
お
り
、
住
持
職
の
綸

旨
御
礼
の
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
十
九
年
閏
五
月
十
日
条
。

120
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（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
二
十
年
七
月
二
十
六
日
条
。

121
（

）
永
原
慶
二
「
応
仁
・
戦
国
期
の
天
皇
」
（
『
講
座
・
前
近
代
の
天
皇
２

天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開

そ
の
２
』
）
、
神
田
裕

122

理
『
戦
国
・
織
豊
期
の
朝
廷
と
公
家
社
会
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
小
林
正
信
『
正
親
町
帝
時
代
史
論
』
岩
田
書
院
、

二
〇
一
二
年
。

（

）
広
瀬
良
弘
「
越
中
国
泰
寺
派
の
展
開
」
（
『
禅
宗
地
方
展
開
史
の
研
究
』
第
一
章
第
六
節
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
。
）

123
（

）
今
谷
明
『
室
町
の
王
権
』
中
公
新
書
、
一
九
九
〇
年
、
上
島
享
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

124

二
〇
一
〇
年
）
、
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
等
。

（

）
永
原
慶
二
「
応
仁
・
戦
国
期
の
天
皇
」
（
『
講
座
・
前
近
代
の
天
皇
２

天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開

そ
の
２
』
）
。

125
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第
三
章

山
隣
派
の
地
方
展
開
ー
大
徳
寺
真
珠
庵
派
と
朝
倉
氏
ー

は
じ
め
に

越
前
朝
倉
氏
の
文
化
を
概
観
す
る
と
、
和
歌
や
連
歌
、
茶
や
書
画
な
ど
そ
の
文
化
度
は
高
く
、
ま
た
そ
れ
ら
に
通
じ
た
人
々
と
の

交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
三
条
西
実
隆
や
連
歌
師
宗
長
ら
と
の
交
流
、
ま
た
、
月
舟
寿
桂
と

い
っ
た
五
山
派
の
禅
僧
と
の
交
流
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
一
乗
谷
に
み
ら
れ
る
文
化
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
（
１
）
。

朝
倉
氏
の
こ
の
よ
う
な
京
都
の
文
化
人
等
と
の
交
流
関
係
の
中
で
、
と
く
に
注
目
し
た
い
の
が
一
休
宗
純
及
び
そ
の
弟
子
た
ち
と

の
師
檀
関
係
で
あ
る
。

従
来
か
ら
も
朝
倉
氏
に
よ
る
一
休
へ
の
帰
依
、
朝
倉
氏
一
族
か
ら
一
休
門
下
僧
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
朝
倉
氏
の
文
化

を
知
る
上
で
一
休
宗
純
は
看
過
で
き
な
い
人
物
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
（
２
）
。
こ
の
一
休
は
五
山
僧
で
は
な
く
山
隣
派
の
大
徳

寺
僧
で
あ
り
、
か
つ
一
休
と
朝
倉
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
主
に
門
下
僧
や
一
休
と
交
流
の
あ
っ
た
人
物
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
休
没
後
も
門
下
僧
や
彼
ら
の
拠
点
寺
院
で
あ
る
京
都
の
酬
恩
庵
や
真
珠
庵
に
対
し
て
は
、
朝
倉
氏
が
外
護

す
る
な
ど
、
継
続
し
た
関
係
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
朝
倉
氏
に
よ
る
一
休
門
下
の
外
護
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
ま
ず
朝
倉
氏
に
よ
っ
て
外
護
さ
れ
る
一
休
門
下
に
注
目
し
、
彼
ら
の
京
都
お
よ
び
越
前
双
方
で
の
活
動
や
、
寺
庵
展

開
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
上
で
、
両
者
と
の
関
係
が
双
方
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
さ

ら
に
は
戦
国
期
に
お
け
る
一
乗
谷
文
化
を
考
え
る
一
視
点
を
提
供
で
き
れ
ば
、
と
考
え
て
い
る
。
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第
一
節

山
城
国
紫
野
真
珠
庵
・
薪
酬
恩
庵
の
寺
院
運
営

一
休
宗
純
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
多
く
の
研
究
が
あ
り
周
知
の
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
弟
子
た
ち
に
つ
い
て
注
目
し
た
研
究
は

決
し
て
多
く
は
な
い
。
平
野
宗
浄
氏
は
、
真
珠
庵
派
の
特
徴
と
し
て
、
①
真
珠
庵
は
一
休
門
下
の
一
流
相
承
寺
院
で
あ
り
、
か
つ
②

一
休
の
弟
子
筋
か
ら
大
徳
寺
の
住
持
に
な
る
も
の
が
出
て
い
な
い
こ
と
の
二
点
を
明
示
さ
れ
、
そ
の
弟
子
達
の
う
ち
一
休
の
直
弟
子

に
あ
た
る
僧
等
を
と
り
あ
げ
考
察
さ
れ
て
い
る
（

）
。
ま
た
、
矢
内
一
磨
氏
は
一
休
の
回
忌
法
要
に
注
目
さ
れ
、
一
休
や
門
下
僧

3

ら
が
赴
い
た
京
都
近
郊
、
堺
な
ど
の
諸
地
域
で
、
寺
庵
を
中
心
に
一
休
派
教
団
が
存
在
し
、
そ
の
中
で
法
会
が
は
た
し
た
機
能
や
性

格
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（

）
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
一
休
門
下
僧
ら
に
よ
っ
て
、
真
珠
庵
・
酬
恩
庵
が
ど
の
よ

4

う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
を
今
一
度
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
酬
恩
庵

酬
恩
庵
は
、
は
じ
め
南
浦
紹
明
が
創
建
し
た
妙
勝
寺
を
、
後
に
一
休
が
復
興
し
、
そ
の
際
、
そ
の
傍
ら
に
設
け
た
草
庵
を
出
発
点

と
し
た
寺
院
で
あ
る
（

）
。
近
世
に
お
い
て
は
、
真
珠
庵
派
の
大
徳
寺
末
寺
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
（

）
、
大
徳
寺
の

5

6

真
珠
庵
派
の
末
寺
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
世
の
段
階
に
お
い
て
は
、
酬
恩
庵
は
真
珠
庵
と
並
ぶ
一
休
門
下
の
京
都

で
の
拠
点
寺
院
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

同
庵
は
一
休
門
下
僧
ら
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
住
持
に
つ
い
て
は
、
真
珠
庵
と
酬
恩
庵
の
両
庵
兼
任
と
い
う
形
が
と
ら
れ

て
い
た
（

）
。
矢
内
氏
に
よ
る
指
摘
が
す
で
に
あ
る
通
り
、
毎
年
十
一
月
十
日
に
は
、
同
庵
に
て
評
議
が
行
わ
れ
、
酬
恩
庵
、
真

7

珠
庵
、
住
吉
の
床
菜
庵
の
そ
れ
ぞ
れ
で
行
わ
れ
る
行
事
（
祖
師
忌
）
、
あ
る
い
は
納
所
や
典
座
な
ど
の
人
事
な
ど
の
確
認
が
な
さ
れ

て
お
り
（

）
、
一
休
門
下
に
お
け
る
中
心
的
な
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

8
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二
、
真
珠
庵

一
方
、
真
珠
庵
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
休
没
後
に
堺
の
豪
商
尾
和
宗
臨
の
援
助
に
よ
り
、
再
興
さ
れ
た
。
大
徳
寺

と
堺
と
の
関
係
が
密
接
化
し
た
理
由
と
し
て
は
、
一
休
の
堺
遊
行
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
上
田
純

一
氏
は
大
徳
寺
僧
ら
に
よ
る
堺
進
出
が
、
横
岳
派
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
他
派
、
他
教
団
と
の
関
係
が
密
接
に
関
係

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
（

）
。
こ
の
よ
う
な
堺
で
の
大
徳
寺
派
僧
の
活
動
に
つ
い
て
、
真
珠
庵
に
対
し
て
は
、
尾
和
宗
臨

9

の
よ
う
な
堺
の
商
人
ら
の
外
護
が
あ
っ
た
こ
と
に
く
わ
え
、
越
前
朝
倉
氏
の
外
護
を
得
て
い
た
事
実
も
看
過
で
き
な
い
。

朝
倉
氏
と
真
珠
庵
と
の
関
係
形
成
の
発
端
は
、
真
珠
庵
が
朝
倉
氏
の
菩
提
寺
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
明
応
六
年
（
一
四

九
七
）
に
、
朝
倉
経
景
の
妻
で
あ
る
慈
光
大
姉
に
よ
っ
て
、
真
珠
庵
が
菩
提
寺
と
な
り
、
毎
年
十
五
貫
文
が
味
噌
銭
と
し
て
寄
進
さ

れ
た
こ
と
に
よ
る
（

）
。
こ
の
寄
進
は
経
景
の
遺
言
で
あ
っ
た
。
経
景
は
朝
倉
氏
の
庶
流
に
あ
た
り
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）

10

に
没
し
て
い
る
（

）
の
で
、
経
景
没
後
六
年
経
っ
て
の
寄
進
と
な
る
。

11

こ
の
時
期
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
寄
進
が
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
真
珠
庵
の
動
き
の
中
で
、
こ
の
明
応
年
間
に
特
徴
的
な
事

と
し
て
は
、
京
都
の
市
原
野
地
域
の
田
地
買
得
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
（

）
。
そ
れ
は
明
応
三
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
時
期
に

12

集
中
的
に
み
ら
れ
、
そ
の
後
、
永
正
八
年
の
年
貢
納
帳
に
は
市
原
野
の
各
所
よ
り
年
貢
が
納
め
ら
れ
て
い
た
記
述
が
あ
る
（

）
。

13

こ
の
市
原
野
は
鞍
馬
街
道
沿
い
の
山
間
の
地
で
、
鞍
馬
街
道
が
鞍
馬
や
貴
船
へ
の
参
詣
の
道
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
中
世
で
は

北
方
か
ら
京
都
へ
入
る
軍
事
街
道
で
も
あ
り
要
所
で
あ
っ
た
（

）
。
越
前
に
拠
点
を
お
く
朝
倉
氏
と
関
係
を
も
つ
真
珠
庵
が
こ
の

14

地
域
に
手
を
伸
ば
し
た
こ
と
は
、
両
者
の
問
題
を
考
え
る
上
で
看
過
で
き
な
い
事
実
と
思
わ
れ
る
が
、
節
を
改
め
、
も
う
少
し
考
察

を
進
め
て
み
よ
う
。
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第
二
節

真
珠
庵
派
の
寺
院
運
営
と
外
護
者

一
、
山
城
国
に
お
け
る
真
珠
庵
へ
の
年
貢
・
地
子
銭
の
納
入

前
章
で
は
、
越
前
国
の
朝
倉
氏
を
外
護
者
と
し
、
山
城
国
で
は
市
原
野
の
地
を
買
得
す
る
な
ど
、
一
休
門
下
僧
ら
に
よ
る
一
休
没

後
の
真
珠
・
酬
恩
庵
運
営
に
お
け
る
積
極
的
な
活
動
の
一
端
を
伺
っ
て
み
た
が
、
そ
も
そ
も
真
珠
・
酬
恩
庵
の
寺
院
運
営
の
特
徴
と

は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

中
世
後
期
の
寺
院
で
多
く
見
ら
れ
る
の
が
、
祠
堂
銭
で
あ
る
。
祠
堂
銭
が
貸
付
と
し
て
運
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
収
入
が
寺
院
経

済
を
支
え
る
重
要
な
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
（

）
。
祠
堂
銭
金
融
は
大
徳
寺
内
の
塔
頭
で

15

も
み
ら
れ
、
祠
堂
銭
貸
付
が
そ
の
経
済
基
盤
の
な
か
で
ど
の
程
度
比
重
が
お
か
れ
て
い
た
の
か
は
、
塔
頭
に
よ
っ
て
違
い
が
見
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
（

）
。

16

真
珠
庵
の
場
合
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
年
貢
、
地
子
銭
の
納
入
が
見
ら
れ
る
。
年
貢
収
納
の
地
域
は
、
山
城
国
の
諸
所
と
、
住
吉

の
諸
所
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
両
地
と
も
に
年
貢
と
地
子
の
両
方
に
よ
る
納
入
が
あ
る
。

永
正
八
年
の
山
城
国
に
つ
い
て
は
、
市
原
野
な
ど
の
田
畠
か
ら
の
年
貢
納
入
が
記
さ
れ
て
お
り
、
真
珠
庵
の
経
済
を
支
え
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
地
子
銭
に
つ
い
て
は
、
「
草
畠
」
、
「
間
車
田
」
、
「
城
州
枇
杷
庄
」
、
「
樋
口
富
小
路
」
の
各
場
所
か
ら
納
入
が

あ
っ
た
。
関
係
の
史
料
を
提
示
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
前
略
）
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同
地
子

草
畠

御
領
築
□

一
所

一
貫
文

雨
季
五
百
文
充

納

之

、

岸
本
余
三
左
衛
門

間
車
田一

所

一
貫
文

同
前
、

山

本

彦

左

衛

門
麩
屋

両
人

城
州
枇
杷
庄

畠
小

八
百
文

自
酬
恩
庵
取
沙
汰

作
人
富
野
油
屋

樋
口
富
小
路

二
佰
文

雨
季
佰
文
充
納

之

充

、

紙
屋
孫
次
郎

同

二
佰
文

同
前
、

梅
酒
屋
弥
四
郎

同

二
佰
文

同
前
、

煎
物
弥
太
郎

同

二
佰
文

同
前
、

鑓
屋
左
衛
門
五
郎

同

二
佰
文

同
前
、

余
三

同

二
佰
文

同
前
、

左
衛
門
五
郎
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同

二
佰
文

同
前
、

檜
物
屋

已
上
四
貫
二
百
文

（
後
略
）
（
棒
線
は
筆
者
）
（

）
17

山
城
国
内
の
地
子
銭
の
真
珠
庵
へ
の
納
入
が
記
さ
れ
て
い
る
が
（

）
、
注
目
し
た
い
点
は
、
屋
号
の
つ
い
た
人
々
か
ら
の
納
入
が

18

少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
梅
酒
屋
」
に
つ
い
て
は
、
豊
田
武
氏
の
研
究
が
あ
る
。
豊
田
氏
に
よ
れ
ば
、
「
梅
酒
屋
」
の
一
族
か
ら
は
手

猿
楽
を
営
む
者
も
出
て
お
り
、
延
徳
四
年
南
御
所
で
能
を
興
行
し
て
い
る
者
に
「
梅
酒
屋
六
郎
」
と
い
う
人
物
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。

真
珠
庵
に
地
子
銭
を
納
入
し
て
い
る
「
梅
酒
屋
弥
四
郎
」
も
お
そ
ら
く
は
こ
の
一
族
の
人
物
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
梅
酒
屋
」
の

な
か
に
は
高
利
貸
し
を
営
む
者
も
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（

）
、
「
樋
口
富
小
路
」
の
住
人
に
対
し
て
地
子
銭
の
名
目
で
祠
堂
銭

19

の
貸
し
付
け
な
ど
も
行
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
、
現
段
階
で
は
む
ろ
ん
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

二
、
真
珠
庵
の
祠
堂
銭
と
そ
の
納
入
者

先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
年
貢
・
地
子
に
加
え
、
真
珠
庵
で
も
他
の
塔
頭
同
様
に
祠
堂
銭
の
貸
付
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
今
の
と
こ
ろ
真
珠
庵
内
で
の
貸
付
の
文
書
が
管
見
に
入
る
（

）
だ
け
で
、
外
部
に
対
し
て
貸
し
付
け
が
行
わ
れ
て
い
た
の

20

か
ど
う
か
は
確
定
し
難
い
。
し
か
し
、
先
に
見
た
地
子
銭
納
入
者
に
屋
号
を
持
つ
者
が
い
る
こ
と
な
ど
、
商
人
と
の
関
係
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
祠
堂
銭
貸
付
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

真
珠
庵
の
祠
堂
銭
の
運
用
を
知
る
史
料
と
し
て
は
「
祠
堂
銭
納
帳
」
が
あ
り
、
永
正
九
年
か
ら
天
文
四
年
に
か
け
て
の
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
載
る
祠
堂
銭
に
は
、
そ
の
納
入
名
目
な
ど
に
つ
い
て
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
入
牌
料
や
逆
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修
な
ど
が
主
で
あ
る
。

祠
堂
銭
の
納
入
者
を
み
る
と
越
前
の
寺
庵
の
者
や
朝
倉
氏
一
族
の
者
か
ら
の
納
入
が
散
見
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
あ
げ
て
み
る
と
、

大
永
年
間
中
で
は
、

大
永
二
壬
午

十
五
貫
文

越
前
漆
原
殿

宝
林
慈
珎
大
姉
逆
修

大
永
六
丙
戌

三
貫
文

慈
音
首
座
越
前
永
喜
庵
内

四
月
四
日
納
、

宗

籍

取

次

五
貫
文

光
室
禅
旭
禅
門
朝
倉
与
十
郎
殿
十
二
月
日

大
永
八
戊
子

子
七
月
十
二
日

貳
貫
文

越
前
永
喜
庵

文
林
慈
音
首
座
追
納
自
宗
籍
伝
達

、

同

壹
貫
五
百
文

同
南
陽
寺

玉
洞
慈
金
大
姉
自
宗
継
伝
達

、

以
上
の
納
入
が
み
ら
れ
、
続
く
享
禄
年
間
で
は
、
享
禄
四
年
に
「
明
室
慈
光
大
姉
」
が
一
貫
文
、
さ
ら
に
天
文
年
間
で
は
天
文
四
年

に
「
然
翁
禅
昭
禅
門
」
が
一
貫
文
を
納
入
し
て
お
り
（

）
、
朝
倉
氏
の
一
族
ら
に
よ
る
真
珠
庵
へ
の
祠
堂
銭
納
入
が
あ
っ
た
こ
と

21

が
伺
え
る
。

納
下
帳
に
載
る
納
入
額
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
つ
き
一
貫
文
前
後
か
ら
五
貫
文
に
か
け
て
の
納
入
が
多
く
み
ら
れ
、
宝
林
慈
珎
大

姉
の
十
五
貫
文
の
よ
う
な
、
十
貫
文
を
超
え
る
納
入
者
は
少
な
い
。
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光
室
禅
旭
禅
門
や
然
翁
禅
昭
禅
門
（
朝
倉
景
職
）
ら
に
加
え
、
宝
林
慈
珎
大
姉
（

）
や
明
室
慈
光
大
姉
は
朝
倉
氏
の
妻
妾
に
あ

22

た
る
人
物
や
、
朝
倉
氏
の
子
女
ら
が
入
寺
し
た
南
陽
寺
の
玉
洞
慈
金
大
姉
に
よ
る
納
入
か
ら
、
朝
倉
氏
一
族
、
ま
た
朝
倉
氏
一
族
内

の
女
性
達
の
真
珠
庵
へ
の
関
心
の
程
が
伺
え
る
。

こ
れ
ら
納
入
さ
れ
た
祠
堂
銭
に
つ
い
て
は
、
田
地
買
得
の
費
用
と
し
て
、
あ
る
い
は
金
の
購
入
代
な
ど
と
し
て
下
行
さ
れ
て
お
り
、

祠
堂
銭
の
一
部
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三
節

真
珠
庵
派
の
越
前
国
深
岳
寺
運
営

一
、
越
前
国
の
深
岳
寺
の
性
格

酬
恩
・
真
珠
庵
の
味
噌
銭
が
越
前
国
よ
り
進
上
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
一
休
の
回
忌
法
要
が
越
前
国
で
行
わ
れ
た
際
、
そ

の
中
心
寺
院
と
な
っ
た
の
が
越
前
深
岳
寺
で
あ
る
。

深
岳
寺
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
は
文
明
年
間
中
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（

）
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
明
応
六
年
（
一
四

23

九
七
）
に
は
朝
倉
経
景
の
室
で
あ
る
明
室
慈
光
に
よ
る
真
珠
庵
へ
の
寄
進
状
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
越
前
の
疎
壁
軒
紹
越
が
仲
介

し
て
い
る
（

）
。
疎
壁
軒
は
一
休
の
弟
子
で
、
朝
倉
氏
一
族
出
身
の
祖
心
紹
越
創
建
の
庵
で
、
同
名
の
庵
が
山
城
国
薪
に
も
創
建

24

さ
れ
て
い
る
（

）
。
明
応
六
年
に
は
越
前
に
在
国
し
、
疎
壁
軒
に
住
し
て
い
た
が
（

）
、
永
正
六
年
（
一
五
一
三
）
祖
師
一
休

25

26

宗
純
の
三
十
三
回
忌
に
は
、
法
要
を
深
岳
寺
で
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）
。

27

深
岳
寺
の
開
祖
は
一
休
宗
純
と
さ
れ
（

）
、
祖
心
紹
越
に
よ
る
開
創
と
さ
れ
る
が
（

）
、
天
文
十
四
年
の
朝
倉
景
隆
書
状
に

28

29

お
い
て
は
、
「
深
岳
寺
開
山
祖
心
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
祖
心
紹
越
が
実
質
的
な
開
山
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

深
岳
寺
創
建
に
関
し
て
は
、
深
岳
寺
の
紹
香
か
ら
真
珠
庵
の
化
庵
宗
普
に
出
さ
れ
た
書
状
の
中
に
「
幸
深
岳
寺
壮
岳
被
立
置
之
事

ニ
候
間
、
」
（

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
朝
倉
経
景
が
創
建
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
寺
は
朝
倉
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
の
性
格
を
有

30
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し
な
が
ら
、
在
地
に
お
い
て
朝
倉
氏
の
外
護
の
も
と
寺
院
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
真
珠
庵
へ
寄
進
を
し
た
の

が
朝
倉
氏
庶
流
朝
倉
経
景
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
経
景
お
よ
び
そ
の
一
族
の
菩
提
寺
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
深
岳
寺
の
寺
領
と
し
て
は
、

先
年
三
宅
郷
本
光
庵
領
二
上
国
衙
米
カ
ヘ
テ
被
為
参
候
時
、
両
庵
ヘ
拾
石
充
被
参
候
、
残
分
者
深
岳
寺
領
ニ
サ
タ
メ
可
申
之
由
、

宗
太
使
シ
テ
被
仰
候
、
当
寺
ヘ
御
出
候
時
、
直
ニ
尋
申
候
へ
者
、
御
リ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
候
間
、
今
ニ
其
分
候
、
（

）
31

と
あ
り
、
天
文
二
十
年
六
月
七
日
に
、
朝
倉
経
景
の
孫
の
朝
倉
景
隆
よ
り
真
珠
庵
と
酬
恩
庵
へ
寄
進
が
な
さ
れ
た
二
上
国
衙
分
（

）
32

の
う
ち
、
真
珠
庵
、
酬
恩
庵
そ
れ
ぞ
れ
に
十
貫
文
進
上
し
、
残
り
の
分
が
深
岳
寺
の
分
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

深
岳
寺
の
規
模
な
ど
詳
細
な
こ
と
は
解
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
祖
心
紹
越
が
住
ん
だ
疎
壁
軒
や
天
祥
寺
等
の
塔
頭
が
あ
っ
た
。

天
祥
寺
に
関
し
て
も
詳
し
い
こ
と
は
解
ら
な
い
が
、
天
祥
寺
に
関
す
る
史
料
が
わ
ず
か
に
『
真
珠
庵
文
書
』
に
残
さ
れ
て
い
る

（

）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
同
寺
は
も
と
は
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
永
禄
三
年
頃
に
深
岳
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
い
る
（

）
。

33

34

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
祥
寺
は
も
と
も
と
北
殿
（
景
隆
母
）
の
位
牌
所
と
し
て
建

立
さ
れ
た
。
景
隆
は
前
々
か
ら
深
岳
寺
の
塔
頭
と
し
て
建
立
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
北
殿
の
同
心
を
得
ら
れ
ず
、
曹
洞

宗
と
し
て
別
所
に
建
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
借
銭
多
く
し
て
す
ぐ
に
退
転
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
深
岳
寺
院
主
で
あ

っ
た
紹
香
と
同
納
所
宗
才
の
書
状
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

景
隆
は
、
深
岳
寺
に
は
祖
心
紹
越
の
、
そ
し
て
天
祥
寺
に
は
済
岳
紹
派
の
御
影
を
懸
け
た
い
旨
を
申
し
述
べ
て
お
り
、
朝
倉
経
景

の
子
で
あ
る
祖
心
紹
越
を
掲
げ
、
母
の
位
牌
所
を
深
岳
寺
末
寺
と
す
る
こ
と
で
、
一
族
の
菩
提
寺
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
一
層
強
め
、

深
岳
寺
の
規
模
を
拡
大
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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二
、
深
岳
寺
の
在
住
僧

深
岳
寺
の
住
持
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歴
代
を
知
る
史
料
は
管
見
の
限
り
で
は
み
ら
れ
な
い
。
主
に
、
寺
領
に
関
し
た
真
珠
庵
や
景

隆
と
の
書
状
等
が
手
が
か
り
と
な
る
。
創
建
当
初
は
、
祖
心
紹
越
が
越
前
へ
下
向
し
て
い
た
が
、
祖
心
紹
越
没
後
の
永
禄
年
中
の
深

岳
寺
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
朝
倉
景
隆
に
よ
る
深
岳
寺
へ
の
一
休
門
下
僧
等
の
招
請
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

（
端
裏
書
）

「
真
珠
納
所
寮
ま
い
る

檀
方
状
ノ
ウ
ツ
シ
益
・
養
下
向
事
」

従
御
本
庵
之
御
僧
両
人
、
差
下
被
申
候
、
於
景
隆
快
然
至
極
候
、
従
真
珠
庵
之
御
僧
候
間
、
従
酬
恩
庵
両
人
御
下
候
様
、
被
仰

談
候
者
、
弥
可
為
満
足
候
、
景
隆
一
世
之
間
御
宗
躰
続
候
様
、
令
馳
走
度
候
、
依
有
御
住
先
可
相
続
躰
候
、
必
以
三
条
可
申
入

候
、
恐
々
謹
言
、

三
月
廿
八
日

景
隆

深
岳
寺

侍
者
禅
師

御
懇
報
拝
覧
、
過
當
至
極
存
候
、
以
頭
書
申
入
候
、

一
、
御
本
庵
之
衆
在
国
、
両
寺
之
久
住
者
行
事
以
下
尓
付
而

、
何
様
与

申
儀
可
出
来
候
哉
、
景
隆
存
生
之
間
者
、
宗
躰
相
立
事
候
間
、

御
本
庵
之
衆
、
景
隆
次
第
御
同
心
可
然
事
、

一
、
今
度
御
下
候
両
人
之
御
僧
、
対
久
住
者
二

相
替
可
為
不
弁
候
、
左
様
之
儀
一
夕
籠
寺
仕
可
申
談
事
、

一
、
重
而

両
人
御
下
之
事
、
堅
可
被
仰
上
候
、
真
珠
庵
・
酬
恩
庵
之
御
僧
一
人
充
、
天
祥
・
深
岳
両
寺
ニ

両
人
充
置
申
度
候
、
其

御
覚
悟
簡
要
之
事
、
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以
上

右
被
成
御
分
別
、
重
而

酬
恩
庵
へ

、
御
僧
之
事
可
被
仰
上
候
、
四
人
御
在
国
候
ヘ
ハ

、
先
他
山
之
見
懸
、
御
宗
躰
お
か
し
く
無
之
候
而

、

満
足
候
、
猶
自
此
可
得
尊
意
候
、
恐
々
謹
言
、

同
日

（
後
略
）
（

）
35

と
あ
り
、
深
岳
寺
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
朝
倉
景
隆
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
。
景
隆
は
「
宗
体
」
を
し
き
り
に
気
に
し
て
お
り
、

真
珠
庵
と
酬
恩
庵
の
両
寺
の
出
身
僧
の
在
住
を
望
ん
で
お
り
、
真
珠
庵
出
身
者
一
人
、
酬
恩
庵
出
身
者
一
人
の
合
計
二
人
を
深
岳
寺

に
在
住
さ
せ
、
同
様
に
天
祥
寺
に
も
在
住
さ
せ
た
い
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
四
人
在
国
し
て
い
れ
ば
、
他
山
か
ら
み
て
も
お

か
し
く
な
く
、
宗
体
が
保
て
る
と
し
て
、
真
珠
庵
、
酬
恩
庵
の
両
庵
僧
の
在
国
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

景
隆
が
真
珠
庵
と
酬
恩
庵
の
出
身
者
、
つ
ま
り
は
一
休
門
下
僧
ら
に
限
定
し
て
招
請
し
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
紫
衣
勅
許
の
大
徳
寺
住
持
を
勤
め
た
僧
を
招
請
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
深
岳
寺
及
び
そ
の
末
寺
化
し
た
天
祥
寺
は
、
本
庵
を
真
珠
庵
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
真
珠
庵
は
大
徳
寺
の
塔
頭
で
あ
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
な
に
も
真
珠
庵
や
酬
恩
庵
出
身
僧
に
限
ら
な
く
て
も
、
「
大
徳
寺
僧
」
を
招
請
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
が
、
朝
倉
氏
側
に
と
っ
て
そ
れ
は
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
必
要
な
の
は
、
一
休
の
門
下
僧
で
あ
り
、
紫
野
真
珠
庵
・

薪
酬
恩
庵
に
在
住
し
て
い
る
僧
等
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
に
少
し
考
え
て
み
た
い
。

朝
倉
氏
に
よ
る
招
請
が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
深
岳
寺
住
持
と
し
て
入
寺
し
た
人
物
と
し
て
は
、
永
禄
三
年
で
は
宗
才
が

在
住
し
て
お
り
（

）
、
納
所
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（

）
。
ま
た
、
住
持
で
あ
っ
た
の
か
納
所
で
あ
っ
た
の
か
は
明
確

36

37

に
は
出
来
な
い
が
、
永
禄
八
年
で
は
宗
俊
が
深
岳
寺
に
在
住
し
て
い
た
（

）
。
宗
俊
の
名
は
、
天
文
三
年
の
大
徳
寺
住
持
・
塔
主

38

ら
の
連
署
の
な
か
に
、
「
真
珠

宗
俊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
人
物
で
、
山
城
綴
喜
郡
田
邊
郷
に
私
領
を
有
し
て
お
り
、
享
禄
四
年
（
一
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五
三
一
）
に
、
自
己
の
死
後
に
同
地
を
真
珠
庵
へ
寄
進
し
て
い
る
（

）
。
そ
の
ほ
か
、
永
禄
八
年
に
は
、
紹
穏
が
納
所
を
勤
め
て

39

お
り
（

）
、
こ
の
時
は
宗
俊
が
住
持
を
務
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
主
に
本
庵
で
あ
る
真
珠
庵
や
酬
恩
庵
に

40

あ
っ
て
、
納
所
を
勤
め
た
経
験
が
あ
り
、
ま
た
大
徳
寺
の
寺
役
と
し
て
納
所
、
侍
眞
、
維
那
な
ど
を
勤
め
た
経
験
を
も
つ
。

そ
の
ほ
か
、
深
岳
寺
に
は
朝
倉
氏
の
一
族
の
者
も
入
寺
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
景
隆
の
弟
な
ど
も
喝
食
と
し
て
入
寺
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
（

）
。

41

三
、
真
珠
庵
派
と
商
人
・
文
化
人

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
な
朝
倉
氏
に
よ
る
真
珠
庵
派
と
の
交
流
は
朝
倉
氏
衰
退
の
時
期
ま
で
続
い
た
。

一
休
、
あ
る
い
は
一
休
門
下
へ
の
帰
依
者
と
し
て
は
、
先
に
見
た
堺
、
越
前
に
お
け
る
比
丘
、
比
丘
尼
衆
、
朝
倉
氏
等
で
あ
り
、

彼
ら
は
両
庵
を
教
団
的
に
、
経
済
的
に
支
え
る
重
要
な
人
々
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
越
前
深
岳
寺
か
ら
、
京
都
真
珠
・
酬
恩
庵
お
よ
び
如
意
庵
へ
の
寺
納
の
運
上
に
は
、
商
人
が
介
在
し
て
お
り
、
そ
れ

ら
の
同
行
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

永
禄
八
年
の
深
岳
寺
宗
俊
の
書
状
に
は
、

一
、
三
百
五
十
文
、
残
候
ハ
ン
ス
ル
ヲ
ハ

納
所
へ

ア
ツ
ケ
申
候
、
何
モ

精
銭
ニ
テ

渡
申
候
、
先
度
商
人
罷
上
候
刻
、
一
段
取
乱
候
而
委
敷
不

申
候
ツ
ル
、
恐
入
候
／
＼
、
恐
惶
ゝ
ゝ
（

）
、

42

と
あ
り
、
商
人
が
越
前
か
ら
京
都
へ
上
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
年
貢
運
搬
に
関
し
て
は
、
商
人
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
（

）
、
真
珠
庵
へ
の
寺
納
に
も
商
人
が
関

43

わ
っ
て
い
た
。
文
言
中
の
「
商
人
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、
越
前
の
商
人
が
同
行
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
逆
に
、
京
都
真
珠
庵
よ
り
越
前
へ
下
向
の
際
に
も
、
商
人
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
と

推
定
さ
れ
る
真
珠
庵
か
ら
深
岳
寺
に
対
す
る
味
噌
銭
未
進
に
関
す
る
文
書
で
は
、

一
、
ミ
ソ
戔
深
岳
未
進
分
内
、
五
貫
文
ノ
替
戔
、
小
河
ノ
町
岡
村
新
二
郎
申
合
、
布
袋
屋
口
入
ト
ｙ

、
宗
愼
新
次
郎
家
ニ

至
テ

面
約

之
了
、
運
賃
一
貫
文
別
七
十
文
充
、
相
定
也
、
仍
五
貫
文
ノ
賃
三
百
五
十
文
也
、
合
五
貫
文
三
百
五
十
文
、
自
深
岳
寺
岡

村
ニ

可
被
渡
之
、
商
人
替
状
ヲ

持
テ

深
岳
へ

案
内
之
時
、
即
可
被
渡
之
由
、
今
日
宗
才
方
ヘ

申
下
候
了
、
六
月
四
五
日
比
可
下

著
云
々
（

）
44

と
あ
り
、
真
珠
庵
側
は
、
深
岳
寺
未
進
分
の
う
ち
、
五
貫
文
を
、
布
袋
屋
の
口
入
れ
に
よ
っ
て
、
岡
村
新
二
郎
と
い
う
者
に
立
て
替

え
て
も
ら
っ
て
お
り
、
そ
の
運
賃
と
し
て
一
貫
文
に
つ
き
七
十
文
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
、
「
商
人
」
は
恐
ら
く
岡
村
新

二
郎
の
事
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
岡
村
新
二
郎
が
ど
う
い
う
者
な
の
か
、
ま
た
口
入
を
し
た
布
袋
屋
が
扇
座
に
み
ら
れ
る
布
袋
屋
と
同
様
の
も
の
な
の
か
は
現

段
階
で
詳
細
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
真
珠
庵
お
よ
び
深
岳
寺
と
関
係
の
深
い
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『
福
井
県
史
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
戦
国
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
、
同
地
で
は
、
商
人
の
台
頭
、
活
発
な
活
動
な
ど
が
み
ら
れ
、

有
力
な
商
人
等
に
よ
る
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
た
り
、
橘
屋
や
慶
松
家
な
ど
の
商
人
等
の
成
長
が
み
ら
れ
る
と
い
う
（

）
。
越
前

45

国
内
で
の
商
業
活
動
は
相
応
に
盛
ん
で
あ
り
、
隣
国
近
江
国
の
商
人
等
に
よ
る
活
動
や
交
流
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
京
都
の
商
人
と
朝
倉
氏
と
の
関
係
で
は
、
文
明
年
間
中
で
は
京
都
の
座
と
越
前
の
座
と
が
争
っ
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る

が
、
朝
倉
氏
に
よ
っ
て
宇
治
茶
が
求
め
ら
れ
、
宇
治
茶
の
納
入
先
と
し
て
宇
治
の
茶
師
の
堀
家
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る

(
)

。
そ
の
史
料
を
あ
げ
る
と
、

46
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永
代
売
渡
申
、
越
前
朝
倉
殿
へ
之
茶
之
売
口
と
い
之
事
、
則
毎
年
為
路
銭
天
和
利
弐
貫
七
百
文
并
為
御
返
礼
綿
弐
把
、
従
朝
倉

殿
被
下
候
、
然
者
是
迄
同
前
仁
永
代
堀
与
三
兵
衛
方
へ
現
銭
弐
拾
貫
文
仁
売
渡
申
処
也
、
此
茶
之
売
口
之
儀
者
、
御
屋
形
様
御

先
祖
よ
り
我
等
茂
先
祖
相
伝
仁
被
召
上
候
之
際
、
目
出
度
無
相
違
可
有
御
知
行
者
也
、
則
御
判
之
物
数
通
相
副
進
之
候
、
万
一

於
此
儀
違
乱
之
仁
在
之
者
、
可
被
処
盗
人
之
罪
科
者
也
、
仍
為
後
日
状
如
件
、

天
文
拾
七
戊
申
年
十
一
月
拾
五
日

堀
次
郎
左
衛
門
尉

平
国
（
花
押
）
（

）
47

と
あ
り
、
越
前
の
朝
倉
氏
は
路
銭
と
返
礼
を
宇
治
の
堀
家
に
与
え
、
宇
治
茶
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
堀
家
と
、
一

休
門
下
僧
と
に
交
流
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
現
在
の
所
不
詳
だ
が
、
宇
治
は
薪
に
ほ
ど
近
く
、
薪
か
ら
京
都
へ
の
間
に
位
置
し
、

一
休
門
下
僧
ら
の
行
動
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
や
、
一
休
を
は
じ
め
と
す
る
大
徳
寺
僧
が
茶
の
湯
文
化
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
一
休
門
下
側
も
宇
治
茶
を
扱
う
者
達
と
の
交
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
越
前
、
朝
倉
氏
と
深
く
関
わ
る
商
人
等
が
存
在
す
る
一
方
、
越
前
か
ら
京
都
真
珠
庵
へ
の
寺
納
運
搬
に
越
前
の
商
人
が

上
洛
し
て
い
る
よ
う
に
、
逆
に
真
珠
庵
か
ら
越
前
へ
下
向
す
る
際
に
、
京
都
の
商
人
等
が
同
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
は
、
真
珠
庵
が
京
都
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
屋
号
を
持
つ
よ
う
な
商
人
と
関
係
を
有
し
、
先
に
見
た
地
子
銭
の
納
入
な
ど
を

行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
真
珠
庵
派
の
周
辺
に
は
、
堺
だ
け
で
は
な
く
京
都
内
、
ま
た
近
郊
の
商
人
等
と
の
関
係
が

少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
移
動
に
は
、
琵
琶
湖
の
湖
上
水
運
が
利
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
琵
琶
湖
の
水
運
の
拠
点
地
で
あ
る
堅
田
に
は
、

大
徳
寺
僧
の
華
叟
宗
曇
が
住
し
て
お
り
、
そ
の
弟
子
に
は
一
休
宗
純
や
養
叟
宗
頤
が
い
た
。
大
徳
寺
僧
、
特
に
堺
に
進
出
し
た
養
叟

宗
頤
等
の
大
徳
寺
僧
と
関
係
を
深
く
し
た
堺
商
人
ら
も
、
琵
琶
湖
湖
上
水
運
を
利
用
し
て
お
り
、
堺
商
人
と
大
徳
寺
僧
の
関
係
に
お

い
て
、
堅
田
を
拠
点
に
し
て
い
た
大
徳
寺
僧
の
存
在
に
注
意
す
べ
き
と
の
重
要
な
指
摘
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
京
都
と
北
陸
を
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移
動
す
る
際
、
大
徳
寺
僧
ら
が
在
住
し
、
特
に
一
休
宗
純
の
由
緒
地
と
し
て
も
重
要
な
堅
田
を
経
由
し
て
琵
琶
湖
の
水
運
を
利
用
し

て
移
動
で
き
る
こ
と
は
、
京
都
や
越
前
の
商
人
に
と
っ
て
大
徳
寺
僧
、
特
に
一
休
門
下
僧
と
密
に
関
係
を
も
つ
理
由
と
な
っ
た
だ
ろ

う
（

）
。

48
こ
う
し
た
商
人
ら
が
も
つ
経
済
力
な
ど
は
真
珠
庵
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
琵
琶
湖
湖
上
水
運
を
利
用
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

も
、
真
珠
庵
を
外
護
す
る
朝
倉
氏
に
と
っ
て
、
決
し
て
見
逃
し
得
な
い
要
素
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
文
化
人
を
媒
介
と
し
た
交
流
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

一
休
門
下
と
関
係
が
見
ら
れ
る
人
物
に
は
、
と
く
に
連
歌
師
宗
長
が
い
る
。
こ
こ
で
は
深
く
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
宗
長
は
、

薪
の
酬
恩
庵
に
宿
し
た
こ
と
、
近
江
矢
嶋
の
少
林
寺
（

）
に
宿
し
た
こ
と
が
わ
か
り
（

）
、
酬
恩
庵
で
の
末
期
を
望
ん
で
い
た

49

50

こ
と
な
ど
か
ら
も
そ
の
親
密
さ
が
伺
え
る
。

真
珠
庵
派
の
地
方
展
開
に
つ
い
て
は
、
総
じ
て
言
え
ば
堺
と
同
様
に
越
前
に
お
け
る
場
合
も
弟
子
達
が
在
地
の
人
々
と
広
く
交
流

を
し
、
帰
依
者
の
確
保
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
越
前
の
場
合
も
、
堺
で
み
る
よ
う
な
商
人
と
の
交
流
を
想
定

す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
加
え
て
朝
倉
氏
の
保
護
も
得
て
、
一
族
中
の
女
子
等
の
帰
依
を
得
る
な
ど
、
そ
の
関
係
を
祖
師

没
後
も
継
続
し
て
い
っ
た
。
ま
た
商
人
等
に
関
し
て
言
え
ば
、
彼
ら
が
真
珠
庵
・
酬
恩
庵
・
深
岳
寺
な
ど
と
関
わ
り
な
が
ら
京
都
と

越
前
と
を
往
来
す
る
こ
と
は
、
越
前
国
の
朝
倉
氏
に
お
い
て
も
、
経
済
的
、
文
化
的
交
流
の
面
に
お
い
て
大
き
な
利
点
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
今
後
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
両
者
の
関
係
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
纏
め
る
こ
と
で
結
び
に
代
え
て
お
き
た
い
。

戦
国
期
に
朝
倉
氏
を
檀
越
に
も
っ
た
真
珠
庵
派
は
、
京
都
で
は
大
徳
寺
山
内
の
真
珠
庵
、
薪
酬
恩
庵
を
拠
点
に
、
越
前
国
で
は
一
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乗
谷
近
く
の
深
岳
寺
を
拠
点
と
し
て
、
越
前
と
京
都
を
密
接
に
結
ん
で
活
動
し
て
い
た
。
真
珠
庵
が
朝
倉
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
の
性

格
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
朝
倉
氏
の
外
護
は
、
一
休
没
後
の
一
休
門
下
に
と
っ
て
、
寺
院
運
営
を
進
め

る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
実
は
朝
倉
氏
側
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
真

珠
庵
派
が
一
休
宗
純
の
門
下
僧
で
あ
る
と
い
う
信
仰
上
の
理
由
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
真
珠

庵
派
が
田
畠
を
買
得
し
な
が
ら
経
済
基
盤
を
確
立
す
る
一
方
、
地
子
銭
納
入
の
際
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
京
都
の
商
人
ら
と
密
接
な

関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
、
朝
倉
氏
は
注
視
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
倉
氏
が
真
珠
・
酬

恩
の
両
庵
の
僧
侶
を
在
地
に
招
請
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
朝
倉
氏
の
一
休
へ
の
帰
依
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
真
珠
庵
派
が
も
っ

て
い
た
、
経
済
的
、
人
的
関
係
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
一
乗
谷
の
政
治
・
経
済
的
、
文
化

的
発
展
に
お
い
て
、
真
珠
庵
派
僧
ら
が
京
都
と
越
前
を
往
来
し
て
い
る
状
況
は
、
貨
幣
の
流
通
、
文
化
交
流
の
面
か
ら
見
て
も
、
決

し
て
看
過
し
得
な
い
魅
力
と
し
て
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
註
】

（
１
）
水
藤
真
『
朝
倉
義
景
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
、
米
原
正
義
「
越
前
朝
倉
氏
の
文
芸
」
（
『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』

桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
等
。

（
２
）
横
田
健
一
「
大
徳
寺
真
珠
庵
と
朝
倉
氏
」
（
『
史
迹
と
美
術
』
二
七
四
号
、
一
九
三
一
年
）
。

（
３
）
平
野
宗
浄
「
一
休
和
尚
と
そ
の
弟
子
達
―
新
資
料
・
開
祖
下
火
録
―
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
十
二
号
、
一
九
八
〇

年
）
。

（
４
）
矢
内
一
磨
「
臨
済
宗
一
休
派
の
祖
師
忌
法
会
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
十
三
・
三
十
三
回
忌
大
法
会
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
文

化
史
学
』
四
五
号
、
一
九
八
八
年
）
。
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（
５
）
『
京
都
府
の
地
名
』
平
凡
社
。

（
６
）
『
真
珠
庵
文
書
之
一
』
一
八
号
「
大
徳
寺
末
寺
書
出
案
」
。

（
７
）
『
真
珠
・
酬
恩
両
庵
歴
代
世
次
』
。
但
し
、
真
珠
庵
八
世
か
ら
十
一
世
、
酬
恩
庵
九
世
か
ら
十
一
世
に
つ
い
て
は
例
外
。

（
８
）
矢
内
一
磨
「
一
休
派
に
お
け
る
評
議
体
制
の
成
立
と
展
開
」
（
『
一
休
派
の
結
衆
と
史
的
展
開
の
研
究
』
第
一
章
、
思
文
閣

出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
。
ま
た
『
真
珠
案
文
書
之
二
』
一
四
五
号
「
酬
恩
庵
慈
楊
塔
衆
評
事
書
付
」
は
天
文
六
年
か
ら
元
和

元
年
ま
で
。
一
四
六
号
「
酬
恩
庵
慈
楊
塔
衆
評
事
書
付
」
は
元
和
二
年
か
ら
寛
文
三
年
ま
で
の
記
載
が
あ
る
。

（
９
）
上
田
純
一
『
九
州
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
文
献
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
。

（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
三
』
二
五
八
号
「
慈
光
〈
明
室
〉
西
殿
書
状
」
。

10
（

）
松
原
信
之
「
朝
倉
孝
景
の
兄
弟
」
（
『
越
前
朝
倉
氏
の
研
究
』
第
二
部

第
一
章

第
二
節
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
。

11
（

）
稲
葉
継
陽
氏
は
「
戦
国
時
代
の
村
請
制
と
村
―
地
主
真
珠
庵
と
市
原
野
を
中
心
に
―
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
八
〇
号
、
一

12

九
九
六
年
一
月
、
真
珠
庵
と
市
原
野
に
注
目
し
、
戦
国
時
代
に
み
ら
れ
る
村
請
制
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
三
』
一
七
七
号
「
真
珠
庵
領
所
々
田
畠
年
貢
帳
」
。

13
（

)

『
京
都
市
の
地
名
』
平
凡
社
。

14
（

）
伊
奈
建
次
「
中
世
に
於
け
る
社
寺
金
融
の
特
別
低
利
率
に
つ
い
て
（
『
史
淵
』
第
三
輯
、
一
九
三
一
年
）
、
小
葉
田
淳
「
中

15

世
に
於
け
る
祠
堂
銭
に
就
い
て
」
（
『
歴
史
と
地
理
』
第
二
十
九
巻
第
一
号
、
一
九
三
一
年
）
、
寶
月
圭
吾
「
中
世
の
祠
堂
銭

に
つ
い
て
」
（
『
中
世
日
本
の
売
券
と
徳
政
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
（
初
出
は
一
志
茂
樹
先
生
喜
寿
記
念
会
『
一
志

茂
樹
博
士
喜
寿
記
念
論
集
』
一
九
七
一
年
）
、
中
島
圭
一
「
中
世
京
都
に
お
け
る
祠
堂
銭
金
融
の
展
開
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第

一
〇
二
編

第
十
二
号
、
一
九
九
三
年
）
等
。

（

）
佐
々
木
銀
弥
「
荘
園
領
主
経
済
の
諸
段
階
」
（
『
中
世
商
品
流
通
史
の
研
究
』
第
二
章
第
三
節
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

16

七
二
年
）
。
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（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
三
』
一
七
七
号
「
真
珠
庵
領
所
々
田
畠
年
貢
帳
」
。

17
（

）
樋
口
富
小
路
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
陶
山
備
中
守
入
道
宗
智
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
地
で
あ
る
（
『
真
珠
庵
文
書
之
六
』
八

18

八
八
号
「
宗
智
〈
陶
山
備
中
入
道
〉
書
状
」
）
。

（

）
豊
田
武
「
一
、
商
人
の
種
々
相
」
、
「
三
、
商
人
の
文
化
的
活
動
」
（
『
中
世
の
商
人
と
交
通
』
第
一
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一

19

九
八
三
年
）
。

（

）
真
珠
庵
の
祠
堂
銭
が
貸
借
に
使
用
に
つ
い
て
は
、
享
禄
二
年
に
宗
俊
が
五
貫
文
を
祠
堂
方
料
足
を
借
り
て
お
り
、
そ
の
借
用

20

状
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

借
用
申
祠
堂
方
料
足
事

合
五
貫
文
者

右
、
修
借
用
申
如
件
、

享
禄
二
己
丑
歳
五
月
廿
九
日

宗
俊
（
花
押
）

聡
公
座
元
禅
師

宗
普
禅
師

宗
恩
禅
師

（
『
真
珠
庵
文
書
之
一
』
三
六
号
「
宗
俊
祠
堂
銭
借
用
状
」
）

こ
の
日
付
と
同
年
の
祠
堂
銭
納
下
帳
を
み
て
み
る
と
、
祠
堂
銭
納
下
帳
に
は
、
こ
れ
に
関
す
る
記
載
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
（
『
真
珠
庵
文
書
之
三
』
一
八
一
号
「
眞
珠
庵
祠
堂
銭
納
下
帳
」
）
。
田
中
浩
司
氏
に
よ
る
分
析
に
よ
る
と
、
こ
の
祠

堂
銭
納
下
帳
は
、
貸
し
付
け
の
性
格
は
少
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
田
中
浩
司
「
一
六
世
紀
前
期
の
京
都
真
珠
庵
の
帳
簿
史
料

か
ら
み
た
金
の
流
通
と
機
能
」
（
峰
岸
純
夫
編
『
日
本
中
世
史
の
再
発
見
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
。
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（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
三
』
一
八
二
号
「
眞
珠
庵
祠
堂
銭
納
下
帳
」
。

21
（

）
松
原
信
之
氏
「
朝
倉
氏
の
妻
妾
・
子
女
系
譜
」
（
『
越
前
朝
倉
氏
の
研
究
』
第
七
章
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
。

22
（

）
松
原
信
之
「
大
徳
寺
塔
頭
庵
領
と
朝
倉
景
隆
」
（
『
福
井
県
史
研
究
』
第
二
号
、
一
九
八
五
年
）
。

23
（

）
『
福
井
県
史
』
資
料
編
二

中
世
『
真
珠
庵
文
書
』
五
〇
号
「
紹
越
書
状
」
。

24
（

）
山
城
の
疎
壁
軒
は
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
十
一
月
に
開
堂
し
て
い
る
（
『
真
珠
庵
文
書
之
一
』
一
〇
三
号
「
紹
越
〈
祖
心
〉

25

寺
役
勤
仕
條
々
記
録
」
。

（

）
『
福
井
県
史
』
資
料
編
二

中
世
『
真
珠
庵
文
書
』
五
〇
号
「
紹
越
書
状
」
。

26
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
一
』
一
〇
三
号
「
紹
越
〈
祖
心
〉
寺
役
勤
仕
條
々
記
録
」
。

27
（

）
『
大
徳
寺
世
譜
』
一
休
宗
純
で
、
「
江
州
矢
島
少
林
寺
・
越
前
深
岳
寺
、
師
を
奉
じ
て
開
祖
と
為
す
、
」
と
あ
る
。

28
（

）
『
真
珠
酬
恩
歴
代
世
次
』
祖
心
紹
越
の
項
。

29
（

）
『
福
井
県
史
』
資
料
編
二

中
世
『
真
珠
庵
文
書
』
一
〇
二
号
「
深
岳
寺
紹
香
書
状
」
。

30
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
四
』
三
五
八
号
「
宗
才
書
状
」
。

31
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
六
』
八
六
九
号
「
朝
倉
景
隆
書
状
」
。

32
（

）
『
福
井
県
史
』
資
料
編
二

中
世
『
真
珠
庵
文
書
』
一
〇
〇
号
「
深
岳
寺
紹
香
書
状
」
、
一
〇
一
号
「
宗
才
書
状
」
、
一
〇
二

33

号
「
深
岳
寺
紹
香
書
状
」
。

（

）
朝
倉
氏
と
曹
洞
宗
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
枝
愛
真
「
曹
洞
宗
宏
智
派
の
発
展
と
朝
倉
氏
」
（
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』

34

第
三
章
第
三
節
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
、
広
瀬
良
弘
「
北
陸
に
お
け
る
戦
国
期
の
曹
洞
宗
」
（
『
禅
宗
地
方
展
開

史
の
研
究
』
第
二
章
第
五
節
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
六
』
九
〇
七
号
（
一
一
）
「
朝
倉
景
隆
書
状
」
。

35
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
四
』
三
五
八
号
「
宗
才
書
状
」
。

36
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（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
六
』
九
〇
七
号
（
一
〇
）
「
真
珠
庵
納
所
宗
普
〈
化
庵
〉
日
記
」
。

37
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
四
』
三
六
〇
号
「
宗
俊
算
用
注
文
」
、
三
六
一
号
「
宗
俊
書
状
」
。

38
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
三
』
二
五
六
号
「
宗
俊
田
地
寄
進
状
」
。

39
（

)

『
福
井
県
史
』
資
料
編
二

中
世
『
真
珠
庵
文
書
』
一
一
三
号
「
越
前
国
二
上
国
衙
米
納
下
注
文
」
。

40
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
六
』
八
七
〇
号
「
朝
倉
景
隆
書
状
」
。

41
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
四
』
三
三
一
号
「
深
岳
寺
宗
俊
書
状
」
。

42
（

）
清
水
三
男
「
若
狭
國
名
田
荘
」
（
清
水
三
男
著
作
集
第
二
巻
『
日
本
中
世
の
村
落
』
第
二
部
、
校
倉
書
房
、
一
九
七
四
年
）
。

43
（

）
『
真
珠
庵
文
書
之
六
』
九
〇
七
号
（
一
〇
）
「
真
珠
庵
納
所
宗
普
〈
化
庵
〉
日
記
」
。

44
（

）
『
福
井
県
史
』
通
史
編
中
世
第
五
章
第
一
節
。

45
（

）
『
福
井
県
史
』
通
史
編
中
世
第
五
章
第
一
節
、
林
家
辰
三
郎
「
茶
匠
と
茶
商
―
山
城
宇
治
『
上
林
文
書
』
に
よ
せ
て
―
」
（
『
藝

46

能
史
研
究
』
六
号
、
一
九
六
四
年
）
。

（

）
『
福
井
県
史
』
資
料
編
二

中
世
『
田
中
忠
三
郎
氏
所
蔵
文
書
』
「
堀
平
国
茶
売
口
売
券
」
。
ま
た
、
同
日
付
に
て
堀
平
国
か

47

ら
掘
与
三
兵
衛
尉
へ
の
譲
り
状
が
あ
る
（
『
福
井
県
史
』
資
料
編
二

中
世
『
田
中
忠
三
郎
氏
所
蔵
文
書
』
二
号
「
堀
平
国

茶
売
口
譲
状
」
。

（

）
上
田
純
一
「
大
徳
寺
・
堺
・
遣
明
船
貿
易
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
講
座

蓮
如
』
第
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
、
一

48

二
三
頁
）
及
び
上
田
純
一
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（

）
少
林
寺
は
一
休
門
下
の
桐
嶽
紹
鳳
の
開
創
寺
院
で
、
真
珠
庵
派
の
近
江
国
で
の
拠
点
寺
院
で
あ
り
、
近
世
初
頭
の
真
珠
庵
派

49

が
把
握
し
て
い
た
地
方
寺
院
と
し
て
、
近
江
の
少
林
寺
と
興
林
庵
が
確
認
で
き
る
（
『
真
珠
庵
文
書
之
一
』
一
八
号
「
大
徳

寺
末
寺
書
上
」
）
。

（

）
『
守
山
市
史
』
上
巻
「
四

中
世
の
守
山
」
、
一
九
七
四
年
。

50
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第
四
章

戦
国
期
の
大
徳
寺
運
営
と
地
方
展
開

―
大
徳
寺
龍
泉
派
に
注
目
し
て
―

は
じ
め
に

戦
国
期
の
大
徳
寺
が
大
き
く
発
展
す
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
京
都
を
拠
点
に
し
つ
つ
地
方
へ
と
進
出
・
展
開
し
た
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
堺
へ
の
進
出
・
展
開
は
、
す
で
に
堺
進
出
し
て
い
た
博
多
を
中
心
と
す
る
禅
院
・
禅
宗
門
派
（
大
応
派
横

岳
派
）
と
同
系
で
あ
っ
た
こ
と
で
進
出
が
容
易
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
の
博
多
禅
院
・
門
派
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
大
徳
寺
が
継
承
し
て
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
に
関
心
を
も
つ
三
好
氏
、
ま
た
商
人
等
の
外
護
獲
得
に
も
な
り
、
経
済
的
、

文
化
的
な
発
展
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
１
）
。
ま
た
第
三
章
で
み
た
よ
う

に
、
越
前
国
の
朝
倉
氏
、
ま
た
大
内
氏
の
外
護
を
得
る
な
ど
、
地
方
へ
進
出
し
有
力
な
外
護
者
獲
得
に
尽
力
し
た
事
が
伺
え
る
（
２
）
。

こ
う
し
た
動
き
の
一
つ
と
し
て
特
に
本
章
で
注
目
し
た
い
の
が
、
関
東
へ
の
進
出
と
後
北
条
氏
の
外
護
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。

大
徳
寺
の
関
東
進
出
に
関
し
て
は
、
特
に
大
徳
寺
の
四
派
（
龍
源
派
、
大
仙
派
、
龍
泉
派
、
眞
珠
庵
派
の
四
つ
の
門
派
）
の
う
ち

龍
泉
派
と
称
す
る
一
門
派
が
、
相
模
国
小
田
原
へ
進
出
し
、
そ
こ
を
拠
点
に
後
北
条
氏
の
外
護
を
得
な
が
ら
関
東
で
活
動
し
た
事
が
、

岩
崎
宗
純
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
後
北
条
氏
と
大
徳
寺
及
び
龍
泉
派
に
関
す
る
研
究
に
進
展
は
み
ら
れ
な
い

（
３
）
。

岩
崎
氏
は
相
模
国
で
活
動
し
た
龍
泉
派
僧
ら
の
グ
ル
ー
プ
を
「
大
徳
寺
関
東
龍
泉
派
」
と
称
し
、
早
雲
寺
や
塔
頭
の
創
建
や
運
営

な
ど
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
彼
ら
の
活
動
が
大
徳
寺
の
教
線
拡
大
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
に
よ
っ
て
中
央
の
文
化
が
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
後
北
条
氏
の
文
化
へ
与
え
た
影
響
が
決
し
て
小
さ
く
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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「
大
徳
寺
関
東
龍
泉
派
」
と
称
さ
れ
る
事
か
ら
も
龍
泉
派
の
地
方
拠
点
の
所
在
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
が
、
戦
国
期
に
お
け
る
大

徳
寺
の
地
方
進
出
・
展
開
を
み
て
い
く
と
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
大
徳
寺
内
に
み
ら
れ
る
四
派
そ
れ
ぞ
れ
に
進
出
・
展
開
す
る
地
方

を
棲
み
分
け
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
章
で
み
た
越
前
国
で
あ
れ
ば
、
一
休
門
下
の
眞
珠

庵
派
が
中
心
と
な
っ
て
活
動
し
、
堺
で
は
大
仙
派
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
（
４
）
。

関
東
に
お
け
る
「
大
徳
寺
関
東
龍
泉
派
」
の
活
動
に
つ
い
て
は
岩
崎
氏
が
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
本
章
で
も
依
拠
す
る
と
こ
ろ
も
多

く
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
大
徳
寺
山
内
に
派
祖
と
な
る
陽
峰
宗
韶
の
塔
所
龍
泉
庵
（
軒
）
が
あ
り
、
ま
た
大
徳
寺
山
内
に
住

し
な
が
ら
、
大
徳
寺
運
営
を
支
え
た
龍
泉
派
僧
ら
も
少
な
か
ら
ず
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
関
東
と
京
都
の
両
方
で
活
動
す
る

龍
泉
派
の
実
態
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
国
期
の
大
徳
寺
の
運
営
、
さ
ら
に
地
方
進
出
・
展
開
の
一
端
と
し
て
、

史
料
で
確
認
で
き
る
龍
泉
派
の
足
跡
は
決
し
て
多
い
と
は
言
い
難
く
、
そ
れ
故
か
先
学
で
も
大
徳
寺
四
派
の
う
ち
龍
泉
派
に
つ
い
て

詳
述
さ
れ
る
事
が
少
な
い
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
大
徳
寺
山
内
と
関
東
の
双
方
に
お
け
る
龍
泉
派
の
活
動
に
注
目
し
、
龍
泉
派
が
大
徳
寺
四
派
の
一
門
派
と
し

て
確
立
す
る
過
程
を
検
討
し
、
改
め
て
大
徳
寺
の
地
方
進
出
・
展
開
、
外
護
者
後
北
条
氏
と
の
関
係
性
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第
一
節

戦
国
期
の
龍
泉
派

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
戦
国
期
の
大
徳
寺
で
特
徴
的
な
事
は
四
派
の
出
現
で
あ
る
。
大
徳
寺
開
山
宗
峰
妙
超
以
来
、
そ
の
法
が

嗣
が
れ
て
い
く
な
か
で
、
戦
国
期
に
お
い
て
大
き
く
四
つ
に
分
派
す
る
。
そ
の
門
派
は
派
祖
と
な
る
僧
の
創
建
塔
頭
名
を
冠
し
て
称

し
て
お
り
、
龍
源
派
（
通
称
は
南
派
）
、
大
仙
派
（
通
称
は
北
派
）
、
龍
泉
派
、
眞
珠
庵
派
の
四
つ
で
あ
り
、
こ
れ
を
四
派
と
称
す

る
。
戦
国
期
は
こ
れ
ら
の
派
祖
と
な
る
禅
僧
が
出
現
し
、
門
派
と
し
て
確
立
し
て
い
く
時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
う
ち
本
章
で
と
り
あ
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げ
る
龍
泉
派
は
、
大
徳
寺
内
で
は
派
祖
の
塔
所
で
あ
る
龍
泉
庵
（
軒
）
を
門
派
名
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
大
徳
寺
内
で
の

拠
点
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
こ
の
他
に
龍
泉
派
僧
が
開
山
と
な
っ
た
塔
頭
を
も
っ
た
形
跡
が
な
く
、
山
内
で
の
龍
泉
派
僧
の
活
動
は

つ
か
み
に
く
い
。
こ
こ
で
は
大
徳
寺
山
内
に
お
け
る
龍
泉
派
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

一
、
龍
泉
軒
と
陽
峰
宗
韶

「
龍
泉
派
」
と
は
、
派
祖
で
あ
る
陽
峯
宗
韶
の
塔
所
で
あ
る
龍
泉
庵
に
因
ん
で
い
る
。
こ
の
龍
泉
庵
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
戦

国
期
で
は
「
龍
泉
軒
」
と
確
認
で
き
（
５
）
、
元
和
（
６
）
、
寛
永
（
７
）
頃
ま
で
龍
泉
軒
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
か

ら
、
戦
国
期
か
ら
近
世
初
頭
で
は
「
龍
泉
軒
」
の
軒
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
国
期
で
は
龍
泉
軒
は
大
用
庵

の
寮
舎
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
８
）
。

龍
泉
軒
は
陽
峰
宗
韶
の
塔
所
と
し
て
明
応
年
中
に
創
建
さ
れ
た
（
９
）
。
そ
の
陽
峰
宗
韶
に
つ
い
て
、
大
徳
寺
山
内
で
の
活
動
と

し
て
は
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
か
ら
如
意
庵
主
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
延
徳
二
年
六
月
で
は
、

沽
却

西
院
小
泉
庄
内
随
身
田
名
主
職
事

合
捌
段
者
、
在
坪
六
条
四
坊
十
一
・
十
二
・
十
三
・
十
四
坪
也
、

右
件
名
田
者
、
大
徳
寺
如
意
庵
永
領
地
也
、
雖
然
依
有
要
用
、
相
副
本
證
文
五
通
、
直
銭
七
貫
文
仁

、

此
外
諸
公
事
等
者
、
別
帋
書
進
也
、

虎
王
丸
仁

、
永
代
所
賣
渡
実
正
也
、
但
本
役
六
石
五
斗
分
可
納
之
、
○

名
主
得
分
者
、
参
石
貳
斗
也
、
同
藁
代
百
文
在
之
、
仍

為
後
證
亀
鏡
状
如
件
、

延
徳
貳
年

六
月
一
日

院
主

庚戌

宗
韶
在
判
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龍
雲
院

見
性
寺

宗
昇
在
判

宗
藤
在
判

廣
徳
寺

太
清
院

宗
真
在
判

宗
某
在
判

（

）
10

と
あ
り
、
大
徳
寺
如
意
庵
永
領
地
に
関
し
て
、
如
意
庵
「
院
主

宗
韶
」
と
し
て
連
署
し
、
ま
た
延
徳
三
年
や
延
徳
四
年
で
も
如
意

庵
主
と
し
て
連
署
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（

）
。

11

そ
の
後
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
に
な
っ
て
大
徳
寺
内
に
松
源
院
が
落
成
す
る
と
、
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
に
は
、

徳
禅
寺
領
播
州
大
塩
庄
内
寺
田
村
内
検
目
録

（
中
略
）

明
応
六
年

三
月
廿
八
日

塔
主

丁巳

宗
蓀
（
花
押
）

大
徳
寺
維
那

眞
珠
庵

宗
竜
（
花
押
）

紹
岱
（
花
押
）

大
徳
寺
納
所

宗
琳
（
花
押
）

宗
歓
（
花
押
）

松
源
院

太
清
院
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宗
韶
（
花
押
）

宗
機
（
花
押
）

長
勝
庵

如
意
庵

宗
仙
（
花
押
）

宗
珪
（
花
押
）

大
用
庵

宗
重
（
花
押
）

（

）
12

と
あ
っ
て
、
「
松
源
院

宗
韶
（
花
押
）
」
と
、
松
源
院
主
と
し
て
連
署
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
永
正
元
年
（
一

五
〇
四
）
に
陽
峰
宗
韶
は
大
徳
寺
に
入
寺
す
る
が
、
退
院
後
は
再
び
如
意
庵
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
（

）
、

13

基
本
的
に
陽
峰
宗
韶
は
如
意
庵
に
住
し
な
が
ら
、
大
徳
寺
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

二
、
龍
泉
派
僧

陽
峰
宗
韶
が
龍
泉
軒
を
冠
し
て
称
す
る
事
は
確
認
し
え
な
い
が
、
大
徳
寺
内
で
陽
峰
宗
韶
の
法
嗣
た
ち
が
大
徳
寺
住
持
や
役
者
・

塔
主
等
と
共
に
連
署
す
る
際
に
冠
す
る
塔
頭
名
に
注
目
し
て
み
る
と
、
龍
泉
軒
と
す
る
も
の
は
み
ら
れ
ず
、
大
用
庵
、
松
源
院
な
ど

で
あ
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

例
え
ば
、
他
の
三
派
で
あ
れ
ば
、
派
祖
の
創
建
塔
頭
の
塔
主
と
し
て
署
名
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
龍
泉
派
の
場
合
は
、

連
署
に
「
龍
泉
（
軒
）
」
の
署
名
を
す
る
も
の
は
少
な
い
（

）
。

14

各
門
派
が
派
祖
お
よ
び
そ
の
創
建
塔
頭
を
中
心
に
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
、
寺
内
の
規
式
な
ど
の
連
署
な
ど
に
顕
か
で
、
特

に
南
派
と
北
派
の
僧
等
に
よ
る
署
名
が
多
く
、
そ
れ
に
は
同
門
派
創
建
塔
頭
を
冠
し
て
お
り
、
複
数
の
同
門
派
塔
頭
を
運
営
を
し
な

が
ら
大
徳
寺
の
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
龍
泉
派
は
、
派
祖
陽
峰
宗
韶
の
龍
泉
軒
を
冠
せ
ず
、

四
派
祖
出
現
以
前
に
創
建
さ
れ
た
塔
頭
院
主
ま
た
庵
主
を
つ
と
め
、
規
式
等
に
連
署
し
て
い
る
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
山
内
に
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お
い
て
そ
の
塔
頭
運
営
な
ど
他
門
派
の
動
き
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
龍
泉
派
の
僧
達
そ
の
も
の
、
ま
た
連
署
な
ど
で
維
那
な

ど
の
役
者
と
し
て
法
号
の
み
署
す
る
者
が
、
ど
の
門
派
に
属
す
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
龍
泉
派
は
大
徳
寺
内

で
は
大
用
庵
や
松
源
院
な
ど
の
塔
頭
の
運
営
に
関
わ
り
な
が
ら
大
徳
寺
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
事
が
多
く
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、

龍
泉
派
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
塔
頭
に
住
す
る
事
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
他
門
派
の
僧
達
も
大
用
庵
や
松
源
院
な
ど
四

派
以
外
の
塔
主
を
勤
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
用
庵
や
松
源
院
は
拠
点
塔
頭
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

龍
泉
軒
の
署
名
が
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
の
松
源
院
領
内
の
百
姓
職
売
券
で
、

沽
却
申
百
姓
職
田
地
之
事

（
中
略
）

右
田
地
者
、
松
源
院
領
無
相
違
当
知
行
也
、
雖
然
大
用
庵
江

、
以
衆
儀
、
代
参
貫
五
百
文
相
副
証
文
、
永
代
売
渡
申
処
実
正
也
、

然
上
者
於
後
々
年
不
可
有
相
違
者
也
、
仍
売
券
状
如
件
、

天
文
五

六
月
廿
八
日

侍
眞

丙申

宗
寬
（
花
押
）

龍
泉

宗
怡
（
花
押
）

養
徳
侍
眞宗

俶
（
花
押
）

と
あ
り
、
「
龍
泉

宗
怡
（
花
押
）
」
と
あ
り
、
龍
泉
軒
主
と
し
て
宗
怡
の
連
署
が
あ
る
。
宗
怡
の
名
前
、
及
び
侍
眞
の
宗
寬
に
つ

い
て
は
、
他
の
文
書
で
、
松
源
院
や
大
用
庵
、
ま
た
如
意
庵
主
と
し
て
署
名
が
み
ら
れ
、
そ
れ
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
（

）
。

15
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こ
の
二
人
が
龍
泉
派
僧
と
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
龍
泉
派
派
祖
の
塔
所
を
冠
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
松
源
院
と
い
っ
た
四
派

が
創
建
し
た
塔
頭
以
外
に
住
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
龍
泉
派
の
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

派
祖
陽
峰
宗
韶
が
自
ら
龍
泉
軒
主
と
し
て
署
名
し
た
も
の
は
殆
ど
見
あ
た
ら
ず
、
ま
た
陽
峰
宗
韶
の
弟
子
達
が
、
龍
泉
軒
（
庵
）

主
と
し
て
署
名
し
た
も
の
も
少
な
く
、
大
徳
寺
内
に
お
け
る
龍
泉
派
門
派
と
し
て
の
動
向
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
で
は
、
大
徳

寺
内
で
一
門
派
と
し
て
確
立
・
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
契
機
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

第
二
節

龍
泉
派
の
関
東
進
出
・
展
開

龍
泉
派
の
活
動
の
特
徴
と
し
て
は
、
関
東
に
そ
の
拠
点
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
、
岩
崎
宗
純
氏
が

「
大
徳
寺
関
東
龍
泉
派
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
、
相
模
国
箱
根
に
創
建
さ
れ
た
後
北
条
氏
の
菩
提
寺

で
あ
る
早
雲
寺
を
中
心
に
、
大
徳
寺
の
龍
泉
派
が
関
東
に
進
出
し
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（

）
。

16

こ
こ
で
は
、
龍
泉
派
の
門
派
と
し
て
確
立
す
る
契
機
を
探
る
一
つ
と
し
て
、
改
め
て
大
徳
寺
派
の
関
東
進
出
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
早
雲
寺
の
開
創
と
以
天
宗
清

大
徳
寺
派
が
関
東
へ
進
出
し
た
契
機
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
古
記
録
に
よ
っ
て
大
永
元
年
（
一
五
二
一
）
に
建
立
と
あ
る
が
、
こ
れ
以
前
に
す
で
に
早
雲
庵
が
建
立
さ
れ
て

お
り
、
北
条
早
雲
に
よ
っ
て
以
天
宗
清
が
招
請
さ
れ
、
庵
居
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
説
も
あ
る
（

）
。
北
条
早
雲
は
永
正

17

十
六
年
（
一
五
一
九
）
に
没
し
て
お
り
、
次
代
の
氏
綱
に
よ
っ
て
早
雲
寺
に
寺
領
寄
進
が
あ
り
（

）
、
大
永
元
年
以
降
に
早
雲
寺

18

と
し
て
の
伽
藍
が
成
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

早
雲
寺
開
山
の
以
天
宗
清
は
陽
峰
宗
韶
の
法
孫
で
、
大
徳
寺
八
三
世
で
あ
る
。
陽
峰
の
法
系
を
嗣
ぐ
者
達
、
つ
ま
り
龍
泉
派
僧
に
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よ
る
大
徳
寺
山
内
で
の
活
動
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
知
る
こ
と
は
難
し
い
中
で
、
以
天
宗
清
は
注
目
す
べ
き
龍
泉
派
僧
の
一
人

で
あ
る
。
陽
峰
宗
韶
の
法
嗣
東
海
宗
朝
の
弟
子
が
以
天
宗
清
で
あ
る
。
以
天
が
早
雲
寺
の
開
山
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
詳
細
は
、
す

で
に
岩
崎
氏
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
（

）
が
、
改
め
て
、
大
徳
寺
内
と
早
雲
寺
と
の
双
方
に
お
け
る
動
向
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

19

い
。以

天
は
東
海
宗
朝
の
法
嗣
で
、
山
城
国
の
人
で
あ
る
。
大
徳
寺
に
は
二
度
住
持
し
て
い
る
。
ま
た
龍
泉
庵
の
二
世
で
も
あ
る
。
文

明
四
年
（
一
四
七
二
）
に
生
ま
れ
、
世
寿
八
十
三
で
、
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
正
月
十
九
日
に
示
寂
す
る
（

）
。
大
徳
寺

20

山
内
に
お
い
て
、
以
天
宗
清
は
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
に
大
徳
寺
納
所
を
つ
と
め
（

）
、
そ
の
後
は
、
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）

21

四
月
二
一
日
に
大
徳
寺
出
世
し
て
お
り
、
天
文
一
四
年
に
も
大
徳
寺
住
持
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（

）
。

22

以
天
宗
清
が
北
条
早
雲
の
子
の
北
条
氏
綱
に
招
請
さ
れ
て
早
雲
寺
を
開
創
し
た
の
は
、
早
雲
の
死
後
、
大
永
元
年
頃
と
い
う
。
以

天
宗
清
が
招
請
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
早
雲
が
存
命
中
の
永
正
年
間
中
に
相
模
国
へ
行
っ
て
お
り
、
早
雲

寺
の
前
身
と
な
る
寺
庵
が
創
建
さ
れ
て
い
た
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

）
。

23

二
、
春
松
院
の
創
建

早
雲
寺
の
塔
頭
に
は
、
氏
綱
の
菩
提
所
と
し
て
春
松
院(

）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
以
天
宗
清
が
大
永
年
間
に
創
建
し
た
寿
塔
と

24

岩
崎
氏
は
推
察
す
る
（

）
。

25

改
め
て
春
松
院
の
創
建
に
関
し
て
み
て
み
る
と
、
以
天
宗
清
が
春
松
院
を
号
し
て
連
署
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
な
か
で
、
管
見
の

限
り
で
は
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
十
一
月
十
一
日
の
日
付
で
、
大
徳
寺
の
入
院
官
銭
額
を
定
め
た
規
式
に
お
い
て
、
大
徳
寺
住
持

古
岳
宗
亘
等
を
は
じ
め
一
八
名
の
署
名
が
あ
る
な
か
に
、「
春
松
院

宗
清
（
花
押
）
」
と
署
名
が
あ
る
の
も
の
が
早
い
だ
ろ
う
（

）
。

26

こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
大
永
二
年
で
は
「
春
松
院
」
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
大
徳
寺
山
内
に
あ

っ
た
と
は
限
ら
ず
（

）
相
模
国
で
の
以
天
宗
清
の
居
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
「
春
松
院

宗
清
（
花

27
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押
）
」
は
相
模
国
の
春
松
院
を
塔
所
と
す
る
以
天
宗
清
が
、
こ
の
時
に
は
大
徳
寺
山
内
に
居
し
、
連
署
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

岩
崎
氏
は
大
永
年
間
中
と
し
、
特
に
大
永
七
年
に
確
認
で
き
る
例
を
あ
げ
て
い
る
が
（

）
、
そ
れ
よ
り
も
少
し
前
か
ら
確
認
で
き

28

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
連
署
で
以
天
が
自
ら
「
春
松
」
と
書
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
二
月
二
十
九
日

に
、
悦
渓
宗
忢
が
奉
勅
入
寺
し
た
際
の
入
寺
法
語
の
謝
詞
に
、

謝
詞

開
堂
之
、
次
共
惟
春
松
堂
上
大
和
尚
法
窟
頭
角
、
宗
門
爪
牙
、
激
龍
泉
之
一
派
、
則
源
深
流
長
、
受
松
源
之
余
流
、
則

智
大
見
遠
耶
、
茲
承
辱
鳴
犍
椎
以
臨
乱
道
之
法
□
、
下
座
必
致
百
拝
伸
謝
之
誠
、
仰
願
慈
悲
恩
照
、
（

）
29

と
み
え
、
「
春
松
堂
上
大
和
尚
」
「
宗
門
爪
牙
、
激
龍
泉
之
一
派
」
と
あ
り
、
「
春
松
」
と
い
う
寺
院
、
ま
た
は
庵
、
軒
の
住
持
で
、

龍
泉
派
の
者
が
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
あ
た
る
人
物
と
し
て
以
天
宗
清
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
（

）
。

30

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
以
天
宗
清
は
す
で
に
「
春
松
」
と
号
す
る
塔
所
を
も
っ
て
い
た
と
も
推
測
で
き
、
大
永
以
前
、
永

正
年
間
以
前
か
ら
相
模
国
へ
下
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
く
な
い
。
ま
た
、
以
天
宗
清
は
、
相
模
国
と
京
都
と
を
あ
ま
り
長
い

間
隔
を
あ
け
ず
に
往
来
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
中
央
と
地
方
の
双
方
の
寺
院
運
営
を
支
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

第
三
節

龍
泉
派
の
大
徳
寺
住
持
輩
出

京
都
か
ら
離
れ
、
相
模
国
の
早
雲
寺
を
拠
点
に
活
動
し
た
龍
泉
派
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
大
徳
寺
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
一
つ
が
大
徳
寺
住
持
を
輩
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
徳
寺
住
持
の
輩
出
は
、
四
派
祖
の
出
現
以
降
は
、
次
第
に
四
派
の

う
ち
龍
源
派
、
大
仙
派
、
龍
泉
派
の
三
派
か
ら
輩
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
特
徴
で
あ
る
（

）
。
こ
こ
で
は
、
龍
泉
派
の
輩
出

31
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に
注
目
し
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
特
に
、
派
祖
陽
峰
宗
韶
の
出
世
か
ら
、
天
正
一
八
年
ま
で
に
区
切
っ
て
み
て
み
る
こ
と
に
し

た
い
（

）
。

32

永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
三
月
に
大
徳
寺
七
〇
世
陽
峰
宗
韶
が
住
持
と
な
っ
て
以
降
、
天
正
一
八
年
ま
で
の
間
に
大
徳
寺
住
持
と

な
っ
た
龍
泉
派
僧
は
一
五
名
い
る
。
岩
崎
氏
は
早
雲
寺
六
世
大
岫
宗
初
、
八
世
梅
隠
宗
香
が
居
成
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
早
雲
寺
住

持
の
大
徳
寺
出
世
が
多
く
の
場
合
居
成
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
察
」
し
て
い
る
。
岩
崎
氏
の
分
析
は
早
雲
寺
住
持
に
注
目
し
た
も

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
改
め
て
龍
泉
派
の
歴
代
住
持
に
つ
い
て
考
察
し
、
実
際
に
居
成
が
ど
れ
だ
け
い
た
の
か
等
を
確
認
、
分
析
し

て
み
た
い
。

一
、
奉
勅
入
寺
（
入
寺
・
入
院
）

二
章
で
も
み
た
よ
う
に
、
大
徳
寺
入
寺
に
は
、
入
寺
式
を
行
っ
て
住
持
と
な
る
入
寺
（
入
院
）
と
、
実
際
に
入
寺
す
る
こ
と
な
く

「
前
住
大
徳
」
の
号
を
得
る
入
寺
（
居
成
）
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
龍
泉
派
僧
の
住
持
に
つ
い
て
、
入
寺
・
居
成
を
分
け
て
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
。
表

参
照
。

C

二
章
で
も
考
察
し
た
通
り
、
大
徳
寺
住
持
は
、
天
皇
の
綸
旨
が
出
さ
れ
入
院
す
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
入
寺
す
る
際
に
は
入
寺
式

が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
朝
廷
よ
り
勅
使
が
派
遣
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
入
寺
に
つ
い
て
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
「
じ
ゅ
ゑ
ん

（
入
院
）
」
と
あ
る
こ
と
は
確
認
し
た
が
、
そ
の
入
寺
の
こ
と
を
、
大
徳
寺
の
歴
代
住
持
が
記
さ
れ
て
い
る
『
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
世

譜
』
（
以
降
『
世
譜
』
）
で
は
「
奉
勅
入
寺
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
奉
勅
入
寺
と
称
し
た
い
。

派
祖
陽
峰
宗
韶
以
降
の
龍
泉
派
僧
で
、
奉
勅
入
寺
に
あ
た
る
の
は
大
徳
寺
七
三
世
東
海
宗
朝
（

）
、
九
三
世
以
天
宗
清
（

）
、

33

34

九
五
世
大
室
宗
碩
（

）
、
九
九
世
松
裔
宗
佺
（

）
で
、
九
九
世
松
裔
宗
佺
の
入
院
に
関
し
て
は
、
山
科
言
継
が
、
天
文
十
四
年

35

36

九
月
十
九
日
に
、
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十
九
日
、
乙
卯
、
天
晴
（
中
略
）
大
徳
寺
へ
入
院
見
物
に
罷
向
、
龍
翔
寺
、
興
林
等
見
物
了
（

）
37

と
大
徳
寺
の
入
院
の
見
物
を
し
、
大
徳
寺
に
移
建
再
興
さ
れ
た
龍
翔
寺
と
、
興
林
（
臨
）
院
等
を
見
物
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

実
際
に
入
寺
式
が
行
わ
れ
て
い
る
（

）
。
こ
の
一
ヶ
月
後
に
な
る
が
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
一
四
年
十
月
十
四
日
条
に
、

38

十
四
日
。
む
ら
さ
き
の
ゝ
ち
や
う
ら
う
そ
う
せ
ん
に
ち
よ
く
書
を
下
さ
れ
て
。
か
た
し
け
な
き
よ
し
申
て
。
御
れ
い
に
ま
い
ら

（

紫

野

・

大

徳

寺

）

（

長

老

）

（

松

裔

宗

佺

）

（

勅

書

）

る
ゝ
。
御
た
い
め
ん
あ
り
。
ひ
き
。
御
あ
ふ
き
し
ん
上
申
さ
る
ゝ
。

（
後
略
）

と
あ
り
、
紫
野
大
徳
寺
の
長
老
で
あ
る
松
裔
宗
佺
が
勅
書
の
御
礼
と
し
て
参
内
し
、
そ
の
際
に
は
天
皇
と
ご
対
面
が
あ
り
、
ま
た
御

礼
物
と
し
て
引
合
と
扇
を
進
上
し
て
い
る
。
入
寺
か
ら
一
ヶ
月
経
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
御
礼
物
な
ど
は
大
徳
寺
住
持
の
御
礼
の
際

に
よ
く
進
上
物
と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
入
院
の
勅
許
の
御
礼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
天
文
一

四
年
十
一
月
五
日
で
は
、
大
徳
寺
住
持
を
退
き
、
大
用
庵
の
庵
主
と
な
っ
て
お
り
（

）
、
松
裔
宗
佺
が
天
文
四
年
九
月
以
降
は
大

39

徳
寺
内
に
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

二
、
居
成

入
寺
式
を
行
っ
て
の
入
院
と
違
い
、
入
寺
式
を
行
わ
ず
実
際
に
住
持
す
る
こ
と
な
く
「
前
住
大
徳
」
を
得
る
居
成
で
の
出
世
が
多

か
っ
た
と
の
指
摘
の
あ
る
早
雲
寺
歴
代
住
持
僧
だ
が
（

）
、
こ
こ
で
は
改
め
て
龍
泉
派
僧
の
大
徳
寺
住
持
の
居
成
を
確
認
し
て
み

40

た
い
。
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先
に
見
た
龍
泉
派
か
ら
輩
出
さ
れ
た
大
徳
寺
住
持
で
、
入
院
は
四
人
だ
っ
た
が
、
派
祖
の
陽
峰
宗
韶
、
千
林
宗
桂
、
南
岑
宗
菊
、

明
叟
宗
普
、
大
岫
宗
初
、
万
仭
宗
松
、
梅
隠
宗
香
、
準
叟
宗
範
、
錬
叔
宗
鉄
、
希
叟
宗
罕
、
太
翁
宗
安
の
十
一
名
は
居
成
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
陽
峰
宗
韶
と
千
林
宗
桂
以
外
は
早
雲
寺
歴
代
住
持
で
あ
り
、
ま
た
錬
叔
宗
鉄
は
再
住
し
て
い
る
。

こ
の
居
成
で
の
入
寺
の
う
ち
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
る
も
の
は
次
の
三
人
で
あ
る
。

①
一
一
三
世
明
叟
宗
普
（
早
雲
寺
五
世
）

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
入
院
し
て
い
る
が
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
元
亀
二
年
六
月
二
〇
日
条
に
、

廿
日
。
（
前
略
）
む
ら
さ
き
の
ゝ
し
ゆ
ゑ
ん
い
な
り
の
よ
し
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
中
納
言
ひ
ろ
う
。

さ
か
み
の
く
に
の
も
の
ゝ

（

入

院

）

（

居

成

）

（

相

模

国

）

よ
し
申
さ
る
ゝ
。
御
心
え
の
よ
し
あ
り
。
（

）
41

と
あ
っ
て
、
入
院
が
居
成
で
あ
り
、
そ
れ
が
相
模
国
の
者
で
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
世
譜
』
に
は
入
院
の
日
付
は
年
号

の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
も
僧
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
徳
寺
の
歴
代
住
持
で
元
亀
二
年
に
居
成
で

入
院
し
て
い
る
の
は
明
叟
宗
普
が
該
当
す
る
の
で
、
こ
れ
は
明
叟
宗
普
の
居
成
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

②
一
一
四
世
大
岫
宗
初
（
早
雲
寺
六
世
）

元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
三
月
十
二
日
に
出
世
の
大
岫
宗
初
の
事
は
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
元
亀
三
年
三
月
十
二
日
条
で
、

十
二
日
。
（
前
略
）
む
ら
さ
（
き
の

）
に
よ
り
す
い
き
よ
し
や
う
ま
い
る
。
い
な
り
な
る
（
り
カ
）
。
く
わ
ん
中
申
さ
る
ゝ

（

吹

挙

状

）

（

居

成

）

ｶ

（

）
。

42
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と
、
朝
廷
に
吹
挙
状
が
出
さ
れ
、
入
院
が
居
成
で
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
十
四
日
に
、

十
四
日
。
む
ら
さ
き
の
大
と
く
寺
よ
り
い
な
り
の
御
れ
い
に
き
や
う
そ
く
。
こ
た
か
た
ん
し
ま
い
る
。
（
中
略
）
い
な
り
の
人

（

居

成

の

御

礼

）

と
う
こ
く
の
人
と
て
。
い
な
か
に
て
さ
ん
た
い
は
な
し
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
中
納
言
ひ
ろ
う
（

）
。

（

東

国

の

人

）

（

参

内

）

43

と
、
居
成
の
御
礼
に
脇
息
と
小
高
檀
紙
が
進
上
さ
れ
て
い
る
が
、
居
成
の
僧
が
東
国
の
人
で
あ
り
、
田
舎
に
在
住
中
な
の
で
参
内
が

な
い
こ
と
を
勧
修
寺
中
納
言
晴
右
が
伝
え
て
い
る
。

③
一
一
八
世
梅
隠
宗
香
（
早
雲
寺
八
世
）

天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
十
月
十
日
に
出
世
の
梅
隠
宗
香
に
つ
い
て
は
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
正
元
年
十
月
十
日
条
で
、

十
日
。
（
前
略
）
む
ら
さ
き
の
大
と
く
寺
い
な
り
の
す
い
き
ょ
し
や
う
ま
い
る
（

）
。

（

紫

野

大

徳

寺

）

（

居

成

）

44

と
、
朝
廷
に
居
成
の
吹
挙
状
が
進
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

龍
泉
派
僧
の
大
徳
寺
出
世
に
関
し
て
全
て
で
は
な
い
が
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
確
認
で
き
た
も
の
に
つ
い
て
は
居
成
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
相
模
国
、
も
し
く
は
東
国
と
在
住
場
所
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
事
に
は
、
確
定
は
難
し
い
が
、
お
そ
ら
く
大
徳
寺
一
一
六
世
（
早
雲
寺
七
世
）
万
仭
宗
松
の
出

世
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

万
仭
宗
松
に
つ
い
て
は
『
世
譜
』
で
も
詳
細
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
南
岑
宗
菊
の
法
嗣
、
濃
州
の
人
、
早
雲
寺
の
七
世
で
、
天
正
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五
年
六
月
二
日
示
寂
を
知
る
の
み
で
、
出
世
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。
大
徳
寺
出
世
に
つ
い
て
は
、
『
位
次
』
や
『
前
住
籍
』
で

居
成
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
居
成
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
（

）
。

45

後
に
も
触
れ
る
が
、
こ
の
万
仭
宗
松
の
居
成
の
入
寺
官
銭
が
元
亀
三
年
十
二
月
二
日
付
の
「
大
徳
寺
并
諸
塔
頭
金
銀
米
銭
出
米
納

下
帳
」
（

）
に
「
六
月
十
四
日

四
十
四
文
目
壹
枚

万
仭
和
尚
職
銭
」
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
元
亀
三
年
に
大
徳
寺
住
持
と

46

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
日
付
の
直
前
に
、
朝
廷
へ
居
成
の
吹
挙
状
及
び
御
礼
が
進
上
さ
れ
た
こ
と
が
『
御
湯
殿
上
日
記
』
元
亀
三
年
五
月
十

四
日
条
と
十
七
日
条
に
見
ら
れ
る
。

十
四
日
。
こ
と
な
る
こ
と
な
し
。
む
ら
さ
き
の
よ
り
い
な
り
と
て
。

す
い
き
よ
し
や
う
く
わ
ん
し
ゆ
寺
よ
り
ま
い
る
。
御
心

（

居

成

）

（

吹

挙

状

）

へ
の
よ
し
あ
り
。
み
の
ゝ
人
の
よ
し
あ
り
。

（

美

濃

の

人

）

十
七
日
。
（
前
略
）
む
ら
さ
き
の
よ
り
い
な
り
の
御
れ
い
。
と
ん
す
。
こ
た
か
ま
い
る
。
く
わ
ん
し
ゆ
も
ち
て
な
か
は
し
ま
て

（

居

成

の

御

礼

）

御
ま
い
り
（

）
。

47

と
あ
る
。
五
月
十
四
日
に
紫
野
大
徳
寺
よ
り
居
成
の
吹
挙
状
が
出
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
天
皇
の
御
心
得
が
あ
り
、
十
七
日
に
、
居

成
の
御
礼
が
朝
廷
に
進
上
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
元
亀
三
年
で
、
先
の
大
岫
宗
初
の
他
に
出
世
し
た
僧
が
お
り
、
『
世
譜
』
に
よ
る
と
一
一
五
世
南
英
宗
頓
が
元
亀
三
年
六
月

二
十
一
日
に
出
世
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
南
英
宗
頓
は
こ
の
後
、
天
正
十
年
に
再
住
開
堂
と
あ
る
の
で
、
こ
の
元
亀
三
年
は

居
成
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
事
は
、
南
英
宗
頓
の
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定

し
き
れ
な
い
が
、
南
英
宗
頓
の
出
世
が
六
月
二
十
一
日
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
吹
挙
状
の
進
上
の
す
ぐ
後
に
御
礼
物
を
進
上
を
し
、
朝
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廷
に
対
し
て
一
連
の
居
成
入
寺
の
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
亀
三
年
五
月
十
四
日
か
ら
十
七
日
が
居
成
出
世
日
と
確

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
南
英
宗
頓
の
可
能
性
は
低
い
。

と
す
れ
ば
、
「
納
下
帳
」
に
金
納
分
と
し
て
、
元
亀
三
年
六
月
十
四
日
の
日
付
で
万
仭
宗
松
の
入
寺
職
銭
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
関
連
し
て
、
歴
代
住
持
の
世
代
が
前
後
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
し
ま
う
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
こ
の
五
月
の
居
成
出
世
は
、

万
仭
宗
松
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
他
に
、
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
記
載
が
な
い
が
、
勧
修
寺
晴
右
の
日
記
を
み
る
と
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
五
月
二
十

八
日
、
二
十
九
日
条
に
、

廿
八
日

天
晴
、
大
徳
寺
入
院
申
入
、
勅
許
、
以
長
橋
披
露
、

廿
九
日

天
晴
、
大
徳
寺
住
持

綸
旨
廿
八
日
之
分
ニ

相
調
候
て
遣
之
、
伝
奏
へ
弐
百
疋
、
奏
者
ニ
二
十
疋
、
書
出
へ
百
疋
、

同
奏
者
二
十
疋
、

（
後
略
）
（

）
48

と
あ
っ
て
、
廿
八
日
に
大
徳
寺
入
院
の
勅
許
が
出
さ
れ
、
翌
日
に
綸
旨
が
整
え
ら
れ
て
お
り
、
伝
奏
ら
へ
の
御
礼
銭
が
あ
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
世
譜
』
な
ど
の
出
世
日
と
照
合
す
る
と
、
居
成
出
世
で
あ
る
龍
泉
派
の
一
一
〇
世
南
岑
宗
菊
（
早

雲
寺
四
世
）
の
事
で
あ
ろ
う
。

龍
泉
派
か
ら
の
大
徳
寺
住
持
の
輩
出
の
実
態
を
明
確
に
し
て
み
た
が
、
改
め
て
居
成
で
の
入
寺
の
方
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
先
学
の
指
摘
の
あ
る
通
り
と
い
え
る
。
特
に
以
天
宗
清
が
相
模
国
早
雲
寺
の
第
一
世
と
な
っ
て
以

後
、
千
林
宗
桂
を
除
い
て
、
大
徳
寺
歴
代
住
持
に
つ
く
龍
泉
派
僧
は
早
雲
寺
の
住
持
と
な
っ
た
が
者
は
多
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
以

前
か
ら
居
成
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
早
雲
寺
住
持
の
中
に
は
奉
勅
で
の
入
寺
を
し
て
い
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
か
ら
、

居
成
が
多
い
理
由
を
遠
方
で
あ
る
こ
と
の
み
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
次
節
で
考
え
て
み
た
い
。
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第
四
節

龍
泉
派
と
檀
越

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
龍
泉
派
か
ら
輩
出
さ
れ
た
大
徳
寺
の
歴
代
住
持
に
、
早
雲
寺
歴
代
住
持
僧
が
多
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
そ
の
全
て
の
僧
が
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
二
章
で
も
み
た
よ
う
に
、
大
徳
寺
の
居
成
住
持
は
、
龍
泉
派
を
含

め
北
派
や
南
派
か
ら
も
輩
出
さ
れ
て
お
り
、
龍
泉
派
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
改
め
て
早
雲
寺
住
持
の
居
成

で
の
大
徳
寺
入
寺
に
つ
い
て
再
考
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

龍
泉
派
僧
は
檀
越
外
護
者
で
あ
る
後
北
条
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
早
雲
寺
を
運
営
し
、
住
持
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
護
者
と

の
関
係
性
は
密
接
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
の
関
係
性
に
よ
っ
て
、
大
徳
寺
住
持
を
輩
出
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
外
護
者
後

北
条
氏
の
意
向
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
外
護
者
後
北
条
氏
と
龍
泉
派
の
関
係
性
に
注
目
し
な
が
ら

考
察
し
た
い
。

一
、
早
雲
寺
住
持
僧
の
大
徳
寺
出
世

龍
泉
派
の
大
徳
寺
入
寺
輩
出
は
、
早
雲
寺
の
住
持
を
経
て
か
ら
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
早
雲
寺
の
住
持
に
関
し
て
、
永
禄

十
一
年
七
月
六
日
付
で
北
條
氏
政
の
判
物
が
出
さ
れ
て
い
る
。

早
雲
寺
住
持
職
之
事

右
輪
番
一
廻
持
ニ

相
定
畢
、
任
二

先
輩
一

従
二

当
年
八
月
朔
日
一

明
叟
座
元
為
二

初
住
一

間
、
来
年
八
月
朔
日
被
二

請
取
一

寺
中
之
掟
等

無
二

相
違
一

様
ニ

可
レ

致
レ

申
二

付
一

状
如
レ

件
、

永
禄
十
一
年

七
月
六
日

氏
政
（
花
押
）

戊辰
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万
仭
座
元
禅
師

（

）
49

と
、
早
雲
寺
住
持
職
に
つ
い
て
、
檀
越
の
北
條
氏
政
か
ら
、
輪
番
一
廻
り
と
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
当
年
八
月
朔
日
か
ら
は
明

叟
（
宗
普
）
座
元
が
初
住
で
あ
る
の
で
、
来
年
八
月
昨
日
か
ら
は
万
仭
（
宗
松
）
座
元
が
な
る
よ
う
に
と
あ
る
。
早
雲
寺
の
住
持
職

が
輪
番
で
一
年
交
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
「
座
元
」
（
首
座
・
禅
林
で
衆
僧
中
の
首
位
）
と
称
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
大
徳
寺
へ
入
寺
以
前
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

二
、
龍
泉
派
僧
の
居
成
職
銭
の
納
入

大
徳
寺
に
入
寺
す
る
際
、
そ
の
入
寺
官
銭
を
納
入
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
納
入
先
は
大
徳
寺
で
あ
る
。
二
章
で
考
察
し
た
が
、
改

め
て
大
徳
寺
の
官
銭
に
つ
い
て
、
史
料
を
提
示
し
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
官
銭
額
に
は
、
入
院
と
居
成
と
で
額
が
違
い
、

そ
れ
は
大
徳
寺
の
役
者
塔
主
等
の
連
署
に
よ
る
規
式
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、

定

一
、
入
院
之
事
、
於
二

当
座
一

五
十
貫
文
可
レ

被
レ

納
、
又
五
十
貫
文
者
一
回
之
内
仁
可
レ

被
レ

納
レ

之
、

一
、
居
成
職
銭
之
事
、
於
二

当
座
一

百
五
十
貫
文
可
レ

被
レ

納
レ

之
、

右
両
条
之
旨
、
若
於
二

相
違
一

者
、
請
状
不
レ

可
レ

出
レ

之
者
也
、
仍
衆
評
如
レ

件
、

大
永
二
年
壬
午
十
一
月
十
一
日

納
所宗

訔
（
花
押
）

徳
禅
寺

如
意
侍
眞

紹
派
（
花
押
）

宗
養
（
花
押
）
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春
松
院

宗
清
（
花
押
）

龍
源
侍
眞

宗
恕
（
花
押
）

宗
半
（
花
押
）

晶
光
庵

維
那

宗
忢
（
花
押
）

宗
通
（
花
押
）

宗
諳
（
花
押
）

住
山

真
珠
侍
眞

宗
亘
（
花
押
）

宗
與

紹
琢
（
花
押
）

宗
祥
（
花
押
）

侍
眞

宗
條
（
花
押
）

太
清
院

松
源
院

宗
某
（
花
押
）

宗
寬
（
花
押
）

宗
全
（
花
押
）

大
用
庵

宗
怡
（
花
押
）
（

）
50

と
あ
っ
て
、
入
院
が
五
十
貫
文
、
居
成
が
百
五
十
貫
文
と
官
銭
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
徳
寺
入
寺
の
官
銭
は
、
大
徳
寺
へ

納
入
さ
れ
る
。
こ
の
事
を
確
認
し
た
上
で
、
次
に
元
亀
三
年
の
入
寺
官
銭
に
関
し
て
、
そ
の
入
寺
が
龍
泉
派
僧
の
居
成
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
官
銭
の
納
入
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
本
節
一
項
で
触
れ
た
万
仭
宗
松
の
大
徳
寺
へ
の
居
成
出
世
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。

元
亀
三
年
十
二
月
二
日
付
の
「
大
徳
寺
并
諸
塔
頭
金
銀
米
銭
出
米
納
下
帳
」
（
以
下
「
納
下
帳
」
と
略
す
）
（

）
を
見
る
と
、

51
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金
納
分
と
し
て
職
銭
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
前
略
）金

納

但
従
方
丈
借

六
月
八
日

四
拾
四
文
目
三
分

数
七
ツ

泰
岫
和
尚
職
銭

瑞
峯
預
り
分

同
日四

拾
四
文
目
壹
分

壹
枚

同
前

六
月
十
四
日

四
拾
四
文
目

壹
枚

万
仭
和
尚
職
銭

同
日弐

拾
壹
文
目
四
分

数
貳
ツ

同
前
〈
此
外
貳
拾
貳
文
目
四
分
ハ
納
所
方
へ
被
遣
之
〉

六
月
廿
日

貳
拾
七
文
目
貳
分

数
貳
ツ

同
前

大
仙
預
り
分

同
廿
五
日

四
拾
四
文
目

泰
岫
和
尚
職
銭

龍
源
預
り
分

已
上
貳
百
貳
拾
五
文
目

此
内

四
文
目
四
分

勧
修
寺
殿
江
御
音
信
使
番
存
之
、
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壹
分
四
厘

扇
貳
十
九
本
ヲ
以
テ
常
住
納
所
方
江
渡
之
、

以
上
四
文
目
五
分
四
厘

定
借
貳
百
貳
拾
目
四
分
六
厘

（
後
略
）

「
納
下
帳
」
の
金
納
と
し
て
書
き
上
げ
ら
て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
「
金
納

但
従
方
丈
借
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
泰

岫
（
大
岫
宗
初
）
和
尚
職
銭

瑞
峯
預
り
分
」
や
「
万
仭
（
万
仭
宗
松
）
和
尚
職
銭

龍
源
預
り
分
」
と
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

ま
ず
、
二
人
の
和
尚
の
職
銭
か
ら
み
て
み
よ
う
。

こ
の
「
職
銭
」
と
は
、
大
徳
寺
入
寺
の
際
の
入
寺
官
銭
の
事
で
あ
り
、
「
泰
岫
和
尚
」
と
は
元
亀
三
年
三
月
に
居
成
出
世
し
た
龍

泉
派
の
大
岫
宗
初
（
大
徳
寺
一
一
四
世
）
（

）
の
入
寺
に
と
も
な
う
居
成
官
銭
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

52

一
方
、
「
万
仭
和
尚
」
と
は
万
仭
宗
松
（
大
徳
寺
一
一
六
世
）
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
こ
の
元

亀
三
年
の
「
納
下
帳
」
に
、
「
六
月
十
四
日
」
の
日
付
と
と
も
に
「
万
仭
和
尚
職
銭
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
万
仭
宗
松
は
元
亀
三
年

の
五
月
十
四
日
頃
に
居
成
出
世
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
二
人
は
と
も
に
、
龍
泉
派
の
法
系
に
属
し
、
大
岫
宗
初
が
早
雲
寺
六

世
、
万
仭
宗
松
が
早
雲
寺
七
世
と
な
っ
て
い
る
。

二
人
と
も
居
成
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
入
寺
官
銭
は
、
居
成
官
銭
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
居
成
の
官
銭
額
は
、
先
に
あ
げ
た
規
式
に
よ
り
、
「
居
成
一
五
〇
貫
文
」
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
金
納
で
相

当
額
を
納
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（

）
。

53

ま
た
、
そ
の
う
ち
か
ら
勧
修
寺
殿
へ
の
使
番
の
御
礼
、
ま
た
扇
二
十
九
本
を
常
住
納
所
へ
渡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
徳
寺
で
は
、
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官
銭
と
し
て
納
め
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
か
ら
、
取
次
の
者
へ
の
御
礼
銭
、
ま
た
朝
廷
へ
の
御
礼
物
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
伺
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「
但
従
方
丈
借
」
と
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
官
銭
は
実
際
に
は
大
徳
寺
に
納
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
加
え
て
、
六
月
八
日
の
分
で
は
、
「
瑞
峯
預
り
分
」
や
六
月
廿
日
で
「
大
仙
預
り
分
」
、
同
月
二
十
五
日
に
「
龍
源
預
り
分
」

と
あ
っ
て
、
大
徳
寺
塔
頭
の
瑞
峯
院
（
南
派
）
、
大
仙
院
（
北
派
）
、
龍
源
院
（
南
派
）
の
各
塔
頭
の
預
か
り
、
つ
ま
り
は
塔
頭
か

ら
借
り
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
元
亀
三
年
に
居
成
で
入
寺
し
た
大
岫
宗
初
と
万
仭
宗
松
の
居
成
官
銭
は
、
金
納
で
は
あ
っ
て
も
、
方
丈
に

借
金
し
て
い
る
、
つ
ま
り
未
納
入
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
部
は
塔
頭
の
預
か
り
、
則
ち
塔
頭
よ
り
借
り
て
い
る
状
態
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
も
っ
て
大
徳
寺
に
納
入
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
借
り
た
金
は
大
岫
宗
初
、
万
仭
宗
松
ら
が
保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

推
察
に
な
る
が
、
こ
の
時
の
二
人
の
出
世
に
と
も
な
う
居
成
官
銭
は
、
早
雲
寺
へ
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
、
さ
ら
に
は
そ
の
檀
越
外

護
者
す
な
わ
ち
後
北
条
氏
側
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
事
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
納
下
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
二
人
が
共
に
早
雲
寺
の
住
持
に
も
な
っ
て
い
る
龍
泉
派
僧
で
あ
り
、
檀
越
の
後
北
条
氏
と
の
関
係
も

密
接
で
あ
り
、
早
雲
寺
の
住
持
職
に
対
す
る
北
条
氏
政
の
判
物
な
ど
、
菩
提
寺
運
営
に
対
す
る
北
条
氏
側
の
関
心
も
伺
え
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
す
る
と
、
大
徳
寺
に
支
払
う
べ
き
居
成
官
銭
の
う
ち
、
全
額
で
は
な
い
に
し
ろ
少
な
か
ら
ず
外
護
者
か
ら
の
支
援
が
期
待

で
き
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
無
か
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
官
銭
が
支
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
塔
頭
か
ら
借
り
る
よ
う

な
状
況
で
あ
る
。
僧
侶
側
に
し
て
み
れ
ば
、
大
徳
寺
と
塔
頭
の
双
方
に
借
り
て
お
り
、
二
重
に
借
金
を
し
て
い
る
状
態
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
で
は
、
僧
等
の
手
元
に
あ
る
未
納
入
の
官
銭
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

こ
の
元
亀
三
年
の
後
北
条
氏
に
関
す
る
事
柄
と
し
て
注
目
で
き
る
こ
と
は
、
三
代
北
條
氏
康
の
菩
提
寺
建
立
が
あ
げ
ら
れ
る
。
元

亀
三
年
（
一
五
七
二
）
九
月
に
、



- 150 -

為
二

大
聖
院
菩
提
所
一

一
院
建
立
、
住
持
職
之
事
、
奉
レ

任
候
、
并
相
州
西
郡
飯
泉
郷
肥
田
分
百
貫
文
地
令
二

寄
進
一

候
、
諸
役
令
二

停
止
一

候
、
於
二

後
代
一

不
レ

可
レ

有
二

相
違
一

者
也
、
仍
状
如
レ

件
、

元
亀
三
年
九
月
三
日

平
氏
政
（
花
押
）

明
叟
和
尚侍

衣
閣
下
（

）
54

と
、
大
聖
院
（
北
條
氏
康
）
の
菩
提
所
建
立
が
あ
り
、
寺
領
寄
進
が
さ
れ
て
い
る
。
住
持
は
明
叟
和
尚
つ
ま
り
早
雲
寺
五
世
で
あ
り
、

ま
た
元
亀
二
年
に
大
徳
寺
出
世
し
た
明
叟
宗
普
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

直
接
的
に
こ
の
菩
提
寺
建
立
と
住
持
輩
出
を
結
び
つ
け
る
事
は
難
し
い
が
、
龍
泉
派
僧
の
大
徳
寺
住
持
輩
出
の
状
況
や
、
こ
の
元

亀
三
年
に
龍
泉
派
の
二
人
が
居
成
出
世
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
建
立
の
費
用
捻
出
と
全
く
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
北
条
氏
に
と
っ
て
、
早
雲
寺
お
よ
び
そ
の
近
隣
に
在
住
す
る
龍
泉
派
僧
を
大
徳
寺
に
居
成
出
世
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
居
成
官
銭
と
い
う
名
目
で
大
徳
寺
塔
頭
よ
り
金
銭
を
借
り
る
手
段
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

大
徳
寺
、
特
に
龍
泉
派
の
大
徳
寺
内
と
地
方
の
双
方
で
の
活
動
、
大
徳
寺
へ
の
入
寺
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
本
節
を

ま
と
め
て
締
め
く
く
り
た
い
。
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大
徳
寺
四
派
の
一
つ
と
し
て
門
派
グ
ル
ー
プ
が
成
立
し
た
龍
泉
派
の
特
徴
は
、
大
徳
寺
か
ら
遠
く
離
れ
東
国
に
進
出
し
た
こ
と
に

あ
る
。
後
北
条
氏
の
外
護
得
て
早
雲
寺
を
創
建
し
、
そ
こ
を
門
派
僧
に
よ
っ
て
独
自
の
運
営
、
展
開
を
す
る
こ
と
で
一
門
派
と
し
て

の
結
束
を
強
め
た
と
い
え
、
龍
泉
派
に
属
す
る
門
派
僧
た
ち
自
身
の
認
識
に
も
影
響
し
た
だ
ろ
う
。
大
徳
寺
の
山
内
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
門
派
と
し
て
の
存
在
や
拠
点
と
な
る
山
内
塔
頭
の
運
営
、
ま
た
寺
院
運
営
へ
の
直
接
的
な
関
与
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
面
を
伺

う
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
東
国
を
拠
点
に
し
つ
つ
も
、
大
徳
寺
住
持
を
輩
出
し
た
こ
と
で
、
大
徳
寺
運
営
に
関
わ
る
一
門
派
と
し

て
認
識
さ
れ
、
大
徳
寺
四
派
の
一
つ
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
で
、
外
護
者
た
る
後
北
条
氏
に
と
っ
て
は
、
大
徳
寺
龍
泉
派
僧
と
の
関
係
は
、
早
雲
以
来
の
関
係
に
あ
り
、
龍
泉
派
僧
を
開

山
と
し
て
菩
提
寺
を
創
建
す
る
こ
と
で
、
師
檀
関
係
を
密
に
結
ん
で
い
た
と
い
え
る
。
菩
提
寺
運
営
に
と
っ
て
龍
泉
派
僧
は
重
要
な

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
北
条
早
雲
以
来
の
帰
依
や
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
加
え
て
、
龍
泉
派

僧
ら
の
も
う
一
つ
の
活
動
場
所
で
あ
る
大
徳
寺
は
、
後
北
条
氏
に
と
っ
て
経
済
的
に
無
視
し
得
な
い
寺
院
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
後
北
条
氏
に
と
っ
て
龍
泉
派
を
外
護
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
早
雲
寺
住
持
僧
ら
の
大
徳
寺
住
持
輩
出
か
ら
伺
え
る
。
大
徳
寺
は
朝
廷
の
勅
許
に
よ
っ
て
な
る
故
に
、
朝
廷
と
直
接
つ

な
が
る
寺
院
で
あ
る
。
し
か
し
、
菩
提
寺
を
運
営
す
る
龍
泉
派
僧
ら
か
ら
住
持
輩
出
は
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
後
北
条
氏
の

関
与
が
積
極
的
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
勿
論
、
早
雲
寺
が
後
奈
良
天
皇
の
勅
に
よ
り
勅
願
寺
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
北
条
氏
が

菩
提
寺
の
寺
格
上
昇
を
朝
廷
に
求
め
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
少
な
か
ら
ず
早
雲
寺
住
持
僧
か
ら
大
徳
寺
住
持
を
輩
出
す
る
事
で
、
彼

ら
が
「
前
住
大
徳
寺
」
と
紫
衣
の
称
号
を
得
て
菩
提
寺
の
運
営
に
関
わ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
朝
廷
を
全
く
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
と

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
龍
泉
派
僧
の
大
徳
寺
住
持
輩
出
状
況
、
ま
た
そ
の
際
の
入
寺
官
銭
の
納
入
状
況
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
早
雲
寺
住
持
僧
に
「
前

住
大
徳
」
及
び
紫
衣
を
求
め
、
ま
た
そ
れ
に
付
随
す
る
入
寺
官
銭
、
朝
廷
へ
の
入
寺
勅
許
の
御
礼
な
ど
を
通
し
て
朝
廷
へ
接
近
、
関

与
す
る
事
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
檀
越
外
護
者
た
る
後
北
条
氏
は
、
龍
泉
派
僧
ら
を
通
し
て
大
徳
寺
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及
び
塔
頭
寺
院
の
有
す
る
経
済
的
・
文
化
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
に
寄
せ
る
期
待
の
方
が
大
き
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

【
註
】

（
１
）
大
徳
寺
の
堺
進
出
に
つ
い
て
、
上
田
純
一
氏
の
「
大
応
派
横
岳
派
の
展
開
と
大
徳
寺
派
の
堺
進
出
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
九
州

中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
第
二
章
第
三
節
）
に
よ
っ
て
そ
の
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
好
氏
と
の
関
係
な
ど
、

天
野
忠
幸
氏
の
「
戦
国
期
の
宗
教
秩
序
の
変
容
と
三
好
氏
」
（
『
織
豊
期
研
究
』
第
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
の
研
究

等
が
あ
る
。

（
２
）
『
宝
山
外
志
』
（
『
史
料
大
徳
寺
の
歴
史
』
参
考
資
料
編
収
載
）
。
）

（
３
）
「
後
北
条
氏
と
宗
教
―
大
徳
寺
関
東
龍
泉
派
の
成
立
と
そ
の
展
開
―
」
（
佐
脇
栄
智
編
『
戦
国
大
名
論
集
８
後
北
条
氏
の
研

究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
初
出
『
小
田
原
地
方
史
研
究
』
五
、
一
九
七
三
年
）
。

（
４
）
天
野
忠
幸
「
戦
国
期
の
宗
教
秩
序
の
変
容
と
三
好
氏
」
（
『
織
豊
期
研
究
』
第
十
二
号
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）
、
田
中
博
美
「
茶

道
大
成
期
に
お
け
る
堺
と
南
宗
寺
の
位
置
」
（
茶
道
学
体
系
２
『
茶
道
の
歴
史
』
淡
交
社
）
。

（
５
）
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
八
月
六
日
の
日
付
の
あ
る
「
山
城
大
宮
郷
井
水
普
請
文
書
案
」
（
『
大
徳
寺
文
書
之
別
集

眞

珠
庵
文
書
之
五
』
五
三
五
号
〔
『
大
日
本
古
文
書
』
東
京
大
学
出
版
会
〕
）
で
「
龍
泉
軒
」
と
あ
る
。

（
６
）
元
和
元
年
（
一
六
一
五
年
）
七
月
晦
日
の
日
付
の
「
大
徳
寺
住
持
塔
主
等
連
署
所
領
支
配
目
録
案
」
（
『
大
徳
寺
文
書
別
集

眞
珠
庵
文
書
之
一
』
一
四
一
号
）
。

（
７
）
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
六
月
日
「
眞
珠
庵
領
田
畠
指
出
帳
」
（
『
大
徳
寺
文
書
之
別
集

眞
珠
文
書
之
六
』
八
六
三
号
）
。
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（
８
）
年
号
は
不
詳
で
あ
る
が
「
大
徳
寺
塔
頭
注
文
」（
『
大
徳
寺
文
書
之
七
』
二
四
九
五
号
（
『
大
日
本
古
文
書

家
わ
け
第
十
七
』
）

で
「
大
用
庵

龍
泉
軒

太
清
軒

」
と
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）
『
大
徳
寺
誌
』
（
『
史
料
大
徳
寺
の
歴
史
』
参
考
資
料
）
。

（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
六
』
二
一
四
〇
号
「
如
意
庵
宗
韶
陽
峰
等
連
署
名
主
職
賣
券
」
）
。

10
（

）
延
徳
三
年
で
は
『
大
徳
寺
文
書
之
二
』
八
四
四
号
「
大
徳
寺
塔
頭
敷
地
文
書
」
の
う
ち
「
長
老
役
者
連
署
渡
状
案
」
、

延

11

徳
四
年
で
は
『
大
徳
寺
文
書
』
八
四
四
号
の
う
ち
「
住
持
長
老
役
者
連
署
渡
状
」
。
で
如
意
庵
主
と
し
て
連
署
し
て
い
る
。

（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
一
』
四
一
二
号
「
徳
禅
寺
領
播
磨
大
塩
庄
内
寺
田
村
内
検
帳
」
。

12
（

）
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
『
大
徳
寺
文
書
之
七
』
二
四
六
八
号
「
大
徳
寺
塔
主
等
連
署
壁
書
」
、
二
四
六
九
号
「
大
徳
寺
役

13

者
塔
主
等
連
署
壁
書
」
、
二
四
七
〇
号
「
大
徳
寺
役
者
塔
主
等
連
署
壁
書
」
）
や
永
正
四
年
（
『
真
珠
庵
文
書
之
七
』
九
六
一

号
）
。

（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
十
二
』
三
〇
四
一
号
「
大
徳
寺
塔
主
等
連
署
書
状
案
」
。

14
（

）
例
え
ば
、
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
十
二
月
五
日
の
「
大
徳
寺
役
者
塔
主
等
連
署
規
式
」
（
『
大
徳
寺
文
書
』
二
四
七
五
号
）

15

の
署
名
で
、
宗
怡
「
如
意
庵

宗
怡
（
花
押
）
」
と
あ
り
、
宗
寬
は
「
大
用
庵

宗
寬
（
花
押
）
」
と
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

（

）
岩
崎
宗
純
「
後
北
条
氏
と
宗
教
―
大
徳
寺
関
東
龍
泉
派
の
成
立
と
そ
の
展
開
―
」
（
佐
脇
栄
智
編
『
戦
国
大
名
論
集
八
後
北

16

条
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
初
出
『
小
田
原
地
方
史
研
究
』
五
、
一
九
七
三
年
）

（

）
岩
崎
宗
純
「
後
北
条
氏
と
宗
教
」
、
玉
村
竹
二
「
大
徳
寺
の
歴
史
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
二
、
思
文
閣
出
版
、
一
九

17

八
一
年
。
）
。

（

）
『
早
雲
寺
文
書

一
』
六
「
北
條
氏
綱
寺
領
寄
進
状
」
（
『
箱
根
の
文
化
財
』
第
五
号
）
以
下
同
。

18
（

）
岩
崎
宗
純
「
後
北
条
氏
と
宗
教
」
。

19
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（

）
『
龍
宝
山
大
徳
禅
寺
世
譜
』
以
天
宗
清
の
項
。

20
（

）
『
世
譜
』
以
天
宗
清
、
『
大
徳
寺
文
書
之
七
』
二
三
一
八
号
「
龍
翔
寺
開
山
貳
百
年
忌
納
下
帳
こ
の
時
、
三
一
才
。

21
（

）
『
松
裔
宗
佺
語
録
』
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
三
巻
）
に
嗣
香
で
「
前
住
当
山
現
住
昇
雲
特
賜
正
宗
大
隆
禅
師
以
天
老
」
と

22

あ
り
、
現
住
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
の
住
持
が
以
天
宗
清
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
表
記
は
、
伝
庵
宗
器
の
入

寺
の
際
の
嗣
香
で
「
前
住
当
山
現
住
大
仙
特
賜
仏
心
正
統
禅
師
古
岳
老
漢
」
と
あ
る
。
こ
の
時
、
享
禄
元
年
で
、
三
月
で
は

休
翁
宗
万
が
住
持
で
あ
っ
た
が
（
『
大
徳
寺
文
書
』
二
八
〇
七
号
）
、
伝
庵
宗
器
の
入
寺
が
四
月
で
あ
る
の
で
、
そ
の
頃
に

は
古
岳
宗
亘
が
住
持
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
十
二
月
五
日
の
大
徳
寺
役
者
連
署
で
大
徳
寺
住
持
と
し
て
古
岳
宗
亘
の
連
署

が
確
認
で
き
る
（
『
大
徳
寺
文
書
』
二
四
七
五
号
）
。

（

）
岩
崎
宗
純
「
後
北
条
氏
と
宗
教
―
大
徳
寺
関
東
龍
泉
派
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
、
玉
村
竹
二
「
大
徳
寺
の
歴
史
」
（
『
日
本
禅

23

宗
史
論
集
』
）
。

（

）
『
大
徳
寺
諸
末
寺
志
』
（
『
史
料
大
徳
寺
の
歴
史
』
所
収
）
。

24
（

）
岩
崎
宗
純
「
後
北
条
氏
と
宗
教
―
大
徳
寺
関
東
龍
泉
派
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
。

25
（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
七
』
二
四
七
二
号
「
大
徳
寺
役
者
塔
主
等
連
署
規
式
」
。

26
（

）
大
徳
寺
の
連
署
に
お
い
て
、
山
内
の
塔
頭
以
外
の
塔
頭
名
を
冠
し
て
署
名
し
て
い
る
例
は
多
々
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
文
亀

27

元
年
（
一
五
〇
一
）
八
月
二
十
一
日
付
の
「
大
徳
寺
役
者
塔
主
等
連
署
規
式
」
で
は
「
龍
安
寺

禅
傑
（
花
押
）
」
（
『
大
徳

寺
文
書
』
二
四
六
六
号
）
と
あ
り
、
弘
治
三
年
四
月
二
十
一
日
付
の
「
大
徳
寺
役
者
塔
主
等
連
署
規
式
」
（
『
大
徳
寺
文
書
』

二
四
八
〇
号
）
で
は
、
「
陽
春
庵

宗
顕
」
や
「
南
宗
寺

宗
套
」
の
署
名
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
寺
庵
も
堺
で
あ
っ
て
、
連

署
す
る
僧
侶
の
在
住
庵
が
冠
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
大
徳
寺
山
内
に
限
ら
な
い
。
大
徳
寺
の
規
式
の
連
署
か
ら
は
、
連
署
す

る
寺
、
院
、
庵
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
連
署
に
加
わ
る
役
割
を
担
う
僧
が
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（

）
岩
崎
宗
純
氏
は
大
永
年
間
の
事
と
し
、
以
天
宗
清
の
書
し
た
讃
語
で
、
大
永
七
年
の
日
付
が
あ
る
も
の
を
記
さ
れ
て
い
る
「
後

28
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北
条
氏
と
宗
教
」
）
。

（

）
「
佛
照
大
鏡
禅
師
悦
渓
和
尚
語
録
」
（
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
三
巻
、
法
藏
館
、
一
九
八
九
年
）
。
「
謝
詞
」
僧
衆
に
謝

29
意
を
述
べ
る
言
葉
（
『
禅
学
大
辞
典
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
、
参
照
。
）

（

）
龍
泉
の
門
派
と
す
れ
ば
、
陽
峰
宗
韶
で
は
永
正
九
年
七
月
二
十
六
日
に
没
、
東
海
宗
朝
は
永
正
十
五
年
十
一
月
二
十
日
に
没

30

す
る
。
東
海
宗
朝
が
「
春
松
堂
上
大
和
尚
」
と
称
さ
れ
た
か
は
不
明
。

（

）
真
珠
庵
派
は
、
派
祖
の
一
休
宗
純
が
出
て
以
降
、
そ
の
法
嗣
が
住
持
に
な
ら
な
い
こ
と
が
門
派
の
特
徴
で
あ
る
。

31
（

）
龍
泉
派
の
檀
越
外
護
者
で
あ
る
後
北
条
氏
が
、
天
正
十
八
年
、
小
田
原
合
戦
に
よ
り
、
小
田
原
城
を
出
る
こ
と
に
な
る
が
、

32

そ
の
年
ま
で
の
龍
泉
派
を
見
て
み
た
い
。

（

）
『
世
譜
』
東
海
宗
朝
の
項
。

33
（

）
『
世
譜
』
以
天
宗
清
の
項
。

34
（

）
『
世
譜
』
大
室
宗
碩
の
項
。

35
（

）
『
世
譜
』
松
裔
宗
佺
の
項
。

36
（

）
『
言
継
卿
記
』
天
文
十
四
年
九
月
十
九
日
条
。

37
（

）
松
裔
宗
佺
の
入
寺
の
法
語
が
残
っ
て
お
り
（
『
松
裔
宗
佺
語
録
』
〔
『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
〕
）
で
、
勅
使
香
に
「
為
勅
使

38
尊
官
左
中
弁
」
と
あ
っ
て
、
広
橋
国
光
（
『
弁
官
補
任
』
天
文
十
四
年
）
が
勅
使
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
十
二
』
三
〇
四
一
号
「
大
徳
寺
役
者
等
連
署
書
状
案
」
。

39
（

）
岩
崎
宗
純
「
後
北
条
氏
の
宗
教
」
、
『
小
田
原
市
史
』
第
一
〇
章
「
第
二
節
小
田
原
北
条
氏
と
宗
教
」
岩
崎
宗
純
執
筆
。

40
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
元
亀
二
年
六
月
二
十
日
条
。

41
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
元
亀
三
年
三
月
十
二
日
。

42
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
元
亀
三
年
三
月
十
四
日
条
。

43
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（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
正
元
年
十
月
十
日
条
。

44
（

）
『
世
譜
』
万
仭
宗
松
の
項
。
『
龍
宝
山
前
住
籍
』
（
『
大
仙
院
文
書
』
一
八
五
号
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
『
龍

45

宝
山
住
持
位
次
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
下
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）
。

（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
八
』
二
五
三
三
号
「
大
徳
寺
并
諸
塔
頭
金
銀
米
銭
出
米
納
下
帳
」
。

46
（

）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
元
亀
三
年
五
月
十
四
日
条
。

47
（

）
『
晴
右
記
』
（
『
増
補
続
史
料
大
成
』
九
）
永
禄
八
年
五
月
二
十
八
日
、
二
十
九
日
条
。

48
（

）
『
早
雲
寺
文
書

一
』
一
二
「
北
條
氏
政
判
物
」
。

49
（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
七
』
二
四
七
二
号
「
大
徳
寺
役
者
塔
主
等
連
署
規
式
」
。

50
（

）
『
大
徳
寺
文
書
之
八
』
二
五
三
三
号
「
大
徳
寺
并
諸
塔
頭
金
銀
米
銭
出
米
納
下
帳
」
。

51
（

）
『
世
譜
』
大
岫
宗
初
の
項
。

52
（

）
凡
そ
一
五
〇
貫
文
程
の
職
銭
納
入
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
同
じ
く
納
下
帳
の
「
金
下
行
」
の
項
目
で
、
「
七
月

53

三
日

三
文
目
三
分
米
一
石
一
斗
二
升
五
合
十
五
石
替
分
」
ま
た
、
「
六
月

三
文
目
三
分

同
一
石
二
斗
七
升
五
合
十
七

石
替
分
」
と
あ
っ
て
、
金
三
文
目
が
約
一
石
で
替
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
「
米
下
行
」
で
「
七
斗
三
升
五
合
銭
二

貫
八
百
貳
拾
六
文
買
之
、
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
凡
そ
一
石
が
三
貫
七
百
文
程
で
あ
る
の
で
、
金
四
拾
四
文
目
で
は
、

凡
そ
五
十
三
貫
文
ほ
ど
と
な
る
。

（

）
『
早
雲
寺
文
書

一
』
一
四
「
北
條
氏
政
判
物
」
。

54
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終
章四

章
に
わ
た
り
中
世
後
期
の
特
に
戦
国
期
の
禅
宗
、
特
に
山
隣
派
に
注
目
し
て
考
察
し
て
き
た
が
、
改
め
て
各
章
を
ま
と
め
て
締

め
く
く
り
た
い
。

第
一
章
で
は
、
日
明
交
流
の
初
期
段
階
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
特
に
義
満
が
最
初
に
派
遣
し
た
遣
明
使
（
洪
武
七
年
・
一
三
五
四

年
）
を
中
心
に
、
一
三
七
〇
年
代
に
お
け
る
日
明
の
禅
僧
達
の
交
流
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
法
系
つ
ま
り
門
派
な
ど
に
も
注
視
し
な
が

ら
考
察
し
た
。
こ
こ
で
は
当
該
時
期
の
日
明
交
流
は
自
由
で
活
発
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
加
え
て
大
徳
寺

・
妙
心
寺
僧
達
の
属
す
る
門
派
で
あ
る
大
応
派
の
禅
僧
達
達
に
よ
る
渡
明
の
実
態
が
確
認
で
き
、
こ
れ
よ
り
後
の
大
徳
寺
に
よ
る
堺

・
九
州
地
方
へ
進
出
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

交
流
の
実
態
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
注
目
し
た
の
は
、
明
の
南
京
に
所
在
し
、
五
山
之
上
の
寺
格
を
有
し
、
ま
た
対
外
交
渉
に
お

い
て
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
大
禅
刹
天
界
寺
、
ま
た
当
時
そ
の
住
持
で
あ
っ
た
季
潭
宗
泐
の
法
語
で
あ
る
。
特
に
彼
が
日
本
の
禅

僧
の
為
に
書
し
た
も
の
を
二
つ
取
り
上
げ
た
。

そ
の
一
つ
は
、
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
、
足
利
義
満
最
初
の
遣
明
使
メ
ン
バ
ー
を
検
討
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
「
日
本
比
丘
浄
業

請
為
亡
僧
周
寂
等
対
霊
小
参
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
界
寺
住
持
の
季
潭
宗
泐
に
よ
っ
て
、
渡
海
途
中
で
亡
く
な
っ
た
日
本
僧
に
対
し

て
修
さ
れ
た
仏
事
の
際
に
述
べ
ら
れ
た
法
語
で
あ
る
。
亡
き
日
本
僧
ら
の
仏
事
が
行
わ
れ
、
彼
ら
は
遣
明
使
と
し
て
で
は
な
く
参
禅

僧
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
事
が
伺
え
る
。
最
初
の
遣
明
使
は
国
交
を
結
ぶ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
天
界
寺
で
季
潭
宗
泐
に
よ
る

日
本
僧
の
仏
事
が
行
わ
れ
た
事
は
日
明
交
流
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
は
、
季
潭
宗
泐
が
日
本
僧
南
浦
紹
明
（
大
応
国
師
）
の
語
録
に
対
し
て
書
し
た
叙
文
で
あ
る
。
こ
の
叙
文
の
注
目
点
は
、

天
界
寺
住
持
季
潭
宗
泐
が
、
洪
武
八
年
（
一
三
七
五
）
つ
ま
り
最
初
の
遣
明
使
が
入
明
し
た
翌
年
に
、
南
浦
紹
明
の
語
録
を
読
ん
だ
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う
え
で
叙
文
を
書
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
語
録
は
、
南
浦
紹
明
の
法
嗣
等
に
よ
り
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
物
で
、
こ
れ
を
明
の
季
潭
宗
泐
の

も
と
へ
持
参
す
る
事
が
で
き
る
の
は
、
南
浦
紹
明
の
弟
子
達
、
つ
ま
り
禅
僧
の
名
前
に
「
宗
」
を
系
字
と
す
る
大
応
派
の
禅
僧
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
太
祖
実
録
』
洪
武
七
年
（
一
三
五
四
）
六
月
乙
卯
条
等
に
「
日
本
国
僧
宗
嶽
等
七
十
一
人
、

遊
方
至
京
」
と
あ
る
の
は
、
参
禅
目
的
で
入
明
し
た
一
行
で
あ
り
、
日
本
国
僧
宗
嶽
等
と
は
、
南
浦
紹
明
の
語
録
を
持
参
し
た
大
応

派
僧
で
あ
り
、
博
多
・
太
宰
府
を
拠
点
に
し
て
い
た
僧
達
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
該
時
期
で
は
遣
明
船
で
の
入
明
に
加
え
、
遣
明
使
と
は
別
の
日
本
禅
僧
一
行
に
よ
る
入
明
が
み
ら
れ
、

禅
僧
達
の
自
由
で
活
発
な
交
流
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
章
で
は
、
戦
国
期
に
お
け
る
山
隣
派
（
大
徳
寺
・
妙
心
寺
）
の
入
寺
・
住
持
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
禅
宗
寺
院
の
中
で
も
、

天
皇
の
勅
許
に
よ
っ
て
入
寺
す
る
林
下
・
山
隣
派
寺
院
の
う
ち
、
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
、
山
隣
派
（
大
徳
寺
・
妙
心
寺
）
で
、

そ
の
入
寺
数
や
入
寺
官
銭
納
入
な
ど
の
実
態
、
ま
た
朝
廷
と
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

山
隣
派
の
入
寺
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
入
寺
に
「
入
院
」
、
「
居
成
（
居
公
文
）
」
の
入
寺
方
法
に
加
え
、
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
（
一

五
五
七
～
一
五
八
六
）
に
な
っ
て
新
た
に
「
立
成
」
と
い
う
入
寺
方
法
の
語
句
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
入
寺
官
銭

は
寺
院
に
納
入
さ
れ
、
入
寺
勅
許
を
出
し
た
朝
廷
に
対
し
て
は
御
礼
を
納
入
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
御
礼
に
関
し
て
も
、

大
徳
寺
内
で
入
寺
官
銭
額
は
入
寺
方
法
（
入
院
・
居
成
）
の
違
い
に
よ
っ
て
官
銭
額
に
（
入
院
は
五
〇
貫
文
、
居
成
は
一
五
〇
貫
文
）

規
定
が
あ
り
、
朝
廷
側
で
も
入
寺
方
法
を
把
握
し
て
い
る
が
、
朝
廷
へ
納
入
さ
れ
る
御
礼
額
に
、
「
入
院
」
「
居
成
」
の
別
に
よ
る

違
い
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
朝
廷
と
山
隣
派
寺
院
側
と
で
は
、
経
済
的
な
相
互
扶
助
関
係
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。戦

国
期
、
と
く
に
後
奈
良
天
皇
・
正
親
町
天
皇
の
在
位
時
期
に
お
け
る
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
つ
ま
り
は
山
隣
派
の
入
寺
状
況
を
分
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析
し
た
。
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
記
事
を
手
掛
か
り
に
、
ま
ず
両
天
皇
在
位
時
期
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
在
位
時
期
に
み

ら
れ
る
入
寺
方
法
、
人
数
、
御
礼
物
を
分
析
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
両
天
皇
在
時
期
を
通
し
て
、
両
寺
で
大
き
く
違
う
点
と
し
て
居

成
出
世
者
の
輩
出
人
数
で
妙
心
寺
の
方
が
多
く
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
妙
心
寺
の
詳
細
な
検
討
は
今

後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
が
、
朝
廷
に
と
っ
て
、
経
済
的
相
互
扶
助
の
関
係
に
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
大
徳
寺
よ
り
も
多
く
の
居

成
出
世
者
を
輩
出
す
る
妙
心
寺
か
ら
得
ら
れ
る
御
礼
納
入
に
は
少
な
か
ら
ず
期
待
す
る
も
の
は
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
す
る
。

ま
た
、
正
親
町
天
皇
在
位
時
期
に
な
っ
て
み
ら
れ
る
「
立
成
」
は
、
後
奈
良
天
皇
在
位
時
期
か
ら
多
く
み
ら
れ
る
「
居
成
」
で
は

な
い
入
寺
の
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
入
院
」
と
同
意
な
の
か
、
多
少
な
り
と
も
違
い
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討

し
た
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
従
来
「
入
院
」
と
表
し
て
き
た
入
寺
に
つ
い
て
、
「
立
成
」
と
い
い
分
け
る
必
要
が
あ
る
ほ

ど
、
居
成
で
の
入
寺
が
多
か
っ
た
事
、
ま
た
朝
廷
と
し
て
も
、
寺
院
側
に
結
局
は
押
し
切
ら
れ
る
と
し
て
も
、
居
成
が
続
く
こ
と
に

対
し
苦
言
を
呈
し
て
お
り
、
朝
廷
と
し
て
室
町
幕
府
と
は
ま
た
別
の
寺
院
秩
序
を
山
隣
派
を
中
心
に
し
て
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。

三
章
で
は
、
大
徳
寺
の
地
方
展
開
に
つ
い
て
、
戦
国
期
の
大
徳
寺
内
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
四
つ
の
門
派
の
う
ち
の
一
つ
で
あ

る
真
珠
庵
派
に
注
目
し
、
こ
の
門
派
に
よ
る
大
徳
寺
内
で
の
活
動
、
ま
た
一
方
で
地
方
進
出
・
展
開
、
外
護
者
の
朝
倉
氏
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
真
珠
庵
派
は
一
休
宗
純
を
派
祖
と
し
、
彼
の
法
嗣
た
ち
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
大
徳
寺
山
内
の
真
珠

庵
と
山
城
国
薪
に
あ
る
酬
恩
庵
を
門
派
の
拠
点
と
し
つ
つ
、
一
方
で
越
前
国
で
は
拠
点
寺
院
と
な
る
深
岳
寺
を
運
営
し
な
が
ら
、
中

央
と
地
方
と
の
間
を
行
き
来
し
て
密
接
に
結
び
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
。
ま
た
朝
倉
氏
側
に
と
っ
て
は
、
単
に
信
仰
心
的
な
側
面
だ

け
で
は
な
く
、
真
珠
庵
派
の
も
つ
経
済
的
・
文
化
的
な
側
面
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

真
珠
庵
派
の
特
徴
と
し
て
、
大
徳
寺
住
持
を
輩
出
し
な
い
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。
朝
倉
氏
は
真
珠
庵
を
菩
提
寺
と
す
る
一
方
で
、
在

地
の
朝
倉
氏
菩
提
寺
の
深
岳
寺
住
持
に
招
請
す
る
な
ど
真
珠
庵
派
を
外
護
す
る
様
相
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
朝
倉
氏
一
族
の
女
性
ら
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が
真
珠
庵
に
祠
堂
銭
納
入
も
確
認
で
き
る
。

ま
た
一
方
の
真
珠
庵
派
の
僧
等
は
、
真
珠
庵
・
酬
恩
庵
を
拠
点
に
し
つ
つ
地
子
銭
収
得
、
祠
堂
銭
運
用
を
し
な
が
ら
、
越
前
国
か

ら
寺
納
を
得
て
塔
頭
寺
院
運
営
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
越
前
国
と
京
都
を
結
ん
で
の
寺
納
運
搬
、
ま
た
真
珠
庵
派
僧
の
周
辺
に
は
商

人
の
存
在
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
ま
た
連
歌
師
宗
長
と
の
関
係
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
朝
倉
氏
は
真
珠
庵
派
を
外
護
し
た
事
に
は
、
一
休
へ
の
信
仰
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
門
派
と
密
接
に
関
わ
る
商

人
や
文
化
人
な
ど
の
存
在
も
含
め
て
魅
力
的
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
章
で
は
、
三
章
と
同
様
に
大
徳
寺
の
地
方
進
出
・
展
開
の
考
察
と
し
て
、
大
徳
寺
四
派
の
一
つ
、
龍
泉
派
に
注
目
し
、
こ
の
門

派
の
戦
国
期
に
お
け
る
大
徳
寺
内
で
の
活
動
及
び
地
方
進
出
・
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

龍
泉
派
は
相
模
国
へ
進
出
し
、
後
北
条
氏
を
外
護
者
に
し
早
雲
寺
を
地
方
拠
点
と
し
な
が
ら
活
動
し
た
門
派
で
あ
る
。
戦
国
期
の

こ
の
門
派
に
つ
い
て
は
、
大
徳
寺
山
内
で
は
派
祖
陽
峰
宗
韶
の
塔
所
で
あ
る
龍
泉
軒
が
あ
る
が
、
他
の
三
派
の
よ
う
な
門
派
拠
点
寺

院
と
し
て
の
様
相
は
み
ら
れ
ず
、
大
徳
寺
内
の
四
派
以
外
の
塔
頭
の
塔
主
と
な
っ
て
大
徳
寺
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
。
一
方
で
大
徳

寺
か
ら
遠
く
離
れ
、
相
模
国
で
早
雲
寺
を
運
営
し
つ
つ
大
徳
寺
住
持
を
輩
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
門
派
と
し
て
確
立
・
認
識
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
後
北
条
氏
側
が
外
護
す
る
理
由
と
し
て
、
外
護
す
る
僧
達
か
ら
大
徳
寺
住
持
輩
出
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
「
前
住
大
徳
」

及
び
紫
衣
の
称
号
に
期
待
す
る
事
よ
り
も
、
経
済
的
な
面
で
期
待
で
き
る
事
が
あ
っ
た
点
を
示
唆
し
た
。

具
体
的
に
は
、
早
雲
寺
住
持
と
な
っ
た
龍
泉
派
僧
の
う
ち
、
大
徳
寺
に
居
成
出
世
し
た
二
人
の
僧
に
注
目
し
た
。
二
人
と
も
同
時

期
に
大
徳
寺
へ
居
成
出
世
し
た
が
、
そ
の
際
に
発
生
す
る
居
成
官
銭
額
の
う
ち
、
い
く
ら
か
の
資
金
を
大
徳
寺
塔
頭
寺
院
か
ら
借
り

て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
大
徳
寺
に
納
入
す
べ
き
居
成
官
銭
を
未
納
し
た
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
北
条
氏
は
彼

ら
の
官
銭
費
用
な
ど
入
寺
に
関
わ
る
経
費
を
補
助
し
た
こ
と
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
の
出
世
が
後
北
条
氏
の
新
た
な
菩
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提
寺
創
建
時
期
と
近
し
い
事
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
、
二
人
の
龍
泉
派
僧
が
塔
頭
か
ら
借
り
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
徳
寺
に
は

未
納
分
の
居
成
官
銭
が
、
外
護
者
の
も
と
へ
渡
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
後
北
条
氏
に
と
っ
て
大
徳
寺
龍
泉
派
僧
の
外
護
は
、
彼
ら
を
通
し
て
朝
廷
へ
の
接
近
が
可
能
と
な
る
こ
と

よ
り
も
、
大
徳
寺
の
有
す
る
経
済
的
、
ま
た
文
化
的
要
素
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
事
か
ら
、
当
該
時
期
の
禅
宗
、
特
に
山
隣
派
は
、
中
央
を
拠
点
と
し
、
室
町
幕
府
と
対
立
す
る
こ
と
な
く
、
一
方
で
朝
廷

と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、
地
方
へ
も
進
出
し
て
大
名
や
商
人
等
を
外
護
者
し
、
政
治
・
経
済
・
文
化
に
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
で

密
接
に
関
係
し
、
影
響
を
授
受
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
戦
国
期
の
仏
教
勢
力
に
お
い
て
、
法
華
宗
や
一
向
宗
な
ど
と
は
違
う
か
た
ち
で
展
開
し
た
山
隣
派
を
、
当
該
時
期
の

禅
宗
勢
力
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
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(中世後期の社会と禅宗　―戦国期における山隣派の展開を中心にして―　 竹貫 友佳子)

表Ａ①　『御湯殿上日記』にみる後奈良天皇在位時期の妙心寺入寺

元号 西暦 月日 入寺（入寺御礼）・人数 御礼

大永６ 1526 6月21日 居成 小高檀紙・緞子進上

大永７ 1527 11月23日 居成
11月27日 居成（居公文）御礼 香箱代五百疋、引合代百疋（11/23の御

礼）
☆ 享禄３ 1530 2月27日 入院 十帖、緞子代六百疋

4月26日 居公文 香箱代六百疋、十帖、扇

享禄４ 1531 12月15日 居成

天文元 1532 9月23日 居成 五百疋

天文２ 1533 8月29日 居成 六百疋

天文３ 1534 4月5日 居成 六百疋

7月11日 居成

天文５ 1536 4月13日 居成 六百疋

6月4日 居成 六百疋

天文６ 1537 12月9日 居成

12月20日 居成御礼 六百疋（12/9の御礼）

☆ 天文８ 1539 3月23日 入院 御盆、香箱代六百疋

天文１０ 1541 5月28日 居成 六百疋

天文１１ 1542 6月2日 居成　２人 千二百疋（２人分）
天文１６ 1547 5月25日 居成 六百疋

6月3日 新命住持御礼 緞子一段

8月12日 居成 六百疋

☆ 天文１９ 1550 3月30日 入院御礼（入寺式は前日３／２
）天文２０ 1551 8月13日 居成 御盆、香箱代四百疋

天文２２ 1553 3月16日 居成 緞子代六百疋

弘治３ 1557 2月15日 居成　２人 いつもの如し

3月21日 居成　３人 千八百疋

5月11日 居成 六百疋

☆ 5月26日 入院御礼 六百疋

8月12日 居成 六百疋

☆入院　４人　　居成　２５人　
※出典『御湯殿上日記』（『続群書類従　補遺』）



(中世後期の社会と禅宗　―戦国期における山隣派の展開を中心にして―　 竹貫 友佳子)

表Ａ②　『御湯殿上日記』にみる正親町天皇在位時期の妙心寺入寺

元号 西暦 月日 　『御湯殿上日記』本文 入院・居成・立成

立成 永禄元年 1558 11月10日

十日。めうしん寺へいなりの事。かんろし申さ
るゝ。御返事あり。御代はしめの御事にてま
いられ候ほとに。たちなりにとおほせられ候
へとも。色／＼きねん申され候まゝ。ちよきよ
の御返事まいられ候。（後略）

居成　（「立成」）

1558 11月17日
十七日。（前略）かんろしめうしん寺いなりの
事。なかはしして申さるゝ。ちよきよあり。

居成勅許

永禄３ 1560 3月9日
九日。（前略）めうしん寺いなりの事。けふ御
かへりあり。色々申されてうけ文まいるまゝ御
心えのよしあり。

居成

1560 6月15日

十五日。ことなる事なし。昨日せうみやう院と
の御まいりのついてに。ふしみとのよりめうし
ん寺いなりの事申さるゝよし申さるゝ。はやこ
んと三人まていなりの事にて候ほとにとの御
事なから。せうみやうう院との。ふしみとのゝ
はや御申候て。御れい文まてまいり候まゝ。
このたひの事は御心え候よし。せうみやう院
へおほせられて。かんろしやかてなかはあし
へめして。このいわれおほせられ。又寺へも
申され候へのよしおほせらるゝ。

居成

1560 6月18日

十八日。（前略）かんろしより。めうしん寺いな
りの事。ふしみとのより申され候て。御心え候
とのよし申され候。されはいなりつゝき候と
て。めうしん寺へはかんろしして。色／＼おほ
せられ候へとも。これはふしみとのよりへちに
て申され候まゝ。御心えなされて。かんろしし
て。めうしん寺のちやうらう御れい申さるゝ。

居成

1560 7月27日
廿七日。めうしん寺よりふしみとのより申さ
るゝいなりの御れい六百疋まいる。（後略）

居成御礼六百疋

永禄９ 1566 9月4日

四日。よる雨ふる。めうしん寺よりとし／＼の
まつのおりまいる。同めうしん寺よりいなりの
御れい六百疋まりう。めうしん寺。たけのうち
との御まいりありて。花たてらるゝ。（後略）

居成御礼六百疋

住持
交代

永禄１０ 1567 12月4日

四日。めうしん寺ちう寺（持）かわりたるとて。
御れい申さるゝ。ひき十てう。御あふきまい
る。きちしやうしよにて御たいめんあり。申つ
き頭弁。（後略）

妙心寺住持交代
につき御礼

永禄１３ 1570 2月15日
十五日。（前略）妙心寺より濃州湖前座元居
成申請。頭弁申。

濃州湖前座元居
成



元亀２ 1571 8月11日
十一日。めうしん寺よりいなりの御れいにま
いる。く御つく。女中みな／＼へも御くはりあ
り。

居成

立成 元亀３ 1572 3月16日
十六日。（前略）めうしん寺よりたちなりちよく
し申候へきよし。かんろし。はりまより御申。
御心へのよしありて。日のにおほせらるゝ。

たちなり

立成 1572 4月6日

六日。右大弁宰相めうしん寺のたちなりのす
いきよしやうなかはしまてもちまいらるゝ。御
らんせられてやかてかへさるゝ。しゆゑん十
八日のよし申さるゝ。ちよくし右少弁。

立成推挙状

立成 元亀３ 1572 4月18日

十八日。けふめうしん寺のたちなりあり。ちょ
くし右少弁。（中略）めうしん寺のちやうらう御
れい申さるゝ。御たいめんあり。申つき右少
弁。

立成

天正７ 1579 7月20日 廿日。めうしん寺よりいなりの御れいまいる。 居成御礼

天正８ 1580 1月23日
廿三日。（前略）めうしん寺よりゐなりのすい
きよしやうなかはししてひろう。御心えのよし
おほせらるゝ。かきいたしはむろ。

居成の推挙状。

12月1日

一日。（前略）めうしん寺のせんちうさいにん
にて。ちよくし申されて。左少弁たてらるゝ。御
れいにちやうらうまいりて御なかしん上申さ
るゝ。

前住再任

立成 天正９ 1581 2月29日
廿九日。（前略）めうしん寺のたちなりの事。
けふ御心えのよしおほせらるゝ。ちょくし中の
御かとにおほせらるゝ。

立成

3月27日

廿七日。めう心寺のいなりのくせん一は中山
頭中将。一は左少弁おほせらるゝ。（頭書）
「（前略）めう心寺いなり。一人は三月一日。
一人は同十日なり。御れいやかてまいる。」

居成　二人あり

11月13日
十三日。めうしん寺のちやうらうしゆゑんにて
さんたい。申つきかんろし大納言。ちよくしは
むろ右少弁。はいかもあり。

入院

天正１４ 1586 5月10日
十日。雨ふる。めうしん寺よりいなりの事申。
五人めのよし申あいた御心えのよしあり。か
んろし。なかはしして御ひろうあり。

居成五人目



(中世後期の社会と禅宗　―戦国期における山隣派の展開を中心にして―　 竹貫 友佳子)

表Ｂ① 大徳寺歴代住持（後奈良天皇在位時期〈1525～1557　9月〉）

※『位次』・・・『龍宝山住持位次』（『続群書類従』第四輯下　補任部）　『前住籍』・・・『龍宝山前住籍』（『大仙院文書』185号）
『世譜』・・・『増補龍宝山大徳禅寺世譜』　『御湯殿』・・・　『御湯殿上日記』（『続群書類従』補遺三）

世代 世代名 出世年 西暦 月日 門派 『世譜』 『位次』 『前住籍』 『御湯殿』
８８世 伝庵宗器 大永八

年（享禄
1528 4月12日 北派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 入院、御礼（大永8、4/12条

８９世 月浦玄珠 　　－ 　－ 　　－ 大模派 　　－ 居成 居成 （居公文御礼）（享禄3、5/19条）
９０世 大林宗套 天文５ 1536 2月15日 北派 入寺開堂（天文５2/25） 居成再住 　　－ 居成御礼（天文5、2/16条）
９１世 徹岫宗九 天文５ 1536 10月18日 南派 出世（天文5､10/18）再住開堂

（天文15、4/1）
居成再住 居成 居公文御礼（天文5、11/29条）

９２世 玉堂宗条 天文６ 1537 10月8日 南派 入寺開堂（天文6、10/8） 　　－ 　　－ 　　－

９３世 清庵宗胃 天文６ 1537 2月21日 南派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 入院御礼（天文6、2/26条９

９４世 天啓宗ｲﾝ 天文７ 1538 9月13日 南派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 　　－（※天啓宗ｲﾝ（垔＋欠））

９５世 大室宗碩 天文７ 1538 11月3日 龍泉派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 入院御礼（天文7、11/3条）

９６世 謹甫宗ﾃｲ 天文８ 1539 5月27日 大模派 出世（天文8､5/27） 居成 　居成 居公文御礼（天文8、5/29条）※
(謹甫宗ﾃｲ（王＋貞））

９７世 龍谷宗登 天文１１ 1542 6月23日 南派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 入院、御礼（天文11、6/3、6/23
条）

９８世 春林宗俶 天文１３ 1544 4月12日 南派 出世（天文13、4/13） 居成再住 居成 居成御礼（天文13、4/12条）
９９世 松裔宗佺 天文１４ 1545 9月19日 龍泉派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 　　－

１００世 泰嶽宗康 天文１８ 1549 12月7日 南派 居成改衣（天文18、12/7） 居成 居成 　　－

１０１世 雲叔宗慶 天文２０ 1551 2月14日 南派 出世（天文20、2/14）再住開堂
（永禄9，4/21）

再住 再住 　　－

１０２世 江隠宗顕 天文２０ 1551 9月21日 北派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 入院御礼（天文20、9/21条）

１０３世 和渓宗順 天文２４ 1555 1月29日 南派 出世（天文24、1/29） 再住 再住 　　－

１０４世 華庵宗栄 天文２４ 1555 3月14日 南派 出世（天文24，3/14） 　　－ 居成 　　－

１０５世 怡雲宗悦 天文２４ 1555 10月16日 南派 出世（天文24、10/16）再住（永禄
元年12/13）

　　－ 　　－ 居成御礼（天文24、10/17条）再
住（永禄元、12/2条）

１０６世 大歇宗用 弘治３ 1557 5月23日 南派 出世（弘治3、5/23） 居成 居成 居成御礼（弘治3、5/27条）



(中世後期の社会と禅宗　―戦国期における山隣派の展開を中心にして―　 竹貫 友佳子)

表Ｂ②　大徳寺歴代住持（正親町天皇在位時期〈1557年10月～1586年〉）

※『位次』・・・『龍宝山住持位次』（『続群書類従』第四輯下　補任部）　『前住籍』・・・『龍宝山前住籍』（『大仙院文書』185号）
『世譜』・・・『増補龍宝山大徳禅寺世譜』　『御湯殿』・・・　『御湯殿上日記』（『続群書類従』補遺三）

世代 世代名 出世年 西暦 月日 門派 『世譜』 『位次』 『前住 『御湯殿』
１０７世 笑嶺宗訢 永禄元 1558 10月17日 北派 奉勅出世（永禄元、

10/17）再住開堂（永禄3、
4/1）

再住 再住 　　－

１０８世 玉叟宗璋 永禄元 1558 １１月 南派 出世（永禄元、11月） 居成 居成 居成、御礼（永禄元、
11/18、11/26条）

１０９世 督宗紹董 永禄７ 1565 2月28日 南派 出世（永禄7、2/28）開堂
（永禄7、六月）

再住 再住 入院立成（永禄7、6/5条）

１１０世 南峰宗菊 永禄８ 1566 6月1日 龍泉派 出世（永禄8、6/1） 居成 居成 　　－

１１１世 春屋宗園 永禄１２ 1569 3月28日 北派 勅許改衣（永禄12、3/28）
再住開堂（元亀2、4/1）

再住 再住 　　－

１１２世 玉仲宗琇 永禄１３ 1570 2月13日 南派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 入院御礼（永禄13、2/13
条）

１１３世 明叟宗普 元亀２ 1571 　　－ 龍泉派 出世（元亀2） 居成 居成 （居成御心得）元亀2、6/20
条

１１４世 大岫宗初 元亀３ 1572 3月12日 龍泉派 出世（元亀3、3/12） 居成 居成 居成御礼（元亀3、3/14条）

１１５世 南英宗頓 元亀３ 1572 6月21日 南派 出世（元亀3、6/21）再住
開堂（天正10、3/21）

再住 再住 　　－

１１６世 万仭宗松 　　－ 　－ 　　－ 龍泉派 　　－ 居成 居成 （居成御礼、元亀3、5/17
条が該当するカ）

１１７世 古溪宗陳 天正元 1573 9月15日 北派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 立成入院御心得（元亀4、
8/12、8/27条）

１１８世 梅隠宗香 天正元 1573 10月10日 龍泉派 出世（天正元、10/10） 居成 居成 （居成吹挙状）元亀4、
10/10

１１９世 真叔宗梖 天正２ 1574 9月8日 南派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 　　－

１２０世 咲隠宗听 天正５ 1577 閏７月３日 南派 出世（天正5、閏7/3９ 居成 居成 　　－

１２１世 明叔宗哲 天正６ 1578 2月9日 南派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 　　－



１２２世 仙嶽宗洞 天正７ 1579 9月17日 北派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 入院御礼（天正7、9/17条

１２３世 竹澗宗紋 天正９ 1581 2月11日 南派 出世（天正9、2/11） 居成再
住

居成 入院（居成）御礼（天正9、
2/7、2/11条）

１２４世 先甫宗賢 天正１１ 1583 閏１月１７日 南派 出世（天正11、閏1/17） 居成再
住

居成 居成御礼（天正11、閏1/17
条）

１２５世 太素宗謁 天正１１ 1583 3月5日 南派 奉勅入寺開堂 　　－ 　　－ 入院御礼（天正11、3/5条）

１２６世 一凍紹滴 天正１１ 1583 12月1日 北派 改衣（天正11年春頃）入
寺開堂（天正11、12/1）

再住 居成 　　－

１２７世 準叟宗範 天正１３ 1585 3月22日 龍泉派 出世（天正13、3/22） 居成 居成 　　－

１２８世 梅渓宗葩 天正１３ 1585 8月13日 南派 出世（天正13、8/13）再住
開堂（天正18、8/13）

再住 居成 　　－

１２９世 天叔宗眼 天正１３ 1585 8月25日 南派 出世（天正13、8/25）再住
開堂（天正14、6/20）

　　－ 居成 　　－

１３０世 玉甫紹琮 天正１４ 1586 10月13日 北派 奉勅入寺 　　－ 　　－ 　　－
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表Ｂ②α  『御湯殿上日記』正親町天皇期在位時期の大徳寺入寺関連記事一覧

元号 西暦 　 　　　　　　本文 入寺関連語句 　　入寺者

永禄元年 1558 11月8日
八日。ことなる事なし。ひろはしむらさきののしゆゑんの事申さるゝ。
（後略）

入院

11月18日
十八日。（前略）。ひろはし大納言むらさきののいなりの事申さるゝ。
ちよきよあり。

居成 玉叟宗璋（南派）

11月26日
廿六日。むらさきのきよくそう。いなりの御れいに。こたかたんしにと
んすまいる。ひろはし大納言申つきなり。（後略）

玉叟　居成御礼
玉叟宗璋（南派）
御礼

12月2日
二日。（前略）ひろはし大納言十三日むらさきのゝさいしゆの事。大す
けして申。御心えのよしあり。ちよくしすけふさ。おなしくりんしの事。
すけふさにおほせらるゝ。

十三日再住 怡雲宗悦再住

立成 永禄７ 1564 6月5日
五日。ことなることなし。むらさきのゝしゆゑんありて。ひきにとんすす
へてしん上申さるゝ。たちなりにて。くわんしゆ寺はれとよちよくし。

入院　立成 督宗紹董（再住）

永禄１３ 1570 2月13日
十三日。雨ふり神なる。むらさきのゝしゆゑんあり。くわんしゆ寺左中
弁ちょくしなり。しゆゑんのちやうらう御れい申さるゝ。御ほんいとん
すまいる。（後略）

入院御礼
玉仲宗琇　※晴右
記　１４日条に入
院の礼あり

元亀２ 1571 6月20日
廿日。（前略）むらさきのゝしゆゑんいなりのよし。くわんしゆ寺中納
言ひろう。さかみのくにのものゝよし申さるる。御心えのよしあり。（後
略）

居成　相模者 明叟宗普か。

元亀３ 1572 3月14日

十四日。（前略）。むらさきの大とく寺よりいなりの御れいにきやうそ
く。こたかたんしまいる。大しやう寺とのゝ御かつしき御所へまいら
るゝ。せいさいにつかは（さ脱カ）るゝなり。いないりの人とうこくの人と
て。いなかにてさんたいはんし。くわんしゆ寺中納言ひろう。

居成御礼　東国人
※大岫宗初（龍泉
派）宗雲寺六世

5月14日
十四日。こなることなし。むらさきのよりいなりとて。すいきよしやうく
わんしゆ寺よりまいる。御心へのよしあり。みのゝ人のよしあり。

居成推挙状

5月17日
十七日。（前略）むらさきのよりいなりの御れい。とんす。こたかまい
る。くわんしゆもちてなかはしまて御まいり。（後略）

居成御礼 万仭宗松カ



立成
の入
院

元亀４ 1573 8月12日
十二日。（前略）むらさきのたちなりのしゆゑんに。右中弁ちょくしの
ち（よ脱）くやくの事申。御心えのよしあり。四つし大納言にもちやくさ
の事。なかはしより文にておほせらるゝ。

立成の入院 古溪宗陳カ

元亀４ 1573 8月27日
廿七日。むらさきのゝ大とく寺しゆゑんのすいきよしやうくわん中納言
なかはしまてもちて御まいり。御心えのよしあり。りんし中山頭中将。
らい月五日のとりおきせいりやうてんあり。（後略）

入院の推挙状 古溪宗陳

10月10日
十日。（前略）むらさきの大とく寺いなりのすいきょしやうまいる。御心
えのよしあり。くわんしゆ寺るすのあいた。御あちやちやなかはしして
御ひろう。かきいたしさせうへん。（後略）

居成の推挙状
梅隠宗香（龍泉
派）早雲寺8世ｶ

天正７ 1579 8月7日
七日。（前略）いまたむらさきのヽ寺より申は（こ）し候はねとも。さた
あるほとにとて。のふみつちよくしのちよくやくの事。くわしゆ寺中納
言なかはしまて申さるゝ。御心えのよしあり。（後略）

入院の勅使の件
9月17日入院の仙
嶽宗洞か

9月17日
十七日。（前略）むらさき野にしゆゑんありて。ちや（う脱カ）御れいに
まいらるゝ。こた（か脱カ）にきなるとんす一たんまいる。御たいめん。
申つきくわんしゆ寺中納言。

入院　御礼 仙嶽宗洞入院

立成 天正９ 1581 2月7日

七日。（前略）むらさきのヽ大とく寺よりいなりの事。くわんしゆ寺中納
言申さるゝ。まへもれいあらは御心へのよしおほせらるゝ。（中略）む
らさきのまへいなりしけきよしおほせられて。いまは立なり。いなり
に。かくねんにさったまりたるよし。くわんしゆ寺中納言申さるゝ。（後
略）〔頭書〕御れうしやかてまいらせらるゝ。はんさうすとりてかへりと
なり。（後略）

居成 竹澗宗紋カ

天正９ 1581 2月11日
十一日。（前略）むらさきのヽちやうらうしゆゑんの御れいにまいら
るゝ。小たかたんしにあさきのとんすしん上。御たいめんあり。（後
略）

入院　御礼
竹澗宗紋カ、再
住？

天正１１ 1583 閏１月１７日
十七日。はるゝ。むらさきのゝちやうらうしゆけん。いなりの御れいさ
んたい申さるゝ。ひき十てう。まき物まいる。くわいんしゆ寺しん大納
言申つき也。（後略）

居成御礼　 先甫宗賢（南）

3月5日
五日。（中略）むらさきのゝたいとくちにしゆゑんありて。はむろちよく
し也。御れいにちやうらうまいる。こたかたんしに。もんさ〔紋紗〕しん
上申。きやう所にて御たいめんあり。申つきくわんしゆ寺大納言。

入院御礼 太素宗謁（南）
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表Ｃ　龍泉派大徳寺出世一覧（大徳寺歴代住持のうち、龍泉派僧のみ抜粋）

大徳
寺世

早雲
寺世

僧名 元号 西暦 月日 奉勅 居成 再住 御湯殿

70世 陽峰宗韶 永正元年　　 1504 3月 ● 　　－

73世 東海宗朝 永正５年 1508 ２月 ☆ 　　－

83世
早雲
寺開

以天宗清
永正１６・大
永２

1519
・

☆ ※ 　　－

85世 千林宗桂　？ ○ 　　－

95世 ２世 大室宗碩 天文７ 1532 11月3日 ☆ 　　－

99世 ３世 松裔宗佺 天文１４ 1545 9月19日 ☆ 　　－

110世 ４世 南岑宗菊 永禄８年 1565 6月1日 　 ● 　　－

113世 ５世 明叟宗普 元亀２年 1571 （６月２０日） ● 居成御心得

114世 ６世 大岫宗初 元亀３年 1572 3月12日 ● 居成御礼

116世 ７世 万仭宗松 ？（元亀３年） ？ ● （居成御礼）

118世 ８世 梅隠宗香 天正元年 1572 10月10日 ● 居成吹嘘状

127世 ９世 準叟宗範 天正１３年 1585 3月22日 ● 　　－

131世 １０世 錬叔宗鉄 天正１６年 1588 9月11日 ● ● 　　－

132世 １１世 希叟宗罕 天正１７年 1589 １１月 ● 　　－

133世 １２世 太翁宗安 天正１７年 1589 １２月 ●
居成御礼（天正
17、12/11条

参考資料
『龍宝山大徳禅寺世譜』
『龍宝山住持位次』（『続群書類従』第四輯下補任部）　　『龍宝山前住籍』（『大仙院文書』185号）
『御湯殿上日記』（『続群書類従』補遺三）
☆･･･『龍宝山大徳禅寺世譜』に「奉勅」とある。
●･･･『位次』、『前住籍』両方に記述あり。
○･･･『位次』のみ記述あり
※･･･『延宝傳燈録』


